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平成23年６月22日（水曜日）

午前10時７分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成23年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第２号 平成23年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計補正予算（第１号）

○議案第５号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○議案第６号 平成22年４月以降において発生

が確認された口蹄疫に起因して

生じた事態に対処するための手

当金等についての個人の事業税

の臨時特例に関する条例

○議案第８号 宮崎県市町村間連携支援基金条

例

○議案第９号 宮崎県東日本大震災被災者等支

援基金条例

○議案第10号 宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正

する条例

○議案第16号 宮崎県総合計画の変更について

○議案第17号 宮崎県行財政改革大綱2007の変

更について

○議案第21号 当せん金付証票の発売の変更に

ついて

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて（平成22年度宮崎県一般

会計補正予算（第12号））

○報告事項

・平成22年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙３）

○請願第４号 震災・噴火など、大規模自然災

害発生時において「宮崎－大阪」

カーフェリー航路を活用し、県

民の保護に万全を期す政策の実

現と「地産地送」の実現に向け

た実効ある措置を求める要請に

ついての請願

○請願第５号 地方消費者行政充実のための国

による支援に関する請願

○県民政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・宮崎県県民意識調査結果の概要について

・政策評価の実施について

・九州広域行政機構（仮称）構想について

・第９次宮崎県交通安全計画の作成について

・みやざき県民復興協力隊の派遣について

・宮崎県男女共同参画センターの指定管理者制

度の第三期指定について

・みやざき男女共同参画プランの改定について

・宮崎県東京学生寮の指定管理者第三期指定に

ついて

・行財政改革大綱2007に基づく行財政改革の取

組について

・「宮崎県地震減災計画」（平成19年３月）の

概要と取組の進捗状況について

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 外 山 三 博

委 員 星 原 透

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美
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欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県民政策部

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

県 民 政 策 部 次 長
緒 方 哲

（ 政 策 担 当 ）

県 民 政 策 部 次 長
城 野 豊 隆

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 茂 雄 二

秘 書 広 報 課 長 甲 斐 正 文

統 計 調 査 課 長 大 野 保 郎

総 合 交 通 課 長 中 田 哲 朗

中山間・地域政策課長 福 田 直

生活・協働・男女参画課長 大 脇 泰 弘

文化文教・国際課長 日 高 正 憲

人権同和対策課長 吉 田 正 彦

情 報 政 策 課 長 長 倉 芳 照

広 報 企 画 監 松 岡 弘 高

交通・地域安全対策監 柳 田 勇

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

ただいまから総務政策常任委員○山下委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、日程案につきましては、お手元に配付の

とおり、本日は県民政策部、明日が総務部の審

査を行うこととしておりますが、御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた〇山下委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時７分休憩

午前10時10分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

今回から、議案、報告事項、その他報告事

項、その他に分けて説明を受けます。その都度

質疑を行うこととなりました。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いをいたします。

おはようございます。県○渡邊県民政策部長

民政策部でございます。本日は、よろしくお願

いしたいと思います。

それでは、今回提案しております議案等につ

きまして、その概要を説明させていただきま

す。

お手元の総務政策常任委員会資料の表紙をあ

けていただきまして目次がございます。

今回お願いしております議案は、予算議案と

しまして、議案第１号、一般会計補正予算等を

お願いするものでございます。それから、特別

議案としまして議案第８号「宮崎県市町間連携

支援基金条例」外１件でございます。それか

ら、報告承認事項が１件、報告事項が１件でご

ざいます。

それでは、順次御説明させていただきます。

委員会資料の１ページをごらんいただきたい

と思います。まず、補正予算案についてでござ

いますけれども、今年度の当初予算につきまし

ては、編成時期等の関係から骨格予算としたと

ころでございますけれども、今回、６月議会に
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お願いしております補正予算につきましては、

知事の政策提案を具現化するための事業等を盛

り込んだ、いわゆる肉付け予算として編成した

ものでございます。県民政策部の一般会計補正

額は、一般会計の表の一番下にありますよう

に、合計で14億2,373万円の増額でございま

す。補正後の県民政策部の一般会計予算額

は、118億1,340万3,000円となります。

また、その下の表でございますが、宮崎県開

発事業特別資金特別会計予算につきまして

は、5,000万円の増額でございまして、これは

一般会計に資金を繰り出すものでございます。

この結果、補正後の開発事業特別資金特別会計

予算額は、２億1,521万4,000円となります。

次の２ページをごらんいただきたいと思いま

す。これは後ほど御説明しますが、今回、特別

議案で提案しております、宮崎県総合計画「未

来みやざき創造プラン（アクションプラン）」

に基づく事業体系でございます。

アクションプランの中で整理しております10

の重点施策ごとに、県民政策部の重点推進事業

を体系的に整理しているところでございます。

体系表の中で、県民政策部関連の事業部分は

太字でお示ししております。事業名の前に○と新

あるのは新規事業、それから、○とありますの改

は、既存事業の一部を見直した改善事業でござ

います。また、下線が引いてあるものは６月補

正予算として計上している事業でございます。

それから､５ページから９ページは、その重点

推進事業の概要を掲載しております。それか

ら、10ページから16ページでございますけど、

その他の主な新規重点事業の概要を掲載したと

ころでございます。それからまた、17ページか

ら22ページまででございますが、主な事業の概

要を個別に掲載しております。内容について

は、後ほど各課長から説明させます。

次に、特別議案でございますが、議案第８号

「宮崎県市町村間連携支援基金条例」でござい

ます。お手元の平成23年６月定例県議会提出議

案を見ていただきたいと思いますが、ここに赤

いインデックス、議案第８号というのがありま

す。これをごらんいただきたいと思います。こ

れにつきましては、持続可能な地域づくりに向

けて、市町村が連携して取り組む事業を支援す

るための基金を創設する条例を制定するもので

ございます。

それから、議案第16号「宮崎県総合計画の変

更について」であります。同じく議案書の赤い

インデックス、議案第16号でございます。ペー

ジでは55ページになります。ごらんいただきた

いと思います。これは２月議会で議決されまし

た長期ビジョンや知事の政策提案を踏まえまし

て、今後４年間の実行計画となるアクションプ

ランにつきまして、「宮崎県行政に係る基本的

な計画の議決等に関する条例」に基づきまし

て、宮崎県総合計画の変更を行うものでござい

ます。

次に、もとに戻っていただきまして委員会資

料の25ページをごらんいただきたいと思いま

す。報告承認事項、「専決処分の承認を求める

ことについて」でございます。内容は、平成22

年度宮崎県への口蹄疫復興対策寄附金が確定し

ましたことから、基金積立金について増額補正

したものでございます。補正予算額は3,086

万5,000円でございまして、平成22年度の県民

政策部の補正後の一般会計予算額は、1,147

億4,777万6,000円となります。議案の詳細につ

きましては、担当課長より後ほど御説明しま
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す。よろしくお願いしたいと思います。

それから、報告事項でございます。

これにつきましては、平成23年度６月定例県

議会提出報告書をごらんいただきたいと思いま

す。青いインデックスの別紙３、９ページをお

開きいただきたいと思います。繰越明許費につ

いてであります。表の一番上にありますとお

り、（款）総務費（項）企画費の県庁ＬＡＮ設

備改良事業の8,636万円につきましては、国の

補正予算の成立に伴いまして１月補正予算に計

上したことから、年度内の工期が不足すること

になりまして、繰り越しとなったものでござい

ます。

次の欄の携帯電話等エリア整備事業につきま

しては、１億1,470万7,000円でございますけ

ど、事業主体である日之影町及び五ヶ瀬町にお

きまして、用地交渉等に不測の日数を要したこ

となどから、繰り越しとなったものでございま

す。

その他報告事項がありますが、これにつきま

しては後ほど担当課長から御説明させます。よ

ろしくお願いします。

私の説明は以上でございます。

総合政策課でございます。○茂総合政策課長

まず、６月の補正予算につきまして御説明を

いたします。

お手元の平成23年度６月補正歳出予算説明資

料の青いインデックス、3ページをお開きいた

だきたいと思います。総合政策課の補正予算に

つきましては、総額で１億4,186万1,000円の増

額補正をお願いしております。補正後の額は10

億9,360万8,000円となります。その内訳につき

ましては、一般会計が9,186万1,000円の増額補

正、特別会計が5,000万円の増額補正でござい

ます。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

１枚おめくりいただきまして５ページをお願

いいたします。（事項）県計画総合推進費でご

ざいますが、7,753万8,000円の増額補正をお願

いしております。

このうち、１の○総合計画策定・戦略展開事新

業につきましては、計画の中に示しております

長期戦略や重点施策などを効果的に展開してい

くための企画・調査等の経費としまして1,600

万円の増額補正でございます。

２の○住民生活に光をそそぐソーシャルビジ新

ネス創出支援事業、3の○新エネルギーの拠点新

づくり事業につきましては、後ほど委員会資料

で御説明いたします。

４の○ユニバーサルデザイン普及・啓発事業改

につきましては、ユニバーサルデザインに対す

る理解と浸透を図るために、アイデアコンクー

ルの実施や講演会の開催等に要する経費であり

ます。

次に、一番下の（事項）地域科学技術振興費

でありますが、1,070万5,000円の増額補正をお

願いしております。

その内訳になります。１枚めくっていただき

まして６ページをお願いいたします。一番上の

説明欄、２の○産学官連携による新たな産業づ新

くり事業につきましては、産学官連携による新

たな産業づくりを推進するため、産学官ネット

ワークの構築及び新産業創出のための可能性調

査に要する経費であります。

３の○東九州地域医療産業研究開発拠点づく新

り事業につきましては、こちらも後ほど委員会

資料で御説明いたします。
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一般会計については以上でございます。

次に、７ページをお願いいたします。開発事

業特別資金特別会計であります。

（事項）繰出金でありますが、5,000万円の

増額補正をお願いしております。これは一般会

計に資金を繰り出しまして、当課で所管してお

ります○新エネルギーの拠点づくり事業新

に5,000万円を充当するものでございます。

特別会計については以上でございます。

続きまして、総務政策常任委員会資料で御説

明いたしたいと思います。17ページをお願いい

たします。○住民生活に光をそそぐソーシャル新

ビジネス創出支援事業についてであります。

まず、１の事業目的ですが、これまで住民生

活にとって大事な分野でありながら、光が十分

に当てられてこなかったＤＶ対策、あるいは児

童虐待防止等の分野におきまして、ソーシャル

ビジネス、これはさまざまな社会的課題をビジ

ネスの形で解決に導く手法として、近年、注目

をされているものでございますけれども、この

手法を用いましてモデル的な取り組みを支援す

ることにより、社会的課題に地域全体で取り組

む環境づくりを進めていこうというものでござ

います。

次に、その下の２の事業概要ですが、まず、

（１）のモデル事業の支援にありますとおり、

ＮＰＯや営利法人等がＤＶ対策や児童虐待防

止、困難を抱える子供、若者対策の分野で行う

保護・相談・自立支援等の事業につきまして、

そのスタートアップを支援し、自立性、継続性

を確保した事業の展開につなげていくこととし

ております。

また、（２）のソーシャルビジネスの課題検

討では、本県におけるビジネスの創出・展開の

可能性、あるいは課題につきまして検討してい

くこととしております。

最後に、３の事業費でございます。実施に要

する経費として1,000万円お願いしておりま

す。全額、昨年度、国の地方活性化交付金によ

り造成いたしました住民生活に光をそそぐ基金

を財源とするものでございます。

続きまして、18ページをお願いいたします。

○新エネルギーの拠点づくり事業についてであ新

ります。

まず、１の事業目的ですが、豊富な地域資源

である太陽光・太陽熱を利用した新しいチャレ

ンジといたしまして、ビームダウン式集光装置

を利用した新エネルギーに関する最先端の研究

開発を宮崎で行うことによりまして、「環境・

新エネルギー先進地づくり」を進めるととも

に、集光システムの製造等に関する地元企業へ

の技術移転等を進めるものであります。

次に、２の事業概要ですが、東京都三鷹市に

所在いたします三鷹光器株式会社が開発いたし

ましたビームダウン式の集光装置を宮崎大学に

設置することによりまして、新潟大学が進めま

す水素製造の研究開発と、宮崎大学が進めてお

ります集光型太陽光発電の研究開発を本県で進

めていくものでございます。

３の事業費ですが、ビームダウン式集光装置

の宮崎大学への設置に要する経費といたしまし

て5,000万円をお願いいたしております。

なお、全額、開発事業特別資金特別会計を財

源とするものであります。

続きまして、19ページをお願いいたします。

○東九州地域医療産業研究開発拠点づくり事業新

についてであります。

まず、１の事業目的ですが、宮崎・大分両県
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で平成22年10月に策定いたしました「東九州地

域医療産業拠点構想」、いわゆる東九州メディ

カルバレー構想に基づきまして、延岡市を中心

とする県北地域において、地域医療の向上や医

療機器開発につながる研究拠点づくりを推進す

るものでありまして、東九州メディカルバレー

構想につきましては、宮崎県から大分県にかけ

ての東九州地域において、血液や血管に関する

医療機器を製造する有力な企業が多数立地して

いることを踏まえまして、血液や血管に関する

医療を中心に、機器産業の一層の集積と、この

集積を活用した地域活性化を促進することを目

的といたしまして、宮崎県と大分県で策定した

構想でございます。

次に、２の事業概要でございます。寄附講座

の設置と研究開発に向けた環境づくりを予定し

ております。

まず、（１）の寄附講座の設置につきまして

は、県と延岡市の共同寄附によりまして、宮崎

大学医学部に医療学講座を設置しまして、血

液・血管に関する研究を進めていくものでござ

います。この寄附講座の職員となる医師につき

ましては、下の図にありますとおり、県北拠点

に常駐する方向で話を進めておりまして、企業

や九州保健福祉大学などとの研究開発を行うだ

けでなく、病院の現場での臨床も行っていただ

くことで、地域医療への貢献につなげてまいり

たいというふうに考えております。

次に、（２）の研究開発に向けた環境づくり

についてであります。研究開発拠点づくりに際

しましては、医師とエンジニアが一緒になって

治療ニーズをくみ上げる環境が重要であります

ので、その環境づくりに向けて、大学等の関係

機関とともに、研究開発プロジェクトの立ち上

げ、あるいは研究室のあり方等について検討し

ていくこととしております。

最後に、（３）の事業費でございますが、寄

附講座の設置で750万円、プロジェクト推進に

係る準備費等で100万円、合わせて850万円をお

願いしております。

なお、この寄附講座につきましては、延岡市

も同額を寄附いたしまして、合わせて1,500万

円で開設をするものであります。

補正予算の説明につきましては以上でござい

ます。

続きまして、県の総合計画について御説明を

いたします。

委員会資料の23ページをお願いいたします。

１の計画策定の趣旨でございますが、本県の

新たな総合計画につきましては、２月議会で議

決いただきました20年後を見通した長期ビジョ

ンと緊急的課題に対応しつつ、「あすの宮崎の

礎づくり」を進めるための４年間の実行計画と

なりますアクションプランで構成することとい

たしております。このアクションプランにつき

まして本議会に提案させていただいているとこ

ろでございます。

次に、２のアクションプランの期間、構成等

でありますが、このアクションプランは、河野

知事の政策提案と長期ビジョンを踏まえたもの

でございまして、実施期間は平成23年度から26

年度までの４年間。目標といたしまして、危機

事象への対応と再生・復興、産業・雇用づく

り、人財づくり、くらしづくりの４つを掲げて

おります。

また、（３）ですが、未来を築く地域創造シ

ステムに重点的に取り組むこととしておりま

す。少子高齢化などによりまして時代が大きく
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変化する転換期において目標を達成していくた

めには、これまでの社会・経済システムを大き

く変えていく必要があると考えておりまして、

３つのシステムの構築に重点的に取り組みたい

と考えております。

１つ目が地域連携交流システムでございまし

て、広域的な市町村の連携による都市機能の維

持・確保などの仕組みづくりとなっておりま

す。

また、２つ目が地域経済循環システムでござ

います。県民需要を喚起し、価値や資金がうま

く県内を循環する流れを強化していく。こうい

うことが県内の経済活性化に非常に重要だとい

うふうに考えております。具体的には、本県農

林水産物の消費拡大、県産材の利用、県産品の

購入促進、100万泊県民運動、公共事業や民間

設備投資における県産材・県産品の利用促進な

どの仕組みづくりとなっております。

３つ目が地域有縁システムということでござ

います。これも最近よく言われますが、無縁社

会にならないように、あえて「有縁」という言

葉をつくりまして、地域を初め、全員できずな

を強化していこうというものでございます。

次に、具体的な取り組みといたしましては、

（５）になりますけれども、危機事象への対応

と再生・復興を初めといたします10の新しい

「ゆたかさ」創造プログラムを設定したところ

でありますが、その推進に当たりましては、

（４）対話と協働による県民総力戦、チャレン

ジ、常在危機を意識した県政、分権時代にふさ

わしい地域社会の構築、行財政改革などを基本

姿勢として取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

なお、進行管理によりまして着実な推進に努

めたいと考えておりまして、工程表を作成し、

毎年度、進捗状況を踏まえた見直しを行います

とともに、自己評価や外部の有識者によります

分析、検証を行ってまいりたいと考えておりま

す。

アクションプランにつきましては以上でござ

います。

続きまして、報告第１号「専決処分の承認を

求めることについて」について、御説明を申し

上げます。

お手元の総務政策常任委員会資料の25ページ

をお願いいたします。口蹄疫復興対策基金への

積み立てに伴う補正予算であります。これは、

宮崎県への口蹄疫復興対策寄附金の２月補正予

算以降３月末日までの間に受け入れた分3,086

万5,000円につきまして増額補正をしたもので

あります。この結果、平成22年度の口蹄疫復興

対策基金への積立金は、34億5,406万9,000円と

なります。

なお、口蹄疫復興対策基金につきましては、

３月31日までは当課で所管をしておりました

が、４月以降は農政水産部の所管になっている

ところであります。

総合政策課は以上でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

秘書広報課でございま○甲斐秘書広報課長

す。

６月補正予算につきまして御説明いたしま

す。お手元の平成23年度６月補正歳出予算説明

資料の青いインデックス、秘書広報課の９ペー

ジをお願いいたします。秘書広報課の補正予算

は、総額で289万4,000円の増額をお願いしてお

ります。補正後の予算額は、４億2,566万7,000

円となります。
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それでは、補正の内容につきまして御説明い

たします。

１枚おめくりいただきまして11ページをお願

いいたします。まず、中ほどの（事項）秘書業

務費でございますが、43万4,000円の増額をお

願いしております。これは、知事、副知事の秘

書が業務を行う際に必要な事務費でございま

す。

その下の（事項）広聴活動費でありますが、

説明欄の１にあります県政広聴事業246万円

は、知事と県民との直接対話の機会充実を図る

ことを目的とした「知事とのふれあいフォーラ

ム」を開催するための経費でございます。

秘書広報課は以上でございます。

統計調査課の６月補正予○大野統計調査課長

算につきまして御説明いたします。

先ほどからごらんいただいております６月補

正歳出予算説明資料の青いインデックス、統計

調査課の13ページをお開きください。統計調査

課といたしましては、総額で116万円の増額補

正をお願いしております。この結果、補正後の

額は、３億5,860万2,000円となります。

この補正の主なものを説明いたします。１枚

めくっていただきまして15ページをお開きくだ

さい。上から５番目の（事項）統計諸費です

が、94万6,000円の増額をお願いしておりま

す。その主なものとしまして、説明欄の２にあ

ります各種統計資料整備費の88万6,000円と

なっております。これは、県政の情報基盤とな

る統計資料の整備を行うための経費でありま

す。

統計調査課は以上でございます。

それでは、総合交通課○中田総合交通課長

の6月補正予算につきまして御説明いたしま

す。

お手元の６月補正歳出予算説明資料の青いイ

ンデックス、総合交通課の17ページをお開きく

ださい。総合交通課の補正予算額は、総額で１

億7,109万2,000円の増額補正をお願いしており

ます。補正後の額は、７億1,571万6,000円とな

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

１枚おめくりいただきまして19ページをごら

んください。一番下の（事項）地域交通ネット

ワーク推進費の１、地方バス路線等運行維持対

策事業の１億7,068万9,000円の増額補正であり

ます。

これは、地域住民の日常生活に欠かせない交

通手段であります県内のバス路線が、利用者の

減少等によりまして大変厳しい状況にあります

ことから、広域的・幹線的なバス路線、いわゆ

る生活交通路線につきまして、国と協調してバ

ス事業者に対し補助を行うことにより、路線の

維持・確保に努めるものでございます。

総合交通課の６月補正予算につきましては以

上でございます。

中山間・地域政○福田中山間・地域政策課長

策課の補正予算について御説明いたします。

お手元の平成23年度６月補正歳出予算説明資

料の青インデックス、中山間・地域政策課の21

ページをお開きください。中山間・地域政策課

の補正予算は、５億7,068万8,000円の増額補正

をお願いしております。補正後の額は、10

億6,478万円となります。

補正の主なものについて御説明いたします。

23ページをお開きください。まず、（事項）

中 山 間 地 域 活 力 再 生 支 援 費 で あ り ま す
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が、4,463万9,000円の増額補正をお願いしてお

ります。

説明欄の２、○ 地域力磨き上げ応援事改

業4,218万5,000円は、市町村と地域住民が一体

となった地域づくりへの取り組みについて、

ハード、ソフト両面で補助することで重点的に

支援していくものでございます。

３の○がんばろう中山間！出会い創出事改

業208万7,000円は、中山間地域の活性化のた

め、地域の資源を活用した独身男女の出会いの

場を創出する市町村への補助に要する経費でご

ざいます。

次に、ページをおめくりいただきまして24

ページの（事項）地域活性化促進費であります

が、５億635万円の増額補正をお願いしており

ます。

説明欄の3、宮崎県市町村間連携支援基金事

業５億500万円につきましては、後ほど委員会

資料で御説明いたします。

次に、ページ中ほどの（事項）移住・定住促

進費でありますが、1,800万円の増額補正をお

願いしております。

説明欄の１、○東日本大震災被災者受入応援新

事業につきましても、後ほど委員会資料にて御

説明いたします。

続きまして、委員会資料にて御説明いたしま

す。お手元の総務政策常任委員会資料の20ペー

ジをお開きください。新規事業の宮崎県市町村

間連携支援基金設置事業についてであります。

１の事業目的としましては、持続可能な地域

づくりを図るため、市町村間連携のあり方の検

討や、地域ごとの地域振興指針の策定、当該指

針に沿った市町村間連携の取り組みに対する支

援を行うため、宮崎県市町村間連携支援基金を

設置するものでございます。

次に、２の基金条例についてであります

が、21ページをごらんください。基金設置のた

め、宮崎県市町村間連携支援基金条例を議案第

８号として、補正予算とあわせてお願いしてお

ります。

20ページにお戻りいただきまして、３の基金

に積み立てる額でございますが、５億円を予定

しております。

次に、４の基金により実施する事業でござい

ますが、本年度は、（１）にありますように、

各地域を取り巻く現状等を踏まえまして、市町

村間で連携して各地域の課題や今後の方向性等

について検討し、地域ごとの地域振興指針を策

定いただきたいと考えております。事業費

は500万円をお願いしております。

また、平成24年度以降につきましては、

（２）にありますように、（１）により策定す

る地域振興指針に沿って、市町村が連携して行

う事業に対する支援を行いたいと考えておりま

す。

続いて、22ページをお開きください。○東日新

本大震災被災者受入応援事業についてでありま

す。

１の事業目的としましては、県内の中山間地

域において、東日本大震災の被災者を受け入れ

る取り組みを支援し、中山間地域の活性化及び

被災者の生活再建を図るものでございます。

２の事業概要としましては、東日本大震災に

伴い要件が緩和されました緊急雇用創出事業臨

時特例基金を活用しまして、１つ目の丸です

が、被災者の雇用を図る県内の中山間地域の企

業などを雇用事業の委託によりまして支援した

いと考えております。
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また、２つ目の丸ですが、被災者と受け入れ

企業等のマッチングにつきましては、国の「日

本はひとつ」ハローワーク特別相談窓口を活用

するなどして支援していきたいと考えておりま

す。

３の事業費としましては、1,800万円をお願

いしております。

中山間・地域政策課からは以上でございま

す。

生活・協○大脇生活・協働・男女参画課長

働・男女参画課の６月補正予算につきまして御

説明します。

平成23年度６月補正歳出予算説明資料の青い

インデックス、生活・協働・男女参画課の25

ページをお開きください。生活・協働・男女参

画課の補正予算額としましては2,414万5,000円

の増額補正でありまして、補正後の額は５

億3,542万円となります。

補正の主な内容につきまして御説明をいたし

ます。

１枚めくっていただきまして27ページをお開

きください。最初の（事項）交通安全基本対策

費は、624万6,000円の増額をお願いしておりま

す。主な理由としましては、説明欄にあります

改善事業（２）交通安全啓発活動促進事業の増

額であります。これは、県民の交通安全活動の

参加を促進するために行うものでありまして、

交通安全功労者等の表彰、関係団体の支援、ま

た、各種媒体を利用しました広報・啓発活動な

どに要する経費でございます。

次の（事項）ボランティア活動促進事業費

は、370万1,000円の増額をお願いしておりま

す。主な理由としましては、説明欄にあります

新規事業３、協働を実現するための「実務者・

指導者育成事業」の増額でございます。これ

は、県民との協働を推進するため、協働事業を

企画し実施できる県職員を養成する協働実務者

育成講座、それから、協働の進め方につきまし

て指導・助言を行う県職員を養成する協働指導

者育成講座の実施に要する経費でございます。

一番下の（事項）消費者支援対策費は、840

万7,000円の増額をお願いしております。

次のページでございます。主な理由としまし

ては、１の消費者行政推進費、２の消費者自立

支援対策費におきまして、消費者スクールや啓

発資料の作成など、消費者啓発に要する経費を

増額するものでございます。また、３の消費者

被害防止・解決支援費において販売事業者等の

指導・検査に要する経費を、４の「相談しよ

う！」多重債務者対策事業において多重債務問

題の啓発に要する経費を増額するものでござい

ます。

次の（事項）消費生活センター設置費

は、404万2,000円の増額をお願いしておりま

す。これは、消費者施策を推進するために設置

しております消費生活センター及び都城、延岡

の２つの支所の施設管理等に要する経費を増額

するものでございます。

一番下の（事項）男女共同参画総合調整費

は、60万7,000円の補正増額であります。この

うち、説明の欄にあります新規事業、新みやざ

き男女共同参画プラン策定事業につきまして

は、後ほどその他の報告事項の中で御説明をい

たします。

以上でございます。

文化文教・国際課○日高文化文教・国際課長

の６月補正予算について御説明いたします。

補正歳出予算説明資料の文化文教・国際課の
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ところ、31ページをお開きください。文化文

教・国際課の６月補正予算額は、１億8,489万

円をお願いしておりまして、補正後の平成23年

度予算額は、62億9,800万8,000円となっており

ます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

33ページをお開きください。まず、（事項）

文化活動促進費1,105万5,000円であります。こ

れは、多彩な文化活動の促進を図るために要す

る経費でありますが、主なものについて御説明

します。下の説明欄をごらんください。

１の県文化賞297万8,000円は、本県出身者や

県内在住者等で、学術、技術、芸術、文化功

労、体育の５つの部門において、本県文化の向

上発展に関し、特に顕著な業績を有する者に宮

崎県文化賞を授け、顕彰するものであります。

２の若山牧水賞330万円は、若山牧水の業績

を長く顕彰するため、短歌文学の分野で傑出し

た功績を上げた者に賞を贈り、短歌文学の発展

に寄与するとともに、本県のイメージアップを

図るものであります。

次に、同じページの一番下の（事項）私学振

興費１億7,367万9,000円であります。これは、

私立学校の振興のための助成及び指導に関する

経費でありますが、主なものについて御説明し

ます。34ページをお開きください。

１の私立学校振興費補助金の教育改革推進特

別経費補助1,200万円であります。これは伝統

文化やキャリア教育、教育の国際化など、特色

ある取り組みを行う学校法人に対して補助を行

うものであります。

２の私立学校振興・共済事業団補助金4,272

万7,000円は、日本私立学校振興・共済事業団

が行います長期給付事業に対しまして補助を行

うことにより、私立学校等教職員等の福利厚生

の向上を図るものであります。

３の私立学校退職金基金社団補助金8,122

万5,000円でありますが、これは退職手当資金

の積み立てに対する補助を行うことによりまし

て退職手当の支給を円滑にし、私立学校等教職

員等の福利厚生の向上を図ることを目的とした

事業であります。

４の私立高等学校授業料減免補助金3,772

万7,000円であります。これは私立高等学校が

行う授業料減免に対する補助を行うことによ

り、生活困窮世帯等の生徒の学費負担の軽減を

図るものであります。

文化文教・国際課の補正予算についての説明

は以上でございます。

それでは、人権同和○吉田人権同和対策課長

対策課の６月補正予算につきまして御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

ス、人権同和対策課の35ページをお開きくださ

い。人権同和対策課の補正予算は、総額

で1,592万4,000円の増額補正をお願いしており

ます。補正後の額は、１億4,759万9,000円とな

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

１枚おめくりいただきまして37ページをごら

んください。１番目の（事項）人権同和問題啓

発活動費でありますが、説明欄１のみんなの人

権！思いやり交流プラザ開催事業に要する経費

として、726万3,000円の増額補正をお願いして

おります。これは、県民の皆様に人権に関する

多様な学習機会を提供するとともに、人権問題
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に取り組む関係機関と団体等のネットワークの

強化を図るため、ＮＰＯ等民間団体と県、国、

市町村が協働して行います交流イベントの開催

に要する経費であります。

その下の（事項）「宮崎県人権教育・啓発推

進方針」推進事業費でありますが、866万1,000

円の増額補正をお願いしております。これは宮

崎県人権教育・啓発推進方針に基づく施策の推

進に要する経費であります。

説明欄１の宮崎県人権啓発センター事業であ

りますが、これは、人権同和対策課内に開設し

ております宮崎県人権啓発センターを拠点とい

たしまして、各種研修会の開催や、ＮＰＯ等民

間団体の柔軟な発想を啓発に活用いたします人

権啓発協働推進事業の実施に要する経費であり

ます。

人権同和対策課は以上でございます。

情報政策課の補正予算に○長倉情報政策課長

ついて説明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

ス、情報政策課のところ、39ページをごらんく

ださい。情報政策課の６月補正額は、３

億6,107万6,000円の増額で、補正後の額は、13

億8,921万7,000円となります。

それでは、主な事業について説明申し上げま

す。

41ページをお開きください。（事項）電子県

庁プロジェクト事業590万6,000円であります。

これは、説明欄の１、情報セキュリティー対策

強化事業に要する経費でありまして、新型のコ

ンピューターウイルス等のリスクに的確に対応

するため、外部の専門家による情報システムの

脆弱性等の検査を実施するなど、情報セキュリ

ティー対策の強化に要する経費であります。

次に、一番下の（事項）地域情報化対策費の

３億5,319万7,000円であります。内容につきま

しては、ページをめくっていただき42ページを

ごらんください。（１）携帯電話等エリア整備

事業であります。これは、県内における情報通

信格差を是正するため、過疎地等採算性の厳し

い地域に携帯電話等移動通信のための鉄塔施設

を整備する市町村に対し、その費用の一部につ

いて助成を行うものであります。平成23年度

は、延岡市、五ヶ瀬町、椎葉村を対象としてお

ります。

情報政策課については以上であります。

以上で執行部の説明が終了いた○山下委員長

しました。まず、議案等について質疑を伺って

まいります。

今度の補正は568億ということに○鳥飼委員

なっております。骨格予算が当初で出されて今

回肉づけということで、知事の政策にかかわる

分が大きいということでこういうふうになって

いるという説明をお聞きしました。しかし、い

ろいろ中身を聞いてみますと、当初で組んでい

ていいんじゃないかと思う予算が結構あったな

という感じがするんですけど、その辺の振り分

けといいますか考え方、これは総務部になるの

かもしれませんけど、今度は四役体制というこ

とですから、私は渡邊部長に物すごく期待して

いるんです。これはほめ殺しじゃないんですけ

ど。基本的な考え方は総務部長のほうになるの

かもしれませんけど、筆頭部ということですか

ら、補正予算のあり方について、今回560億とい

う組み方がしてありますけど、最後にお話のご

ざいました人権同和対策課についても、文化文

教・国際課の若山牧水賞にしてもそうですけ

ど、いろんなところがありまして、当初で出て

いてもよかったんじゃないかと。ただ、東日本
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大震災とかいろんなこと、それからビーム式の

やつとか、市町村間連携とか、そういう練った

分もありますから、それはそれでよろしいと思

うんですけど、当初が出たとき、部長は商工に

おられたから、こういう聞き方をしていいのか

どうかわからないんですけど、こうじゃないか

ということで言ってもらってもいいんじゃない

かという気もするんですけど、率直な考え方を

お聞きしておきたいと思います。

基本的には、その区分け○渡邊県民政策部長

整理につきましては総務部が行っております。

ただ、商工観光労働部のときに上げた事業と今

度新しく上げる事業の中に、やや新規性がない

もの、従来から継続してやらなきゃいけない事

業、こういうのが確かに今度の肉づけに回され

たということも散見されると私も認識しており

ます。もう一つあるのは、今回は、先ほど総合

政策課長が説明しましたアクションプランもか

かわってきまして、そういうところで全体的に

事業をもう一回体系的に整理するという形で上

げたものも多々ありまして、そういう意味でこ

ういう形になったということで、今、鳥飼委員

がおっしゃる視点というのは私も感じておりま

す。秘書広報課なんかの事業もそうでございま

すし、人権同和対策課もそうでございますし、

そういう意味ではそういう事業もあったと。た

だ、全体としては、基本的には、新しい知事の

もとに再度政策判断を仰いでちゃんと決めると

いう側面で総務部としても整理したんだろうと

思いますので、そういう視点で私は今受けとめ

ているところでございます。

わかりました。中身に入る前に１○鳥飼委員

つだけ。アクションプランについて後ほどお聞

きしたいと思いますが アクションプランに―

ついて御説明がございました。これは各部にか

かわる部分なんですね。議長の付託表を確認し

てこなかったんですけど、それぞれの常任委員

会を今やっていますけど、そこで議論をされる

ということになっていますか、それをちょっと

確認しておきたいんです。

アクションプランにつきま○茂総合政策課長

しては、今、委員がおっしゃったように、全庁

にかかわることでございまして、アクションプ

ラン自体、もちろん私ども全体的な取りまとめ

はいたしましたけれども、基本的には各部と意

見交換して取りまとめをやったものということ

でございますので、この内容につきましては、

各委員会で御質問いただければ各部でお答えを

いたしますし、議論になってくる場合もあるだ

ろうというふうに考えております。

私が申し上げたいのは、アクショ○鳥飼委員

ンプランについては全部局にかかわる問題で、

農政水産部だったら、こういう考え方でこうい

うのをつくっていますというものが提起され

て、そこで初めて議論になるのかなと思うんで

す。この総務政策常任委員会ですべてというこ

とになるのか、そこら辺がどうなのかなという

気がしていまして。４年間の知事の政策を裏打

ちするものですから、それはそれでしっかり議

論をしていく必要があるのかなという気がしま

して念のためにお聞きをしました。お答えしに

くいかもしれませんので、もう結構です。また

後で。

総合政策課、委員会資料17ペー○宮原委員

ジ、住民生活に光をそそぐソーシャルビジネス

創出支援事業、先ほど御説明はいただいたんで

すけど、ＤＶ対策や児童虐待防止。事業概要の

中で、事業内容ということになると、保護、相

談、心のサポート、自立支援等に関する事業と

いうことですが、具体的にはどういう事業にな
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るんですか。ＮＰＯや公益法人、営利法人等が

そういう窓口を開くということでいいんです

か。

この事業につきましては、○茂総合政策課長

従来、かなり福祉的な視点で、行政から補助金

を出していろんな事業をやっていただくとか、

そういうことをやってきたわけですけれども、

ここで言っておりますソーシャルビジネスとい

いますのは、資金手当てをしながら自分たちで

うまく回していける仕組みができないだろうか

という問題意識がありまして、その立ち上げの

ために実験的にいろいろやっていこうと、そし

てその中で課題を見つけながらうまくやってい

けないかという事業でございます。具体的に言

いますと、1,000万の事業費でございますけれど

も、１事業当たり200万円を想定していまして、

５つの団体に委託をしようというものでござい

ます。内容につきましては、ここにありますよ

うに、ＤＶその他いろいろ考えております。事

業内容は、あくまでこういう形で出しておりま

すけど、これは例示でございまして、募集をか

けましていろんな企画提案書を出していただい

て、審査することによって事業者を選定してい

こうと。そしてモデル事業を実施し、なおかつ

モデル事業を実施しながら、どういう課題があ

るのか、そのためにはどういう解決策があるの

かということを検討していって、将来的にはう

まく一つの事業というか、ビジネスモデルとし

て回っていくような仕掛けができないかという

取り組みでございます。

わかりましたが、１事業者200万と○宮原委員

いうことで、それをビジネスと言うのかわかり

ませんけど、そういうことをやりたいという要

望もこれまで出ていたんですか。

私どもいろんなＮＰＯ等と○茂総合政策課長

議論をしていまして、ぜひこういう取り組みが

あるといいなというお話は随分あちこちからい

ただいております。本県の現状を言いますと、

幾つかこれに近い取り組みをしているところは

あるんですけれども、ノウハウがないとか、人

材が不足しているとか、あるいは資金も足りな

いということもありまして、そういう形で私ど

もも支援をしていきたいということでございま

す。かなり実験的にはこれは取り組んでいこう

と。私たちはチャレンジということで考えてお

ります。以上でございます。

これも18ページで説明ありました○宮原委員

けど、三鷹光器のビームダウン式集光装置を宮

崎大学へ移設してということですが、実際自分

たちも会派のほうで現物も見させてもらったん

です。大変おもしろいのかなと思ったんです。

日照時間が非常に長い宮崎県ということもある

んだろうとは思うんですけど、県のほうから積

極的にそういうことを働きかけてこういう結果

になったんですか。

このあたりは、三鷹光器さ○茂総合政策課長

んがこういうものを持っているという情報を仕

入れて、そして三鷹光器さんといろいろ連携を

とり、また新潟大学あたりとも連絡をとりなが

ら今日に至っているということでございます。

三鷹光器にそれこそ宮崎大学を出○宮原委員

られた方がたしかいらっしゃったと思うんです

けど、その方がいらっしゃって一生懸命いろい

ろやっているという説明も聞いたことがありま

すので、大変いいことかなと思ったんですが、

実績が出るといいですけどね。いいことだとい

うふうには思います。

新エネルギーの拠点づくりという○鳥飼委員

ことで今説明がありまして、その装置そのもの

は、半年ぐらい前ですか、宮崎大学に設置して
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あるんですか。まだ今からですか。

今現在は三鷹市にございま○茂総合政策課長

すので、これからこちらに移設するということ

でございます。

そうしますと、部長の答弁でも出○鳥飼委員

ておりましたけど、事業化というところまでは

いかないかもしれないということですけれど

も、原発の事故もあったりしまして、大きく世

論も変わりつつあると思っていますので、非常

に意義は大きいのではないかと思います。今後

の推移といいますか、ことしは5,000万つけてと

いうことですけれども、どういうことをイメー

ジしてやっていこうとしておられるのか。

これにつきましては、急々○茂総合政策課長

に成果が出るというものではないかもしれませ

んけれども、今の目標としましては、2015年ご

ろまでに技術を確立したいと思っていまして、

遅くとも2020年ごろまでには実用化したいと考

えてございます。ちょっと時間がかかるかもし

れませんけど、少しでも早く成果が出るように

したいと思っております。以上でございます。

そうすると、来年度もかなり予算○鳥飼委員

化をしていくことが出てくるのかどうか。そこ

辺の見込みは今のところわからないかもしれま

せんけど、構想しているものがあればひとつ説

明をいただきたいと思います。

これにつきましては、現時○茂総合政策課長

点では、移設に要する経費の一部を助成すると

いうことでございますけれども、今のところ、

来年度以降は特に県として予算は見込んでいな

いところでありますが、基本的には宮崎大学さ

ん等で対応していただけるものと考えていると

ころでございます。

この事業の進め方につき○渡邊県民政策部長

ましては、研究開発費でございますけど、きの

うも私、答弁で言いましたけど、協議会をつく

ろうかと思っているんです。宮崎大学、新潟大

学、あるいは三鷹、あるいは県の工業会 地―

場企業の製造業がたくさん入っていますけど、

そういうものも入った一つの協議会をつくりま

して、できるだけこの研究成果を地場企業に生

かしていく。産業の集積に生かしていかないと

いけませんので、協議会をつくって、そこで技

術移転とか、あるいは技術の研究開発に地域の

地場企業も参画していく、そういう取り組みを

やっていきたいと思います。したがいまして、

移設関係については今年度5,000万という予算

で、これはこれでやるわけでございますけど、

将来的に、協議会の運営とか活動という面で予

算が出てくるかもしれませんが、とりあえず今

はそういう予定はないわけです。いずれにしま

しても、そういう協議会をつくって研究の成果

を広げていこうという考えでおりますので、そ

ういうふうに御理解いただきたいと思います。

この5,000万の原資は、開発事業特○鳥飼委員

別資金特別会計からの繰り入れになっていま

す。開発事業特別資金特別会計というのは、私

も委員になって、もうこんなのをというような

気はしておったんです。戦後、川原ダムと石河

内第二発電所を九電に譲渡するような形のとき

に株式を購入したということなんですけど、そ

の配当金でやっている。これは企業局で取り扱

いをしているようですけど、もしわかれば、株

式数について御説明いただけませんか。

ことしの４月１日現在の保○茂総合政策課長

有株数でございますが、70万400株でございま

す。１株額面500円といたしますと、額面といた

しましては ３億5,200万円を所有しているとい※

うことでございます。

※17ページに訂正発言あり
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70万400株ということですね。新聞○鳥飼委員

報道を見ると自治体が大株主ということになっ

ています。それで関連してなんですけど、これ

までの県の対応として、九電の株主総会という

のがありますね。これはどんな対応をしてこら

れたのか。（「企業局が出ている」と呼ぶ者あ

り）企業局が出ているらしいんですけど、そう

すると、株主総会に脱原発の株主提案というの

が今度出ているということで、株主に対する助

言機関も、一電力会社が保持をするには原子力

発電というのはリスクが大き過ぎるということ

で、これは反対しなさいということで助言して

いるということが載っているんです。そうなっ

てくると、株主である県の対応はどうなってく

るのかと。県民政策部を飛び越しているかもし

れませんけれども、部長は四役だから、どうい

うような対応をされるのかなと。非常に大事な

ことではないかと思っているんです。

原子力施策については、○渡邊県民政策部長

今回の議会でもいろいろと御質問がありまし

た。知事のほうも一定の見解を述べているわけ

でございますが、具体的に、国に対する施策

と、九州電力という各事業者に対してどういう

意見を述べていくかというのは、知事が本会議

で述べた線に沿って我々として整理していく必

要があるかなと思います。ただ、中身について

どういう形でやるかは、今後、知事とも十分検

討していかなきゃいけないと思っております。

大事な問題ですから、知事とも協○鳥飼委員

議されて、そういう意見が出ていたということ

で報告なり協議なりお願いしたいと思います。

関連してお願いですけれども、節電をやると

いうことで、ここはクーラーが入っていますか

ら、まだ涼しいんですけど、控え室に行ったら

入ってなくて汗だらだらで、うちわでしたりと

か今頑張っているんです。県庁は小口電力とい

うことなんですが、今いろいろ節電でやってい

るのは一般家庭に対してやっているんですね。

一般家庭の比率というのは九州電力では大体31

％と。69％は工場とか大口とか県庁やらです

ね。これは質問の中でも出されたんですけど、

そういうこともあるということを考えて節電も

呼びかける。県庁職員なり、小口電力といいま

すか、市役所も市町村もそうですけど、例えば

公民館とか 公民館はなっているかどうかわ―

かりませんけれども、そういうことも分析をし

ながら呼びかけもやっていかないと、家庭の人

だけに呼びかけをしても、これはちょっと不平

等、的を射てないんじゃないかという気もしま

すので、そこは正しい広報をやっていただけれ

ばと思っています。私たち自身も含めて、県庁

やらも含めてそういう努力をしていくと。使え

ば使うほど家庭は高くなるから節約したほうが

いいんですけど、工場やらは使えば使うほど割

安になるから使ったほうがましだということ

で、省エネを余りやっていないとか、省エネの

製造関係のものを入れていないというのがあり

ます。そこ辺はひとつ、ちょっと飛び出しまし

たけど、済みません、宮原委員。関連して要望

しておきたいと思います。

今いろいろ出ている新エネルギー○星原委員

拠点づくりですが、今回の原発の問題等が起き

て、太陽光とか再生エネルギーの新たな分野に

入っていこうという目的の中で、宮崎県として

もこういう一つの政策にのっけたんだろうと思

うんです。将来的な見通しとか、関連企業をど

ういった形で誘致して、どういう生産 2015―

年とか2020年ということなのでそこまで行って

ないかもしれんけれども、将来的にはこういう

方向性で物を考えて、そのために誘致してき
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て、こういう形で研究させて伸ばしていこうと

いうことなんだという、段階的に進めていく計

画があっての誘致だと思うんです。そうなって

くると、研究過程から、実際これを生かして企

業として実利の面で販売という形、あるいは設

置とかいろんな形になっていくだろうと思うん

です。そういう場合に、宮崎県としてプラスに

していく、要するにどういった形の企業をどう

いうふうに誘致してこようかとか、あるいは地

場の企業でそういう能力を持った企業があるの

かどうか。今の時点からそういったものを将来

に向けて考えながら、一方では、そういうのを

誘致して研究をやっていく方向性は見つけてい

くけど、宮崎県にその部分でどういう利点と

か、あるいはマイナス点があればそういったも

のをどうクリアしながらやっていくかとか、段

階的にある程度そういう方向性があって考えて

おられるだろうと思うんですけど、その辺の見

通しはあってのこういう形なんですか。

おっしゃるとおりだと思い○茂総合政策課長

ます。あくまでもこれは研究に終わらせては絶

対いけないと、これをいかに産業に結びつけて

いくかということは非常に大事だと思っていま

して、産学官で取り組んでいきたいと思ってい

るわけですけれども、その中で技術が進化・進

歩していくということで、地場の企業の中で育

てていけばやっていけるというところについて

はどんどん育てていきたいと思いますし、外か

ら持ってこなきゃいけないところについては積

極的に企業誘致を図っていくという形で、とに

かく前向きに取り組んでいきたいと考えている

ところでございます。

それともう一点、答弁の訂正をさせていただ

きたいと思うんですが、先ほど鳥飼委員から御

質問がありました開発事業特別資金における九

電の保有株数について、私、３億5,200万円と申

し上げたようですけれども、３億5,020万円が正

しいということでございますので、訂正させて

いただきたいと思います。

新しい形に取り組もうとすれば、○星原委員

リスクもあったりいろいろあるだろうと思うん

です。昔、我々が入ってきたころ、テクノスー

パーライナーのことで視察に行ったりしたんで

す。結果的には、時代の背景とかあるいはコス

トの問題とかいろいろあったと思うんですけ

ど、そういうところまでひっくるめていない

と、スパンの長いやつの場合は、企業の側にも

いろんな問題がある、あるいは世の中もどうい

うふうに変わっていくかという問題もあるだろ

うと思うんです。その辺のところをにらみなが

ら、県の財政も厳しい中でありますが、新たな

ものに挑戦していく部分も大事ですから、そう

しながらの中でそのあたりの方向をある程度見

詰めながら、そういう形でぜひ取り組んでほし

いなというふうに思います。

また続けますけど、新エネルギー○宮原委員

の中で、先ほどいろいろ話が出ました。三鷹光

器さんと今から研究もされるということになる

わけですが、三鷹光器さんが非常に経営のいい

企業でしたので、独自でやられてもいいのにな

というふうにこちらは思うんですけど、逆にこ

うやって連携を組まれることで、うまくいった

ときの権利とかそういった関係は県でも握るこ

とになるんですか。県も事業費を出しているわ

けですから、これが実用化のめどがある程度

たったときに、そういった技術を宮崎県が握る

ことで、別の企業に権利を売るというわけじゃ

ないんですけど、どうなんですか、そのあたり

については。

今回、ビームダウン式集○渡邊県民政策部長



- 18 -

光装置というのを三鷹光器から持ってくるわけ

です。それをベースにして宮崎大学あるいは新

潟大学一緒になって研究する。その研究過程で

新しい研究成果なりが生まれてくれば、基本的

には、大学のほうの特許なのかどうかわかりま

せんけど、そういう一つの権利みたいなものが

出てくる可能性はあります。

それと、具体的な実用化に向けてどういう形

でそれを地元の企業におろしていくのかという

ことで、そこではまた一つの手続が必要となっ

てくるかもしれません。ただ、今の段階でどう

いう形で具体的にそういう御質問の件があらわ

れてくるかというのは、今後状況を見ながらと

いうことだろうと思います。

ただ、我々としましては、先ほど協議会をつ

くると言いましたけど、大学、県、それから、

いろんな関係ですね、産学官で協定等を結んで

ちゃんとした形で今後研究を進めていきたいと

いうふうに考えております。

ありがとうございます。そうあっ○宮原委員

てほしいなと思います。先ほどのテクノスー

パーライナーもそうなんですが、リニアモー

ターカーだって全部いいとこ取りで持っていか

れるから、せっかくお金を出してこうやって研

究するのであれば、その成果が出たときにまた

別の県がいい目にあうというのは、余り好まし

いことじゃないと思いますので、そのあたりも

十分気をつけていただいて研究を進めていただ

けるといいかなと思います。

あと、がらっと変わりますけど、これは秘書

広報課になりますね、歳出予算説明資料11ペー

ジ、知事とふれあいトークということで246万出

されています。余りお金はかからないのかなと

思うんですけど、何回ぐらいこれは開催される

ということでこの金額になっているんですか。

今年度は15回を予定してお○松岡広報企画監

ります。内容につきましては、テープ起こし代

とか、会場使用料、そういったものをもろもろ

考えております。

昨年の当初予算と最終予算で見た○宮原委員

ときに、半額になっていますから、結果的に余

りお金はかからないということで、回数だけ

は15回ぐらいこなすということなんですね。

昨年は口蹄疫等の影響も○松岡広報企画監

あって８回の開催にとどまりました。ことし

は、知事も、対話と協働ということで現場に積

極的に出たいと言っておりますので、最低で

も15回程度は行きたいと考えております。

ありがとうございます。あと、総○宮原委員

合交通課のところで、地域交通ネットワーク推

進費ですが、地方バス路線で、国と協調して幹

線路線の維持を図るということのようですが、

これも昨年の当初予算から見て、最終予算では

１億ぐらい落ちていることになるのかなと思い

ますけど、路線の補助の状況というのは毎年見

直しがあっているんですか。

今回、補正予算で上げさ○中田総合交通課長

せていただいていますのは、国と協調して補助

する事業でございます。国のほうで対象の要件

が決まっておりまして、その要件を満たしてい

るかを見て最終的に決まります。昨年が県内36

系統補助しておりますけれども、予算上は38系

統で今回予算を出させていただいております。

以上でございます。

36系統なんだけど予算としては38○宮原委員

系統分。それは国としては36系統ということな

んですか。２系統多いということは。

昨年も当初予算で38系統○中田総合交通課長

の予算を出させていただきましたけれども、最

終的に要件を満たさない場合は対象から落ちて
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しまいます。これは生活交通路線でございます

けれども、国に申請する路線としては38以上出

てくる可能性がございます。その中で例年これ

ぐらいの路線が対象になっておりますので、今

回38路線で予算を出させていただいているとい

うことでございます。

ということは、36以上出している○宮原委員

部分で、該当しなかったところは補助が出ない

わけですから、どっちかというと路線の休止な

り廃止なりという形になっていくんですか。そ

れか、ふれあいバスとかいろいろ出ていますけ

ど、そういったものに変わっていくということ

なんでしょうか。

この路線は生活交通路線○中田総合交通課長

といいまして、広域的・幹線的路線ということ

で、複数市町村にまたがる路線が対象になって

おります。赤字路線が対象になりますので、対

象にならないケースは、黒字に転換したとか、

乗る人数が非常に少なかったとか、そういった

場合はそういうことになりますので、すぐに廃

代バスにはならないと考えております。

今、黒字に転換した場合というこ○宮原委員

とですけど、実際黒字になっている状況はある

んですか。どんどん厳しくなっているような気

はするんですけど、現状はどうでしょう。

宮崎交通が走らせており○中田総合交通課長

ます状況で御説明いたしますと、昨年の９月現

在で県内全体327系統の路線が走っております。

そのうち黒字路線が109、赤字路線が218という

ことで、７割近くが赤字になっている状況でご

ざいます。

わかりました。次は、中山間・地○宮原委員

域政策課です。地域力磨き上げ応援事業、ハー

ド、ソフト両方で支援をしていきますというこ

となんですけど、具体的にはどういう事業なん

でしょうか。

こちらの地域力○福田中山間・地域政策課長

磨き上げ応援事業の詳細でございますが、具体

的な流れを申し上げますと、まず、地域の課題

を解決するための計画を市町村のほうで作成い

たします。その上で、その計画に沿って、住民

と市町村が一体となった、例えば体験交流メ

ニューですとか、地域活性化のイベントですと

か、そういった地域づくりの取り組みに対して

県が補助を行うという流れになってございま

す。

わかりました。その次に、がんば○宮原委員

ろう中山間！出会い創出事業ですけど、なかな

かうまく出会いがないと聞くんです。この事業

をつくること自体、市町村からそういった要望

があっていたんですか。

がんばろう中山○福田中山間・地域政策課長

間！出会い創出事業でございますが、こちらに

つきましては、昨年度まで別の事業で、宮崎魅

力再発見出会い・ふれあい交流事業ということ

で同じく交流の事業をやっておりました。そこ

でも市町村のほうでぜひやってほしいという要

望がありましたので、今回、改善事業というこ

とでまた出させていただいているものでござい

ます。

大変いい事業だと思いますが、実○宮原委員

績はどうなんですか。出会いがあってうまく

いったという結果が出ているんですか。出てい

ないことはないと思うんですけど。

実績でございま○福田中山間・地域政策課長

すが、平成22年度の実績でいいますと、延岡市

の島浦で釣りなどの体験事業、諸塚村でスピリ

チュアルスポットめぐりなどを行っておりま

す。各２回、体験交流イベントを開きまして、

合計37人、福岡県在住の独身女性が来ていただ
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いております。成果ですけれども、この37名の

参加によりまして、本県の中山間地域の魅力を

県外にＰＲできたということに加えまして、地

域住民が地域の魅力を、外から来て、これ、い

いねと言ってもらうことによって再発見する契

機にもなったと考えております。さらに、現在

も地域の青年と連絡を一部とっている方もい

らっしゃると聞いておりますので、今後さらな

る成果につながるように見守っていきたいと考

えております。

ありがとうございます。出会いで○宮原委員

すから、出会いまでですから、それでいいのか

なと思いますけど、せっかくですから、結婚ま

でこぎつけられるといいのかなと思いますけ

ど、その前に、出会いをしてそこに行くまでの

どっちかというとこれは男性が主体でしょ―

うから、男性の教育という言い方は非常に悪い

んだけど、やらないと、結婚されていない方は

僕もいっぱい見るんだけど、どっちかというと

引っ込み思案ですよね。普通は格好いいこと言

うんですけど、いざ女性の前に出ると固まって

しまうという状況がほとんどですので、出会わ

せるまでのそういうのも市町村と連携をとられ

たらいいのかなというふうに思いましたので、

そこは要望にしておきたいと思います。

あと、情報政策課、42ページ、携帯電話のエ

リアの五ヶ瀬、椎葉のほうの鉄塔の補助という

ことのようですが、この金額で何本ぐらい鉄塔

が建つんですか。鉄塔もいろいろあると思うん

ですけど。

情報政策課です。先ほど○長倉情報政策課長

申し上げましたように、延岡市、椎葉村、五ヶ

瀬町の３市町村で、延岡市が５地区、椎葉村が

３地区、五ヶ瀬町が１地区ですので、合計９本

になると思います。

その地域にどのくらい世帯数があ○宮原委員

るかわかりませんけど、この９本でどのぐらい

カバーできることになるんですか。

この対象が９地区で103世○長倉情報政策課長

帯となっております。この事業は、基本的には

世帯がある周辺地域で使えるということが前提

となっておりますので、103世帯が住まわれてい

るその地区がカバーされるということです。

この103世帯をカバーすることで、○宮原委員

まだカバーできていない世帯はどのぐらい残っ

ているんですか。

現在、私どもで把握して○長倉情報政策課長

おります数字は、20年度に調査した世帯をベー

スに、その後、市町村と一緒に解消した地域を

引いた世帯になっておりますけれども、22年度

末で約1,483世帯になっております。ただ、これ

につきましては、事業者がサービス世帯数を公

表しておりませんので、今、市町村を通じて調

査しております。実際は過疎地域等が多うござ

いますので、世帯数そのものが減っている場合

とか、民間事業者によっては、近隣に建ったた

めに解消世帯数があるかもしれませんので、現

在調査中でございますが、中間の状況を見ます

と、これよりかなり減っているような状況にあ

ろうかと思います。

ありがとうございます。○宮原委員

今聞いた９カ所は、全部ドコモと○西村委員

かａｕとかあるんですか。

この制度は、もちろん市○長倉情報政策課長

町村が事業主体でございますけれども、実際携

帯電話のサービスを行うのはそれぞれの携帯電

話会社となりますので、事業を実施する場合

は、事前に携帯電話会社の同意を得てから進め

る形になります。ということでございますの

で、この補助申請、いわゆる事業化がほぼ決定
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している段階では、それぞれの携帯電話会社が

決定しているという状態になります。

ちょっとわかりにくかったんです○西村委員

が、今から事業会社が決まるわけですか。

国に補助申請を行う段階○長倉情報政策課長

では決定しております。現時点で、地元市町村

と携帯電話会社では、了解をとれた形、同意書

をつけた形で申請しております。

どこの携帯会社なんですか。事業○西村委員

者は決まっているんですか。具体名は出せない

んですか。

延岡市５地区につきまし○長倉情報政策課長

てはＮＴＴドコモ、椎葉村の１地区につきまし

てはソフトバンク、２地区がＮＴＴドコモ、そ

して、五ヶ瀬町は ソフトバンクということに※

なっております。

毎年これは予算が出ますよね。私○鳥飼委員

どもも非常に便利になって、携帯電話がある、

どこに行っても使える。ところがアンテナが１

本になったりするところもあるんですけど、宮

崎県内に今何本携帯電話は建っているんでしょ

うか。そして、今後何本建てる予定なのかとい

うのはわかっているんですか。

携帯電話のサービス地域○長倉情報政策課長

というのは、それぞれ携帯電話業者が、今ここ

をサービスしていますというのを国のほうに届

けていらっしゃるみたいですけれども、携帯電

話の本数でありますとかそういったものについ

ては、私どものほうでは把握をいたしておりま

せん。

また後でお聞きしたいと思います○鳥飼委員

けど、毎年予算が出て、携帯のひゅうっとした

丸いやつが建って、うち辺にも建っているんで

すけど、何本建てればいいのかなというような

感じもして。それはまた後で詳しくお聞かせい

ただきたいと思いますけれども、一般質問の中

で出された電磁波の問題ですね。携帯電話だけ

ではなくて、ＩＨクッキングヒーターとかいろ

いろあって、短波から長波、超長波、原子力の

アルファー線とかベータ線とかいろいろあるら

しいですね。それに対する被害を訴える方もお

られて、一般質問でうちの太田議員が大貫の裁

判のことを事例に出しておられたんですけど、

私どもも便利がいいから携帯をついつい使って

いるわけです。しかし、携帯電話というのは、

よく聞くと、この電話番号はどこにいるかとい

うことで、必ず一定間隔で電磁波が飛んでくる

ということで、いろんな本を読むと、携帯電話

をかけると呼びますね、呼ぶ間は耳に当てない

ほうがいいですよと。出てから耳に当てるとか

そういう配慮をしなさいということも書いてあ

るし、いろいろ意見も分かれているんですが、

実際に被害を訴えている人もあるし、裁判にも

なっているということですけれども、そこら辺

の電磁波の問題について、携帯の基地局のこと

なんですけど、検討されたことはあるのかどう

か、そこをお尋ねしたいと思うんです。

携帯電話の電磁波による○長倉情報政策課長

被害ということですけど、基本的に健康被害等

につきましては、総務省の電波防護指針という

のが出ておりまして、それに従って事業者等で

対策・対応等とられてきていると考えておりま

す。また、その健康被害があって、どういうふ

うに考えていくべきかということにつきまして

は、保健サイドのほうのお考えかと思います

が、私どもは、中山間地域、いわゆる条件不利

地域の利便性の確保という観点から整備してお

ります。また、総務省の、その被害等について

は特に大きな問題は生じないだろうというもと

※35ページに訂正発言あり
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もとの考え方に基づいて説明してきた経緯がご

ざいます。今回、発がん性の可能性がある的な

報告が 結論が出たわけというわけではあり―

ませんけれども、そういった可能性にランクが

ちょっと上がったと聞いておりますので、そう

いったものを踏まえて、総務省のほうがどう

いった見解を出されるか、そういったこともと

らまえながら、また、環境・保健サイドとも連

携しながら、私どもも考えてまいりたいと考え

ております。

要望にしておきますけど、総務省○鳥飼委員

の指針があって、その指針内だから大丈夫です

よということで建ててきた経緯もあると思うん

です。しかし、今度の原発事故を見ても、原発

は全電源喪失することは絶対ないんだと原子力

安全委員会とか保安院も言ってきたわけです。

しかし実際には起きたわけです。それと一緒

で、国がこう言うからというのは、今からはや

めるというか、なかなか難しい問題ではあるん

ですけど、変えていく必要があるんじゃない

か。宮崎県として宮崎県を守るためにどうなの

かなというのもありますので、ぜひそういう研

究といいますか内部的な研究も含めて、電磁波

問題を福祉保健部とも連携をとりながら、どう

いう課題があるのかということだけは把握して

いっていただきたいということを要望しておき

たい。

委員会資料22ページに、東日本大○星原委員

震災被災者受入応援事業とあるんですが、発生

してから３カ月が過ぎたところで、全国でいろ

んな形をとられている中で、宮崎県もそういう

形をとられていると思うんですが、今までにど

れぐらいの引き合いがあって、実際にこちらに

移住された方等がどれぐらいあったんですか。

現在、宮崎県の○福田中山間・地域政策課長

ほうに避難されている方でございますが、６

月21日のデータで申し上げますと、135人の方が

避難されていると県のほうでは把握しておりま

す。

そういう中で、ここに書いてある○星原委員

ように、雇用の場、要するに働く場所とかそう

いう面の提供がうまくいっているのかなという

気がするんです。というのは、我々の周りでは

働く場所がないので、地元で何とか仕事を見つ

けてほしいという声が聞こえているものですか

ら。そういう流れの中で、その辺との競合とい

うかその辺はうまくいっているのかなと、その

辺があったものですから。

避難者の方の雇○福田中山間・地域政策課長

用状況でございますが、今、マスコミ等の報道

で知り得ている範囲でございますが、例えば地

元の宮崎のＮＰＯ法人に既に就職された方がい

らっしゃると聞いております。避難者の方はや

はり職が今ないという方が多いと思いますの

で、そういったところを少しでも支援できるよ

うにということで、今回この事業を提案させて

いただいております。

そうやって困っている人をそうい○星原委員

う形で受け入れて何とかということは非常にい

いことですし、我々の地域でも今、農家住宅な

んかが、後継者がいなくて空き家になっている

住宅等も結構生まれてきているんです。だか

ら、そういう場所でも提供して住まいの部分を

安くするとか、いろんなことはできると思うん

ですが、ただ、地元でもここのところ数年、公

共事業費が減って、建設に携わっていた人たち

も働き場所を探している。あるいは一方では異

業種へということで業種転換を図ろうとしてい

るけど、うまく異業種の中でやっていくのにな

かなか厳しい環境に置かれている状況なんで
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す。だから、来た人たちが意欲を持って、ある

いはいろんな決断をして来られているわけです

から、そのフォローの部分を、来てくださいだ

けじゃなくして、将来的にはこういう形のもの

を設定してこういう形でちゃんと準備という

か、ある程度のそういうものはありますよとい

うものがないと。今来ている135名の人たちは、

知り合いとか友達とかあるいは親類とか何かそ

ういう形で見えているのか、全然なくて、自分

たちの被災を受けた地域では生活できない、新

たなところに生活拠点を設けようということで

来ているとすれば、その辺のところを一方では

ぴしっとしてあげないと。来て、一時期おっ

て、やっぱりここではだめだとなってまたどこ

かにということでは、受入応援事業としては事

業目的を達成するのかなという感じがするもの

ですから、その辺の考え方というのはどういう

ふうにとらえてこの事業をされたんですか。

避難者の方にと○福田中山間・地域政策課長

りましては、雇用の問題がまずあります。それ

に加えて、今、委員御指摘のように住まいの問

題、これも非常に重要であると我々も認識して

おります。県のほうでは、県の公営住宅ですと

か、あるいは市町村の公営住宅、こういったも

のを御提供しておりますし、今、委員御指摘の

あった中山間地域、特に空き家が多くなってお

りますので、市町村で空き家バンク制度という

ものをやっております。空き家バンク制度とも

連携しながらこの事業を使っていきまして、

トータルパッケージ的なイメージで支援をして

いきたいと考えております。

私の知り合いというか、弟の嫁の○星原委員

実家が宮城県の石巻で、その親も何とか助かっ

たんですけど、こっちに連れてこんといかんか

なという話をしていたけれども、年配で、80代

で、言葉の違いとか、あるいは友達とか知り合

いもいない。自分の娘はいるわけですけれど

も、そういう環境の中に今さら入るのは、いろ

いろ勧めたけど、なかなか厳しくて、地元で生

活をしようとするわけです。そういうような思

いの人が来るわけですから、受け入れる場合に

はいろんな形でフォローが今後大事だろうと思

うんです。精神的なものとか、経済的なものと

か、仕事の部分とかあると思うので、受け入れ

事業をするのであれば、そういったところまで

の方向を、こういう形でこうだから安心して来

てくださいというような、来てもらう人たちが

何かの基準にしているものをクリアできるよう

なものでないといけないんじゃないかと思いま

すので、ぜひその点に配慮していただければあ

りがたいと思います。以上です。

委員御指摘のよ○福田中山間・地域政策課長

うに、雇用、お住まいだけでなくて、精神面の

心のケアも非常に重要であるという御指摘、大

変重要であると思っております。既に宮崎市の

ほうで、これもまたＮＰＯ法人なんですけれど

も、避難して来られた方々、それぞれ孤立して

寂しい思いをされているという状況があります

ので、集めて集会を開いて、互いに話をして心

を和ませるという取り組みもございますので、

そういった取り組みも連携しながらやっていき

たいと思っております。

私も引き続いて今の関連ですけ○前屋敷委員

ど、委員会資料22ページに、働く場のマッチン

グということでイメージ図があるんですが、働

く場所を確保しなきゃいけないということでな

んでしょうけど、県と企業との間の業務委託と

いう図式があるんですが、具体的に県から中山

間地域の企業などへ県の一定の業務を委託する

と。そのところで被災して来られた方々に働く
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場を提供するというイメージでいいんですか。

この事業の流れ○福田中山間・地域政策課長

についてでございますが、おおむねそのイメー

ジ図に書いてあるとおりでございます。順番に

少し申し上げますと、まず、宮崎県内の中山間

地域の企業で被災者を応援したいという思いを

持っておるところもありますので、そういうと

ころがハローワークに求人登録をいたします。

被災者の方も求職登録をハローワークにいたし

ます。そこでマッチングをしていただいて、こ

ういう計画で被災者の方を雇用しますというも

のができ上がった段階で県のほうに申請をして

いただきまして、業務委託を県と企業のほうで

締結するという流れになっております。委託す

るのは雇用事業というものを委託するというこ

とになっております。

雇用事業を委託するということ○前屋敷委員

で、具体的な事業の中身とは違うわけですね。

おっしゃるとお○福田中山間・地域政策課長

りでございまして、例えば農業ですとか漁業で

すとか、あるいは伝統工芸ですとか、ＮＰＯの

活動ですとか、事業の中身は何でもいいんです

けれども、雇用するということを県のほうから

委託させていただくということでございます。

予算は今度なんですけど、直接○前屋敷委員

具体的に何人かの方々がここで仕事が見つかっ

たという事例がありますか。

この事業はまだ○福田中山間・地域政策課長

スタートしておりませんので、この事業ではあ

りませんが、先ほど申し上げたように、ＮＰＯ

法人で被災者の方を既に雇い上げた例があると

聞いております。同じような事例をこの事業で

拾っていければよいのかなと思っております。

これは、企業が中山間地域と限○前屋敷委員

定されている事業なんですか。

お見込みのとお○福田中山間・地域政策課長

りでございまして、先ほども出ましたけれど

も、やはり心のケアが重要であろうということ

で、豊かな自然環境の中で地域のきずなの強い

中山間地域において被災者の方の生活再建を図

らせていただきたいという思いから、中山間地

域に限定させていただいております。

そういう思いが県としてもあり○前屋敷委員

ますし、私自身も、この豊かな宮崎の環境で心

も体もいやしていただきたいという思いは非常

にあるんですけど、やはり御本人の立場に立っ

てのケアでないとおかしくなってくるんじゃな

いかというふうに思うんです。ですから、提供

するのはそういう思いがあって、そこは御本人

の思いも十分受けとめながら支援をするという

スタンスが要るんじゃないかと思います。

この被災者の雇○福田中山間・地域政策課長

用事業でございますが、県民政策部の事業以外

にも、商工観光労働部あるいは農政水産部、こ

ちらのほうでも実施しております。そちらのほ

うとまた連携をとらせていただきたいというの

が一つと、それ以外に、県内の一部市町村にお

いては、別途この基金を使いまして、中山間地

域に限定しない被災者の雇用事業を実施してい

ると伺っておりますので、そちらのほうとまた

連携させていただきたいと思っております。

それともう一つは、同じく委員○前屋敷委員

会資料の20ページですけれども、市町村間連携

支援基金設置事業、これで、市町村で共通して

いろんな課題を取り組むという中身になってお

ります。広域行政的な取り組みだと思うんです

が、いろんな課題を抱えていたり。ですから、

事業そのものは縛りがなくて、ハードのものや

ソフトのものやどういうものでも可能というも

のなんでしょうか。
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この基金事業で○福田中山間・地域政策課長

ございますが、下のほうの４番目に書いてあり

ますとおり、今年度につきましては、（１）の

検討をまず行います。どういった市町村間連携

のやり方があるのかというところについて検討

いたします。この検討を踏まえまして具体的な

事業を、交付事業ですが、24年度実施していこ

うということでございますので、事業の詳細な

スキームについては、24年度の予算案のほうで

上げさせていただきたいと思っております。委

員御指摘のように、ソフト、ハード両面から支

援できるような制度にできればよいなというふ

うに思っております。

県内もかなり市町村合併が進ん○前屋敷委員

できて、それぞれのところでそういう事業もや

るということも含めて合併も進んできたと思う

んですけど、さらにその上に今度また広域的な

ものでいろんなことをカバーするというふうに

思うんですけれども、その辺の考え方としては

どんなですか。

委員御指摘のと○福田中山間・地域政策課長

おり、宮崎県内は合併がかなり進みました。進

みはしましたが、今後さらに人口減少、さらに

は高齢化、さまざまな課題が山積しております

ので、市町村の限られた人員や財源をより一層

効率的に活用することが今後必要になってこよ

うかと思っております。そういう意味からも、

市町村間連携による効率的な運営を少しでも後

押しできればという趣旨で今回の事業を御提案

させていただいております。

現状からいって、そういう課題○前屋敷委員

がたくさんあって、必要という立場に立っての

御提案なんでしょうけれども、本来、市町村合

併がそういう点をクリアするという形でこれま

でずっと進んできたんです。それをさらにカ

バーしなきゃならんということ自体が、さらな

る新たな課題を出しているという点では、私と

してはどうなのかなというふうに 事業その―

ものを否定するわけではありませんけれども、

これまでの考え方というか、市町村合併の目的

としてきたところとずれも出てきていたのかな

というふうに思いました。これは私の感想です

ので、結構ですけれども。

今、市町村合併という話○渡邊県民政策部長

をされました。これは市町村合併ということは

全く念頭に入れていないんです。市町村合併が

進まれたと言いますけど、例えば児湯、この間

口蹄疫が発生しました。全然合併していないん

です。防災とかいろんな観点から各地域は連携

しなきゃいけない。西都・児湯地区は、今回の

口蹄疫でよくわかったと思うんですけど、ああ

いう防疫関係で連携して、全員で防疫もやろ

う、埋却もやろうとか、そういう連携を広域で

やらなきゃいけない課題というのはいっぱいあ

るんです。だから、合併云々という話ではなく

て、地域そのものが周辺地域と連携して取り組

んでいくもろもろの課題が、最近いろいろの事

象から浮き彫りになっていますので、そういう

ものをみんなで連携して取り組んでいこうと。

我々も今度、特にアクションプランでも地域連

携交流システムというのを言っていますけど、

地域が単独ではなくて周辺と一緒になって力を

合わせていろんな課題に取り組んでいこうと、

これは非常に大事だと思っていますし、これは

合併云々という話じゃありませんので、そうい

うことで我々はこの事業に取り組んでいきたい

と考えています。

今の部長の話を聞いていると、合○星原委員

併とは関連しないということですね。ただ、私

のところは都城と合併したんです。これからは
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やっぱり広域行政の中で進めていく。こういう

支援事業があるなら合併しなかったほうがよ

かったんじゃないかと。というのは、都城・北

諸広域圏事務組合というのをつくって、消防と

かいろんなのは以前から地域で取り組んできて

いたんです。今、地域で出ているのが、合併し

てよかったのか悪かったのかとなると、地域の

ほうは追いやられて、合併しなかったほうがよ

かったんじゃないかという声が４町では出るん

です。そういう意味では。だから、今言われる

ような広域でとらえていくことが大事だという

ことであれば、そういう発想で、地域、地域を

しっかり守っていくには、広域行政の枠の中で

合併しないでやっていける内容であれば、本当

は合併しなくて自主の中で、あるいは今言われ

るような広域でやるべきことは広域で防災でも

防疫でもやっていくような形のほうが、こうい

うことを国というか県あたりが認めるのであれ

ば、もうちょっとがまんして合併せずに地域を

守る方法もあるのかなと、今話を聞きながら

思ったところなんです。

ですから、合併していないところは、当然今

言われるような形で広域でいろいろなんだけ

ど、こういう支援が出てくると、合併した地域

は果たして、そういうことで守ってもらえるな

ら、応援をもらえるならという感じが出てくる

気持ちがあるんですよ、今話を聞いておって。

その辺についてはどう思われますか。

平成の合併は一応もう終○渡邊県民政策部長

わりまして、県内の市町村数も大分統合されま

して、ある程度形をとってきた。隣の大分県は

市しかありません。ただ、都城でも、まだ三股

と合併していませんし、それともう一つは、先

ほど児湯の話もしましたけど、西諸あたりも考

えますと、小林市、高原町、えびの市とあるわ

けでございまして、昔から西諸は一つと言って

いましたけど、やっぱり西諸全体で広域的に取

り組む。これは合併云々じゃなくてそういう課

題は従来からあるわけでございまして、特に観

光とかいろんな側面であるんだろうと思うんで

す。そういうことを具体的に掘り起こして、

我々としてはこの基金事業を活用してやってい

くということで受けとめていただきたいと思っ

ています。

まあ、あれなんですが、最終的に○星原委員

は、そこに住んでいる人たちがいい環境に進ん

でいっているかどうかだと思うんです。合併し

よう、しない、あるいはいろんな形で地域で生

きていくでも、要はそこに誇りを持ちながら、

今の状況の中で、いい形の状況の中で流れるた

めにどうしていくかということじゃないかと思

います。これはこれとしていい意味でのつなが

りを持たせていただいて、連携がとれることで

その地域が広域で発展できる。発展しないと意

味ないわけで、発展できる方向にどう持ってい

くかということじゃないかと思いますので、ぜ

ひそういう面でもよろしくお願いします。

市町村間連携支援基金事業で今い○鳥飼委員

ろいろあったんですが、「平成23年度予算案の

概要について」の117ページ、図がありまして、

担当の方とうちの議員とやりとりをしていたん

ですけど、この仕組みそのものは物すごくいい

のかなという気はいたします。ただ、市町村合

併について言えば、星原委員が言われたよう

に、ある町では、近ごろは役場に行っても知ら

ん人ばかりだからすぐ帰るわと 地域の有力―

者とか地域をまとめておった人たちがそう言っ

ている状況になってきているという意味では、

地域のきずなが残っているといえば残っている

ところもあるんですけど 厳しい状況にある―
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と思っているんです。だから、このイメージ

図、これは単なるイメージですよということな

んですけど、県北、県央、県西という拠点整備

３地域となっているんです。これはやっぱりひ

とり歩きするんです。県はこうやって地域の意

見をまとめようとしているけど、将来的には県

北、県央、県西ということでやるのかなと。そ

ういう気持ちはないということを言っておられ

ましたけど、その辺は工夫をしていただいて、

この基金事業が生きるような本来の形で進めて

いただきたい。ですから、この絵は余り妥当で

はないなと。私も星原委員と同じように思いま

すので、ぜひ有効にやっていくということで、

もうちょっと使い方を改めていただきたいと

思っています。これは要望にしておきます。長

くなるから。

それでは、暫時休憩いたしまし○山下委員長

て、１時から再開したいと思います。

午後０時１分休憩

午後１時３分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

引き続き質疑に入りたいと思います。

先ほど出ました22ページの東日本○鳥飼委員

大震災被災者受入応援事業、中山間・地域政策

課なんですが、中山間・地域政策課は今何をし

ているんですか。中山間地のことと……。

中山間・地域政○福田中山間・地域政策課長

策課の業務内容についてでございます。「中山

間・地域政策課」とありますので、御指摘のと

おり、中山間地域の活性化、これが一つ重要な

課題ですし、その他の地域も含めた全県的な地

域振興もうちの課の仕事だという認識で日々一

生懸命行っております。

前は中山間何とか室でしたよね。○鳥飼委員

この「地域」というのはどこから持ってきたん

ですか。

御指摘のとお○福田中山間・地域政策課長

り、もともとは室でございました。中山間・地

域対策室であったものが、中山間対策は非常に

重要なものという観点から、課に格上げされた

ものでございます。もともと総合政策課の中の

課内室でしたので、そこから課に昇格したとい

う経緯でございます。

「地域政策課」のところは、今ま○鳥飼委員

でどこの課が所管をして地域政策をやってきた

んですか。

古くは地域振興○福田中山間・地域政策課長

課というところがありまして、その中のことを

しておりました。それが総合政策課の中の課内

室になりまして、それがまた課に復活したとい

う経緯でございます。

私もそれは知っているんですけ○鳥飼委員

ど、地域振興課があったですね。その当時の地

域振興課というのは、おおむね中山間地域の地

域振興を図るということであったんじゃないか

と思っているんですけど、中山間・地域対策室

になった段階で地域振興課というのはなくなっ

たんですね。地域振興を図るところが。そこ辺

がなぜかわからないんです。

中山間・地域対策室で地○渡邊県民政策部長

域振興もやっていたんです。全体におきまし

て。

わかりました。もう長いから。私○鳥飼委員

も長いですけど。先ほど宮崎県に135人が避難を

しているということだったんですけど、これは

県内全部で135人ということでしょうか。内訳は

どんなふうになっているんでしょうか。

宮崎県に避難さ○福田中山間・地域政策課長

れている方、135人の内訳でございますが、内訳
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というのは、避難されてきている方がもともと

どこから避難されてこられたかという内訳では

なくて……。（「どこにいるか」と呼ぶ者あ

り）県内のどこにいるかですね。細かいんです

けれども、申し上げますと、宮崎市77、都城

市10、延岡市２、日南市14、小林市４、日向市

８、串間市６、西都市３、えびの市２、高鍋町

７、高千穂町２という内訳になってございま

す。

この事業そのものは、中山間地域○鳥飼委員

での被災者の受け入れを支援するということで

すね。ということは、過疎法なり、いわゆる五

法で中山間地域として定義づけをされていると

ころがおおむね該当するのかなと思っているん

です。そうすると、135人が全員対象ということ

ではないわけですね。

おっしゃるとお○福田中山間・地域政策課長

り、この事業は中山間地域限定でございますの

で、中山間地域で雇用されないといけないとい

う縛りにはなっておりますが、例えば今、宮崎

市の中心部におられる避難者の方でも、中山間

地域で雇用されれば対象になってきますので、

そういう意味では、135人の方すべてに可能性と

してはあり得るということになろうかと思いま

す。

可能性としてはあるでしょうけれ○鳥飼委員

ども、宮崎市から例えば西都とか西米良に行く

わけではないから、おおむね該当者というのは

決まっているんじゃないかと思うんです。135人

が対象ということであって、先ほどから課長の

話をお聞きしておりますと、宮崎県に135人が避

難しておられるということですから、135人を対

象にこの事業をというふうに聞こえてくるんで

す。そうではないだろうと思うんです。今の御

説明にもあったように、中山間地域の中での被

災者受入支援をするということですから、おお

むね中山間地に避難している方は何名程度です

と。この方たちを対象にこういう事業は行いま

すというのが正しい説明じゃないかという気が

するんですけれども、その辺はいかがですか。

御指摘のとお○福田中山間・地域政策課長

り、135人の方すべてがすべて、うちのこの事業

で受け入れをやることは、確かにおっしゃると

おりできないかもしれません。ただ、うちの部

だけではなく、商工観光労働部、農政水産部、

あと、市町村のほうでもこの基金を使った事業

をやっておりますので、トータルでこの135名の

方に対して何らかの支援が少しでもできればよ

いかなというふうに思っております。

中山間地域に避難している人が135○鳥飼委員

人のうち50人ですよと。その50人はおおむね対

象になるでしょうという説明にならないと、私

は宮崎市の新別府に住んでいますけど、新別府

の人も西都に通勤するかもしれん。通勤すると

いっても車がないわけですから、そうやってく

ると、課長の説明は的を射ていないような気も

するんです。中山間地域の地域振興も含めた形

で生活再建を図っていくということですから、

おおむねどの程度の人を対象にこういう事業を

やっていますとなってこないと、それはこの事

業に合った説明にならないんじゃないかと思う

んですけど、いかがでしょうか。

御指摘のとお○福田中山間・地域政策課長

り、135名すべての方をこの事業で拾うことはで

きないというのは、まさにおっしゃるとおりか

と思います。135人の方だけではなくて、これは

あくまで現時点で避難されている方なわけです

から、今後、原発の影響が長期化することも見

込まれますので、新たに宮崎県にいらっしゃる

方もおられるかなと思っております。
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それはわかるんですけど、今は50○鳥飼委員

人ですよと、中山間地域はおおむね何人ぐらい

ですという説明をしないと、135人宮崎県に避難

をしているから、この人たちが対象ですと。市

町村もやっているから対象ですと。商工観光労

働部もやっているから対象ですという説明は、

私は、中山間・地域政策課がやっている事業の

目的からすると、的を射た説明ではないと思っ

ているわけです。今から出てくる人ももちろん

いるんです。そういう説明をしないといけない

んじゃないんでしょうか。

あくまで宮崎に○福田中山間・地域政策課長

避難されている方についての御質問でありまし

たので、135名と回答させていただきましたが、

すみません、この中で何人の方が中山間地域か

というのは、宮崎市の中でも中山間地域に該当

する地域とそうでない地域とございますから、

その内訳については、現在資料は持ち合わせて

おりません。

今はいいと思うんです。ですか○鳥飼委員

ら、説明するときに、委員が質問したことに的

確に答えていただきたいと思っているんで

す。135人を対象に事業をやりますと。実際、事

業の対象にならん人もたくさんおるわけだか

ら。こういう質問があったときにはそういうふ

うな説明をしないと、それはちゃんと説明した

ことにならないと思っているんです。後、説明

されるときに十分注意をしていただきたい。

ほかにありませんか。○山下委員長

着座の途端に西村委員のほう○右松副委員長

から、委員会欠席だろうというふうに言われた

んですが、重要な話し合いを党議で行っており

ましたから、まずおわびを申し上げたいと存じ

ます。申しわけありませんでした。

４点ほど質問がございまして、１つは、11

ページ、県政広聴事業についてです。宮原委員

のほうからも質問があったんですが、知事との

ふれあいフォーラムは年間15回を予定している

ということですが、その周知について教えても

らいたいと思います。どのように広報活動して

いるか教えてください。

このフォーラムにつきまし○松岡広報企画監

ては、予定では、来月７月８日、えびの市のほ

うにおじゃましようと思っておりますけれど

も、８月以降はまだ決まっておりません。知事

の動向は、これだけのために行くというより

は、何かの機会を利用して企画しております。

そういったことで募集等の依頼につきまして

は、訪問する市町村のほうにお願いしまし

て、50名程度という形でやっております。そう

いったことで出席者についてはお願いをしてい

るところです。したがいまして、一般的に広報

しているという形はとっておりません。

市町村のほうにどういう周知○右松副委員長

を行うかは任せるという状況ですね。

そのとおりでございます。○松岡広報企画監

要望なんですが、私たち議員○右松副委員長

にもその日程について教えてもらいたい。とい

うのは、地域の問題に対して知事がどのように

お答えをするか、あるいはどういった政策を考

えておられるのか。やはり私たち議員も知って

おいたほうがいいものですから、これから10何

回かわかりませんけれども、それについて日程

は事前に教えてください。

日程が決まりましたら、お○松岡広報企画監

知らせしたいと思います。

議員の参加もできるような形○右松副委員長

でお願いします。

それから、２点目ですが、委員会資料の18

ページ、新エネルギーの拠点づくりについてで
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あります。事業費5,000万ということでございま

して、三鷹光器の設置料 というのは研究費―

も当然含まれると思いますので、設置費用がど

れくらいになるか教えてください。

三鷹光器の機械を移設する○茂総合政策課長

という話につきましては、無償で手がける予定

にしておりまして、その移設に要する費用を一

部助成するという考え方でございます。

わかりました。こちらのビー○右松副委員長

ムダウン方式は、三鷹光器以外にもミノルタさ

んとか何社か研究されていると思うんですが、

他社との競合といいますか、見積もりをとって

どれを導入するといった入札関係は全くやって

いないということでよろしいでしょうか。

三鷹光器のビームダウン式○茂総合政策課長

集光装置につきましては、もともとここでは、

例えば600度という温度を得るために試験研究を

やってきたという経緯があります。その目的を

達成したものですから、撤去、移動させないと

いけないということもありまして、ちょうど宮

崎大学、新潟大学がぜひこういう施設を欲しい

ということもありまして、ニーズがマッチした

ものですから、今回移設をお願いしたというこ

とでございます。

先ほどの総合政策課長の答弁○右松副委員長

で、これからの推移ということで、2015年まで

には技術確立、そして2020年には実用化という

ことで、ある程度言質といいますか、約束みた

いな形で言われましたけれども、現在、欧米と

かでもこういった太陽光の建設計画がどんどん

進められておりまして、2020年以降、急速にシ

ェアが伸びると言われております。ですか

ら、2020年に実用化を目標としているというこ

とであれば、ぜひそれを必ず実行していただき

たいという思いがある中で、その実現性に非常

に私は疑問を感じております。

というのは、アクションプランの39ページ、

新エネルギーの総出力電力が、現況値が18

万9,257キロワット、そして目標値、26年が40

万6,510キロワットですから、約倍以上になって

います。こういった目標値を設定していく中

で、単年度5,000万ということで説明がありまし

た。そして、来年度以降、事業費の予算は見込

んでいないという課長の答弁がありました。部

長のほうから訂正が若干ありましたけれども、

そういった意味では、本当にこのアクションプ

ランが実現できる中身になっているのか。私

は、課長のビームダウン式に対する、新エネル

ギー拠点づくりに対する認識が甘いというふう

に認識しておりますけれども、その辺はいかが

でしょうか。

先ほど言われたように、確○茂総合政策課長

かにこれは韓国とかスペインとかいろんな国で

しのぎを削っておりまして、楽観視することは

できない、気を引き締めていかなきゃいけない

と思っております。それと、先ほど私は、研究

開発に限った狭い範囲の答弁をしてしまいまし

たけれども、部長のほうから、もっと幅広く、

いわゆる産業と結びつけていくために協議会を

つくって、それについては今後いろいろ検討し

ていかなきゃいけないということがありまし

た。このあたりについては、もちろん、これか

らの進み方次第によっては予算の対応も必要に

なってくる場合もあるかと思いますし、これか

らそのあたりは、今、副委員長が言われたこと

を踏まえて真剣に前向きにやっていきたいと

思っております。

環境・新エネルギー先進地づ○右松副委員長

くりという大きな目標があるわけですから、そ

れに沿った形の、なおかつアクションプランで
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数値設定もしていますので、それに必ず到達で

きるように計画性を持って４年間の計画づくり

をしてもらいたいと思っています。

それから、３点目です。東九州地域医療産業

研究開発拠点づくりですが、東九州メディカル

バレーなんですけど、まさに今、県北で一番悩

んでおられる医療の問題、地域活性化、いわば

この東九州メディカルバレーが成功するかどう

か、県北の死活にかかわる構想だと思っており

ます。そういった意味で、１つは寄附講座なん

ですけれども、寄附講座の開設期間の目安を教

えてもらうとありがたいです。一般的には、通

常、寄附講座というのは、２年から５年で設置

されているところが多いようですけれども、寄

附講座のビジョンといいますか、開設期間含め

て教えていただければありがたいと思います。

寄附講座につきましては、○茂総合政策課長

延岡市と合わせて1,500万円で立ち上げたいとい

う話を先ほど差し上げましたけれども、これに

つきましては、まずは当面、今年度と来年度の

２年間やりたいと考えているところでございま

す。それからについては、状況を見ながら検討

していくことになろうかと思います。

製品化への臨床研究、産学官○右松副委員長

連携による医療機器開発、県北延岡の地域活性

化と。具体的に目標設定はどういったところに

置いているんでしょうか。到達点です。

このメディカル構想につき○茂総合政策課長

ましては、４つの拠点づくりをやりりたいと考

えております。１つ目が研究開発の拠点づくり

でございます。２つ目が医療技術・人材育成の

拠点づくりで人材育成を図っていきたい。３つ

目が血液・血管に関する医療拠点づくりという

ことでして、この延岡周辺には、大分県を含め

て、血液・血管に関する企業等がたくさん立地

しておりますので、このあたりをもっと活性化

してネットワークを構築していきたいと考えて

おります。４点目が、医療機器産業の拠点づく

りでございます。この４つの拠点づくりをやる

ことによって活性化を図っていきたいというこ

とでございまして、御案内のとおり、延岡市も

非常にこの構想にかけているところがあります

ので、私ども一生懸命取り組んでいきたい、商

工観光労働部とも連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。

具体的な目標設定を伺うこと○右松副委員長

はできなかったんですが、延岡市と合わせ

て1,500万ということで、この金額で果たしてこ

の事業目的が達成し得るのかなという疑問を感

じているんですけど、850万プラス延岡市と

で1,500万、1,500万で十分この成果は得られる

ものでしょうか。

このあたりは病院局その他○茂総合政策課長

商工観光労働部ともいろいろ詰めております。

地元企業とも議論しておりますけれども、限ら

れた予算の中でありますけれども、その予算を

使って最大限の効果が出せるように努力してい

きたいと思います。

今年度、そして４年間でどこ○右松副委員長

まで進めていくかという具体的な数値目標は設

定しなければ、予算をつける以上は、そこはあ

やふやにはできない部分だと思っています。目

標設定をしたら必ずその結果を出していただき

たいということで、本件は終わらせていただき

たいと思います。

それから、もう一つ、先ほどの新エネルギー

に戻りますけれども、事業費5,000万というこの

金額も、果たしてこれでどれぐらいきちっとし

た研究、そして実用化まで持っていけるのか、

この予算の金額に関しても大丈夫なのかなとい
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うふうに感じておるところです。選択と集中と

いう中で新エネルギーは県の重要施策になって

くると思いますので、やはり実用化を目指すと

いうことで、それに見合った予算編成もしてい

ただくとありがたいと思っております。

そして、最後、４点目であります。先ほどか

らるる鳥飼委員のほうから御質問がありました

けれども、東日本大震災被災者受入応援事業で

すが、星原委員に対する答弁で、６月21日現在

で135人と。宮崎市のＮＰＯに就職者が出ている

ということであります。中山間地域と限定した

ときの受け入れと現状の整合性がかなり乖離し

ているという認識を私は持っています。県内の

中山間地域の生活環境も含めて、現地の市町村

自治体の受け入れ体制、どこまでこの点につい

て話が進んでいるのか、ちょっと抽象的な質問

ですけど、お答えいただければと思います。

現在、これと同○福田中山間・地域政策課長

じような基金を活用した事業ということで、こ

の事業とは別の事業になるんですけれども、み

やざき移住地域おこし後継者発掘事業というも

のを行っております。この事業の中で、伝統工

芸ですとか漁業、農業といった分野で17人、中

間地域で雇用させていただいております。こう

いうニーズが少なからずありますので、被災者

限定ということではありますけれども、事業を

今回提案させていただいております。

事業費1,800万かけるわけです○右松副委員長

けれども、被災者の雇用を図る中山間地域の企

業や個人事業主を支援すると。本当に被災者の

受け入れができるような、それが採用促進でき

るような効果的な結果が得られるのか。1,800万

かける以上、計画倒れといいますか、中山間地

域を名乗ったものですけれども、実際に受け入

れはできないという結果が出てしまっては無駄

なお金になってしまいますので、予算をかける

以上はしっかりと成果を出していただきたいと

いうふうに申し上げたいと思います。以上で

す。

（「その他でもいいですか」と呼ぶ者あり）

アクションプランについては、す○山下委員

べて終わった後、その他の中で検討していきた

いと思いますので、その中でお出し願いたいと

思います。

歳出予算説明資料19ページのバ○前屋敷委員

ス路線の件なんですけど、今回、１億7,000万で

すか、生活交通路線への支援ということですか

ら、大事な予算であります。しかし、黒字路線

が109、赤字が218路線ということで、大変経営

上も苦労しておられるということはよくわかり

ますが、この赤字路線が長く続くと廃線になっ

てくるということもあると思います。その場合

に、実際そこを利用しておられる利用者の方々

にどういう対応をしながら、廃線にする場合、

どういう手当てをもってそこを廃線にするの

か。人数が少なくなったとはいえ、そこを日常

的に利用されておられる方もいらっしゃるわけ

で、合意を得なければ、経営が困難だからとい

うことで一方的に廃線にするのは問題だと思う

んですけど、その辺はどういうふうな状況なん

でしょうか。

バス路線の廃止された後○中田総合交通課長

の対応につきましては、廃代バスというのを市

町村が運営する場合に、県が欠損額の２分の１

以内で市町村に対して県単で補助して、市町村

が廃止された路線に廃代バスとして運行してい

ただいているケースが１つあります。あとござ

いますのが、廃止された後に、市町村がコミュ

ニティバスを走らせて住民の足の確保を図られ

ているケースがございます。
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それから、手続の話かと思うんですけれど

も、廃止する場合は、県のバス対策協議会が

あって、その下に各地域ごとに分科会がござい

ます。そこに市町村、地域住民代表等入りまし

て、その中で交通事業者のほうから廃止路線の

提案があって、その後どうするかというのを含

めて協議して、バス対策協議会で決定されると

いうことになります。ちなみに昨年度は廃止路

線はございません。21年度に幾つか廃止路線が

出ておりますけれども、私の聞いている話で

は、当面バス路線の廃止はやらない方向だとい

うふうに聞いております。

廃止を言い渡された場合に、後○前屋敷委員

の手だてがきっちりつかない限りは、廃止とい

うのは強行できないと思うんです。その辺のと

ころは住民の皆さんの理解も含めて、後の手だ

てがしっかり整った上での運行にしなきゃなり

ませんので、その点は助成をしている県として

も最終的に見届けていただきたいというふうに

思います。

同じく27ページで、生活・協働・男女参画課

ですが、ボランティア活動促進事業費で、新規

事業の３、協働を実現するための「実務者・指

導者育成事業」で182万2,000円が上がっていま

すが、これは実質、県の職員の方々を対象にし

ておられるのか。ＮＰＯだったり、そういう

方々も含めて対象にしておられるのか。

この実務○大脇生活・協働・男女参画課長

者・指導者育成研修は、県職員を中心にして行

う事業でございまして、本庁・出先、各種委員

会を含めまして、各所属に２名ずつ協働推進員

という方を設けておりまして、県の職員を対象

に行う事業でございます。

この研修は、講師は県の方です○前屋敷委員

か、それとも招致して、講師を迎えながら研修

するわけですか。

この事業自○大脇生活・協働・男女参画課長

体は、公募して委託先を決めることにしていま

して、受託先が事業をします。内容としまして

は、協働事業の考え方等についてはうちの職員

が説明し、今まで協働事業をしてきた県の所属

もありますので、そこの職員に協働の進め方と

かやり方をお話しいただき、また、実際に協働

したＮＰＯからも来ていただいて、講義、ワー

クショップ等を行っていくということで研修を

行っていく形をとっております。

もう一点、34ページですけど、○前屋敷委員

文化文教・国際課、ここの私立高等学校授業料

減免ですね、助成ですが、現在、対象になって

いる生徒さんの数は何人ですか。

これは生活困窮世○日高文化文教・国際課長

帯に対して授業料の減免を行う制度でございま

すので、月によって人数は変わっておりますけ

れども、平成22年度で見ましたら、全体で1,288

名でございまして、今年度は、対象生徒の見込

みとしましては1,354名を見込んでおります。

これは今度の震災との関連なん○前屋敷委員

ですけど、被災地の方が避難してこられたりと

かで、そういう対象になる生徒さんは現在おら

れるか。私立に関係することになるんでしょう

けど。

今回の大震災にか○日高文化文教・国際課長

かわりまして、私立学校につきましては、おお

むねの学校で、そういった生徒さんがおられた

場合には受け入れを行うという姿勢でございま

す。その場合には、入学金でありますとか授業

料は、学校の負担で減免するということで考え

ているようでございまして、この授業料減免補

助金の対象にはならないのかなというふうに考

えております。
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それぞれの学校が独自に自主的○前屋敷委員

に受け入れるということなんでしょうか。

学校法人によって○日高文化文教・国際課長

考え方があると思いますが、基本的には、もし

そういう方がおられれば受け入れるということ

は聞いております。今現在、日南のほうの学校

に１名、実際に震災に遭われた方が入学してお

ります。ほかの学校におきましても、授業料を

免除するという形で受け入れを表明している学

校はございますので、そういった形で受け入れ

の必要があれば進んでいくのかなと思っており

ます。

そういった自主的な受け入れは○前屋敷委員

大変歓迎なんですけど、やはり一定の支援とい

うものも今回の場合は必要かなと思っています

ので、また検討もしていただきたいと思いま

す。

先ほど途中で話題が変わってし○西村委員

まって最後の質問ができなかったんですけど、

携帯電話の件です。人口カバーで今回103世帯が

あると。この103世帯はいいんですが、私も中山

間地を走っていて思うんですが、集落のところ

だけは通じる。隣の集落の５～６キロ、10キロ

ぐらいはまた通じなくて、また通じるという箇

所が県内あちらこちらにあると思うんです。人

は余り住んでいないんですけど、職場があった

り、田畑があったり、林があったりするよう

な、人が生活しながら仕事をするような場所に

つながらないことが多いんですけど、こういう

のは、住居があるところがすべて終わってから

つけるような感じなんですか。後回しなんで

しょうか。

私どもの今行っておりま○長倉情報政策課長

す事業が、条件不利地域の居住地域について対

象にしております。もともとこの携帯電話の事

業そのものが民間の採算性の中で行われる中

で、不採算の部分をカバーしようということで

行っておりますので、実際おっしゃるように、

山間部とか、あるいは林業で働く方々が例えば

事故に遭っても、連絡の手段がないということ

を聞くこともございます。

しかしながら、先ほど申し上げましたよう

に、民間の採算ベースで行われているというの

が基本にございますので、なかなかそこのほう

に進んでいないのも事実でございます。ただ、

県民の利便性の向上という観点からは、できる

だけ広い地域で使えたほうがいいというのはそ

のとおりでございますし、また、観光振興とい

う面でもいろいろなメリットがあるところでご

ざいます。私どもとしましては、新たな視点、

例えば、こういうところは人の交流が多いです

よとか具体的な例を示しながら、市町村とも協

議しながら、そういった部分のニーズ等があれ

ば、携帯電話会社さんにお話をつないでいきた

いと考えております。

よくわかりました。住居があると○西村委員

ころが優先で、住居がないところに関しては今

のところ厳しいというお話だったんですが、先

ほどあったように、事故とかもしくは災害等に

遭った場合に、通信手段というのは命を左右す

るものであると思います。つい先日、高松沖で

フェリーから落ちた人が携帯電話で助かったと

いうこともありましたけど、ああいうことも中

山間地はよくあると思うんです。足が滑って落

ちたとか、発見されたのが翌日だったと、残念

ながら亡くなったという話もよく聞きます。そ

ういうことも踏まえて、ぜひ、人がここには住

んでいないからというわけではなくて、せめて

国道であるとか生活道路であるところには配備

いただくようにお願いしたいと思います。
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私どもも携帯電話会社と○長倉情報政策課長

協議する機会がございますので、地域の整備の

要望とあわせて、そういった御意見はつないで

まいりたいと思います。

それと、発言の訂正でございますけれども、

先ほど五ヶ瀬町の１地区の鉄塔につきましてソ

フトバンクと申し上げたと思いますが、ＫＤＤ

Ｉのほうでございますので、訂正させていただ

きます。

ありませんか。なければ次に入○山下委員長

ります。

１点だけ補足の答弁をさせ○茂総合政策課長

ていただきたいと思います。先ほど新エネル

ギー拠点づくり事業ということで、研究費用の

お尋ねをいただいたところでございますけれど

も、現在、水素に関する研究費につきまして

は、別途新潟大学のほうで１億8,000万円程度確

保しているということでございます。あわせま

して、その他の研究費につきましては、新潟大

学、宮崎大学も非常に張り切っておりまして、

国の公募等に積極的にチャレンジしていって、

少しでも研究費を確保したいと考えているとい

うことでございます。以上、補足させていただ

きます。

なければ、次にその他報告事項○山下委員長

に入りたいと思いますが、説明を求めます。

それでは、総合政策課から○茂総合政策課長

３点ほど御報告させていただきたいと思いま

す。

まず、県民意識調査の結果についてでありま

す。委員会資料の27ページをお願いいたしま

す。

まず、１の調査の概要についてですが、この

調査は、県政の運営に資することを目的といた

しまして、平成16年度から毎年実施しているも

のでございます。調査時期は４月から５月にか

けまして、無作為に抽出しました県内在住の20

歳以上の方3,500名のうち1,760名から回答を得

まして、回答率は50.3％でございます。

次に、その下の２であります。アンケートの

結果でありますが、今回から、今の暮らしの満

足度、豊かさのイメージに関する質問を新たに

設けたところであります。県内での今の暮らし

につきましては、64.5％の人が満足しておりま

して、今後も現在住んでいる地域に住み続けた

いと思っている人の割合は81.2％という結果で

ございます。また、県民の考える豊かさのイ

メージについての質問も行ったところでありま

す。何をもって豊かさというかということでご

ざいます。これにつきましては、表でお示しし

ておりますように、心身の健康、衣食住の充

実、家族や周囲との良好な人間関係、これを重

視する人が多く、満足度も高くなっておりま

す。一方で、収入や資産が多いことを重視する

人も46.5％と４番目に多いわけでありますが、

この項目での満足度は23.9％というようにかな

り低くなっているのが現状でありまして、課題

だというふうに考えているところであります。

なお、これらの数値が高いか低いかにつきま

しては、今回初めての調査項目であるため不明

ですけれども、今後、県民にとっての豊かさの

順位あるいは満足度がどのように変化していく

のか、毎年度調査をしていきたいと考えており

ます。

それから、（４）でございますが、災害に対

する備えをしている人の割合は32.2％となって

おります。前年と比較しますと4.7％下がってお

りますが、これは東日本大震災が起こったこと

によりまして、改めて災害に対する備えを見直

し、十分ではなかったのではないかと県民の皆
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さんが思われたのではないかと考えておりま

す。

その下の（５）ですけれども、子育てに関し

まして不安感や負担感を感じる人の割合も、こ

こ数年60％台で推移をしております。

また、その下の（６）でありますが、ボラン

ティア活動に参加をしていない人の割合も60％

前後になっているところであります。これらも

課題の一つと考えております。

その他の項目を含めまして、詳細につきまし

ては、別冊資料１にお配りしております「県民

意識調査結果」にまとめておりますので、後ほ

どごらんいただきたいと思います。

続きまして、29ページをお願いしたいと思い

ます。政策評価の実施についてであります。政

策評価の内容ですけれども、１の評価の実施を

ごらんいただきたいと思います。これは、以前

でございますけど、平成19年の６月に策定いた

しました「新みやざき創造計画」の着実な推進

を図るために、計画に掲げる重点施策でありま

す新みやざき創造戦略につきまして、内部評価

を行うとともに、外部評価として新みやざき創

造戦略評価委員会による評価を実施するという

ものであります。本委員会につきましては、下

のほうにあります９名の委員により構成されて

おりまして、総合計画審議会部会の委員として

この計画策定時から携わっておられる方６名を

含めまして、戦略の内容を熟知しているメン

バーとなっております。

委員の評価方法でありますけれども、この点

につきましては、進捗評価と成果評価という２

つの観点で評価をすることとしております。

（１）の進捗評価につきましては、工程表に基

づきまして、事業実施が予定どおり進捗してい

るかどうかを評価するものでありまして、平

成22年度の１年間を評価対象期間としておりま

す。次に、（２）の成果評価につきましては、

今お話ししました進捗評価の内容も勘案しなが

ら、工程表に基づく取り組みの結果、社会情勢

による影響や県民生活へ及ぼした効果を踏まえ

まして、平成19年度から22年度までの４年間で

得られた成果を評価しようというものでござい

ます。

このような方法で評価を行うことによりまし

て、新みやざき創造戦略におけるこれまでの取

り組みについて振り返りまして、今後のより効

果的な施策の構築・実施、あるいは社会情勢に

応じた施策展開の検討に生かしていきたいと考

えております。

なお、現在の状況でございますが、３の会議

の開催にありますように、６月30日から７月６

日までの間に、３つの分科会ごとに第１回目の

会議を開催いたしまして、それぞれの取り組み

について事務局や関係課から説明を行い、評価

をしていただく予定にしております。その後、

委員と打ち合わせを重ねまして、再度会議を開

催した上で、評価結果を取りまとめまして、決

算報告の際にあわせて御報告し、公表する予定

といたしております。

それから、私から最後でございますけれど

も、委員会資料の30ページをお願いいたしま

す。九州広域行政機構構想についてでありま

す。国の出先機関改革につきましては、政府が

出先機関の原則廃止を掲げたことを受けまし

て、各地域ブロックでも受け皿の検討を進めた

ところでありまして、九州知事会では昨年の10

月に、九州広域行政機構の設立を目指すことで

合意いたしました。

まず、１の機構設立の目的等でございますけ

れども、国の出先機関の受け皿を明確に示すこ
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とによりまして、改革が停滞している状況を打

破すること。それから、二重行政を解消し、地

方によるガバナンスを強化すること。このこと

によりまして、より迅速で地域ニーズに合った

行政サービスを可能にすることにあります。ま

た、地方分権改革におきましても、最も重要と

なる地方への権限移譲・財源移譲を進める実践

的な手段となり得ると考えております。

次に、２の機構の概要でございます。右側に

イメージ図を載せておりますけれども、この機

構におきましては、国の出先機関の事務、権

限、人員、財源等を丸ごと受け入れることを想

定しておりまして、その次のページにあります

けれども、受け入れる人員、予算規模は、人員

で約１万2,000人、予算規模で約１兆3,000億円

となっております。また、機構の組織につきま

しては、各県の知事で構成いたします知事の連

合会議、それから各県議会の代表者で構成いた

します議会代表者会議の２元代表制を想定して

おります。ただ、議事機関のあり方につきまし

ては、各県議会の皆様の御意見が反映されるよ

うに今後検討していくことになっております。

次に、30ページにお戻りいただきたいと思う

んですけれども、３のこれまでの経緯でござい

ます。政府は、昨年の12月に新たな広域行政制

度に関する法案を平成24年の通常国会に提出を

いたしまして、26年度中の地方移管を目指すと

いう方針を示しまして、一番下に米印で書いて

おりますけれども、国において現在、広域連合

制度あるいは九州のこの構想を参考にいたしま

して、法案化の検討が進められているところで

あります。九州知事会といたしましては、この

法案に九州としての意向を反映させるために、

ことし２月に、資料として後につけております

が、広域行政機構法の骨子案を策定するなどの

取り組みを進めてまいりました。

ところで、東日本大震災の影響もありまして

法案化の作業スケジュールがおくれております

ことから、政府が地方移管を検討する出先機関

を、初年度になります平成26年度は２つから３

つの機関とする。そして、翌年度以降、段階的

に拡大するという方針を示しましたので、この

ことを受けまして、九州知事会では、ことしの

５月に関西広域連合とも調整の上、まずは九州

経済産業局、九州地方整備局、九州地方環境事

務所の３つの機関を先行して国と協議を進める

候補とすることを決定したところであります。

今後は、法案の動向を見ながら具体的な検討

を行うこととしております。ただ、余剰な人員

を抱えることになるのではないかという懸念、

あるいは財源確保の問題、あるいは意思決定の

あり方などの課題等の解消を図っていく必要が

あると考えております。

なお、この九州広域行政機構につきまして

は、議会の皆様方の御意見も十分にお伺いしな

がら検討を進めてまいりますとともに、２月の

議会でも御説明したところであります。それに

引き続いての本日の説明でございますけれど

も、今後、随時検討状況につきまして御報告を

してまいりたいと考えております。

私からは以上でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

第９次宮崎県交○柳田交通・地域安全対策監

通安全計画の作成について御報告をいたしま

す。

委員会資料の36ページをお開きください。

まず、１の作成の趣旨についてであります

が、この都道府県交通安全計画は、交通安全対

策基本法により作成が義務づけられておりまし

て、国の交通安全基本計画に基づきまして、各
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都道府県が交通安全に関する総合的施策を定め

るものであります。平成18年度から始まりまし

た第８次の計画が22年度で終了いたしましたこ

とから、今回、第９次の計画を作成したもので

あります。

２の概要についてであります。（１）の計画

期間は、平成23年度から27年度までの５年間で

あります。（２）の性格等は、本県における交

通安全に関する総合的な施策の大綱を定めるも

のでありまして、具体的には、計画期間の平

成27年までの交通事故による死者数等の目標を

まず設定し、また、そのための講ずべき対策を

示しております。（３）の基本理念についてで

ありますが、「人優先」の交通安全思想を基本

といたしまして、人間、自動車などの交通機

関、道路などの交通環境に対する施策の推進

や、情報通信技術の活用などにより、究極的に

は交通事故のない安全で安心な社会を目指すも

のとしているものでございます。（４）の目標

につきましては、期間中の平成27年までに、道

路交通においては、年間死者数を39人以下、年

間死傷者数を9,000人以下にすること。また、鉄

道交通においては、乗客の死者数ゼロの継続及

び運転事故全体の死者数減少、また踏切道にお

きましては、踏切事故の発生防止といたしてお

ります。（５）の視点及び講じようとする施策

の体系につきましては、右のページの第９次宮

崎県交通安全計画の視点及び講じようとする施

策の体系に記載をいたしております。また、計

画の詳細につきましては、お配りしております

第９次宮崎県交通安全計画を後ほど御参照くだ

さればと思います。

３の作成経過でありますが、国の基本計画の

中間案が示されました昨年秋から作成に取りか

かっておりまして、警察本部などの関係機関と

協議を重ねまして計画素案を作成し、ことしの

２月から３月にかけてのパブリックコメント、

５月の幹事会の開催などを実施した上で、５

月18日の宮崎県交通安全対策会議において決定

をいたしております。以上でございます。

それでは、○大脇生活・協働・男女参画課長

委員会資料の39ページをお開きください。

「みやざき県民復興協力隊」の派遣につきま

して御報告いたします。

県民復興協力隊につきましては、１の目的に

ありますように、東日本大震災の被災者支援を

行う「みやざき感謝プロジェクト」の一環とし

まして、この協力隊を編成・派遣しまして、被

災地でのボランティア活動を行うとともに、県

民の防災意識の向上や災害ボランティアの育成

を目的としております。

主催は、宮崎県、宮崎県市長会、宮崎県町村

会、県社会福祉協議会、県経済団体協議会でご

ざいます。

派遣期間につきましては、１クール６日間で

５班までを計画しております。１班と２班は既

に活動を終了しまして、現在は第３班が被災地

で活動中でございます。また、４班につきまし

ては６月27日から、５班につきましては７月４

日から派遣する予定でございます。

４の派遣人員は、各班20名の計100名でござい

ます。１班から３班につきましては、宮崎県経

済団体協議会を通じまして募集しまして、４

班、５班につきましては、一般県民から募集を

したところでございます。

５の活動場所は、福島県のいわき市でござい

まして、活動内容としましては、被災家屋の泥

出しや清掃など、現地のニーズに応じた活動を

行っております。財源につきましては、県社会

福祉協議会のボランティア基金を活用しており
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ます。

それから、活動の写真がございますので、簡

単に御説明させていただきます。別添というこ

とで、資料の３、Ａ４のカラーコピー１枚、こ

れでございます。全体で６日間の派遣期間です

が、１日目と最終日は移動日になっておりまし

て、活動の１日目、２日目が上２枚の写真でご

ざいます。ここでは、１班の写真でございます

けれども、上の写真が、隣接する２軒の家屋

に20名全員が行きまして、被災家屋の内外の清

掃活動を行っております。ちょうど家屋の外の

がれき等を撤去しているところの写真でござい

ます。中段の写真が家屋の中、右上の家屋の家

の中の写真でございます。左側は作業前でござ

いまして、外からがれきが入ってきたりしてお

りますが、右が作業後ということできれいにが

れき等が片づけられております。一番下の写真

が活動３日目と４日目の写真でございまして、

３日目につきましては20名が６班に分かれまし

て、４日目につきましては７班に分かれまし

て、それぞれ被災家屋に出向きまして、家屋内

外の片づけをしているところでございます。２

班までは全員無事にけがなく帰ってきていただ

いております。被災者の方からは、「家がびっ

くりするほどきれいになった」という言葉をい

ただいておりますし、参加された方からは、

「今回、体験・体感したことをさまざまな場面

で伝えたい」とか、「県内のほかのボランティ

アにも参加したい」というような感想をいただ

いたところでございます。被災地で活動してい

ただく方にはけがをされないよう、また、被災

された方には、復旧・復興に前向きに取り組み

が進められますような今後の活動を期待してい

るところでございます。

続きまして、宮崎県男女共同参画センターの

指定管理者制度の第三期指定について御説明い

たします。

委員会資料の40ページをお開きください。

まず、１の宮崎県男女共同参画センターにつ

きまして、設置目的にありますとおり、このセ

ンターは、本県の男女共同参画社会づくりの推

進拠点ということで、情報の提供や啓発、相談

事業を行うとともに、学習や交流の場を提供し

まして、本県の男女共同参画社会の形成に寄与

することを目的として設置されております県の

公の施設でございます。

所在地は、物産館の東側になるんですが、９

号館にありまして、開設は平成13年９月でござ

います。主な施設としまして、１階に事務室、

図書室、交流スペース、３階に研修室、交流

室、相談室を備えております。当センターにつ

きましては、平成18年度当初から指定管理者制

度を導入しておりまして、現在二期目の指定管

理となっております。今年度が第二期の最終年

度ということで、今年度中に第三期の指定管理

者選定の手続を行うこととしております。

２の二期の指定管理者の管理運営の実績でご

ざいます。

（１）指定管理業務の概要につきましては、

まず、現在の指定管理者は、特定非営利活動法

人みやざき男女共同参画推進機構でございま

す。指定期間は、21年４月から今年度末までの

３年間となっております。業務内容につきまし

ては、施設の利用に関する業務、男女共同参画

社会づくりに関する業務、施設の維持・保全に

関する業務でございます。

（２）施設利用状況につきましては、指定管

理者制度導入前と第一期、第二期ということで

数字を上げさせていただいております。第二期

の利用状況は、途中ですので、21年度と22年度
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の平均の１年間分を上げております。この中

で、センター利用者、これは研修室利用や相談

ということでセンターを利用した人ですが、２

カ年平均のところにあります１万2,377人が利用

されております。それから、講座等開催の参加

者としましては2,902人、講師派遣研修による参

加者が3,406人、職員派遣研修参加者が1,815人

などとなっております。

次に、41ページをごらんください。（３）施

設の収支状況でございます。第二期は、収入と

しましては、指定管理料、年間に2,620万円でご

ざいます。支出としましては、人件費1,282

万2,881円、事業支出1,216万553円などとなって

おります。

（４）管理運営状況でございます。指定管理

者制度の導入を契機として行っていただきまし

た主な取り組みとしましては、①としまして、

開館時間の延長、②ホームページの携帯サイト

の開設、③外部の方の意見を聞くための運営評

価委員会を設置していただいております。

（５）評価でございますが、①としまして、

財政支出が縮減されていること、②利用者が増

加していること、③講座等の参加者が増加して

いること、④アンケート調査による利用者満足

度の向上が挙げられております。また、今後の

課題としましては、若年者層や男性を初めとす

る新規の参加者の掘り起こしが必要であるとい

うふうに考えております。

次に、42ページをお開きください。今年度行

います第三期の募集方針（案）について御説明

いたします。

（１）業務の範囲につきましては、これまで

と同じく、施設の利用に関する業務、男女共同

参画社会づくり事業に関する業務、施設の維持

保全に関する業務としております。指定期間に

つきましては、平成24年４月１日から27年３

月31日までの３年間でございます。基準価格

は、指定管理料ですが、年額で2,529万円でござ

います。（４）募集でございます。募集期間に

つきましては、７月８日から９月８日までの２

カ月間としまして、県の公報、ホームページ、

新聞・テレビ等で行う広報、現地説明会、質問

対応による情報提供を行うことにしておりま

す。（５）資格要件でございますが、県内に事

業所または事務所を有する法人、または設置し

ようとする法人・団体であることや、地方自治

法施行令に定める一般競争入札参加の欠格事項

に該当しない者であることを条件としておりま

す。（６）選定につきまして、選定方法でござ

いますが、１次審査と２次審査がございます。

まず、１次審査としまして書類審査を行いま

す。２次審査で指定管理者候補者選定委員会を

設けておりますので、この選定委員会が応募者

のプレゼンテーション、ヒアリング審査を行い

まして、指定管理者候補者を選定するというこ

とにしております。②にあります指定管理者候

補者選定委員会の委員につきましては、学識経

験者、財務関係者、有識者、利用者代表、市町

村代表ということで、そこの５名をメンバーと

しております。

43ページをお開きください。（７）審査項目

等でございますが、選定基準としましては４つ

設けておりまして、①住民の平等な利用が確保

されるとともに、宮崎県男女共同参画推進条例

の趣旨を踏まえ、センターの設置目的に合った

運営が行われること、②センターの利用を最大

限に発揮できるものであること、③管理運営に

係る経費の縮減等を図るものであること、④事

業計画書の内容等を確実に実施するために必要

な経理的基礎及び管理に関する能力を有するこ
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とという選定基準を設けまして、さらに、16の

審査項目を設けて審査を行うことにしておりま

す。

44ページをお開きください。（８）リスク管

理責任分担に関する事項でございます。これに

つきましては、センター運営管理における県と

指定管理者の責任分担や費用分担につきまして

ケースごとに定めているものでございます。

最後に、４でございますが、スケジュールに

つきましては、６月10日に第１回の選定委員会

を開催しまして、第二期の実績の検証、第三期

の募集方針の検討を行ったところでございま

す。この後、７月８日から９月８日まで２カ月

間募集を行います。10月の中旬に第２回の選定

委員会を開催して指定管理者候補者の選定を行

います。11月の定例県議会に指定管理者指定議

案を提出させていただきます。議決後、指定管

理者の指定を行いまして、事業者の引き継ぎ、

来年４月１日に協定締結し業務を開始するとい

うことで考えております。

男女共同参画センターの指定管理者制度につ

いては以上でございます。

続きまして、46ページをお開きください。

「みやざき男女共同参画プラン」の改定につい

て御説明をいたします。

１の改定の理由は、現行の「みやざき男女共

同参画プラン」の計画期間につきましては、平

成19年度から23年度までの５年間となっており

ます。今年度で終期を迎えることから、このプ

ランを改定することとしておりまして、昨年12

月に策定されました国の第３次男女共同参画基

本計画や、22年度に本県が実施しました男女共

同参画に関する意識調査の結果、この調査結果

は後ほど御報告いたしますが、これらを勘案し

てプランの改定を行うものでございます。

２の新たなプランの概要につきましては、計

画期間は、平成24年度から28年度までの５年

間、計画の性格・役割としましては、男女共同

参画社会基本法に基づきます本県の男女共同参

画計画という位置づけで、本県における男女共

同参画推進の基本的方向、具体的な施策を示す

ということにしております。

（３）のスケジュールにつきましては、宮崎

県男女共同参画審議会がございますので、この

審議会の審議、庁内の検討などの策定作業を行

いまして、11月の定例県議会に御報告して御意

見をいただき、その後、パブリックコメントを

行い、最終案を２月議会に議案として提出しま

して御審議いただくこととしております。議決

をいただきましたら、計画を決定し、公表とい

うことで考えております。

続きまして、昨年度実施しました「男女共同

参画社会づくりのための県民意識調査」の結果

につきまして御説明をいたします。

配付資料としまして、資料の４と５をお配り

しております。資料４がピンク色の冊子で報告

書でございます。資料５のダイジェスト版のほ

うで御説明させていただきます。少し長くなる

かと思いますが、よろしくお願いいたします。

まず、１ページですが、アンケート調査の概

要でございます。

目的につきましては、県民の男女共同参画に

関する意識と実態の把握、今後の施策のための

基礎資料を得ることを目的としまして、調査対

象は、県内在住の20歳以上の男女1,500人ずつ

の3,000人。有効回答数は1,257人でございまし

た。

２の調査結果でございますが、男女平等に関

する意識ということで、さまざまな場面におけ

る男女の平等感について調査をしております。
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紫色が「男性のほうが非常に優遇されている」

と考える人、オレンジ色が「どちらかといえば

男性が優遇」、緑色が「平等である」と感じて

いる人の割合を示しております。例えば３段目

の「学校教育の場」では、男性優遇が少なく

なっておりまして、逆に、緑色の平等であると

感じている人の割合が50％を超えております。

しかし、これ以外では男性優遇と感じている方

の割合が高くなっておりまして、一番下の「社

会全体」を見ていただきますと、社会全体でも

男性優遇と感じていらっしゃる人の割合が60％

を超えておりまして、平等と思っている人につ

きましては16.9％にとどまっております。

次に、２ページをごらんください。「男は仕

事、女は家庭」という考え方はどうですかと聞

いております。これは性別による固定的な役割

分担意識がどうかということでございます。

「全体」というところを見ていただきますと、

「この考えに賛成」という方が約３割、「反

対」という方が約４割で、前回調査と比べます

と賛成が減って反対が増加ということでござい

ます。これを性別で見ますと、「この考えに賛

成」という方は、女性に比べて男性のほうが割

合が高くなっております。

３の家庭生活における意識と実態ということ

で、これは家庭における夫婦の役割分担の理想

と現実はどうかということを聞いております。

上から４つ目の「育児、子どものしつけ」を見

ていただきますと、理想のところのオレンジが

「夫婦が同程度分担」ということで69.7％あり

ますが、現実はどうかというと、28.7％と、か

なり現実のほうが低くなっております。以下、

学校行事ですとか地域の行事、親の世話等につ

いても同様でございまして、理想と比較して現

状では妻が分担している割合が非常に高くなっ

ております。

次に、３ページをお開きください。４の仕事

と生活の調和についてでございます。仕事と家

庭生活や地域生活の調和につきまして、希望と

現状を聞いております。「全体」のところの現

状では、12.8％の人が「家庭よりも仕事に専

念」、約４割の方が「家庭生活・地域活動にも

携わるが仕事を優先」、約２割の方が「家庭生

活・地域活動と仕事を両立」と答えておりまし

て、下の棒グラフにありますとおり、仕事と生

活の調和のためには、育児休業・介護休業制度

を利用しやすい職場環境の整備というものが一

番に挙げられております。

次に、４ページをごらんください。５の就業

に関する意識につきましては、職場での男女差

について聞いておりまして、「賃金」でありま

すとか、「昇進・昇格」につきまして、男性が

優遇されていると感じている人の割合が高く

なっております。

次に、５ページをお開きください。６の政策

の企画・方針決定に関する意識ということでご

ざいます。政策の企画・方針決定の場に女性が

少ない理由ということで聞いておりまして、な

ぜかということですが、「男性優遇の組織運

営」や「女性の参画を積極的に進めようと意識

している人が少ない」ということが挙げられて

おりまして、下の棒グラフでございますが、女

性の社会進出のための必要な措置ということ

で、「企業や国、地方自治体が女性社員や職員

の採用・登用などについて目的を設けたり、女

性社員の進出を促す計画を策定する」ことが重

要だと考える人の割合が高くなっております。

６ページをごらんください。７の女性の人権

に関する意識と実態ということでございます。

「女性の人権が尊重されていない」と感じるも
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のとしていろんな理由がありますが、セクシュ

アルハラスメント、家庭内での暴力、女性に対

するストーカーなど、主に身体面に及ぶ行為に

つきまして、女性の人権が尊重されていないと

感じる人の割合が多くなっております。

７ページをお開きください。８の男女共同参

画社会づくりにつきまして、「男女平等になる

ために重要なこと」を聞いておりまして、まず

挙げられておりますのが、「女性を取り巻く偏

見や社会通念、慣習、しきたりを改める」こ

と、それから、「女性の就業、社会参画を支援

する施設やサービスの充実」を挙げる人が高く

なっております。また、下の棒グラフですが、

男女共同参画社会を実現するために県がすべき

ことということで、「働きやすい職場環境の整

備」、「保育・介護に関する福祉の充実」など

が期待されているところでございます。

以上、意識調査の主なものを御説明いたしま

したが、詳細は後ほどごらんいただきたいと思

います。このような調査結果につきましては、

今年度策定します男女共同参画プラン改定作業

の中で活用していきたいと考えております。

説明は以上でございます。

ありがとうございました。執行○山下委員長

部の説明が終了いたしましたが、その他報告事

項について質疑はありませんか。

29ページの政策評価の実施、外部○西村委員

評価を実施されるとのことですが、２点まとめ

て伺います。評価委員に選ばれている方々が、

県の政策立案に関して何かの審議会に重複して

入っていることはないのかということと、もう

一点、この中にはＮＰＯとかいろんな団体の方

もいらっしゃいますが、この方々の団体に関し

て、補助金とか委託事業とかそういうもので結

びつきがないのか、伺いたいと思います。すぐ

にわからなかったら、調べていただいて結構で

す。

１点目の審議会等に入って○茂総合政策課長

いるかどうかということにつきましては、総合

計画審議会に入っていらっしゃる委員もおられ

ますし、ほかの審議会に入っている方もおられ

ると思います。あとの点について確認させてい

ただきたいと思います。後ほど答弁させていた

だきます。

そのほか、報告事項でありませ○山下委員長

んか。

２～３点お尋ねをいたします。○鳥飼委員

広域行政機構の中の考え方はどうなっている

のかということで、34ページをお尋ねいたしま

すが、住民の関与というところがあります。構

成団体の区域内に選挙権を有する者による直接

請求及び住民による住民監査・住民訴訟制度を

導入するとなっていますけれども、この要件は

どんなふうな議論が今されているのか、お尋ね

いたします。

これにつきましては、ガバ○茂総合政策課長

ナンスを強化する必要があるということでここ

に入っているわけですけれども、具体的な中身

をどうするかということについては、これから

の議論ということになろうかと思います。

わかりました。うっちゃりみたい○鳥飼委員

な感じで。

次の第９次宮崎県交通安全計画の作成につい

て、交通・地域安全対策監のほうから御説明が

ございましたが、この中で37ページに、道路交

通環境の整備が８つの柱の中の１つにあるんで

すけれども、道路標識は希望が多いんですが、

県警の交通企画課になるんですか、「なかなか

予算がなくてですね」というようなことで、あ

そこでもなかなか厳しいんですけれども、そう
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いう施設の整備といいますか、それについて対

策監のほうで、県警との関係で要請をしていく

というようなことは出てくるんでしょうか。

今、委員がおっ○柳田交通・地域安全対策監

しゃったとおり、交通標識については大体２つ

に分かれていまして、交通規制関係については

県警本部、あと、管理者が設置する標識もあり

ます。この先交差点がありますよという黄色の

標識です。うちのほうも交通安全全体を持って

おりますので、交通規制に関する質疑とか、こ

こをこういうふうにしたらいいんじゃないかと

いう意見は聞いておりますので、そういう意見

があれば、直接私が交通企画課に行って、こう

いう御相談がありましたということで県警と連

携をとっております。以上です。

予算確保にまた御協力いただきた○鳥飼委員

いと思います。

次に行きます。39ページの「みやざき県民復

興協力隊」ということで、ボランティアで活動

していただける方にはありがたいなという思い

でございます。既に２班目が行こうとしている

ということなんですけど、私が気になるのは、

被曝 双葉町、第一原発からの距離なんで―

す。飯舘村とか伊達市の一部の地域とか、赤生

木地区とか、ホットスポットということで出て

おりますけれども、それに対する配慮とか必要

じゃないかなという気もするんですけれども、

考え方についてお聞きをしたいと思います。

現地でのボ○大脇生活・協働・男女参画課長

ランティア活動につきましては、いわき市の災

害ボランティアセンターが差配しながら配置す

るということにしております。基本的には立入

制限がない30キロ外での作業になりますが、実

際は30キロの中でも人が住んでいらっしゃいま

すし、被災地もあります。災害ボランティアセ

ンターでは、30キロ以内で作業する場合には、

そこの場所の放射線量をお示しして、その上で

行かれますかということで、手を挙げていただ

いて行っていただくという対応をしているとい

うことで聞いております。

放射線の被曝については、限度に○鳥飼委員

ついていろいろと意見があるわけですけれど

も、今、非常事態だということで、原発の中で

作業する人は250ミリシーベルトと上がってきて

いますし、基本的には放射線は受けないにこし

たことはないんです。しかし、やむを得ないと

ころがあって１ミリシーベルトというのが出て

おります。ですから、懸念があるということを

常に配慮していただいて、その辺の注意もよろ

しくお願いを申し上げたいと思います。

それから、指定管理者制度についてお聞きし

ようかと思いましたけれども、これはカットし

まして、男女共同参画プランの改定についてと

いうことで、この中には、公的機関の女性の登

用率とかそんなのは今現行、私、ちょっと勉強

不足で申しわけないんですけれども、出ていた

んですか。

現行のプラ○大脇生活・協働・男女参画課長

ンの中にも指標ということで数値目標を立てて

おります。その中では、県の審議会の登用率等

につきましては、50％ですけど、そういった数

値目標も設けておりましたし、今度の改定につ

きましても設けるということにしております。

審議会の委員は50％ということで○鳥飼委員

出ているんですけれども、例えば県庁の職員

で、今度の議会でも出たんですが、部長がおら

れますけど、こっちに並んでいるのは男性ばか

りですね。たまに10何年に一遍ぐらい女性が、

今、２人ですか、私もすぐに思い出せないんで

すけど、これは人事課の分野になるのかもしれ
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ませんけど、やはり育てていくという視点がな

いと育たないと思っているんです。県民意識調

査をされて、かなりそういう部分が社会や組織

の中にありますよとなっているわけですから、

県の職員の比率をこうしますと、出せるかどう

かというのは一つあるんですが、できたら出し

てもらって、殻を破っていく時期に来ているん

じゃないかと思います。大脇課長のところが事

務局になっていろいろ議論していくでしょうけ

ど、ひとつ議論の素材にしていただいて、でき

たらそういう殻を破るときに来ているんじゃな

いかと思っています。これは要望にしておきま

す。

先ほど西村委員からお尋ね○茂総合政策課長

の２点目でございましたけれども、政策評価に

おいて、外部委員について補助とかそういうの

を受けているところはないかというお話だった

と思いますが、29ページの下の表の中でいいま

すと、ＮＰＯ法人みやざきこども文化セン

ター、ＮＰＯ法人みんなのくらしターミナル、

宮崎県林業研究グループ、このあたりについて

は、補助事業の対象となっているということは

ございます。この政策評価につきましては、

個々人ではなくて合議制で評価をしていただこ

うと考えているところでございます。以上でご

ざいます。

先ほどの話で、自分が審議会等に○西村委員

入って意見を出したりして加わってきた政策

を、今度は自分が評価する立場になるというの

はおかしい。内部評価ならいいんです。それを

外部評価としてやるのはおかしいことだと私は

思いますし、先ほどの話で、この方々に助成を

したり、補助金をしたり、委託事業をするとい

うのは悪いことじゃないんですが、その方々が

外部評価のメンバーに入ってしまうことによっ

て、この会全体が、県民から見たときに、自分

たちが使いやすい人間だけ集めた外部評価機関

じゃないかと。県はそういう使いやすい人間だ

け集めていいとか悪いとか言わせて、なるべく

問題を表に出さないようにしていると、そのよ

うな疑念を私は持たれると思います。この一人

一人を見たら、すばらしい方であろうと思いま

すので選ばれたと思いますが、ただ、絶対にこ

れは疑問なり疑念なり持たれる人選だと私は思

いますが、これを変えることはできるんでしょ

うか。

ただいまの御意見は、検討○茂総合政策課長

に値するといったら失礼ですけれども、非常に

貴重な御意見だと思います。今年度については

既にこれで御案内をしておりますし、これで取

り組んでいきたいと考えておりますけれども、

来年度以降の取り組みについては、今の御意見

も参考にしながら内部で検討させていただきた

いと思います。

この方々が内部評価なら私は問題○西村委員

ないと思います。外部評価といっている以上

は、さらに別の機関をつくるなり、別の人たち

が、ちゃんとできているかというのをやらない

といけなくなると思うんです。このような疑問

を持たれたまま22年度の工程表が進捗している

かを評価する、もしくは４年間の成果を評価す

る。こうなってきた場合に、全くその評価自体

の信ぴょう性がなくなってくると思うんです

が、今の話であれば、このまま進んできてし

まったということはわかります。ただ、これを

どういうタイミングで見直していくのか。また

さらに、これを評価する人たち、この人選を評

価する人たちをつくっていかないと、これは多

分、永久に県の体質に対しての疑念は晴れない

と私は思います。それを我々県議会がもっと頑
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張ってやれということになれば、また県議会の

ほうがその評価に対してさらに外部というか、

一部私たちも内部の部分はありますから、チェ

ック機関としてやっていかなくてはなりません

が、外部評価としての考え方は部長どうなんで

しょうね。

外部評価のシステム自○渡邊県民政策部長

体、いろんな御意見があるんです。今回こうい

う形でやりましたけど、今回の評価について

は、従来の総合計画、東国原県政時代につくっ

た総合計画が一つ区切りでございます。今回ア

クションプランができます。23年度からスター

トするわけですが、その評価のあり方について

は今後早急に検討して、どういう形が一番いい

のか、人選も含めてでございますけど、そうい

うことをやらせていただきます。

私が言わんとしていることはわ○西村委員

かっていると思うんです。今まで自分たちも補

助金なり委託事業なりで、恩恵ではないですけ

ど、県と非常に近い立場で仕事をされた方々

が、今度はそれを外部から評価するというので

は、これは県民から見たらわかりにくいことで

はないかということでありますので、今、部長

のお話にありましたとおり、これからのことに

対しては、重々に人選の仕方、それが内部から

見たのか外部から見たのか、そういう立場も鮮

明にしながら変えていただきたいと思います。

要望にかえさせてもらいます。

39ページの「みやざき県民復興協○星原委員

力隊」のことなんですが、こういう形で応援し

ていくことはすばらしいと思う反面、これはい

つまでどういう形で続けていくのかなと。私も

見てきましたけど、あれだけの量を片づけてい

くとなると、こういうボランティアのやり方で

は大変じゃないかと思うんです。第５班までは

こういう計画でされているんですけど、今、県

が行っているところはいわき市ですね。それ以

外のところもだあっとやられているわけです。

同じような形で片づけをせにゃいかんところな

んかは相当な量があるんです。そういうのをこ

ういう形でずっと繰り返しやっていこうとして

いるのか。国・政府からそういう形で協力要請

があって各県がこういう形をとっているのか。

宮崎県独自でこういう形をやって応援していこ

うとしているんですか、その辺の基本的なとこ

ろはどういう考えで今後考えているんですか。

県民復興協○大脇生活・協働・男女参画課長

力隊につきましては独自のものでして、国から

要請があってという部分ではございません。そ

れから、この以降のことなんですけれども、考

えられますのは、７月、８月になりますと大学

生が休みになりますので、ボランティアの数は

ふえてくると思っていまして、９月いっぱいは

ボランティアの数自体は充足できるかなと思っ

ています。10月以降なんですが、現場の復興の

状況とか現地のボランティアのニーズが変わっ

てくるのではないかと思っていますので、そう

いったものを見ながら検討することにしており

ます。以上です。

一時はばあっとボランティアが集○星原委員

まって、少なくなって、いろいろ話を聞いてい

て、そういうこともあってこういう形をとられ

ているんだろうと思うんです。私なんか見てい

て、ボランティアで協力していくことはいいん

ですが、本来は、政府自体がこういうのにもう

ちょっと積極的に早く取り組んでいかないと大

変じゃないかという感じがするんです。こうい

うことを任せながら、一方でボランティアの人

たちの活用の部分でやっている。それで復旧・

復興がなるのかなという思いがあるんです。
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今、景気が悪くて仕事がない人たちも結構いる

わけで、そういう人たちがボランティアで行っ

ていれば、ボランティアになってしまいますか

ら、今、我々の県でも建設業なんかで仕事のな

い人あたりが、仕事として考えられる部分はな

いのかなという感じはするんですが、そういう

ことについての政府とのやりとりはあるもので

すか。ないんですか。

そういうやりとりは都道○渡邊県民政策部長

府県とはないと思います。基本的に今、我々が

何をやっているかというと、これは市町村もそ

うでございますけど、人的派遣 県職員ある―

いは市町村の職員、あるいは専門職等が今行っ

ているというのが、行政としての都道府県ある

いは地方の応援の内容でございます。公的な機

関以外にこういう民間の方々が行っている。あ

とは国がどういう形で復興にかかわっていくか

ということだろうと思います。そのあたりは復

興庁の話やらいろいろありますけど、全体とし

て今後復興に向けた対応というのは見えてくる

んだろうと思います。そして、その中でまた、

我々地方がどういう形で役割を果たしていくの

か、あるいは民間のボランティアにこの分につ

いては引き続き頑張ってほしいとか、そういう

筋道も明らかになっていくのかなと思っている

わけです。とりあえずこれは１期でございまし

て、今、課長がお話ししましたように、今後の

需要あるいは向こうのニーズ、それから、じき

に夏休みになりますので、一般的な大学生とか

そういう方々もふえてくると思います。とりあ

えず今回は１期ということでこういう事業を展

開しているということでございます。

募集が20名ずつの100名で一応５班○星原委員

でということなんですが、私なんかも行って見

ていて、木くずから金くずからいっぱい山のよ

うに積んであるんです。住宅の片づけも、いろ

んながらくたをそれぞれ区分けしないで集めて

出すとか、どこかに山盛りしておくだけだと思

うんです。そうなってくると、こういうボラン

ティアの活用と実際後片づけをどういうふうに

やっていくかということをしないと、二重に手

間がかかるとかいろんなことがあるんじゃない

か。木くずと金くずと分けるだけでも、再生で

きるものとできないものとありますね。そう

いったことあたりまでやっていかないと、個人

の住宅に詰まっているごみをただ出す。それも

もちろん重要ですし、我々行って、田んぼにも

まだ車が置いてあったり、船がそのままになっ

ていたり、本当に復興していくまでは相当な時

間的なもの、金銭的なものがかかっていくんだ

ろうと思うんです。今はいわき市だけですが、

宮崎県は、どっちかといえば物資面のやりとり

は宮城県とじゃなかったんですか。いわき市と

の関係は、どういう関係でこういう形になった

んですか。

いわき市に○大脇生活・協働・男女参画課長

つきましては、いわき市の災害ボランティアセ

ンターが設置されておりまして、ボランティア

の差配はその災害ボランティアセンターが行っ

ています。その災害ボランティアセンターに県

の社協職員が行って支援作業をやっていました

ので、その職員と連絡をとりながら、現地のボ

ランティアのニーズとか状況把握ができますの

で、派遣先をいわき市にしたところでございま

す。

わかりました。○星原委員

36ページ、交通安全計画のとこ○前屋敷委員

ろですが、第９次の計画の作成についてという

ことで、資料として第８次計画の目標値が示さ

れているんですが、年間死者数が61人以下、死
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傷者数が１万1,000人以下ということで、結果的

には目標に対してどういう結果だったんでしょ

うか。

お答えいたしま○柳田交通・地域安全対策監

す。第８次の最終年度の数でございますが、交

通死者については61人以下は達成しまして51

人、死傷者数は１万1,000人を超えまして１

万3,166人でございます。達成はしておりませ

ん。

交通事故の死者をなくすという○前屋敷委員

のが究極の目標でありますけど、通行していま

すと、毎日必ず事故処理車が出ていて、実地検

証している場面に出くわします。これだけ車も

多くなって、特に宮崎は車の保有台数は多いん

ですけど、そういった中では事故をなくすとい

うのは本当に大変な状況で、前年の計画では、

事故の数は目標からすると大幅に上回っている

ということで、さらにその目標より少なくする

というのが今度の新たな目標ですけれども、相

当な手だてをとるというか、ドライバーそのも

のの意識もかなり必要になってくると思うんで

す。そういった点ではかなりきめ細かな提案を

行っていく必要があると思っています。もし何

か新たな具体的な提起がされておられれば。

交通死傷者数に○柳田交通・地域安全対策監

つきましては、交通事故の原因を分析します

と、緊張感がない運転 今、「てげてげ運―

転」の追放ということで県民運動でやっており

ますが これが70％以上でございまして、こ―

こに力を入れれば死傷者数総数が減ります。交

通死者につきましては、51人のうち、昨年は高

齢者の方が29人亡くなっておりまして、高齢者

に重点を置いた対策をどんどん進めていきまし

て、全体で死者数も死傷者数も目標を達成する

ように頑張っていきたいと思っております。以

上であります。

30ページの九州広域行政機構につ○外山委員

いて、実はこの前、九州議長会でこの問題も提

起されたものですから、知事と突っ込んで話を

する機会が全然ないから、いい機会だからここ

でお尋ねしておきたいんですが、これは道州制

の議論とどういう関係になりますか。

お答えいたします。これに○茂総合政策課長

ついては、道州制についても、九州知事会でモ

デル計画をつくったり、啓発活動を今やってい

るわけです。最近、道州制については具体的な

動きはございませんけれども、それとは別にこ

の行政機構なるものを設立して、国の出先機関

を基本的に丸ごと受け入れようと。ただ、丸ご

と受け入れようといっても現実には難しいの

で、とりあえず３つの機関を受け入れようじゃ

ないかと、そして、それを拡大していこうじゃ

ないかということでこういう構想があるわけで

す。ただ、これについてはいろんな課題もある

のではないかということで御意見を申し上げて

きたところでありますし、これからいろいろ議

論をしていかなければいけないだろうと思って

いるところでございます。

これを見ますと、人員、財源も丸○外山委員

ごと受け取ると。例えば財源にしてみたら、32

ページに一覧表がありますが、国交省でいえ

ば9,152億。全国にこういう機構ができて、こう

いうものを地方に移管していったら、今の国家

公務員は地方公務員になると。財源は全部地方

に行く。そうすると本省というのは、ある意味

じゃもぬけの殻というか、何も要らないわけで

す。それが24年度にそういう方向に決まるかど

うか。この前、議長会でも議論があったのは、

本当に財源を地方のほうに出す気があるのかど

うか、これは非常に疑問だという議論もあった
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んです。そこ辺はどういうふうに見ておられま

すか。

今、総合政策課長が説明○渡邊県民政策部長

しましたけど、これについては、九州知事会内

部でもいろいろ議論があるところでございま

す。先ほど道州制の話が出ましたけど、各知事

が同じ温度で話しているということではありま

せん。例えば熊本県知事は、道州制のステップ

としてこういうのを考えているという御意見も

ちょっと聞いていますし、ほかの知事は、全然

そういうことはないということもあります。

それともう一つは、出先機関、例えば九州地

方整備局としましょうか、あそこは具体的に事

業を施行している機関でございます。例えばヘ

ッドの部分ですね、箇所を決定したり、ここの

分を工事するんだとか、そういうヘッドの分は

本省が握っているという話もあるわけです。そ

うしますと、我々は手足だけもらうのかという

話もあるわけです。そうであれば全然意味がな

いという話もあります。ただ、この財源が全部

来るとしても、そういう権限が一緒に来ないと

全く意味がない。そういう議論というのは

我々、九州知事会の内部でも上げておりまし

て、実際これがどういう形で動くのか。先ほど

総合政策課長が説明しましたけど、関西のほう

は広域連合をつくっておりまして、そこを一つ

の受け皿の母体にするという構想もあります。

したがいまして、まだ足並みがそろっていない

ところもあります。国もいろいろ説明はしてい

ますけど、まだはっきりしていない。

それから、もう一つは、聞くところによりま

すと、例えば九州地方整備局であれば国土交通

省でございますけど、そこと本格的な議論をし

ているのかというと、どうもそれはまだされて

いないというところもあります。したがいまし

て、まだまだこれは不透明で、我々としても、

今こういうことで議論されているということを

きょう委員会で御報告させていただきましたけ

ど、中身については全くわからない。はっきり

言ってわかりません。一応、九州広域行政機構

としてこういう設計図をつくっていますけど、

これがどうなっていくのかさっぱりわからな

い。今はそういう状況でございます。

宮崎の河野知事のスタンスは、積○外山委員

極的に入っていこうというのか、もうちょっと

待ってくれか、全く白紙か、どういうスタンス

で発言されておるんですか。

一応、九州知事会のほう○渡邊県民政策部長

の合意として、こういう構想を進めていこうと

いうことでございますが、河野知事におかれて

は、先ほど私が言いましたいろんな課題、問題

点、こういうのを述べていくと、主張していく

というスタンスでございます。

議長会でわかったのは、福岡、熊○外山委員

本はこれに関しては非常に積極的なんです。鹿

児島あたりは消極的。宮崎の場合は、議会代表

者を入れて組織をつくろうということになれ

ば、まず議会の中の議論をしなくちゃいけな

い。ところが宮崎県の場合、議論を全くしてい

ないんです。だから、私は発言を求めて、これ

を受け皿としていいかどうかここで決めていく

というのは時期尚早だから、先送りしてほしい

ということを言ったんです。今、部長の話を聞

いても、不透明な部分が非常に多いということ

であれば、知事会でももう少し白紙で議論をし

ていってもらうように私からもお願いしておき

ます。

今こうやって説明が出てきたとい○星原委員

うことは、ある程度方向性を出そうとしている

と思うんです。地方分権で財源と権限が移譲に
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ならないといけない。というのも、出先の整理

みたいな形に使われて、道州制がいいかどうか

も議論はあると思うんですけど、将来的に道州

制をやろうとするのであれば、こういう形に

なって国はもう渡したじゃないかという感じに

なってくるのか。今回、東日本大震災で地域が

ああいう形でやられた。機能がなかなか動かな

いわけです。日本の国は一極集中で東京で全部

やっている。今回のああいうことを見ると、あ

る程度地方にそれぞれのブロックでそういう形

がなされておって、そういうところが応援をし

ていく形とか、今回みたいな災害があれば、基

金を積んでおって、その基金をそれぞれの地域

からそういうところに渡していくとか何か方法

があるんじゃないか。今回の災害を見ている

と、東京がもしああいう形の津波でも来て機能

しなくなったときなんか、日本はどうなるの

か。３カ月たってもあのような状況であります

から、東京がそういう状況に陥った場合、本当

に一極集中がいいのかどうかと感じるんです。

その辺のところもひっくるめて、こういう議論

で、中央省庁の役人の人たちは、ある程度自分

たちの保身というか守りに入っている部分が

あって、そういう部分を避けてやる形がこうい

うことになってきているんじゃないかという感

じもするんです。今の話ですと、これから議論

されてどうなっていくかなんですけど、宮崎の

スタンスはどういうふうにとらえるかだろうと

思うんです。こういうことの流れの中で宮崎に

どういう影響があるのかないのか。将来的な方

向性等ひっくるめて、今、議長が言われたよう

に、議会も議論せにゃいかんでしょうし、執行

部のほうもそういう面に向けて、こういう構想

が仮称として出てきましたから、議論しておか

ないと、この構想は、10年、20年後のことに向

けては非常に大きいことかなと思うんです。そ

の辺については何とも言えないだろうとは思い

ますが、国の方向とか、九州知事会・議長会あ

たりの流れの中で、宮崎県としてはある部分今

後協議をされていくんですか。今はもう大体協

議されているんですか。

今、星原委員がくしくも○渡邊県民政策部長

おっしゃったんですけど、我々もできるだけ情

報提供をして、県議会のほうでも大いに関心を

持っていただいて御議論していただきたい。あ

るいは場合によっては我々と一緒に勉強会を

やっていくとか、そういう動きをするべきだと

私は思っています。この問題は、地方分権がな

かなか進まない中で、一種のいら立ちで、丸ご

と受けようじゃないかと。とりあえず動かない

から丸ごと受けようというような、ある面から

言えば非常に大ざっぱな議論から始まっている

ところもあるんです。そういう意味では、我々

としては、これがもし制度設計がなされて施行

されたらどういう問題が起きるのか、そういう

議論をしていかなきゃいけないし、我々は我々

で、今、本省のいろんな仕組みですね、実際、

本省と出先機関がどういう関係にあってどうい

う仕事の流れでやっているのか。それから、災

害がありましたけど、災害についても、もしこ

ういう機構があったら、ああいうときにどうい

うふうに機能していくのか。逆に今のままがい

いんじゃないかという意見もあるんです。この

あたりも含めて大いに議論していく必要があり

ますし、今から定期的に我々が知り得た情報に

ついては議会のほうにもお示しし、説明をし

て、一緒に御議論させていただきたいと思って

います。

１点だけですけど、宮崎県男女共○宮原委員

同参画センターの指定管理者制度の三期指定と
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いうことで、第一期、第二期が2,600万ずつぐら

いで出ているんですが、指定管理を受けている

のが、第二期が特定非営利活動法人みやざき男

女共同参画推進機構、この第一期、第二期のと

きに、選定は第１次審査、第２次審査というふ

うにあったんだと思いますが、手を挙げてこら

れたところは幾つずつあったんですか、事業者

というか。

応募の申請○大脇生活・協働・男女参画課長

をされたのは、一期、二期ともこのみやざき男

女共同参画推進機構１者だけでございました。

１者ということになったとき○宮原委員

に、2,600万ぐらいずつで推移してきたのが今回

は2,500万ということで、100万落ちているとい

うことになりますね。ということは、県として

の考えは、私なりに考えると、落としてもここ

が受けるだろうということでこの金額設定に

なっているというふうにとれるんですけど、こ

の金額設定というのはどういうふうに考えたら

いいんでしょうか。

今回の指定○大脇生活・協働・男女参画課長

管理料、90万ぐらい減っているんですが、内訳

としましては、中心は人件費なんですけれど

も、３年間たちましたが、前回の積算単価か

ら、人事院勧告がありまして給与が減額になっ

ています。それが４％ありますので、その分を

減額したというのが一番大きい理由でございま

す。

九州広域行政機構に関連してで○前屋敷委員

すが、こういうイメージ図も含めて出されます

と、ここまで話が進んでいるのかなと思って私

ちょっとびっくりしたんですけど、先ほど道州

制とは関係ないんだというお話もありましたけ

れども、私は、国としてはやっぱり道州制を見

通した流れじゃないかというふうに考えている

ところです。地方分権というのは確かに必要な

ことですし、進めていかなければなりません。

しかし、国の責任で行政を動かすという点は

きっちりそこは遂行していかないと、全国的な

大きな区域になりますけれども、地域間の格差

が出てくる。これはやはり国の行政にとっても

非常に問題だと思います。そういったことも含

めて、国がこういうふうに提起してくれば、一

定考えざるを得ない部分だと思いますけれど

も、そういった観点もしっかり踏まえて進めて

いくことも大事ですし、今、議会の中での論議

も確かに必要ですし、県としても、県民がどう

いう立場に置かれるかということもちゃんと想

定をした上で進めていくという、その辺の観点

が非常に大事だろうと思っておりますので、ぜ

ひこれからの論議になろうかと思いますけど、

よろしくお願いしたいと思います。

２点だけ伺いたいことがあり○右松副委員長

まして、27ページで、ちょっと看過できない数

字が、11番の「挑戦できる社会」、これが「現

状に満足している」割合が19.9％、極めて低い

非常に残念な数字だと思っています。宮崎をす

ばらしい県にしていく、住みやすい県にしてい

くという中では、この指標というのはやはり大

事なところだと思っているんです。「現状に満

足している」19.9％なんですが、現状に満足で

きない理由はアンケートをとられているんで

しょうか。

そこまでは聞いていないと○茂総合政策課長

ころでございます。

私事ですが、政治活動をやっ○右松副委員長

ていまして、再挑戦で今回当選させていただき

ましたけれども、政治活動に限って考えたとき

でも、私からすれば制約が多いなと。これは他

県との整合性という問題じゃありませんけれど
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も、そういったところを何気に感じています。

あとはよく言われるのが、足を引っ張る、若干

そういった風土がなきにしもあらずということ

も言われていますけれども、将来の宮崎を背負

う子供たちのためにも、努力が報われる社会を

つくっていくという意味では、この指数という

のは大事にしてもらいたいという思いがありま

すので、今後の要望として、この中身について

理由がとれるものは理由をとっていただけれ

ば、今後それを見て検討材料にできるのかなと

思っています。イエス、ノーで答える部分は別

にいいんですけれども、挑戦できる社会かどう

かに関して、こういった中身に関しては、理

由、あるいはどうすればよいか、そういったと

ころまでアンケートをとってもらえればありが

たいという要望が１点です。

それから、２つ目ですけど、政策評価の実施

について、西村議員と重複するんですけれど

も、せんだって私が要望しました、議員がこう

いった中に入って、ある程度意識を持った議員

がたくさんいますので、そういった方が外部評

価に入るのはどうかということは申し上げたと

ころです。それに対しての回答が、この趣旨

が、議員が入ることに関しては若干難しいとい

うことも了解しました。ただ、私たち議員の役

割として、進捗状況をしっかり把握するという

のは極めて大事なことだと思っていますので、

進捗が悪いものについての要因を徹底的に分

析、精査してもらって、それをアクションプラ

ンのほうに、当然中身を調整したり、平成24年

度に生かすことになるわけですから、進捗の悪

いものに関しての分析、結果、そして対策、改

善、これに対して細かい調査報告を私たち議員

にいただけばありがたいと思っています。これ

は要望です。

先ほどの「挑戦できる社○茂総合政策課長

会」については、「どちらともいえない」とい

う人が49.2％で、「満足」、「どちらかといえ

ば満足」を合わせると19.9％、そして、「不

満」と「どちらかといえば不満」を合わせる

と30.8％という数字になっております。言われ

るように、挑戦できる社会を築いていくという

ことは非常に大事だと思います。アンケートの

やり方については検討させていただきたいと思

います。

それとあわせまして、先ほどの政策評価につ

いての分析要因、これについては決算のときに

御報告させていただくと思いますけど、今のこ

とを念頭に置きながら十分に分析して説明させ

ていただきたいと思います。

その他報告事項の質疑を以上で○山下委員長

終わりたいと思います。

その他に入ります前に10分ほど休憩したいと

思います。３時10分に再開したいと思います。

暫時休憩いたします。

午後３時１分休憩

午後３時８分再開

再開したいと思います。その他○山下委員長

で何かありませんか。

アクションプランにつきま○茂総合政策課長

して補足の説明をさせていただきたいと思いま

す。

お手元の、左肩に宮崎県総合計画、未来みや

ざき創造プラン（アクションプラン）（案）と

書いた冊子をごらんいただきたいと思います。

少し分厚い冊子になりますけれども、こちらで

追いながら簡単に御説明差し上げたいと思いま

す。

まず、２ページをごらんいただきたいと思い
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ます。これがよく見ていただく概念図になりま

す。上の３分の１が長期ビジョンということ

で、20年後を展望いたしましてこの２月議会で

お認めいただいたものでございます。これが長

期ビジョンでございます。それを受けまして、

その下の３分の２が、今回提案させていただい

ておりますアクションプランになります。先ほ

ど申し上げましたけれども、施策目標として、

危機事象への対応と再生・復興を初め、４つを

掲げております。その下に３つの地域創造シス

テムの構築を掲げております。そして、５つの

基本姿勢をもって取り組むということです。一

番下に、「ゆたかさ」創造プログラムというこ

とで10個のプログラムを掲げていると。こうい

うのが大きな流れでございます。

左側の１ページに移っていただきまして、一

番下にございますけれども、進行管理による着

実な推進ということで、工程表を作成いたしま

して、毎年度その進捗状況を踏まえた見直しを

行っていく。また、その施策の進捗状況につい

ては、自己評価や外部有識者による分析・検証

を行いまして、次年度以降の施策展開に生かし

ていくという書き方をしております。これにつ

きましては、右松副委員長から前回の委員会

で、進行管理が大事だというお話、あるいは

きょうの委員会で、進捗の悪いものについて

は、そのあたりを分析して報告してほしいとい

うお話もありましたので、そのあたりを踏まえ

ていきたいと思っております。

また、西村委員からも、外部委員についてあ

るいは外部有識者による評価について貴重な御

意見をいただきましたので、これも踏まえまし

てこれから取り組んでいきたいと考えておりま

す。

ページをおめくりいただきまして、３ページ

が施策目標でございます。これにつきましては

１から４までの目標を掲げております。１つ目

が危機事象への対応と再生・復興ということ

で、これは非常に大きな目標だと考えます。そ

れから、本県の場合は産業・雇用づくりが非常

に大事だということで、２番目に産業・雇用づ

くりを掲げております。３つ目に人財づくりと

いうことで、日本一の子育て・子育ち立県の実

現を目指すということにしております。４つ目

がくらしづくりということで、きずな、医療・

福祉、そういうことでくらしづくりを進めてい

かなきゃいかんということでございます。

４ページが、未来を築く地域創造システムの

構築ということでございます。これにつきまし

ては、今、少子高齢化等いろいろ進んでおりま

す。非常に難しい時代になってきておりますの

で、新たなシステムをつくっていく必要がある

のではないかと思っております。１つ目が地域

連携・交流システムでございます。これについ

ては、医療・福祉、あるいは防災、地域交通等

についての地域連携システムを構築していくと

いうこと、それから、都市と中山間の交流・連

携、さらには市町村間の連携、こういったこと

が必要ではないかという問題意識でございま

す。

２番目が地域経済循環システム、これにつき

ましては、本県経済の活性化を図る上で、県民

の需要を喚起し、価値や資金が県内を回ってい

く流れを強化していくことが非常に重要だと考

えておりまして、100万泊県民運動などの取り組

みを掲げております。100万泊県民運動につきま

しては、前回の委員会におきまして、鳥飼委員

からお尋ねいただいたところでありますけれど

も、これについては、県民一人一人が年に１回

程度は県内各地に行こうじゃないかというとこ
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ろでございます。これについてはこれから検討

していきたいというふうに考えております。

３つ目が地域有縁システムということで、き

ずながなくなりつつあるのではないかという問

題意識がありますので、地域のきずなを強化し

ながら、声かけ、見守り、こういったことで

縁、えにしのある地域社会をつくっていく必要

があるという問題意識でございます。こういう

３つのシステムをうまく回しながらこのプラン

に取り組んでいきたいということでございま

す。

５ページ、６ページ目が基本姿勢でございま

して、５つ掲げてございます。１つ目が対話と

協働による県民総力戦、２つ目がチャレンジ、

３つ目が常在危機を意識して県政を推進してい

くということでございます。本県は、新燃岳の

噴火、あるいは鳥フル、口蹄疫、いろんな危機

事象に見舞われましたけれども、常在危機とい

うことで常に危機意識を持って取り組まなきゃ

いけないということでございます。それから、

４番目が分権時代にふさわしい地域社会の構築

ということでございます。５番目が行財政改革

の推進ということで、前回の委員会におきまし

て星原委員のほうから、財源確保の視点、ある

いは財源とのすり合わせみたいなことが必要で

はないかという御意見をいただきました。そこ

で、１行目、２行目に書いてありますけれど

も、厳しい財政状況の中で、アクションプラン

を着実に推進していくためには、持続可能な財

政構造の実現を図る必要があるということで、

選択と集中の視点からの歳出の見直しを進め、

あわせて予算編成過程の透明化に取り組みます

ということで、全庁的に行財政改革もやりなが

ら、めりはりをつけて事業に取り組んでいきた

いと考えております。

７ページからがそれぞれのプラグラムの内容

になります。10個のプログラムがございます。

まず、８ページでございます。危機事象への

対応と再生・復興プログラムということで、こ

の書き方ですけれども、まず最初に「現状と課

題」を書いております。これが現状認識でござ

います。その下に「取組方針」とございますけ

れども、めくっていただきまして、９ページに

重点項目が１から４までございますけれども、

重点項目の１から４のそれぞれについて、取組

方針のほうで丸で整理しているというふうにご

らんいただくとわかりよろしいんじゃないかと

思います。そういう見方をしていただきたいと

思います。

それから、重点項目がこのプログラムの場合

は４つございます。このような重点項目は全体

で31ございます。31の重点項目を掲げておりま

す。プログラムとしては10ですけれども、それ

にぶら下がっている重点項目が31あるというこ

とでございます。

10ページをごらんいただきますと、これが今

回の特徴の一つでございますが、重点指標とい

うものを掲げております。プログラム全体の成

果や達成度を見るための指標で、このプランの

中では全部で48指標を掲げております。指標の

掲げ方につきましては、本会議でもいろいろ御

意見いただきましたけれども、私どもとして

は、努力と工夫を重ねていくことによって達成

可能な数字というふうに考えております。物に

よりましては、一定の明確な数字であらわせる

場合もありますし、あるいはアンケート調査等

によって満足度等を把握しながらやっていかな

きゃいけないだろうというものもございます。

両方の意味を含んだ数値がいろんなところに出

てきていると御理解いただきたいと思います。
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もちろん、自主防災組織率あたりについて

も、確かに100％を目指すのは当然だと思うんで

すけれども、現実にはいきなり100％というのも

難しいということで、26年度には70％にしよう

という目標。もちろんこれ以上を目指していく

ということでございます。

それから、11ページ、危機事象への対応強化

ということでございます。ここから、「県民の

主な役割」ということで箱書きをしております

けれども、こういう書きぶりをしているのも今

回のアクションプランの特徴の一つでございま

す。危機事象については、取組１―１で危機対

応の機能強化、１―２で危機に対し的確に行動

できる人づくり・地域づくり、１―３で災害に

強い県土づくりの推進ということで、このあた

りで危機事象への対応強化を書き込んでいると

ころでございます。

めくっていただきまして13ページ、14ページ

が、それを受けて、県内経済あるいは県民生活

を回復させる必要があるということでございま

す。その中に、新燃岳火山災害への対応ですと

か、取組２―２、中小企業の支援や雇用対策等

による県内経済の回復ということで、特に２―

２の２つ目の丸になりますけれども、前回の委

員会の中で、西村委員のほうから、危機事象に

対して迅速に対応できるような基金の設置と

か、そういうことについての検討が必要じゃな

いかというお話もありましたので、「今後、本

県経済に甚大な影響を与える危機事象が発生し

た際に、経済活動の早期回復を図る観点から、

機動的な対応について検討します」ということ

で、このことに今後具体的な検討を進めていき

たいということでございます。２―３はイメー

ジ回復、これは非常に大事なことだと思いま

す。

それから、15ページ、16ページでございま

す。このあたりにつきましては、口蹄疫あるい

は鳥フルという経験を経ましたので、非常に重

要なことだと思っております。特に取組３―

２、特定疾病のない地域の構築ということで、

これはやはり重要なことだと思います。それか

ら、３―３の適正飼養やゾーニング、３―４の

埋却地の環境対策あるいは将来の利活用、こう

いうことも非常に大事だということで取り組ん

でまいりたいと考えております。

もうちょっと要約して説明し○山下委員長

て。

わかりました。では、もう○茂総合政策課長

ちょっとはしょらせていただきます。

18ページに飛びますけれども、２の脱少子

化・若者活躍プログラムでございます。これに

つきましては、合計特殊出生率が全国で２番目

とはいいましてもまだ低いということで、これ

を上げていこうという基本的な認識がございま

す。

例えば、ちょっと飛びますが、20ページでご

ざいます。若者の就業機会の確保が必要だとい

うことでここに掲げております。それから、Ｕ

ＪＩターン希望者もおられますので、このあた

りでの支援、21ページでは、出会い・交流の場

の創出、ニート・ひきこもり対策、22ページに

いきますと、３世代同近居への理解促進といっ

たことも掲げております。23ページにいきます

と、よく言われますけれども、ワークライフバ

ランスを推進していかなければいけないという

考え方でございます。

それから、24ページ以降が将来世代育成プロ

グラムでございます。25ページをごらんいただ

きたいと思いますが、このあたりにつきまして

は、数値として把握するのが難しいところもご



- 56 -

ざいますので、継続的にアンケート調査を行い

まして、この割合を高めていく努力をしていき

たいと考えております。このあたりについては

教育の分野で、具体的には、「早寝早起き朝ご

はん」とか「みやざき弁当の日」などをやって

いきたいということでございます。

それから、かなり飛びますけれども、32ペー

ジ、長寿健康社会づくりプログラムでございま

す。これにつきましては、健康や介護というこ

とが大きな問題になってまいりますので、33

ページのような指標を掲げております。そし

て、これについては、34ページですけれども、

若いうちから健康診断や運動をやりましょうと

いう呼びかけ、あるいは介護予防を促進しま

しょうということでございます。35ページに行

きますと、生きがいづくりとシニアパワーの活

用促進、高齢化時代に向かってこういうことを

始めるのは大事だと思っております。それか

ら、36ページ、これも大事でございますけど、

医師等の養成・確保、さらにはドクターヘリの

導入を初めとしまして、救命救急センターの機

能強化などにも取り組みたいと思っておりま

す。

38ページ以降が環境・新エネルギーというこ

とで、本日もいろいろ御意見いただきましたけ

れども、さらにこのあたりについては力を入れ

ていきたいというふうに考えております。

それから、飛びますけれども、43ページでご

ざいます。フードビジネス展開プログラムでご

ざいます。これからはこの分野は非常に大事だ

と思っております。特に45ページの上から２つ

目の丸をごらんいただきますと、農商工連携や

６次産業化、九州内あるいは南九州での広域連

携の取り組み、さらにフードビジネスの拠点づ

くり、こういったところを掲げております。あ

とは基盤整備も必要だと思っております。

それから、飛びまして、49ページでございま

す。７の「地域発」産業創出・雇用確保という

ことでございます。このあたりも本県の産業を

牽引していくという部分でございますが、50

ページに、製造品出荷額等を初めといたしまし

て一連の指標を掲げているところでございま

す。

51ページをごらんいただきたいと思います。

ここでは、みやざきソーラーフロンティア構想

あるいは東九州メディカルバレー構想のことを

書いてございます。また、取組１―２、中小企

業の競争力・経営力の強化というところの２つ

目の丸に、県内建設産業の育成を図るというこ

とを明記しているところでございます。

それから、多少飛びますけれども、55ペー

ジ、交通・物流ネットワークの高度化という項

目でございます。東九州自動車道あるいは重要

港湾の整備促進はもちろんやってまいりますけ

れども、56ページ、陸・海・空の交通・物流ネ

ットワークの維持・充実ということでございま

す。前回の委員会におきまして、星原委員か

ら、交通・物流のあり方をきちんと持っておく

必要があるんじゃないかということがございま

したので、「九州新幹線の全線開通や東九州自

動車道の整備状況等を踏まえ、今後の本県交

通・物流のあり方について検討します」という

ことで明記をいたしているところでございま

す。

それから、次が、57ページの観光交流・海外

展開プログラムでございます。59ページをごら

んいただきたいと思います。このあたりにつき

ましては、前回の委員会におきまして、右松副

委員長から、ノルディックウオーキングを初め

としてそういう資源があるので、その活用をぜ
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ひしてほしいという話がありました。ノルディ

ックウオーキングという具体的な言葉はここに

は出ておりませんけれども、それを踏まえまし

て、今後具体的な施策の中でいろいろ検討して

いくことになろうかと思っております。それか

ら、ここでも100万泊県民運動を明記しておりま

す。そして、60ページでございます。取組２―

２、オールみやざき営業チームによる総合的な

展開ということで、一体となって取り組んでい

きたいというふうに考えております。

それから、61ページです。アジア市場の開拓

に向けた取り組みということでございます。ア

ジアとの対応というのは非常に大事だと思って

いまして、１つ目の丸に「みやざき東アジア経

済交流戦略」を策定するというふうにしており

ます。

それから、次は、持続可能な地域づくりプロ

グラムでございます。64ページをごらんいただ

きたいと思いますけれども、取組１―１の３つ

目の丸に、コミュニティバスなど地域内交通の

ことを書いております。また、取組１―２の一

番下の丸のところで、移住定住の促進、あるい

は空き家情報や移住者のフォローアップについ

ての取り組み支援、こういったことも取り組ん

でいきたいということでございます。

それから、飛びますが、69ページ、安心で充

実した「くらし」構築プログラムでございま

す。このあたりにつきましては、福祉・保健は

もちろんでございますし、障がい者の自立と社

会参加の促進、自殺対策ももちろんあります。

ＤＶ対策もあります。安全・安心、いわゆる

セーフティネットの構築ということで、防犯、

交通事故のないまちづくりにも取り組んでいっ

て、安全・安心な宮崎を構築していきたいとい

うことでございます。

資料の後ろのほうには、部門別計画の一覧あ

るいは指標、考え方、これまでの策定経過等を

載せているところでございます。

長くなりましたけど、以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

ありがとうございました。一通○山下委員長

りアクションプランの資料説明をいただきまし

たが、皆さん方それぞれお目通ししていただい

ているんでしょうけれども、ここで質疑をして

いきたいと思いますが、ございましたらお出し

ください。

歳出予算説明資料のほうになりま○鳥飼委員

すけれども、５ページに、今のアクションプラ

ンに関連しまして、県計画総合推進費というこ

とで、○１、総合計画策定・戦略展開事業がご新

ざいます。1,600万、当初で1,400万組んであり

ますから、約3,000万ですけれども、これの事業

の内訳といいますか、概略で結構ですけれど

も、御説明をお願いします。

これにつきましては、今、○茂総合政策課長

委員おっしゃったとおり、全体では3, 0 4 4

万2,000円でございますが、そのうち今回お願い

していますのが1,600万でございます。内容とし

ましてはほとんどが委託料ということで、アク

ションプランを具体化するに当たって、戦略等

についてより効果的・効率的な施策展開を図る

ために、重要な４項目程度について調査・研

究・企画をやってみようということです。大ま

かに言いますと、400万円掛ける４事業というこ

とでございまして、地域有縁システムですとか

経済循環システムとか、そういうお話を先ほど

申し上げましたけど、例えばですけれども、そ

ういうことについて具体的にどういう展開を

図っていくのかとか、そういうことも一つの材

料になってくるのかなと思っております。
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そうしますと、アクションプラン○鳥飼委員

の４ページに、地域創造システムの構築という

のがあります。地域連携・交流、地域経済循

環、地域有縁システムというのがあります。今

言われた４事業というのは、もうちょっと具体

的に説明をいただけますか。そして、今から委

託ですから、業者の人を選定してということに

なるんだろうと思うんですが、そこ辺も説明を

お願いします。

これにつきましては、現時○茂総合政策課長

点でこれとこれとこれをやると決めているわけ

じゃありませんで、先ほど申し上げましたよう

に、例えば地域経済循環とか地域有縁とか、あ

るいはそれ以外の課題もあるかもしれませんの

で、そのあたりをさらに議論していって、４つ

のテーマについて十分検討を深めていきたい、

そして事業化に結びつけていきたいと、そうい

う事業でございます。このシステムに限定した

ものではないということでございます。

わかりました。それで、小さなこ○鳥飼委員

とですけれども、「総合計画の変更について」

という提案になっているんです。これは２月の

ときも変更だったんですけど、第５次総合長期

計画までは策定について提案があっていたんで

すね。変更になったというのは何ですか。些細

なことかもしれませんけど、御説明いただけま

せんでしょうか。

我々もそこについてはいろ○茂総合政策課長

いろ勉強というか検討したところであったんで

すけれども、基本的な整理として、今既にある

計画ですね、既に長期計画というのはあるわけ

です。期限は切れているわけですけれども、既

にある計画をもう一回見直す場合は、議案上は

「変更」だと。全く新しく初めてつくる場合は

「策定」という整理だと伺っております。

ということにしておきます。○鳥飼委員

それで、幾つか中身について総合政策課長に

お尋ねして、おれに聞かれても困ると言われる

ところはあるかもしれませんけれども、お許し

いただいて、ちょっとというところがあるとき

は言っていただければ結構です。

３点か４点お聞きしますが、まず、10ペー

ジ、危機事象への対応と再生・復興プログラム

のところなんですけど、畜産産出額というのが

あります。1,726億円、21年度です。22年度は６

万7,000頭処分をして肉用牛が24万頭になってい

ますので、減少しているということです。22度

の産出額は減少になるだろうと思っているんで

す。1,790億円ですから、４年後もほぼ同程度と

いうかそれ以上のものを予定しているというこ

とです。そこで確認したいのは、耕畜バランス

のとれた産地構造に転換するという説明が16

ページの中にもございますし、これは本会議で

もどなたかが質問をしておられました。16ペー

ジの２つ目の丸のところに、「適正な飼養頭数

が保たれた健全な畜産経営を推進します」とい

うことになっていまして、具体的な地域ごとの

頭数を決めていくのかなということもあって、

そこら辺がわからなかったものですから、もし

わかればお尋ねしたいと思います。

私どもの聞いているところ○茂総合政策課長

では、これについては今現在検討されていると

いうことだと思っております。畜産産出額につ

いては、一回どうしても下がらざるを得ないと

いうことになると思いますので、それからいか

に回復をしていくかということでこういう数字

が掲げられているということだろうと思ってお

ります。

農政の委員会でこの辺の議論も本○鳥飼委員

当はしていったほうがいいんだろうと思うんで
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すけれども、耕畜バランスのとれた産地構造と

いうことですから、それは地域ですか、それと

も密飼のことですかとか、いろんなことがある

と思います。太田議員が言ったように、アニマ

ルウエルフェアのことですかというのがありま

すので、十分な検討をここはして進めていただ

きたいということを申し上げておきたいと思い

ます。

ちょっと飛びまして、38ページに環境・新エ

ネルギー先進地づくりプログラムというのがあ

ります。この中で、数値目標では、先ほどから

議論になりました新エネルギー総出力電力とい

うのが約倍、40万6,510キロワットということに

なっているんですけれども、もしわかれば、宮

崎県の電気の必要量ですね、今の消費量、これ

に占める割合。わからなければよろしいですけ

れども、また調べてください。

それを調べていただくということにしまし

て、現況の18万9,257キロワットの電源、例えば

家庭用のソーラーは何キロワットありますよと

か、そういうのがもしわかっておればお示しを

いただきたいと思います。

今のお尋ねでございますけ○茂総合政策課長

れども、一部後ほどお答えさせていただきたい

部分はあるわけですけれども、私が持っている

データによりますと、40万6,510キロワット（平

成26年目標値）につきましては、その内訳は、

バイオマス発電が17万8,000キロワット、太陽光

発電が20万7,000キロワット、中小規模の水力発

電が１万8,000キロワットでございます。

わかりました。それぞれに目標値○鳥飼委員

をつくっておられるだろうと思うんですけれど

も、例えば太陽光発電の助成事業、21年度から

でしたかね、県が始めたのは。１億から始まっ

て、追加補正をして１億5,000万にして、昨年度

が２億だったですか、ちょっとその辺は覚えて

いないんですけれども、その推移と、家庭用太

陽光発電をおおむね何戸つけたのかというのが

わかればお示しいただきたいと思います。

住宅用太陽光発電システム○茂総合政策課長

の補助のことかと思いますけれども、これにつ

きましては、平成21年度の交付件数が1,357件で

ございます。それから22年度、これは最終確定

ではないかもしれませんけれども、2,581件とい

うことでございます。

宮崎県の中でトータル何ぼになっ○鳥飼委員

ているんですか……。また後ほどということ

で、太陽光発電は、原発の事故があってから、

私は国の言うことも信頼できなくなったと思っ

ているんです。ですから、宮崎県の中で完結す

るようなことをやっていかないといけないん

じゃないかということもあって、人をこれ以上

減らすなということも総務部のところで、あ

す、行政経営課で言おうと思っているんです。

それはなぜかというと、宮崎県の中で、行政の

中で一定程度完結する体制というものをつくっ

ていかないと、今からは何が起こるかわからな

いという時代ですから、そういうので取り上げ

てきたんです。

39ページ、数値目標の中に非常にわかりやす

い太陽光の設置の目標値というのが入っていな

いんです。載せなかった理由といいますか、課

長はまだおらんかったからわからんでしょうけ

れども、その辺について何か一定の議論がして

あれば、お示しいただきたいと思うんです。

その辺、私もまだ十分理解○茂総合政策課長

していないところがありまして申しわけないん

ですけれども、基本的には、新エネルギー総出

力電力の中で一定の数字が、目標としては先ほ

ど申し上げた数字もありますけれども、そのあ
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たりでとらえているということでございます。

それと、もう一点、先ほど私、住宅用太陽光

発電システムの補助のことを申し上げましたけ

れども、一部訂正というか補足させていただき

ますと、21年度が1,357件です。これは先ほど答

弁させていただいた数字でございます。22年度

につきましては、確定が2,535件です。先ほど

は2,581と言いましたけれども、2,535。合わせ

ますと3,892件になろうかと思います。

わかりました。なぜこういうこと○鳥飼委員

を申し上げるかというと、今、県民の意識とい

うのが非常に盛り上がっている。これは全国そ

うなんですけれども、原子力発電に頼っていて

いいんだろうかと。しかし、とめたら産業に物

すごい影響が出るというような話ですよね。だ

から、徐々にということも出てくるかもしれま

せん。ということで新エネルギーのことが出て

くるんですけど、これを見て県民が、宮崎県は

今こんな状況でこれだけしようとしているんだ

なというのがわかるという意味で取り上げてほ

しかったなということで、これは意見にしてお

きたいと思います。

それとお尋ねですけれども、50ページの「地

域発」産業創出・雇用確保プログラムの重点指

標の中に、新規企業立地数４年で100件（うち県

外30件）、雇用創出数、企業立地によるもの、

４年間で5,000人、（企業立地を含む県の施策に

よるもの）（４年間で10,000人）という書き方

がしてあるんですけど、企業誘致と立地がどう

も私の頭の中に入っていないんです。立地とい

うのは、県内にあったやつが、宮崎市にあった

やつが都城にもできたのを立地と呼んでいるよ

うな傾向なんですけど、その辺、部長は詳しい

んですかね、これ。

商工建設常任委員会でも○渡邊県民政策部長

そういう御指摘がありました。「誘致」という

言葉は公式的には使わないと。「企業立地」と

いう言葉を使うということでございます。その

中には本当に誘致して来る企業もあります。そ

れから、地場企業で事業拡大を促しながら新た

な工場をつくるとか、いろんな態様がありまし

て、したがいまして、我々は総合的にそれを

「企業立地」ということにしましょうと。それ

と、この県外というのは、そのうち県外から本

県に企業立地する件数を30件ということです。

そういう形で概念整理しようということでこう

いう書き方になったというふうに御理解いただ

きたいと思います。

わかりました。括弧の中が、今ま○鳥飼委員

で言っていた企業誘致ということかなと思いま

すが、雇用創出のところの４年間で5,000人、企

業立地を含む県の施策によるもの、４年間

で10,000人という書き方がされているんですけ

ど、これについてはどんなふうに解釈すればよ

ろしいんでしょうか。

企業立地に係るもの○渡邊県民政策部長

で5,000人の雇用を確保しましょうということで

す。それ以外に県のいろんな施策があります。

例えば農業関係の後継者育成関係の事業とか、

あるいは福祉関係の事業とか、いろいろありま

す。それで5,000名を確保して計１万人というふ

うに御理解いただきたいと思います。

わかりました。次は、58ページ、○鳥飼委員

観光交流・海外展開プログラムのところですけ

れども、これの指標、観光消費額が、現況870億

円が目標950億円ということになって、80億円増

加しているわけですけれども、県内消費額と県

外消費額ともちろんあるかと思うんですけど、

丸められた理由。県外からどれだけお客さんに

来ていただくかというのはありますし、観光客
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数ということで前知事も挙げておられて、結果

的にできなかったわけですけれども、そこら辺

でこれを出されなかったのはどういう理由から

なのか、お尋ねしたいと思います。

今の点については、確かに○茂総合政策課長

おっしゃるとおり、県外消費と県内消費合わせ

てこの額だと思いますけれども、特にこれを分

けていない理由について、私、現在把握してお

りませんので、後ほどお答えさせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。

わかりました。あと、要望という○鳥飼委員

か、70ページに、安心で充実した「くらし」構

築プログラムというのがありまして、県におけ

る審議会等の女性委員比率が44.9から50.0（目

標値）になっています。これは先ほど大脇課長

が言われたとおりなんですけど、先ほど申し上

げたようなところに、公的機関のところに踏み

込まないとふえないんです。みんな女性を育て

ないから。ということがありますので、大脇課

長の任務は非常に大きいと私は思っておりまし

て、ぜひその辺のことを配慮しながら進めてい

ただきたいと思います。

そこで、後先になりましたけれども、この総

合計画の全体的なことについてお尋ねしたいと

思います。前回の委員会で、アクションプラン

についてのパブリックコメントとかこういうの

が出されたわけですけれども、総合計画そのも

のは、86ページに委員の名簿がありますよう

に、菅沼龍夫宮崎大学学長が会長になっていろ

いろと議論して、後、それぞれの部門のところ

での議論がなされてつくられたというふうに理

解をしています。アクションプランの策定過程

については、どういうふうな経過をたどって策

定してきたのか、お尋ねしたいと思います。

策定経過ということでいい○茂総合政策課長

ますと、84ページから85ページにかけて出てお

りますけれども、一昨年の10月に全体の計画の

策定に着手いたしまして、その間に、地域別の

意見交換会とかアンケート調査、あるいは在京

有識者との意見交換会、市町村長との意見交換

会、こういうようなことで、なるべく意見交換

に力を入れながら取り組んできたところでござ

います。そして長期ビジョンが策定され、議決

いただいたと。その後、アクションプランにつ

いてもいろんな形で御意見をいただいて、本日

御審議いただいているということでございま

す。

20年のほうについてはここに書い○鳥飼委員

てありますから、わかります。アクションプラ

ンの策定については、結果としては、総合政策

課の皆さん方を中心にして庁内で策定したとい

うことになるんでしょうか。

おっしゃるとおりでござい○茂総合政策課長

ます。総合政策課を中心にして、各部と意見交

換をしながら練り上げてきたということでござ

います。そして、いろんな方から御意見をいた

だいたということでございます。

その際に、総合計画審議会の委員○鳥飼委員

とかおられるわけですけれども、そこで一回ぐ

らいたたくとかそういうことは想定しなかった

んでしょうか。

それにつきましては、総合○茂総合政策課長

計画審議会の委員という方がおられますけれど

も、それとは別に、87～89ページをごらんいた

だきますと、人づくり、くらしづくり、産業づ

くりという３つの部会を設けまして、ここでい

ろんな議論をいただきまして、その結果等を踏

まえて委員会のほうにお諮りして、改めてそこ

でも御意見いただいたということを何回か繰り

返して策定しているということでございます。
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これで見ると、２月２日にアク○鳥飼委員

ションプラン構成案等について意見交換、総合

計画審議会・専門部会合同会議というのがあり

ますが、このことなんですか。５月13日のもそ

れをやったということなんでしょうか。その辺

がちょっとわからなくてですね。

２月２日のアクションプラ○茂総合政策課長

ン構成案等について意見交換といいますのは、

骨子といいますか、どういう骨組みでいくかと

いうことについての基本的な意見交換をさせて

いただいて、それをもとにしていろいろ肉づけ

をしていったものについて、４月から５月ごろ

にかけていろいろ御意見をいただいたというこ

とでございます。

そうしますと、この計画審議会委○鳥飼委員

員、主には委員・専門委員のところからの意見

を聞きながらということで理解をしていいわけ

ですね。

おっしゃるとおり、委員・○茂総合政策課長

専門委員の御意見を伺いながら策定したという

ことでございます。あと、資料の訂正をお願い

したいと思います。85ページの中ほどに、４

月21～22日にかけて、第４回の専門部会で「長

期ビジョン」素案について審議とありますけれ

ども、これは「アクションプラン」の間違いで

ございます。申しわけございません。

わかりました。専門委員とかにつ○鳥飼委員

いてもいろいろと意見を聞きながら決めてきた

ということだろうと思います。

最後に、パブリックコメントということで、

この間説明していただいたんですけど、パブリ

ックコメントで採用 採用というと語弊があ―

りますけど、字句を修正をしたとか、そういう

ところが出てきたのか。もし出てきておれば、

どういうところをどういうふうに変えられたの

かについてお尋ねします。

出てきた御意見の中で、例○茂総合政策課長

えば、意味のわからない言葉が出てくるので、

用語の説明をするなど、読みやすくしてほしい

という意見がありました。これについてはなる

べく専門的な用語は使わないようにして平易な

説明にしたいということと、どうしても横文字

とか難しい言葉を使わなきゃいけない場合もあ

りますので、そのあたりについては説明すると

いったようなことです。あとは、介護予防等に

ついてのところで書きぶりを厚くしたとか、そ

ういう点はございます。120件ほど御意見をいた

だきましたので、それについては全部一覧表に

整理しまして、こういう対応をしたという一覧

表をつくっております。もし必要があれば差し

上げることは可能かと思います。

わかりました。ありがとうござい○鳥飼委員

ました。

アクションプランの政策策定○右松副委員長

の委員なんですけれども、５月19日の県電ホー

ルは私も一般で傍聴させていただきました。よ

くよく調べますと、１回から４回までの部会

で、これだけ極めて重要な政策をつくるにもか

かわらず、欠席されている人が結構多いんで

す。私は、政策評価の外部委員に関しては、あ

る程度必ず出席できるぐらいの縛りをつくって

出席するということを前提に人選をしてもらう

とありがたいです。

せっかくですから、今ので出席○山下委員長

率がわかっていたら。わかっていますか。

４回のうち２回とか欠席され○右松副委員長

た人がいました。

職場に帰ってそれを拾えば○茂総合政策課長

わかるかと思うんですけれども、この場に数字

を持っておりません。申しわけありません。確
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かにおっしゃるとおり、欠席が多かったケース

もあります。これについて我々として考えな

きゃいけないのは、早目早目にスケジュールを

お示しして、可能な限り日程調整して少しでも

出席率を上げるという努力をしていく必要があ

ると思います。どうしても限られた時間でばた

ばたとやってきたこともありますので、もう

ちょっと先々を見ながらやっていく必要がある

かなと思っています。以上でございます。

広範囲なので全部というわけに○前屋敷委員

はいきませんので、少し気がついたところだけ

話をしたいと思いますが、まず、12ページの防

災に関することです。「県民の主な役割」とい

うことで随所にこれが出てきていまして、その

役割を指摘してあるんですけど、最初の丸の

「民間施設についても耐震化を進めましょう」

という点で、私は、今度の一般質問でも耐震化

の問題を取り上げたところだったんですけど、

施設に限らず、個人の住宅、特に木造あたりは

今、求められているという点では、この取り組

みは、県としてそこに対する思い入れが非常に

薄かったというのが今度の質問でもわかったん

です。これはまさに自助努力をうたっているん

ですけど、ここに一定の県の公助が働かないと

促進にならないという点で、果たしてこういう

ことでいいのかな。もう少し深く中身を充実さ

せるという点では考慮していく必要があるん

じゃないかと思います。

それと、16ページも、あわせて県民の主な役

割のところで、埋却地の管理ですけれども、適

正な管理に努めましょうと。もちろんそうなん

ですけど、家伝法に基づいてこういうことに

なったわけですから、そこには一定の県の努力

というものも必要になってくるということで、

自助努力だけを求めるのはどうかなというふう

に思いました。

それと、71ページなんですけど、福祉、医療

とか介護に関することで、実施内容のところ

の、「すべての市町村で地域福祉計画が策定さ

れ、その計画に基づいて施策が着実に推進され

るよう取り組みます」という点ですが、県も含

めてこういう計画を出されるんですが、今、国

の施策のもとで、医療難民とか介護難民が非常

に危惧されているという状況があるんです。で

すから、どういう地域福祉計画が各市町村で計

画されるかわからないんですけど、押しなべて

それを推進されるように取り組むという表現が

果たして妥当なのかどうかということが考えら

れると思いますので、この辺のところは少し考

えていく必要があるんじゃないかなと思ったと

ころです。

答弁はどうされますか。○山下委員長

どういう方向なのか。○前屋敷委員

自助・公助の問題と、今言われた○山下委員

ことですね。そこ辺の答弁をお願いします。

自助・公助の問題ですね。○茂総合政策課長

県民の主な役割ということで、何とかしましょ

うということで、そのあたりを行政としてどう

いうふうに支援するかということまでは触れて

いないわけですけれども、これについてはそれ

ぞれの中で、どの程度行政として支援できるの

か、またその必要があるのかとか含めて、個々

のケースで検討していく必要があるのではない

かと思っています。

それと、先ほど福祉のお話もございました。

これについても、いろいろ御意見はおありかと

思いますけれども、地域福祉計画をきちんとつ

くってやっていこうということでございますの

で、御理解いただきたいと思います。

今回のアクションプランを見させ○星原委員
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ていただいて、重点指標を掲げて達成度を見る

数字があったり、あるいはまた、県民の主な役

割とかうたってあるんです。４年間で目標に向

けての部分と、そしてまた、県民の役割とかい

ろいろうたってあるんですが、この辺の周知の

仕方とか、方法は何か考えているんですか。

これにつきましては、河野○茂総合政策課長

知事も「対話と協働」の県政ということを掲げ

ておりますので、これをいかに県民の皆様に理

解していただいて実践していただくかというこ

とが一番大事だと考えております。ホームペー

ジはもちろんでございますけれども、パンフレ

ット、それから、先ほどから出ていますけれど

も、いろんな形で知事が意見交換をする機会も

ございます。そういう機会とか、あらゆる機会

を通じて広報・啓発に努めていきたいと考えて

おります。

４時を超えそうなんですが、こ○山下委員長

のまま継続してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

そこで、ここには現況値と４年後○星原委員

の目標値ということであるんです。ここでは途

中はあれなので４年後を見るだけしか 要す―

るに毎年度どこかで、スケジュールどおり行っ

ている、ある程度おくれている、あるいは達成

していないとか、そういうのを見ながらの中

で、次年度どこに力を入れるか、どうしたらい

いのかという、いろんな知恵がまた出てくるん

じゃないかと思うんです。そういう目標で追っ

かけようとしているんですか。

それにつきましては、先ほ○茂総合政策課長

ど１ページのところで進行管理をお話ししまし

たけれども、かなり詳細な工程表をつくりまし

て、数字は22年の現況と26年の目標しか挙げて

おりませんけど、その途中年度での数値等も掲

げながら、さらにこれに関係するいろんな数

値、もうちょっと細かい数値等も踏まえながら

そのあたりを掲げて、それを進行管理し、それ

についてまた報告をしながら着実に取り組んで

いきたい。特におくれているところは、どうい

う課題があるのかを分析しながら進めていきた

いと考えております。

当然そういう形でされていく中○星原委員

で、皆さん方と各部でいろいろつくっています

よね。各団体とか県民とか企業からすべてのい

ろんなところあたりにも、最終的には県民の豊

かさ度が上がったかどうかというのが４年間で

問われると思うんです。そういうものに向け

て、協働と言われる、ある面では官民いろんな

形で、その目標に向ける部分にもどこかに数値

を置かないと、行政側だけじゃなくて一般の県

民に対しても、今、広報とかインターネットと

かいろいろ使いながらということでしたけど、

その辺のところも具体的におろしていって、

「宮崎力」というか、協力してもらいながらこ

う来ていますよということで元気づける方法も

どこかにあっていいんじゃないかなという気は

するんですが、そういうものは何かあるんです

か。考えていないんですか。

先ほど総合政策課長が申○渡邊県民政策部長

し上げたように、毎年工程表をつくりまして、

工程表の中で進行管理していくわけですが、

トータルとしてそこに外部評価という作業が

入ってきます。先ほど言いましたように、メン

バーをどうするかとか、その評価のあり方は今

後検討するわけですが、そのトータルの中で、

アクションプランに基づいた県政の全体として

の推進状況といいますか、そういうのが見えて

くるんだろうと思うんです。そのあたりをトー

タルとして表現し、外に説明していくというの



- 65 -

は当然必要だろうと思うんです。そういう過程

で宮崎県政がどれだけ進んでいったのかという

ことを、全体として見えるような形の工夫も要

るのかなと。今、星原委員のお話を聞きまして

そういうことも思いましたので、そのあたりの

工夫も工程表の進行管理あるいは評価の中で検

討していきたいと思っています。

それと、これはトータルじゃなく○星原委員

て、フードビジネス展開プログラム、44ページ

に指標が上がっているんですが、農業産出額

農業法人の加工販売による付加価値額を加―

算 となっているんです。生産の部分と加工―

の部分というのはどういう割合で見ているのか

なと思っているんです。なぜそれを聞くかとい

うと、我が宮崎県は第１次産業が財産というか

宝だと思うんです。これから素材を持っている

ところが強みの部分といえば、素材を持って素

材を売るだけではなかなか付加価値が上がって

こなかったり、収入もふえないわけで、いかに

加工技術を上げて加工していくかというそこの

部分にある程度重点を置いてほしいと。という

のは、建設業とかそういう人たちが他業種に行

こうとしてもなかなか行けない。行っても農業

ぐらいのところで、我々の地域で考えるとそう

いう人たちがいる。加工の企業の分野に特化し

て何者かで会社をつくってやるとか。都城なん

かでも木工加工団地というのがあるんですけ

ど、あれと同じで、食品加工団地みたいな大き

な形のもので、とれた生産物を加工して製品に

までしていって販売していく。そういう形にい

かに切りかえていくかでないと、単純に、野菜

をきれいに洗って袋詰めにしてただそれで出す

だけなのか。もうちょっと踏み込んで製品化ま

でして食品として出していくのかとか、そうい

う部分がこのあたりに出てきて、４年間たった

ら、宮崎の安心・安全な食品、農産物、畜産物

を、こうやって加工していって、こういう形で

販売していくことでこういう道筋が開けたと

か、何かそこに出てこんのかなと思うんです。

そこに企業立地があったり、雇用が生まれたり

していくだろうと思うわけで、そこまでつなが

ないと、トータルでの発想というか、トータル

で考えてのこの部分に入っていくのかなという

気がするんですけれども、その辺についての考

え方というのはあるんですか。

おっしゃるとおりだと思い○茂総合政策課長

ます。これにつきましては、農業関係の長期計

画は今策定しておりますけれども、問題意識と

しては、本県産品については、素材として県外

に出してそこで加工しているケースが結構多い

と。それはもったいないということで、県内で

加工して付加価値をつけて、もうかる農業を

やっていこうじゃないかという考え方がありま

して、アクションプランについてもその方向で

記載しているところでございます。

生産物についてはそうだろうと思○星原委員

うんですが、加工とか販売という部分も、そう

いうところになると県民政策部かなという感じ

もするんです。そういうものでどういった企業

を誘致してきてやるとか、あるいは地場の企業

を育てるとか、両面あると思うんですけど、そ

ういう物の考え方を組み合わせていかないと、

宮崎県の所得というか、アンケートで見るとい

ろいろ書かれているけど、あれを見ても、他県

との比較とか何とかをしないで、自分の周りを

見てどうかと感じているんじゃないかと思うん

です。他県の状況を見ていれば、おくれている

んだと、もうちょっと我々も目標を上に置かな

くちゃいけないんじゃないかとか、いろんなも

のがあるかもしれないんです。アンケートで見
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る限りは、自分の周りを見て自分がどうなのか

である部分答えているような気がするわけで

す。県民所得なんて九州でも沖縄に次いで宮崎

が低いところにあるわけです。アンケートを受

けた人たちが、九州管内を観光で見て回った

り、農業で見て回ったり、工業で見て回って、

ほかと比べて自分のところがどういう位置づけ

ととらえての満足度かということまでは入って

いないんじゃないかと思うんです。ですから、

そういう部分で、最終的には４年たってすばら

しいプランができているわけですから、県民が

そこで何かを感じる。精神的な豊かさでもいい

ですし、金銭的な豊かさでもいいと思うんで

す。あるいはそのことで後継者が育ってきた。

そういったものにもうちょっとひねって考えら

れないかなという気はするんです。それは考え

方だから。

県勢の発展を最終的にど○渡邊県民政策部長

ういう形で評価するか、いろいろ手法があるん

だろうと思うんです。先ほど産業雇用という面

から切り口を言われた。食品産業というのが宮

崎県はキーワードになっている。これについ

て、例えば製造品出荷額というのは、50ページ

に指標があるわけですけど、１兆4,500億を目標

にしていますが、実はこの中で食料品というの

は、21年度の現況でいきますと2,578億円。これ

は全国的には31位にしかならないんです。そし

て、そのうち付加価値をどれぐらい価値創造し

たかといいますと、699億しかない。これは35位

なんです。我々としましては、このあたりは今

回の本会議でも御質問がありました。やはり

フードビジネスの展開と言っているわけですか

ら、具体的には農業算出額が全国で５位ぐらい

にあるわけですから、それをいかに生かすか。

そして付加価値を高める。結果的に食料品製造

業を 鹿児島に比べましたら約半分もないぐ―

らいの状況なんです。したがいまして、我々と

しては、このあたりを産業振興のキーワードに

しながらやっていこうと。

全体としての宮崎県の県勢発展の指標として

どれをとらえるかということもあると思うんで

す。こういうときには産業雇用でどういうもの

で見ていくかとか、あるいは暮らし、地域づく

りでどういう形で見ていくか。代表的な指標が

あるかもしれません。そのあたりも含めて、全

体として県勢の発展が見えるような工夫を年度

年度出せるといいんですけど、そういう工夫も

考えていきたいと考えております。

ぜひそういう努力をしていただき○星原委員

たいんです。杉生産量が平成３年ごろ日本一だ

とか、牛の生産量、豚の生産量はこうだとか、

野菜は何位まで入っていて、今言われる数字で

いくと31位とか35位になっているということ

は、物を持っていてそれを生かし切れていない

という数字だと思うんです。持っている強みと

いうものをどう生かし切るかだろうと思うんで

す。前に農政水産部の連中に言ったことがある

んですけど、後継者とか担い手の予算を幾ら

使っても、ふえていない、毎年減っているんだ

と。私が議員になったころからそんな言葉が出

て、ずっと予算組みながらやっている。減って

いるじゃないか。なぜかというと、結局農家

じゃもうからんから減っているだけの話で、そ

んな予算を組まなくても、農家の所得がふえて

税金でも納められれば、絶対農業はそういう政

策を打たんでもちゃんと後継者も育つんだと。

後継者を育てようとすれば、育つためには何が

基本的な部分なのかということを考えてやって

いかないと、ただいろんな事業で予算をやっ

て、執行しました、１年終わりましたじゃなく
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て、結果として後継者がふえていっているの

か。あくまでもとまらない。とまらない原因は

何かということを追求していくのと一緒で、す

べての分野でそういうことを考えていかないと

厳しいのかなと思うんです。国の借金が大きく

て、今までみたいに国からいろいろ予算もらっ

てじゃなくて、自分たちの県は自分たちである

程度自立も考えていかなくちゃいけないとなっ

てくると、それだけ県税収入がふえるためには

どうするかとかいろんなことはあると思うんで

すけど、そういうものも一方で追っかけないと

いけないんじゃないか。事業展開だけはいろい

ろやっていても、そのことによってどういう部

分が宮崎を強くしていっているとか大きくして

いっているのか。そういうものもどこかに置か

ないといけないのかなという気がするんです

が、それはそういう考えですので、どこかでそ

ういうことも大事にしてほしいと思うんです。

先ほど、答弁は後でという○茂総合政策課長

お話をしたものがございますので、お答えいた

します。鳥飼委員のほうから観光消費額のお話

がございましたけれども、これにつきまして

は、確かに県内・県外とあるわけですが、ここ

では全体として消費額を伸ばすということで計

上しているということで、具体的に県内が幾

ら、県外が幾らということで試算しているもの

ではないという話でございます。

それともう一点、太陽光発電の戸数のお話が

ございました。先ほど私は、補助を受けた分

が3,892件だというお話をしましたけれども、現

在設置されているのが幾らぐらいあるかと。補

助を受けていないものもありますので、そうい

う観点でいいますと、おおむね１万5,000から１

万6,000ぐらいの戸数があるということでござい

ます。

10ページなんですけど、「災○右松副委員長

害に対する備えをしている人の割合」は、現況

が32.2％で目標値は40％と、若干消極的な目標

設定なのかなと。防災意識は今非常に高まって

いますので、この指標はどういった形で、その

根拠はどういうふうに出しているんでしょう

か。

委員おっしゃるとおり、こ○茂総合政策課長

れは限りなく100％に近いほうが当然いいわけで

すし、そういうふうに私たちも思っておりま

す。これについては、まずは40％を目標にしつ

つも、それを上回るように努力していきたいと

思っております。具体的になぜこれが40％に

なっているのかというのは、ちょっとお時間い

ただきたいと思います。

東南海、日向灘は発生率が非○右松副委員長

常に高いものですから、やはり防災対策日本一

を目指すくらいの強い思いで目標設定もしても

らいたいと思っております。

災害に対する備えをしている人○前屋敷委員

の割合、これは何らかの形で備えをしている人

という意味ですか。災害に対する備えといって

もどの分野の対策をしているのか。非常に多岐

にわたると思うんですけど、何らかの形でやっ

ているという人の数ですか。

先ほどの右松副委員長のお○茂総合政策課長

尋ねとも関連いたしますけれども、この40％と

いいますのは、アンケート調査を毎年やってお

りまして、「台風・地震等の災害に対する備え

をやっていますか」ということでお答えいただ

いた結果が、大体30％台前半でここ数年推移し

ているという傾向がございます。これについて

は、そういうことを踏まえまして、まずは40％

に上げようというのが目標でございます。それ

とあわせまして、先ほど前屋敷委員からあった
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お尋ねでございます。確かにどこまで準備すれ

ばそれが十分なのかということは、人それぞれ

で違うと思いますけれども、ここで私ども想定

しておりますのは、非常食の備蓄、あるいは避

難所がどこなのかの確認、これぐらいをできて

いる人の割合を少なくとも40％にまず持ってい

きたいという考えでございます。

それでは、アクションプランの○山下委員長

質疑を終わりたいと思います。

次に、請願の審査に移ります。請願について

執行部からの説明はございませんか。４号、５

号、新規が２本出ているんですが。

カーフェリーに係る請願○中田総合交通課長

につきましては特にございません。以上でござ

います。

地方消費者○大脇生活・協働・男女参画課長

行政の充実につきまして、現在、県及び市町村

の消費者行政につきましては、消費者行政活性

化基金の活用によりまして活性化を図っており

ます。この基金事業につきましては、国の運用

の見直しによって１年間の期間延長が可能とな

りましたので、24年度まで事業を実施すること

にしておりますが、この基金事業終了後の25年

度以降もこれらの取り組みを継続的に行うた

め、国の財政的支援については必要でございま

す。以上です。

委員からの質疑はありません○山下委員長

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上をもって県民政○山下委員長

策部の審査を終了いたします。執行部の皆様、

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時16分休憩

午後４時18分再開

委員会を再開いたします。どう○山下委員長

もお疲れさまでした。あしたは総務部の審査を

午前10時の開会といたしますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのほか何かござい○山下委員長

ませんか。

済みません、その他というとこ○前屋敷委員

ろはないんですよね。

ないですね。○山下委員長

あと１カ月後に地デジの移行が○前屋敷委員

決まったので、割と宮崎は進んでいるというこ

とのようなんですけど、どこまで行くのか

ちょっと聞こうかな。総務でも聞けますかね。

地デジは情報政策。○鳥飼委員

思っていたらもう忘れてしまっ○前屋敷委員

て。わかりました。また個別に聞きます。

よろしいですか。何もないよう○山下委員長

ですので、以上をもちまして本日の委員会を終

わります。ありがとうございました。

午後４時19分散会
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平成23年６月23日（木曜日）

午前10時１分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 外 山 三 博

委 員 星 原 透

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総 務 部

総 務 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 次 長
堀 野 誠

（総務・職員担当）

県参事兼総務部次長
岡 田 英 治

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 長 甲 斐 睦 教

総 務 課 長 柳 田 俊 治

部参事兼人事課長 桑 山 秀 彦

部参事兼行政経営課長 大 坪 篤 史

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

税 務 課 長 吉 本 佳 玄

市 町 村 課 長 鈴 木 一 郎

総務事務センター課長 花 坂 政 文

危 機 管 理 課 長 金 井 嘉 郁

消 防 保 安 課 長 山之内 点

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

委員会を再開いたします。○山下委員長

今回から、議案、報告事項、その他報告事

項、その他に分けて説明を受けます。その都

度、質疑を行うこととなりました。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

それでは、今回御審議いただ○稲用総務部長

きます議案につきまして、お手元に配付いたし

ております「平成23年度予算案の概要につい

て」と「総務政策常任委員会資料」がございま

すので、その２つによりまして御説明させてい

ただきます。

まず初めに、平成23年度６月補正予算案につ

きまして、この白い冊子のほうで御説明をさせ

ていただきます。

１ページをお開きいただきたいと思います。

まず、今回の６月補正予算編成の基本的考え方

でございます。今回の６月補正予算案は、知事

の政策提案を具現化するための政策的事業や新

規事業に、口蹄疫・経済復興対策や東日本大震

災対策などの緊急的な課題に対応するための事

業を加え、当初予算と合わせた全体の予算額で

は、国の予算や地方財政計画の伸び率を上回る

伸び率を確保しました。積極型の肉付け予算と

して編成したところであります。

なお、予算編成のフレームワークといたしま

しては、本県の財政状況が依然として非常に厳

しい状況にありますことから、今回新たに第３

期財政改革推進計画を策定いたしまして、財政

改革の取り組みを着実に推進することとしてお
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ります。

今回の補正予算に計上した主な経費につきま

して、このページの下の表にまとめております

ので、大枠御説明をいたします。

まず、義務的経費につきましては、東日本大

震災の被災地支援として派遣する職員の人件費

１億円を追加しております。

次に、公共事業につきましては、当初予算で

措置した残りの20％に加えまして、口蹄疫・経

済復興対策及び活動火山対策として28億円を追

加措置することといたしました。この結果、公

共事業総額につきましては、対前年度比107.5％

となっており、特に県単公共事業につきまして

は124.1％と高い伸びを確保いたしております。

その他の経費につきましては、肉付け予算と

して必要な経費を増額するとともに、公共事業

を含む額になりますが、口蹄疫・経済復興対策

として26億円、高病原性鳥インフルエンザ対策

として１億円、新燃岳噴火に伴う活動火山対策

として４億円、東日本大震災対策として11億円

を追加しております。

２ページをごらんいただきたいと思います。

予算の規模についてでございます。一般会計の

６月補正予算額は568億8,700万円でありまし

て、補正後の予算総額は5,805億5,000万円、前

年度比0.6％の増となります。この結果、下の棒

グラフにありますとおり、当初予算の規模は、

平成21年度から３年連続プラスとなっておりま

す。

３ページから歳入予算の特徴を記載しており

ますが、４ページをお開きいただきたいと思い

ます。自主財源についてでありますが、中ほど

の表をごらんいただきますと、分担金及び負担

金につきましては、公共事業等の補正に伴いま

して７億9,000万円余の増額となっております。

補正後の総額67億円余ということで、昨年度に

比べ大きく増加しておりますが、これは、市町

村が国営土地改良事業負担金について繰り上げ

償還を行うことに伴うものであります。

２つ飛びまして寄附金につきましては、今回

新たに造成することとしております東日本大震

災被災者等支援基金に対する寄附金として5,000

万円を計上しております。

次の繰入金につきましては、事業の補正に伴

い、国の経済対策により造成した基金等からの

繰り入れを行うほか、収支不足に対する財源調

整のための基金繰り入れにより、208億円余の増

額補正となっております。

なお、当初予算とあわせた財政関係２基金か

らの繰り入れは、括弧書きのとおり194億円余と

なっておりまして、この結果、５ページの表を

見ていただきますと、基金残高の推移のところ

でありますが、平成23年度末の基金残高につき

ましては373億円となる見込みであります。

次に、６ページをごらんいただきたいと思い

ます。依存財源についてであります。下の表を

ごらんいただきますと、６月補正では公共事業

等の補正に伴いまして、国庫支出金につきまし

て126億円余、県債につきましては111億円余の

増額補正であります。

次、７ページの一番上の表をごらんいただき

たいと思います。地方交付税についてでありま

すが、地方交付税の代替財源であります臨時財

政対策債との合計で、臨財債の大幅な減により

まして2,252億4,500万円と、額にして59億円余

の減となっております。

その下の表をごらんいただきますと、県債の

状況であります。６月補正後の平成23年度の県

債発行額は795億円でありまして、臨財債の減に

よりまして、前年度と比べ152億円の減となって
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おります。臨財債を除いた場合の発行額では372

億円で、前年度から11億円の減となっておりま

すが、公共事業費の増とのバランスを見きわめ

ながら抑制を図ったところであります。また、

県債残高は、昨年度、口蹄疫対策により1,200億

円の転貸債等を発行したため、１兆591億円とな

りましたが、23年度末は１兆580億円になる見込

みであり、わずかではありますが、圧縮を図っ

たところであります。なお、臨時財政対策債と

口蹄疫対策転貸債等を除きました実質的な県債

残高は、6,343億円でありまして、前年度か

ら338億円の圧縮を図っております。

８ページをお開きいただきたいと思います。

歳出予算の特徴についてであります。

まず、６月補正の欄のところでございます。

義務的経費につきましては１億1,400万円余、投

資的経費につきましては338億7,500万円余、そ

の他一般行政経費につきましては、228億9,600

万円余の増額補正となっております。

内容につきましては、９ページであります。

まず、①の義務的経費についてであります

が、人件費につきましては、東日本大震災対策

として１億円余の増額補正でありますが、補正

後の総額は、職員給与の改定や退職者数の減等

によりまして、前年度から20億円余の減少と

なっております。１つ飛びまして、公債費につ

きましては、当初予算と変動はございません。

４年連続で増加し、昨年度から31億円余の増と

なっております。

②の投資的経費ですが、普通建設事業費につ

きましては、302億円余の増額補正であります。

補正後の総額は、財政改革に基づきます投資的

経費の縮減・重点化の取り組みによりまして、

口蹄疫・経済復興対策等に伴います公共事業費

は増加いたしますが、全体としては前年度比で

３億円余の減となっております。災害復旧事業

費につきましては、昨年度と同額を計上したと

ころであります。

次に、③の一般行政経費ですが、補助費等に

つきましては、今回肉付け予算ということで、

政策的経費や新規事業を計上したことから、99

億円余の増額補正であります。補正後の総額

は、企業立地関係の補助金や社会保障関係費の

増等によりまして、前年度から47億円余の増と

なっております。貸付金につきましては、96億

円余の増額補正でありますが、６月補正後の総

額では、工業団地の整備に係る貸付金の減等に

よりまして、前年度から45億円余の減となって

おります。

次の10ページから12ページまでは款別の最終

予算の状況、13ページにつきましては、特別会

計及び公営企業会計について記載をしておりま

すが、これは後ほどごらんいただけたらと思い

ます。

次に、14ページをごらんいただきたいと思い

ます。新たな財政改革の着実な取り組みについ

てであります。財政改革につきましては、平

成19年度に策定いたしました第２期財政改革推

進計画に基づきまして、平成22年度までの４年

間、財政構造の転換に向けた取り組みを推進し

てきたところであります。目標としておりまし

た収支不足額の圧縮や歳出の見直しにつきまし

ては、一定の成果が達成され、当面の財政危機

は回避できたところでありますが、景気の低迷

が続く中で、今後も社会保障関係経費等の増大

等が見込まれておりまして、下の表にあります

ように、毎年度200億円から300億円を超える収

支不足が発生する見通しとなっております。こ

のため、新たに第３期の財政改革推進計画を策

定したところでありまして、後ほど担当課長か
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ら説明をさせますが、「宮崎県行財政改革大

綱2007の変更について」として、今議会に提出

をしているところであります。

今回の予算編成におきましては、この新たな

財政改革推進計画を踏まえまして、総括的事項

に掲げておりますように、人件費の削減や投資

的経費の縮減・重点化、事務事業の見直しを進

め、先ほど御説明いたしましたように、県債発

行額の抑制や残高の圧縮等を図ったところであ

りますが、それでもなお生じました収支不足

額195億円につきましては、財源調整のための基

金の取り崩しにより対応したところでありま

す。

次に、15ページには主な取り組みを記載して

おりますので、後ほどごらんいただきたいと思

います。

次に、16ページであります。その他特記事項

を記載しております。

まず、ゼロ予算施策の推進についてでありま

すが、県が所管します制度等の改善や県有施設

の有効活用・開放など、新たな予算を伴うこと

なく、県民へのサービス向上となる施策を積極

的に推進することとしております。詳細につき

ましては資料の232ページに記載しております。

次に、不適正な事務処理に関する再発防止策

の着実な実施についてでありますが、予算執行

システムや物品調達システム面での対策等を

しっかりと推進することとしております。

18ページ以降に重点推進事業を掲載しており

ますので、これも後ほどごらんいただきたいと

思います。

続きまして、委員会資料のほうで御説明をさ

せていただきます。委員会資料をお開きいただ

きたいと思います。

１ページでございます。総務部における６月

補正の課別集計表であります。表の補正予算額

の欄の一番下にありますとおり、合計で17

億8,972万6,000円の増額をお願いしておりま

す。

次に、２ページをお開きください。総務部の

主な新規・重点事業でございます。事業名に下

線を引いたものが６月補正でお願いをしている

事業でございます。

飛びまして13ページをお開きいただきたいと

思います。債務負担行為の補正についてであり

ます。今回、ここに記載の４件につきまして債

務負担行為限度額の設定をお願いするものであ

ります。

次に、特別議案について御説明をいたしま

す。14ページでございます。議案第５号「県税

の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正

する条例」についてであります。これは、総務

省令の一部改正等に伴いまして、県税の課税免

除、または不均一課税の適用期限を２年間延長

するなどの所要の改正を行うものであります。

次に、15ページでございます。議案第６号

「平成22年４月以降において発生が確認された

口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための

手当金等についての個人の事業税の臨時特例に

関する条例」についてでございます。これは、

昨年発生した口蹄疫について、被害を受けた畜

産農家に支給された手当金等に係る個人事業税

について、課税を免除するための特例条例を制

定するものであります。

次に、16ページでございます。議案第９号

「宮崎県東日本大震災被災者等支援基金条例」

についてでございます。これは、東日本大震災

により甚大な被害を受けた被災者の支援等を行

うための事業を継続的に実施するため、基金を

新たに創設するための条例を制定するものであ
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ります。

次に、17ページ、議案第10号「宮崎県情報公

開条例及び宮崎県個人情報保護条例の一部を改

正する条例」についてでございます。これは、

宮崎県土地開発公社が平成22年９月30日に解散

し、平成23年３月31日付で清算結了したことに

伴い、関連規定から宮崎県土地開発公社を削除

するため、所要の改正を行うものであります。

次に、資料の18ページでございます。議案

第17号「宮崎県行財政改革大綱2007の変更につ

いて」でございます。これは、宮崎県行財政改

革大綱2007を変更することについて、「宮崎県

行政に係る基本的な計画の議決等に関する条

例」第３条の規定により、議会の議決に付する

ものであります。

次に、資料の25ページをお願いしたいと思い

ます。議案第21号「当せん金付証票の発売の変

更について」でございます。これは、平成23年

度における当せん金付証票の発売を変更するこ

とについて、当せん金付証票法第４条第１項の

規定により、議会の議決に付するものでありま

す。

特別議案といたしましては、以上の６件でご

ざいます。

次に、資料の26ページでございます。報告第

１号「専決処分の承認を求めることについて」

であります。これは、時間的制約から専決を余

儀なくされたもので、県税の増収及び地方交付

税の確定並びに退職手当の確定等に伴い、平

成23年３月31日付で補正を行ったものです。補

正額は、12億207万4,000円の増額となってお

り、この結果、平成22年度一般会計歳入歳出予

算の規模は、7,599億3,143万6,000円となりま

す。

次に、報告事項であります。資料の27ペー

ジ、平成22年度宮崎県繰越明許費繰越計算書で

あります。これは、平成22年度の議会において

御承認いただきました繰越事業について、地方

自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、御

報告するものであります。

最後に、その他報告についてでありますが、

資料の28ページ、ここに記載しております宮崎

県東京学生寮の指定管理者第三期指定につい

て、それから、32ページの行政改革大綱2007に

基づく行財政改革の取り組みについて、そして

もう一点、36ページですが、宮崎県地震減災計

画の概要と取り組みの状況についてでございま

す。それぞれの詳細につきましては、担当課長

から説明させますので、御審議のほどよろしく

お願いをいたします。

私からは以上でございます。

それでは、総務課の補正予算○柳田総務課長

について御説明をいたします。お手元の歳出予

算説明資料の45ページをお開きください。

総務課の補正額は、3,803万8,000円の増額を

お願いしております。この結果、補正後の予算

額は14億1,895万4,000円となります。

それでは、補正予算の主なものについて御説

明いたします。47ページをお開きください。

まず、（事項）公有財産管理費、これは、公

有財産の管理運用処分事務の円滑な遂行に要す

る経費で、今回1,943万8,000円の増額をお願い

しております。その内訳としましては、１の公

有財産管理適正化事業費が630万円ですが、これ

は老朽化した職員宿舎等の保全工事及び撤去工

事費等でございます。また、２の県有財産有効

活用推進事業が1,313万8,000円ですが、これ

は、民間活用等により未利用財産の売却、貸し

付け等の利活用を図るものでございます。

次に、（事項）県有施設災害復旧費でござい
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ます。これは、地震、台風等により被害を受け

た 場 合の 庁舎 等の 災害 復旧 費で あり まし

て、1,860万円の増額をお願いしております。

続きまして、特別議案について御説明をさせ

ていただきます。「平成23年６月定例県議会提

出議案」の31ページをお開きください。提出議

案のほうには新旧対照表が入っておりますが、

今回は、常任委員会資料の17ページで御説明を

させていただきます。

議案第10号「宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正する条例」であ

ります。

１の改正の理由ですが、県土整備部所管の宮

崎県土地開発公社は、平成22年６月議会の議決

を受けまして９月30日に解散し、その後、23年

３月31日付で清算業務のすべてが終了いたしま

した。これに伴いまして、関係する条例の関連

規定から宮崎県土地開発公社を削除するため、

所要の改正を行うものであります。

２の改正の内容ですが、（１）の宮崎県情報

公開条例につきましては、「定義」の中の公文

書の開示を行う「実施機関」から、宮崎県土地

開発公社を削除するものであります。また

（２）の宮崎県個人情報保護条例につきまして

は、「保有個人情報の開示義務」の中の「公務

員等」に宮崎県土地開発公社の役員、職員等が

規定されているため、宮崎県土地開発公社を削

除するものであります。

なお、３の施行期日は、公布の日からとして

おります。

総務課は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

それでは、人事課の６月補正○桑山人事課長

につきまして御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の49ページをごら

んいただきたいと思います。人事課の平成23年

度の６月補正予算につきましては、２億5,273

万1,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、58億1,838万7,000

円となります。

めくっていただきまして、51ページをごらん

いただきたいと思います。人事課で補正をお願

いしておりますのは、ここに事項で掲げており

ます新規事業、東日本大震災被災地職員派遣事

業、１件でございます。この内容につきまして

は、委員会資料のほうに概要を記載しておりま

すので、そちらのほうで御説明をさせていただ

きます。委員会資料の５ページをごらんいただ

きたいと思います。

まず、１の目的でございますが、東日本大震

災被災地からの要請に基づきまして、避難所等

における運営、健康相談等に従事する職員、さ

らには、災害復旧事業等に従事する職員を派遣

することによりまして、被災地住民の生活の安

定と早期の復旧を支援するということが目的で

ございます。

次に、２の事業概要等でございますが、まず

（１）の短期派遣につきましては、事業費とい

たしまして、派遣職員の旅費など２億1,513

万1,000円を計上しておりまして、下の用務・派

遣先にありますように、①の避難所運営、罹災

証明発行などの町の行政支援、これを宮城県の

山元町において行ってまいります。それから、

②から④にありますように、岩手県、福島県に

おきまして、健康相談とか「こころのケア」、

そういった業務に医師や看護師、保健師等を派

遣するものでございます。

次に、（２）の長期派遣でございますが、地

方自治法上の派遣につきましては、派遣される

職員の給与あるいは旅費等の負担につきまして
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は、被災地側の自治体が負担するということに

なっております。ここでは事業費といたしまし

て、職員を長期派遣することに伴いまして欠員

が生じます。欠員が生じる職場への非常勤職員

等の代替職員を配置・雇用するための経費3,760

万円を計上しているところでございます。長期

派遣職員の具体的な業務につきましては、用

務・派遣先のところにありますが、家屋の危険

度判定でありますとか、あるいは災害復旧・査

定業務、生活保護業務などにつきまして、被災

地からの要請に基づきまして、技術職員等の専

門職員を数カ月から１年間の期間にわたって派

遣を行うというものでございます。

最後に、３の事業費でございますが、２つの

派遣あわせまして、２億5,273万1,000円をお願

いしているところでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

それでは、常任委員会資○大坪行政経営課長

料の18ページをごらんください。議案第17号

「宮崎県行財政改革大綱2007の変更について」

でございます。

議案となっております行財政改革の新たなプ

ランの冊子につきましては、既に配付しており

ますが、本日は、この委員会資料で内容を簡潔

に説明させていただきたいと存じます。

まず１番目、計画策定の趣旨につきまして

は、県財政が非常に厳しい中で、総合計画に掲

げる施策を着実に推進するため、昨年度で終了

しました行財政改革大綱2007を変更し、新たな

指針となります「みやざき行財政改革プラン」

を策定し、県庁総力戦で県民本位の行財政改革

を推進しようとするものであります。

２の策定の経過ですが、昨年度から検討作業

に入りまして、常任委員会への経過報告やパブ

リックコメント等を経まして、先月、最終案を

決定し、今議会に提案したところでございま

す。

３のプランの概要ですが、まず、基本理念に

つきましては、県総合計画の基本目標でありま

す「未来を築く新しい「ゆたかさ」への挑戦」

を支える持続可能な行財政基盤の確立といたし

ました。また、推進期間は、本年度から平成26

年度までの４年間。それから、推進体制につき

ましては、行財政改革推進本部会議を中心とし

まして全庁的な推進を図り、進捗状況について

は毎年度公表することといたしております。こ

のプランの構成ですが、そこの表にありますよ

うに３つの視点で構成することといたしており

ます。

１点目が、改革の視点１というところです

が、効果的・効率的な行政基盤の確立、２点目

が、改革の視点２ですが、県民目線による行政

サービスの提供、３点目が、持続可能な財政基

盤の確立となっております。具体的には、右側

の19ページ以降になりますので、ごらんいただ

けますでしょうか。

まず１点目の、効果的・効率的な行政基盤の

確立につきましては、①行政需要に対応した簡

素で効率的な組織体制の見直しを行いますとと

もに、新たな項目としまして②危機管理能力の

強化を掲げました。危機管理意識・能力の向上

ですとか、あるいは県の業務継続計画、ＢＣＰ

と呼んでいますが、その整備等を行うこととい

たしております。

それから、③の適正な定員管理では、引き続

き総職員数の削減に取り組む一方で、スクラッ

プ・アンド・ビルドによりまして、新たな行政

需要等にも弾力的に対応することといたしてお

ります。具体的には、そこの表にありますよう
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に、知事部局等の職員数につきまして、平成17

年度当初比で１割程度削減するということにい

たしております。

それから、④適正な給与管理、さらには、⑤

意欲と能力に満ちた人材の育成と活用に取り組

みますとともに、20ページになりますが、今回

新たに、⑥風通しのよい職場環境の醸成と職員

の健康管理を掲げまして、庁内の意見交換の活

性化ですとか、職員の心と体の健康管理等に努

めることといたしております。

また、引き続きになりますが、⑦建設工事等

及び物品における入札・契約制度の適正な運

用・改善、さらに、⑧公社等改革の推進、⑨市

町村との連携にも取り組んでいくことといたし

ております。

次に、資料の21ページになりますが、２つ目

の柱でございます、県民目線による行政サービ

スの提供につきましては、①県民本位の情報発

信の充実・強化、さらに、②県民ニーズの的確

な把握と県政への反映に努めますとともに、③

多様な主体との協働では、従来のＮＰＯ等にと

どまらず、企業や大学等も含めた多様な主体と

の協働を行っていくことといたしております。

また、④アウトソーシングの推進では、指定管

理者制度のさらなる導入の検討等を行いますと

ともに、⑤行政手続等における利便性向上、⑥

県から市町村への権限移譲にも引き続き取り組

んでいくことといたしております。

さらに、全体的なまとめになりますが、⑦県

民目線に立った行財政改革の推進を掲げまし

て、県民目線に立ったわかりやすく積極的な情

報提供に努め、若干高い目標ではありますが、

県の行財政改革についての認知度100％、県の行

政機関における対応への満足度が80％になるよ

うに全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

次に、22ページから24ページにかけまして

は、３点目の持続可能な財政基盤の確立につい

て記載しておりますが、この部分に関しまして

は、財政課長のほうから別途御説明をいたしま

す。

それから、その他報告事項になるんですが、

関連しますので、恐れ入りますが、資料の32

ページをごらんいただけますでしょうか。

昨年度まで実施しました行財政改革大綱2007

に基づく行財政改革の取り組みについて、４年

間の内容を要約したものを記載いたしておりま

す。前回の大綱2007では５つの柱で構成をいた

しております。

まず、１点目の意識改革につきましては、そ

こにございますように、（１）公務員倫理の確

立ですとか、（２）組織風土の改革等を進めま

した。それから、２番目の経営改革のところで

は、（１）簡素で効率的な行政組織の整備に努

めますとともに、（２）適正な定員管理を進め

たところでございます。その結果、職員数につ

きましては、平成17年度当初比で1,133名を純減

したということになっております。

それから、33ページの３番の協働改革につき

ましては、（１）県民等との協働を進めますと

ともに、ページをめくっていただきまして、34

ページの（２）民間活力の活用等に努めたとこ

ろでございます。

それから、４番目の柱、入札改革につきまし

ては、（１）公共工事の入札・契約制度の見直

しを行いますとともに、５番目の財政改革にな

りますが、当面の財政危機の回避ですとか、あ

るいは（２）県債残高の削減等に取り組んでき

たところでございます。

全体４年間の成果につきましては、そこに記
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載しているとおりですけれども、この中で引き

続き実施すべきもの、修正すべきもの、さらに

は新たな課題として出てまいりましたものもあ

りますので、そういったことを踏まえまして、

先ほど御説明しました今後の行財政改革プラン

の策定を行ったところでございます。

なお、別添資料としまして、これまでの取り

組み結果につきましては詳細版を添付しており

ますので、後ほどごらんいただければと存じま

す。

私からの説明は以上であります。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

続きまして、財政課関係の議○日隈財政課長

案及び報告承認事項について、御説明いたしま

す。

委員会資料の13ページをお開きください。第

２表として債務負担行為の補正ということで追

加の分が上がっておりますけれども、財政課の

関係は、財務総合システム整備事業でございま

す。１億6,500万円の債務負担行為の追加補正を

お願いしております。これは、現在、予算の編

成あるいは予算執行管理などに使用しておりま

す財務総合システムについて、従前のシステム

開発から既に20年が経過しております。したが

いまして、かなり陳腐化が進んでおりますの

で、再整備を行うことに伴うものでございまし

て、今年度開発に着手し、来年度から５年間の

賃貸借契約を結びたいと考えております。その

ための債務負担の設定をお願いするものであり

ます。

次に、22ページをお開きください。行政経営

課のほうから説明がありました宮崎県行財政改

革大綱2007の変更の関係でございます。

財政改革の分について私のほうから御説明い

たします。第３期財政改革推進計画に基づく新

たな財政改革の取り組みということでございま

す。内容については３月の常任委員会で素案を

お示ししておりまして、今回の資料につきまし

ては、６月補正予算の編成に伴いまして、時点

修正、金額等の修正をした点が変更のものにな

ります。したがいまして、この表について改め

てもう一度御説明申し上げますけれども、ごら

んいただきたいと思います。

①の基本的な考え方でございますけれども、

本県におきましては、社会保障関係費の増大、

あるいは高水準で推移する公債費などによりま

して、今後とも収支不足額は拡大すると見込ん

でいるところであります。多額に上ります収支

不足、これによりまして財政関係の２基金が枯

渇しまして、このまま推移しますと、平成26年

度には財政再生団体に陥るおそれがありますの

で、財政改革を継続する必要があるというふう

に考えまして、この計画を策定しております。

中ほどの中期財政見通しの表をごらんくださ

い。財政改革を行わないままいった場合の収支

不足と、財政関係２基金の残高見込み額を試算

したものであります。まず、収支不足の欄をご

らんいただきますと、このまま推移いたします

と、平成25年度に収支不足が300億円を超えると

いうことになります。それを補います財政関係

の２基金が、このままでいくと平成25年度で枯

渇するということで、平成26年度にはマイナ

ス332億円という数字が立っておりますが、そう

いう見込みになるということでございます。こ

のマイナスの部分が標準財政規模の５％、本県

でいいますと、22年度の標準財政が大体3,280億

円ぐらいですけれども、この５％が164億円とな

りますので、これを超えることになりまして、

財政再生団体となるおそれがあるということで

ございます。仮に再生団体になりますと、県債
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の発行が大幅に制限されるということ等も出て

まいりますので、県民生活に大きな影響を及ぼ

すこととなりまして、こういう事態は何として

も避けなければならないと考えているところで

ございます。

次に、②の見直し目標額等についてでありま

すけれども、短期的には歳出見直しと歳入確保

策、これについて一体的、集中的に実施してま

いりたいと考えております。また、中長期的に

は、臨時財政対策債など特例的な県債を除く部

分の県債残高については縮減を図っていきたい

と考えておりまして、収支不足がこのままいく

と累計1,113億円ということになりますが、この

うち見直し目標としましは999億円、約1,000億

円を目標としているところであります。

次に、23ページからが具体的な取り組みにな

りますが、まず、アの歳出の関係につきまして

は、記載のとおり、義務的経費、投資的経費、

一般行政経費、また、特別会計・公営企業会計

への繰出金、あるいはその次の執行段階での経

費節約等、これの徹底を図ってまいりたいと考

えております。

また、イの歳入確保の強化の関係では、自主

財源の関係で、例えば、広告収入あるいはネー

ミングライツという取り組み等も図っていきた

いと考えているところです。また、依存財源に

つきましても、財源対策の関係から、行政改革

推進債、県債等の効果的な活用等についても進

めてまいりたいと考えているところでありま

す。

それをまとめましたのが24ページになりま

す。④の表に、今申し上げました項目につい

て、それぞれの区分ごと、年度ごとをまとめて

おります。計の欄を見ていただきますと、合計

で先ほど申し上げました999億円、約1,000億円

の見直し等を図っていきたいということで考え

ております。もし、この見直しが十分効果があ

るということになれば、⑤の欄になるんですけ

れども、基金残高については枯渇するのではな

くて、何とか平成26年度末には99億円、約100億

円の基金を確保することができるということに

なりますので、一応はこの計画期間中の２基金

の枯渇については回避できるものと見込んでい

るところであります。実際はこれ以上の取り組

みを図っていきたいと考えておりますので、何

も基金を100億円まで落とすということが目標で

はございません。これ以上の確保を図っていき

たいということであります。

また、県債残高につきましても、口蹄疫対策

の転貸債、これの償還が５年後の平成27年度で

ありますので、この期間中につきましては４年

間の間は１兆円台で推移するということで考え

ておりますけれども、県債残高の見込みにつき

ましては、国が決定いたします臨時財政対策債

の発行額、これが今後とも一定の高い水準で推

移すると仮定しておりますので、県債残高自体

は、総額としては100億円以上の増加が見込まれ

ているところです。ただ、こういった特例的な

元利償還金等の保証等ができておる分の県債を

除く分につきましては、私ども普通債と言って

いるんですけれども、これについては26年度の

見込み額が5,605億円ということでございまし

て、1,000億円強の減少を図っていきたいという

ことで考えているところであります。

次、25ページをごらんください。議案第21号

「当せん金付証票の発売の変更について」でご

ざいます。

平成23年度昨年度において、本県の宝くじの

発売額につきましては、11月議会で23年度分と

いうことで議決をいただいているところでござ
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いますけれども、今回、口蹄疫復興宝くじ、こ

れを発売することによりまして、その額につい

ての増額の変更をお願いするものであります。

２の発売金額の欄をごらんください。変更額

につきましては、既に議決いただいておりま

す106億6,000万円に、本県の今回の口蹄疫復興

宝くじ分、発行額は50億円ですけれども、本県

分は36億円ということでございますので、その

分を加えまして、年間の発売限度額を14 2

億6,000万円以内とするものであります。

次に、26ページをお開きください。報告第１

号「専決処分の承認を求めることについて」で

あります。

これは、県税の増収及び地方交付税等の確定

に伴います平成22年度宮崎県一般会計補正予算

（第12号）といたしまして、毎年度行っており

ますけれども、年度末の３月31日付で専決処分

を行ったものについて議会へ報告し、その承認

を求めるものであります。

中身につきましては、まず歳入でございます

けれども、県税16億7,000万円の増額、以下、記

載のとおりの項目について、例年専決でさせて

いただいております項目等についてそれぞれ補

正を掲げております。

次に、歳出でございます。総務費５億8,881

万4,000円の増額であります。内訳につきまして

は、財政調整積立金への積み立て５億4,430

万1,000円、口蹄疫復興対策基金への戻しの分の

積み立てとして3,086万5,000円、そして、知事

部局分の退職手当の確定分としまして1,364

万8,000円等となっております。以下、それぞれ

の費目がございますが、これは他の常任委員会

のほうで報告承認を求めるものということで報

告させていただいておるものです。

最後の公債費の欄については、財政課の所管

ですので、説明させていただきます。公債費に

つきましては、証券形式での県債発行経費、こ

れが１億2,850万4,000円不要となりましたの

で、その分を減額させていただいております。

財政課関係は以上でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

委員会資料の14ページをお開○吉本税務課長

きください。議案第５号「県税の課税免除等の

特例に関する条例の一部を改正する条例」につ

いてでございます。

１の改正の理由でございますが、過疎地域自

立促進特別措置法、離島振興法、それから、い

わゆる企業立地促進法及び半島振興法に基づき

まして、県税の課税免除または不均一課税を

行った場合の地方交付税の減収補てん措置が延

長されたことに伴いまして、改正を行うもので

ございます。

２の改正の内容でございますが、今申し上げ

ました４つの法律に基づきまして、県税の課税

免除または不均一課税の適用期限を平成25年３

月31日まで２年間延長するものでございます。

それから（２）ですが、これはその他の引用

条項の番号が変更になりましたので、手続上の

整備をするものでございます。

３の施行期日等でございます。公布の日から

施行いたしまして、この条例による改正後の規

定は、23年４月１日から遡及適用いたします。

ただし、上記の（２）につきましては、他法の

施行日と合わせる必要があるために、別に規則

で定めることとさせていただきたいということ

でございます。

次に、15ページ、議案第６号「平成22年４月

以降において発生が確認された口蹄疫に起因し

て生じた事態に対処するための手当金等につい

ての個人の事業税の臨時特例に関する条例」に
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ついてでございます。

１の制定の理由でございますが、平成22年４

月以降に本県において発生した口蹄疫につい

て、口蹄疫対策特別措置法が施行されまして、

この口蹄疫に起因して支払われた手当金等に係

る所得につきましては、所得税、法人税、個人

住民税の法律による課税免除措置が講じられて

おります。一方、個人事業税につきましては法

的措置が講じられておりませんので、他の所得

課税税目とのバランスから同様の措置が必要と

いうことで、特例条例を制定するものでござい

ます。

２の規定の内容でございますが、昨年の口蹄

疫に起因して支払われた手当金等に係る所得に

課税する個人事業税について、課税を免除する

というものでございます。

（１）対象となる手当金の交付期間ですが、

平成22年６月１日から24年３月31日まで。これ

は国と同様の期間としております。

（２）手当金等に係る所得ですが、手当金等

の合計額から手当金等の額の計算の基礎となっ

た家畜に係る損失の額及び費用の額を控除した

額ということにしております。

（３）課税免除対象年度でございます。手当

金等の交付を受けた日の属する年の翌年度、つ

まり具体的には、昨年交付を受けた方は今年度

８月に課税される分からということになりま

す。

３の施行期日ですが、公布の日から施行する

ことということにしております。

説明は以上でございます。

市町村課であります。市町○鈴木市町村課長

村課の６月補正歳出予算につきまして、御説明

いたします。歳出予算説明資料の53ページをお

開きいただきたいと思います。市町村課の補正

予算としましては、９億15万3,000円の増額をお

願いいたしております。この結果、補正後の予

算額は、29億8,713万8,000円となります。

主なものにつきまして御説明いたします。55

ページをごらんいただきたいと思います。

（事項）市町村公共施設整備促進費でござい

ますが、９億15万3,000円の増額でございます。

これは、厳しい財政事情の中で、市町村が当面

する災害防災対策や行財政改革など、緊急かつ

重要な課題解決を図るために行う事業を対象と

しておりまして、「元気市町村支援資金貸付

金」の名称で無利子で資金を貸し付けるもので

ございます。この事業によりまして、各市町村

がそれぞれの実情に応じて行う地域づくりや行

財政基盤の強化を支援することができると考え

ております。なお、財源につきましては、全額

市町村からの償還金を充てることとしておりま

す。

市町村課につきましては、以上でございま

す。よろしくお願いいたします。

総務事務セン○花坂総務事務センター課長

ターでございます。総務事務センターの補正予

算について御説明を申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料57ページをお開き

ください。当課の６月補正予算は、1,500万円の

増額をお願いいたしております。この結果、補

正後の予算額は11億7,072万6,000円となりま

す。

その内容について御説明をいたします。59

ページをお開きください。ここの中ほどに記載

してございます新規事業の物品調達システム構

築事業でありますが、詳細につきましては、委

員会資料のほうで御説明をさせていただきま

す。委員会資料の６ページをお開きください。

まず、事業の目的でございます。この事業
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は、物品の調達に当たりまして、業者等への発

注から契約に至るまでの事務につきまして、イ

ンターネットを使って業務を処理するシステム

でございます。インターネットを使うことによ

りまして、公正・透明で競争性の高い契約の実

施を確保するとともに、物品調達に係る契約事

務の効率化を図るといったことでございます。

これを今年度、来年度の２カ年にかけて構築を

するということでございます。

次に、２の事業概要等でございますが、

（１）の電子調達システムの設計・開発等でご

ざいます。これにつきましては、昨年度に実施

いたしました物品の電子調達システムの導入に

向けたシステム環境検証の結果を踏まえまし

て、事業目的に最も則した設計開発をするとい

うことにしております。システムの稼働予定

は、平成24年10月を予定いたしております。

次に、（２）の対象所属でありますが、本庁

の総務事務センター、及び本庁と同じ宮崎地区

の出先機関に係る物品調達事務を行っておりま

す宮崎県税・総務事務所内の総務事務センター

でシステムを導入することにいたしておりま

す。その稼働状況を踏まえまして、その他の地

区の総務事務センターへの導入を検討していき

たいと考えております。

３の事業費でございますが、本事業は24年度

までの２カ年事業としまして債務負担行為をお

願いしております。総事業費は3,000万円でござ

います。委員会資料の13ページに債務負担行為

の記載をしておりますが、説明は省略させてい

ただきます。以上でございます。

危機管理課から御説明さ○金井危機管理課長

せていただきます。

お手元の平成23年度６月補正歳出予算説明資

料の61ページをお開きください。危機管理課の

補正額は、５億3,370万8,000円の増額でありま

して、補正後の額は８億7,071万7,000円となり

ます。

それでは、補正の主な内容について御説明い

たします。委員会資料の７ページをお開きくだ

さい。

まず、自主防災組織結成促進・活性化事業で

ございます。大規模災害に対応する初動は、地

域住民でつくる自主防災組織であり、被害を最

小限に抑えるには、初動でいかに有効な防災活

動ができるかにかかっております。このため、

本県でも、自主防災組織の結成及び組織の活性

化を重要な課題として取り組んでいるところで

あります。

事業の中身としまして、新たに結成された自

主防災組織や、研修会・防災訓練を実施するな

ど、防災意識の高い組織をモデル組織として位

置づけ、このモデル組織に防災資機材整備を実

施する市町村に対し補助を実施し、自主防災組

織の結成促進・活性化を図ることを目的として

おります。事業費は296万7,000円でございま

す。

次に、委員会資料の８ページをごらんくださ

い。宮崎県防災士ネットワーク活動支援事業で

ございます。

自主防災組織の結成促進・活性化をするに当

たり、一番重要な要素は、その働きかけをする

者が、その地域の実情をよく知り、信頼されて

いることであると認識しております。地域の実

情がわかり、地域住民とつながりがあり、防災

に関する知識と技能を有した防災士が活躍する

ことによって、自主防災組織の結成・活性化が

期待できます。県では、現在、県内各地に防災

士を育成しており、その連携団体である宮崎県

防災士ネットワークの活動を支援し、自主防災
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組織率の向上を図ることも目的としておりま

す。事業費は120万円でございます。

次に、委員会資料の９ページをごらんくださ

い。宮崎県地震防災戦略策定事業でございま

す。

東日本大震災での地震・津波による未曾有の

被害の状況を踏まえ、これまでに策定しており

ました東南海・南海地震や日向灘地震による地

震・津波による被害想定、減災計画を見直すこ

とによって、本県の防災対策の強化、防災力の

向上を図るものでございます。

なお、この事業は、現在、国の中央防災会議

で検討が進められております東南海・南海地震

などの連動を想定した大規模海溝型地震に関す

る検討結果を踏まえる必要がありますことか

ら、平成24年度にかけて取り組んでまいりま

す。事業費は、平成23年度から平成24年度の継

続事業となりますことから、平成23年度が2,854

万1,000円、平成24年度におきましては、委員会

資料13ページに記載しておりますが、2,874

万8,000円の債務負担をお願いしております。

次に、委員会資料の10ページをごらんくださ

い。宮崎県東日本大震災被災者等支援基金設置

事業でございます。

東日本大震災により甚大な被害を受けられた

被災者・被災地に対しましては、現在もさまざ

まな対策、支援が進められているところです

が、復旧・復興には、日々変化する被災地の実

態、ニーズを踏まえながら、その状況に応じた

中長期的な支援が必要とされております。

また、本県は、昨年の口蹄疫の発生以降、高

病原性鳥インフルエンザ、新燃岳の噴火といっ

たたび重なる災害に対し、今回の被災地を含め

全国からの支援を受けたところであり、これら

にこたえる意味で、県民や企業、団体などを含

め、全県一体となって連携しながら、被災者・

被災地への支援を行うべきと考えておりまし

て、県独自の基金を設置し、当該支援に取り組

んでまいります。

事業費は、一般県費としまして４億5,000万円

に、県への寄附金5,000万円を加えた５億円でご

ざいます。

補正予算の説明は以上であります。

続きまして、特別議案の内容について御説明

いたします。委員会資料の16ページをお開きく

ださい。議案第９号「宮崎県東日本大震災被災

者等支援基金条例」でございます。

ただいま補正予算の中で御説明いたしました

本県独自の基金を造成するための条例を新たに

制定するものでございます。

基金条例の概要といたしましては、基金に積

み立てる額は予算で定める額としており、具体

的には補正予算の説明のとおりでございます。

基金の運用から生じる収益につきましては、一

般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入する

こととしております。また、基金については、

基金の設置目的であります、東日本大震災によ

り被害を受けました被災者・被災地の支援のた

めに行う事業の費用について取り崩しで充てる

こととしております。

施行期日は公布の日からでございます。な

お、基金の設置期間につきましては、被災者・

被災地の復興の状況などを踏まえながら検討す

ることとし、明示はしておりません。

特別議案の説明は以上であります。審議のほ

どよろしくお願いいたします。

それでは、消防保安課○山之内消防保安課長

につきまして御説明を申し上げます。

再度申しわけございません、平成23年度６月

補正歳出予算説明資料の65ページをお願いいた
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します。消防保安課の補正額は、5,009万6,000

円の増額でございまして、補正後の額は、４

億9,158万7,000円となります。

それでは、補正の主な内容について説明をさ

せていただきます。恐れ入ります。再度また委

員会資料の11ページのほうにお戻りいただきた

いと思います。

新規事業、新総合防災情報ネットワーク整備

事業でございます。

まず、１の目的でありますが、総合防災情報

ネットワークは、県庁、県出先機関、市町村・

消防本部、そして防災機関を、地上系無線と衛

星系無線で結びました通信ネットワークであり

まして、電話、ファクスのほか、気象情報、災

害情報、映像、雨量、水位、震度などの各種

データ伝送に、平常時から利用されているもの

でございます。特に災害時には、ＮＴＴ等の公

衆回線が途絶しましても、このネットワークを

利用しまして、被害状況収集や情報伝達を行い

まして、迅速な災害対策に活用される重要なシ

ステムでございます。このネットワークにつき

ましては、前回の整備から14年が経過しており

まして、機器の故障頻度が高くなってきている

ことから、機器の全面的な更新を行い、信頼性

の向上、情報通信機能の強化、こういったこと

を図ることを目的としまして、再構築のための

実施設計を行うものでございます。

次に、２の事業概要でございますが、今年度

と来年度の継続事業といたしまして、平成21年

度に行いました基本設計をもとに、平成24年度

以降の工事発注に必要な詳細設計書を作成する

ための実施設計を行うものでございます。実施

設計後、更新工事に着手しまして、数年のうち

に整備を完了したいと考えております。

３の事業費でございます。実施設計の事業費

は、平成23年度から24年度の継続事業として実

施しますことから、平成23年度が1,984万5,000

円、平成24年度につきましては、恐れ入ります

が、この委員会資料13ページの一番下の欄に記

載しておりますが、4,630万5,000円の債務負担

行為をお願いしておりまして、総額といたしま

して6,615万円となるところでございます。

続きまして、同じく、この資料の12ページを

ごらんいただきたいと思います。改善事業、地

域防災力強化促進事業でございます。

この事業につきましては、平成７年１月に阪

神・淡路大震災を経験いたしまして、消防に対

する住民のニーズや期待にこたえるためには、

市町村の消防力を強化する必要があるという考

えから、平成８年度に県単補助制度として創設

した事業でございます。３年ごとに事業を見直

しながら、市町村の行う消防防災施設等の整備

に対し助成を行ってきたところでありますが、

今回、昨年までの事業内容を一部見直し、名称

を「地域防災力強化促進事業」としてお願いす

るものでございます。

近年、自然災害の大規模化、多発化が危惧さ

れる中、地域の防災力を強化するため、１の目

的にありますように、消防の常備化の推進や市

町村が実施します消防防災力強化のための施設

等の整備、それから、緊急消防援助隊の体制強

化に対する支援を行うものであります。

２の事業概要等でありますけれども、市町村

が実施する３つの事業に対し、助成等を行うも

のでございます。

まず、（１）消防非常備町村の常備化であり

ます。現在、県内には７つの非常備町村があり

ますが、そのうち美郷町、そして西臼杵３町が

現在常備化に向けて検討を進めており、この４

町が行います消防常備化のための事業に対しま
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して、助成を行うというものでございます。昨

年度までの３年間につきましては、いろんな先

進地視察のための旅費、そういったことを中心

にしておりましたけれども、今後は、常備化の

ための調査委託、住民説明会など、常備化に向

けました具体的な取り組みに対しまして、助成

を行いたいと考えております。

（２）消防防災力の強化でありますけれど

も、これまでと同じように、市町村が行います

消防資機材の購入、耐震性貯水槽の設置、こう

いった事業に対しまして助成を行うものであり

ます。

（３）緊急消防援助隊の体制強化につきまし

ては、御案内のように、東日本大震災に出動し

まして記憶に新しいところでございますけれど

も、本県の緊急消防援助隊が、災害現場で十分

にその機能を発揮できるよう、資機材の整備や

訓練の実施による体制強化を図るものでありま

す。

次に、（４）の補助率でありますけれども、

消防非常備町村の常備化につきましては、定額

の80万円以内、ほかの２事業につきましては、

市町村の財政力指数に応じまして、３分の１以

内もしくは４分の１以内としたいと考えており

ます。

３にございますように、事業費は2,352万円で

あります。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いします。

以上で執行部の説明が終わりま○山下委員長

した。今から質疑に入りたいと思います。

最初は統括的にお尋ねをしたいと○鳥飼委員

思います。あとは譲って、その都度、後ほどし

たいと思いますが、今度、補正予算560億で肉づ

けということなんですけれども、県民政策部で

も申し上げたんですが、当初で計上しておいて

もよかったんではないかという事業が結構見受

けられるんです。これについての考え方につい

て御説明をお願いします。

鳥飼委員のおっしゃるとお○日隈財政課長

り、今回は、骨格予算で２月議会において当初

予算を編成させていただきましたけれども、４

年前の、同じく知事選がございました、東国原

知事が誕生した前回の例でいくと、通年予算

の80％程度を骨格予算に盛り込ませていただい

ております。今回どの規模までできるかという

ことで、河野知事とも就任後、時間のない中で

何とか詰めたんですけれども、おおむね90％超

える程度は盛り込もうということで、21日が知

事就任でございましたけれども、実質、予算編

成で使える日数というのが１週間から10日程度

しかございませんでした。その間、新燃岳の噴

火とかで大変だったんですけれども、何とか時

間を確保しながら逐次説明いたしまして、90％

は何とか超えようということで、県民生活に影

響のないものを優先して入れ込んだ結果が、90

％少々、前回の例からすると10％強の増になり

ますけど、そういった骨格予算を組ませていた

だいたところであります。

ただ、おっしゃるとおり、中には、早目に対

応したほうがよかったんじゃないかと思われる

ような事業も確かにあることは承知しておりま

す。一方、政策的な色合いのある事業等につい

ては、やはり新しく知事になられた方の判断も

ございますので、了解を得た上で知事の責任で

提案するということもございますので、そう

いった勘案の中で骨格でその程度の予算となっ

た次第でございます。

わかりました。今の河野知事は、○鳥飼委員

副知事としてつい最近まで在職しておられたわ
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けですから、総務部長時代含めましてかなり詳

しいと思っているんです。そういう見方も一つ

あるということで、また４年後になりますけ

ど、４年後は知事選がありますから、計上して

いいものは計上しておってもいいんじゃないか

なという感じがしましたので、申し上げまし

た。いろいろ財政課は御苦労があって大変だろ

うと思いますが、一応申し上げてみました。

この分厚い冊子の概要について、総務部長か

らいろいろと御説明がありました。中身にかか

わってまいりますが、４ページに自主財源の表

があります。これでいきますと、自主財源は当

初で1,873億、補正で2,204億2,000万と。県税の

ところですけれども、先ほど専決処分の御説明

がありましたが、779億ということで前年と同じ

計上が当初でされておりまして、先ほどあった

ように、決算が820億ということですけれども、

その考え方について御説明いただきたいと思い

ます。

今の御質問は820億の考え方と○吉本税務課長

いうことでしょうか。これにつきましては、地

財計画とかそういうものを参考に見込んでくる

わけですが、法人につきましては企業のアン

ケート、個人県民税につきましては各市町村へ

のヒアリング、そういうものを総体的に含めま

して、各税目ごとに見込みまして同じ額を計上

させていただいているということでございま

す。

わかりました。また後ほどお尋ね○鳥飼委員

したいと思いますが、５ページの基金の御説明

がございました。基金の残高の推移ということ

で、562億からずっとありまして、22年度、結果

的に568億ということで、これは日隈課長のとこ

ろで頑張っていただいて、もちろん総務部長が

トップになって頑張っていただいた結果だと

思っているんです。今度の第３期計画にも絡ん

できますけれども、こうなりますと４年後には

こうですよというようなことで、財政再生団体

にということでされるような感じなんですね。

結果的には、見てみますと、当初の計画からす

ると、財政課所管の２基金は、22年度末に380億

ぐらい増を確保したんではないかということに

なっております。23年が373億ということになっ

ていまして、そこら辺の考え方についてお尋ね

しておきたいと思います。

まず、22年度のお話はありが○日隈財政課長

とうございます。例年20～30億しか特別交付税

もらえないところを、特別交付税等も120億を何

とか確保できたということ。そして、年度間通

じまして昨年度はどうしても予算執行が十分で

きなかったということで、執行残も多かったと

いうことで、一遍基金に戻す形で一時的にふえ

る形になりました。ただ、それがいい予算執行

だったかどうかというのは別の問題だと思って

おります。

大きなトレンドとしては、基金残高について

は右肩下がりで徐々に落ちてきている。議会の

御質問でもございましたけど、平成４年度のと

きには２基金で900億近くあったものが、今

で300台ということになってきて、今後について

は、税制等の改正なく歳入が十分伸びない場合

には、社会保障関係費等の増嵩がありますの

で、収支不足はかなり拡大してくる。また、経

済対策等で設けていただいた基金等もなくなっ

てしまうということになれば、そういった負担

も出てくるということで、大きな収支不足が考

えられるところであります。

これまでも、三位一体改革等で一遍に交付税

がごとんと落とされて、収支不足が300億を超え

ること等も単年度でもございます。これは個人
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的な感覚かもしれませんが、どう考えても、一

回ぼんと落ち込むことがあっても、やはり300数

十億は最低限基金を確保しておきたいというの

が財政課長としての考えであります。何とかそ

の水準は維持・確保していきたいということで

ありますけれども、今のところ、財革で計算し

ますと、計画どおりのラインで100億円、99億円

ぐらいが最低限の目標でありまして、願わく

は、今申し上げたように、300程度はないと何か

があったときには予算が組めないのかなと。水

準的なものとしてはそのようなものを考えてい

るところです。

これは行財政改革とも絡んでくる○鳥飼委員

んですけれども、その辺の兼ね合いが非常に難

しいと。人件費の比率とか、後ほど議論したい

と思いますけれども、しっかり業務をやっても

らいたいというのが一つあるんです。今度の原

発事故を見たときに、大丈夫だ、大丈夫だとみ

んなが言うから、大丈夫なんだというふうに

我々自身も考えていたところに、物すごい事故

があったと。原発で起こす電気は６円ぐらいで

一番安いとか言っていたのが、とんでもないも

のだったということがわかったわけです。だか

ら、３月11日以降は、やはり自前で、宮崎県で

考えていく必要が出てくると。国がこう言うた

からこうだということではなくなってきたん

じゃないかと。県債の返還についても 転貸―

―債の1,200億を除く、臨時財政対策債を除く

これも国の都合でこういう形でやってきたわけ

ですから、その中のやつが、除いたら減ってき

たんですよと言われるわけですね。しかし、交

付税措置があるのを考えれば、まだ残った分の

中にあるわけです。交付税措置しますよという

のは、３割か４割かちょっと忘れましたけれど

も、純粋に県の借金は、今でいえば4,000億ぐら

いになるのかな、3,000億ぐらいになるのかなと

いう感じはするんです。ですから、国はそんな

ふうに今は言っているけれども、交付税措置し

ますよというのも私は信用ならんと思っている

んです。というような思いがありまして、しっ

かり宮崎県としての努力というんですか、県民

の暮らしを一番優先して考えたときに、やっぱ

り人がいないとそういう体制もできないと思う

んです。今度の津波の問題でもいろいろ計画を

出しますし、危機管理関係のやつも14年ぶりに

見直すとかいうのが出てきますけれども、果た

してそんなもんでよかったんだろうかというこ

とを問われてくると思うんです。ですから、そ

こら辺はしっかり仕事ができる体制をつくって

もらいたいという思いがあります。

今までずっとこのところで、行財政改革が始

まって、「いつにはなくなりますよ」というこ

とで言われるから、それは大変だということで

ぎゅうぎゅう詰めてくる。また２期も詰める。

また今度も詰めるということで、そこら辺の兼

ね合いはやっぱりしっかりしてもらいたい。そ

れのかなめとなるのがやっぱり総務部だという

ふうに思っているんです。その辺は、もう答え

は要りませんけれども、総務部長にもよろしく

お願い申し上げておきたいと思います。

あとは、また後ほど申し上げます。

今、基金の質問がありましたので○西村委員

関連して聞きますが、23年度予算案概要の５

ページに、財政関係２基金と出ているんです。

残高の推移ということで今お話があったんです

が、昨年のやつを見ると財政課所管４基金に

なっているんです。たしか前の前の年は２基金

だったと思うんです。年度によって冊子が来る

し、数字も多少違うんですが、これはどういう

ことでしょうか。
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昨年度までの資料は、財政課○日隈財政課長

所管４基金ということで表示させていただいて

おりました。これはずっと昔からというか、従

前から４基金表示させていただいております。

ただ、実際は、財政課所管は今５基金ございま

す。そして、各県比較等も、これは新聞であ

れ、いろんな資料であれ、全国的にも、財政所

管の財政調整を行う２基金の金額で各県の基金

残高を比較するという傾向になっております。

それ以外の２基金については、特定目的の基金

でありまして、１つは県有施設維持整備基金と

申しまして、県有施設の増築・改築あるいは新

築に充てるための基金。そして、もう一つは

県21世紀基金と申しまして、例えば試験場関係

の整備といったものに充てる基金。21世紀基金

の残高は非常に少ないんですけれども、県有施

設のほうは70億ございます。特定目的にしか使

えない基金が県全体では相当な数ございます。

これは略して特目（特定目的基金）と言うんで

すが、それで財政の収支の調整を行うというも

のでもないもんですから、各県同様、今年度か

らの第３期改革では、各都道府県との比較もわ

かりやすくするために２基金表示にしているも

のであります。

わかったようなわからないよう○西村委員

な。５つあって、５つのうちの２つが今回出

て、３つは特定のものにしか使えないから、他

県との比較等に使えないので、この場合の資料

には提示されていないということですね。この

グラフにはあらわされていないということです

ね。

もう一度すみません。予算編○日隈財政課長

成をした場合に、収支不足、要するに不足額を

調整する主な基金は、この２基金で調整させて

いただいております。この２基金があるかない

か、どれだけあれば乗り越えられるのかという

指標となる基金でありますので、この２基金で

今後表示させていただきたいと考えているとい

うことであります。

過ぎたことなんですけど、何で去○西村委員

年までは４基金で表示をされていたんですか。

若干ですけど、あたかもまだ少し余裕があるよ

うな雰囲気が見えたんですけど。

先ほど申し上げました残りの○日隈財政課長

― ―２基金 本当は３つになりますけれども

従前からの２基金は、申し上げとおり、箱物の

ための基金でありました。平成の特に１けた年

代、あるいは10年度を超えても、そのあたりま

では箱物の建設が非常に多かった時期でしたの

で、それに充てるお金も含めて表示したほうが

適切だということで、財政課が持っている基金

をすべて表示するということでまいりましたけ

れども、平成15年度の第１期財政改革策定以降

は、箱物建設等については抑制ということでま

いりました。公共事業には使いません。箱物だ

けということでまいりましたので、そういった

ほうに使うお金は特定の部分だけということに

なります。それで全体の調整を行うということ

になっていなかったものですから、今回そのよ

うに改めたということであります。

わかりました。基金は以上で終わ○西村委員

ります。

先ほど、財政再生団体となる恐れ○宮原委員

がありますと。ちなみに、他県の基金残高が少

ないという話もよく聞いているんですけど、九

州内で財政再生団体になっているところはある

んですか。

都道府県はございません。市○日隈財政課長

町村についても、過去はございましたけれど

も、現在はありません。
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以前、財政再生団体に転落を○右松副委員長

した夕張市は、住民生活にかなり影響が出てい

まして、住民税が3,000円から3,500円に上がっ

たり、固定資産税が0.05％上がったり、軽自動

車税も上がっています。住民生活にかなりのダ

メージを与えるものであります。ですから、財

政再生団体に転落するということは決して想定

してはいけない。それになる前に手を打つべき

だと思っているんです。そういった意味で、こ

ちらの基金の残高は、26年度以降が非常に心配

しております。そういった中で行財政改革を進

めているわけですけれども、委員会資料の22

ページ、23ページ、行財政改革の具体的な取り

組みの中で、財源をどこで捻出していくかと。

そういったときに、歳入の確保というのは、広

告収入とかネーミングライツ、こういったとこ

ろで収入を得ると言われますけれども、税収が

これから伸びるのは難しいという中で、歳入を

ふやしていくというのは現実的に考えれば非常

に難しいと思うんです。そうすると、歳出を抑

えていくという考えの中で、例えばこの中には

具体的に経費が出ていますけれども、どういっ

た部門で歳出を抑える考えか、まずそこをお聞

きしたいと思います。

大きくは、右松副委員長から○日隈財政課長

ありましたように、歳出の削減というのが一番

大きいんだろうと思います。ただ、第１期改革

をやって、第２期改革をやって、人の数につい

ても、先ほど行政経営課長から御説明がありま

したけれども、これ以上大きく削減するという

のは難しい状況になっております。しかし、そ

う言ってはおれませんので、それぞれの項目に

ついて徹底した見直し等を図ってということで

ここに書かせていただいているところです。

もう１点、歳入については、ここには控え目

な数字を入れさせていただいておりますけれど

も、抜本的には、申し上げているとおり、歳出

増の内容は、社会保障関係費の増嵩という大き

い問題がございます。そういった面では、税政

改正等を含めて財源確保、それと県税収入につ

いても伸びていくように、企業誘致を含め産業

の振興等を図りながら、収入増を図っていく必

要があるかというふうに考えているところで

す。

これだけ厳しい財政状況です○右松副委員長

から、よほど大胆な改革を歳出削減でしていか

ないと。基金の枯渇が間違いなく現実的な問題

として 私は危機感を持っている中で、何を―

聞きたいかというと 具体的な取り組みとし―

て、一般行政経費の部分はさらに削っていかな

ければいけない部門だと思っているんです。

具体的に言いますと、行財政改革プランの48

ページですけれども、一般行政経費が見直し目

標額268億円になっています。この中で、「事業

効果、必要性、緊急性が低下しているもの等に

ついては、原則廃止とする抜本的な見直しを行

います」そして、「施策と財源のさらなる「選

択と集中」を進めていきます」という中で、私

が問いたいのは １つは、49ページの一番上―

にあります、県出資の公社等の数、及び常勤役

員職への県職員の派遣人数、これは１割程度削

減するとなっています。この目標数値が１割で

本当に妥当なのかと。これだけ厳しい財政状況

でありますから、財政再建を果たすためには、

私はやはり１割では物足りないと考えていま

す。

２点目が、物件費・維持補修費ですけれど

も、ここに書いていますとおり、「極めて厳し

い財政状況を職員一人ひとりが認識し、旅費や

需用費、役務費等の経費について、情報通信技
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術（ＩＴ）も活用しながら必要最小限となるよ

うに節減に努めます」となっております。こう

いったところを、今までの通常の感覚、意識か

ら相当転換をしていかないと、これ以上の歳出

の削減は難しいと考えていますので、こういっ

たところの見解を教えてください。

まず、最初の公社等改革○大坪行政経営課長

についてですけれども、先ほど新しい行財政改

革プランの話がございました。その資料、お手

数ですが、30ページを開けていただけますで

しょうか。今回、議案として御提案しています

行財政改革プランの30ページに、⑨としまして

公社等改革の推進についてうたっております。

その中で、実施方針の３行目の後段にあります

が、新宮崎県公社等改革指針というものを平

成22年２月に策定いたしておりまして、そうい

う中で今後の公社等の役割あるいは県の関与の

あり方を徹底的に見直すということにいたして

おります。さらに、県職員の派遣ですとか、公

社等への県の財政支出額につきましては、め

くっていただきまして31ページになりますけれ

ども、具体的に数値目標を立てまして、そう

いった目標に沿って進めていくということにい

たしているところでございます。

委員がおっしゃいましたように、もっとこれ

を急激にすべきじゃないかという御議論は一方

であろうかと思いますけれども、いろんな公社

等の実態等も踏まえまして、新指針でこのよう

な数値目標に沿って公社等改革を進めていくと

いうことで定めたところでございます。

公社等に常勤役職員を県職員○右松副委員長

から派遣するというその位置づけと意味を教え

てください。

公社等につきまして、公○大坪行政経営課長

社の趣旨、目的等ございまして、いろんな経緯

もございますし、公社等からの要請等もありま

して、そういう中で、現在、そこに掲げている

ような職員を派遣しているという実態でござい

ます。

一般の市民からすれば、説得○右松副委員長

力が全くない回答だと思っています。本当に県

職員が公社に行く必要があるのか。それはしっ

かりとした理由づけが必要だと思います。別に

きょうは結論を求めませんけれども、やはり必

要最低限の職員を派遣すると。必ずや理由づけ

があってしかるべきだと思っています。削減す

るのも、１割じゃ私は物足りないと思っていま

すので、これはふやしていくべきだと思ってい

ます。

物件費のところで、旅費に関して、委員会資

料の５ページですけれども、東日本大震災被災

地職員派遣事業、こちらに２億1,513万1,000円

投じています。東日本大震災被災地に対して、

感謝プロジェクトで知事が口酸っぱく言われて

いますので、非常に大事なことだと思っていま

す。私は２億1,513万の中身を知りたいんですけ

れども、まず、職員派遣が何名、それから期間

を教えてください。

予算上の積算で申し上げます○桑山人事課長

と、短期派遣のほうでは、約840名を派遣する予

定で予算を計上しております。具体的には、人

事課がやっております事務職員、これを12月ま

でを一つの目安に45班体制で、45班掛ける12名

で540名程度。それから、福祉保健部でやってお

ります健康相談等の関連で220名程度、その他と

いうことで、年内を想定して840名という積算を

しております。

ちょっと今、計算機がないも○右松副委員長

んですから。１人当たり幾らぐらいの予算がつ

くことになりますでしょうか。
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派遣の仕方は、私ども人事課○桑山人事課長

でやっております場合は、まとめて飛行機に乗

せまして、東京に宿泊させて、大型バスを１台

借り上げて運ぶというやり方。それから、福祉

保健部のほうですと岩手県と福島県 私ども―

が宮城県ということで、場所も違います。それ

ぞれルートが違いますのでコストも違います

が、私どもが１班派遣する際に、大体８泊９

日、今は10泊11日派遣しておりますが、これ

で100万円ぐらいかかっております。人数が12名

でございますので、１人当たりに直しますと、

途中のバスの借り上げとか含めまして８万から

９万というところになります。

派遣職員に対して手当はつく○右松副委員長

わけですか。

職員は、通常の出張という扱○桑山人事課長

いで参ります。したがいまして、旅費等は実費

で出すことになりますので、私どもがまとめて

飛行機の手配をしたりあるいはバスを借り上げ

れば、職員には一切、旅費としては支給されま

せん。そういう実費に基づいて旅費は支給され

ることになります。

あと、現地では、当然、８時半から５時まで

というようなことでは仕事はできませんので、

時間外勤務あるいは当直等も行っております。

避難所あたりで避難されている方のいろんな面

倒を見るために時間外勤務等が生じた場合に

は、必要な手当を出すという状況でございま

す。

細かいことで大変恐縮なんで○右松副委員長

すが、旅費ですけれども、航空券は早期割引と

かを使って取得されているんでしょうか。

震災が発生しまして、私ども○桑山人事課長

人事課でやっております事務職員の派遣は４月

１日が最初でございました。当時は、航空機の

座席に余裕がある際には、全日空さんであると

か、あるいはＳＮＡさんであるとか、無料で乗

れるチャンスもございました。それで、総合交

通課のほうと協議をしまして、そういう飛行機

が使える場合には使うという対応をしておりま

した。その後につきましては、私ども特定の航

空代理店と契約をしましてやっておりました。

それはいわば通常の往復割引といった程度で

しょうか。それから、東京から現地、宮城県ま

でのバスの手配については東京事務所でという

ことをやっておりましたが、最初のほうは、い

ろいろ交通事情が怪しいとか不測の事態もあり

ますので、なるべく変更のきく形でやっており

ました。最近は安定してきておりますので、具

体的には、業者から複数見積もりをとりまし

て、安いところに発注するという形に切りかえ

てやっております。

納得のいく御回答ありがとう○右松副委員長

ございます。一事が万事、意識改革はこういっ

たところから始まっていくものだと思っていま

す。事業費が２億1,500万で相当大きいわけです

から、経費の削減面でどこまで意識を持ってい

らっしゃるか伺ったところでございました。

もう１点、長期派遣の代替職員の報酬賃金等

で3,760万出ているわけですけれども、期間に

よって職員の数が一時減りますが、それは代替

職員で埋めなければどうしても仕事が回ってい

かないものなんでしょうか。

予算計上に際しましては、１○桑山人事課長

人の派遣職員が６月から年度末までということ

で、10カ月ぐらい長期派遣されるという想定の

もとに、そういった職員が25名と計算しておる

んですけれども、そういう積算をもとに臨時非

常勤職員 特に技術系の職員が行きました場―

合には、専門技術的な代替職員を充てる必要が
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あります。そういう場合には非常勤職員を活用

することになると思うんですが、そういう予算

計上をしております。

ただ、現在行っております派遣では、土木職

員を２カ月交代で３クール、２名の２カ月で６

名という派遣ですね。あるいは事務職員はきの

うから長期の派遣を行っております。１～２カ

月行って帰ってくるということで、そうなりま

すと、各所属での欠員の状態が極めて短期間に

なりますので、そういった場合には、現在の穴

があいた状態で、当面、お互い助け合っても

らって工夫しながらやってもらいたいと。した

がって、この予算を使わない形で対応すること

になろうかと思います。

ただ、過去の阪神・淡路大震災、そういった

ときには、土木職員であるとか、あるいは埋蔵

文化財の関係とかで１年を超える派遣等もあり

ますので、今後、地元ニーズに応じてそういう

長期の派遣が出た場合には、こういった予算を

活用して、業務に支障がないように、県民サー

ビスに支障がないように対応していきたいとい

うことでございます。

わかりました。後は関連質問○右松副委員長

でさせていただきます。ありがとうございまし

た。

危機管理課に聞きたいんですが、○星原委員

７ページの自主防災組織結成促進・活性化事業

ということで改善で来ているんですが、我が宮

崎県の場合は、今回、新燃岳の噴火もありまし

た。地震から、火山噴火の問題から、台風、大

雨、ゲリラ豪雨とか、いろいろ出てくると思う

ので、今回の東日本大震災の現状を見ていく

と、最低限どの地域にもそういう組織をつくっ

ておくべきだろうと。そうすると、今までつく

りながら来ておって、まだつくっていないとこ

ろあたりの対処の仕方というのは、市町村との

連携の中でどのように組織づくりについては考

えて進めてこられて、いつごろまでに大体どの

地域にもそういう組織をつくらないかんという

ことで、ちゃんとできるという見通しはあるん

ですか。どうなんですか。

自主防災組織の結成につ○金井危機管理課長

きましては、県としても、市町村がまず第一義

的にやっていただいているものですから、市町

村の担当者に対するこの重要性の研修会等を開

くのを第一義にしております。

それと、何よりも地域の自主性、地域がみず

から、自分たちのところは自分で守るという姿

勢が必要なものですから、そういった組織を

しっかりつくっていただく。並びに、組織が

あったとしても実質的に動いていないところも

ございますので、そこをいかに活性化するかと

いうことで、まず、防災士の育成というところ

に県は今、力を入れておりまして、市町村も防

災士の育成等には協力していただいておりま

す。

そのほか、組織をつくれといいましても、つ

くってもなかなか動かないものですから、災害

用救助資機材ということで補助事業を今、展開

しております。組織をつくっていただいたとこ

ろにつきましては、市町村から要望をいただき

まして、ある自治会のあるスペースがございま

したら、そこにプレハブをつくりまして、その

中に発発（発動発電機）とかヘルメット、その

ほかバールとかもろもろの資機材を、約40万程

度の予算をつけさせていただきまして進めさせ

ていただいております。

ただ、前から言われているとおり、祭りとか

小さな子供会とかそういう自治体の活動がふだ

んから活発でないところは、なかなか進みませ
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んので、それも含めまして一応進めていただこ

うということを、自治体の担当職員とうちのほ

うで協議しておるところでございます。

ただ、自治体の職員も総務課的なものでござ

いまして、いろいろ兼務されておりまして、防

災専従ではございませんで、多忙な中でやって

いただいていますので、うちのほうからも職員

を派遣しまして説得してやっていただく。今

度、防災士を育成していますので、防災士が中

心となってそういう活動を広げていただくとい

う防災士ネットワークの進め方もしております

ので、今後は、ある程度その活動も活性化して

いくのではないかというふうに期待しておると

ころであります。

今回の東日本大震災のテレビの映○星原委員

像とか、あるいはインタビューなんかを受けて

「大変だった」と。生き別れになったりいろん

な形の状況をみんな見ているわけです。今まで

は、多分、大丈夫だろうとかいろんな形で、地

域の中でも、差し迫った問題としての意識が薄

かったような気がするんです。だから、こうい

う組織をつくっていこうとするなら、こういう

問題が起きたときに、みんなの頭の中から消え

ないときに、最低限の準備とか、あるいは防災

士なんかの育成とかそういったものを絡めなが

ら、そして、特に中山間地域というのは、昔は

青年団活動とか婦人会活動とかいろんな活動も

あったんですね、社会の中に。今は消防団ぐら

いが地域で何とか活動しているぐらいのところ

が多くて、そういうのも減っていますから、逆

に言えば、中山間地域のいろんな問題、事象に

対してやっていく上でも、そういう組織ができ

上がって、そういう人たちが中心になって地域

の活性化という面にも活用できるんじゃないか

という気もするんです。

ですから、地域の防災組織が果たす役割が、

災害だけじゃなくて、地域の中において、地域

を守っていく、維持していく、そういう形にま

で広がるんじゃないかなと思うもんですから、

今回のことを見ていれば、そういうことに合わ

せて、県内全域にそういうネットワークをつ

くってもらうことが大事かなと思っています。

ぜひそのような形で、一方では、市町村と連携

ですから、市町村の意見等を聞きながら、県は

県としてこういうことはできないかということ

があれば、そういうことをやりながらつくって

いただくとありがたいと思います。

それと、防災士ネットワークということで８

ページに出ているんですが、現在、多分、何十

名かいらっしゃると思うんです。今、地域につ

くる中に、１地域に最低１人を置こうとするの

か。そうなってくると、今後の数の見通し、そ

の辺を育成の仕方とあわせてどういうふうに考

えておられるのか、聞かせていただくといいと

思います。

現在、県内に400名以上の○金井危機管理課長

防災士の資格を持った方がおられるんですが、

これは県が育成した者のほかに、簡易郵便局の

局長さんとか、郵便局をやられた方も含まれて

その数字になっております。ただ、私たちの目

標としましては、県内に約2,700の自治会がある

んですけれども、この2,700というものが理想的

な形ではないか。１自治会に１人は必要じゃな

いかということで、その2,700をめどに、これは

うちの事務局が目標としているんですけれど

も、これで今進めさせていただいておるところ

であります。

現在、防災士の育成事業をやらせていただい

ているんですが、年間大体100名程度の育成状況

でございます。過去は、防災士機構の試験の資
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格がなかったもんですから、少なかったんです

が、最近は、防災士機構から試験をできる自治

体として認定していただいたものですから、費

用も少なく済みますので、約100名をめどに進め

させていただいています。

なお、今年度は、大震災の後につきましては

かなりの問い合わせが来ております。どういう

ふうに受ければいいのか、どこであるのかとい

うことでかなり来ていますし、試験会場も教養

会場もふやして、ちょっと余計に対応しようか

という計画で今、進めさせていただいていると

ころであります。以上です。

今のお話では、400名ぐらいが資格○星原委員

を持っている。今、毎年100名ぐらいということ

で、目標は2,700名ぐらいと。今回はかなりふや

してということなんですが、100名で2,700名と

考えますと、今400名で、ことしの分で500名ぐ

らいとしても、22年かかるんですね、単純に言

えば。数字の上では。そういう形でなくて、

今、試験会場とかいろんなのもということであ

りましたが、消防団のＯＢの人たちもいますよ

ね、もう上がった人たちが。消防の経験とかい

ろんなことを訓練されてＯＢになっている人た

ちもいるわけです。そういう人たちに協力をも

らって数をふやしていこうとするのであれば、

そういう方法とかはとられないものなんです

か。その辺はどうなんですか。

防災士というのは一応の○金井危機管理課長

目安でございまして、そういう指導ができる資

格を有しておるという程度です。ただ、資格を

持っていても、地域の住民の信頼が得られてい

ないと動かないという大きな問題点はございま

す。「防災士」がなくても、元消防団員とか元

消防団長ということで信頼が得られていてそう

いう知識があれば、地域の防災リーダーとして

皆さんの信頼を受けますので、「防災士」がな

ければならないといったものでもございませ

ん。ある程度の余裕的なものはあろうかと考え

ております。

今言われることはわかるんですけ○星原委員

ど、目標を2,700名に置いているということであ

れば、そこに向かってどれぐらいの年限の中で

そこまで持っていこうとするのかということと

実際の対応は、今言われたように、消防団―

ＯＢで、我々の地域でも部長を毎年交代しなが

らやって上がっていったりしていますから、そ

ういうリーダーというのは結構いるだろうと思

います。災害等が起きたときには、地域で信頼

される人でないとなかなか地域を守っていけな

いだろうと思います。そういう点とあわせなが

ら、後はどういうふうに皆さん方が市町村と連

携をとりながら、ここまでにこれぐらいはと目

標を掲げてやるかやらんかだろうと思うんで

す。リーダーであれ、防災士であれ、そのやり

方はどっちでも私は構わないと思うんですが、

今回みたいな災害が起きたときに、特に中山間

地域は、そういう状況の中では、お年寄りを

しょっていく役割とかいろんなのを決めない

と、多分、避難するでも大変だろうと思うんで

す。

ですから、ぜひこれについては、そう長くな

い年限の中でリーダーなり防災士なりを認定す

ること、あるいはそういう資格を持つことで責

任とかいろんなものも生まれてくると思うんで

す。そういうところはしっかりしておくべき

じゃないかなと思いますので、ぜひそのような

ことをお願いしたいと思います。

それと、これはここの中ではないんですが、

今回の東日本の災害を見て、タクシーの運転手

さんに この間、横田議員もちょっと言った―
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んですけど 「海抜幾らぐらいの高さを今、―

走っていると思いますか。お客さんを乗せた場

合に、どの地域がどれぐらいのところなんだと

いうのはわかりますか」と言ったんですけど、

「いや、うちの会社ではそういう指導とかそう

いう話はないんですよね」と。自分たちも、も

し何か起きたときに、津波なんですが、ああい

う状況のときには、どれぐらいのところを自分

が今、走っているのか。どの高さのところまで

行けば何とか避難できるのかという話を持ちか

けたら、「そういうことでもやってもらわんと

なかなかわかりませんよね。ないんですよね」

という話があったんです。

そのときに思ったのが、市中には電柱がいっ

ぱいありますね。赤、黄、白、黒でもいいんで

すが、２メーターとか、５メーターとか、10

メーターとか、通りにある電柱なりビルのどこ

か一角に、これは本当は全国統一でいいと思う

んですけど、そういう目安になる高さのものも

どこかにないと、日ごろ避難場所が決まってい

てもなかなか難しいんじゃないか。いろんな情

報が入ったときに、５メーターの津波とか、３

メーターとか、10メーターとか仮にあって、自

分がいる位置がどれぐらいのところというのを

わからせるような目安の帯を、夜光の入ったや

つだったら光が当たれば夜でもそういう高さの

位置がわかるわけです。そういうことはできん

かなと思っていたところなんですが、そんな判

断というのはないものですか。

そのとおりでございまし○金井危機管理課長

て、先日、地震の後に、局長のほうで各沿岸10

市町の首長さんのほうと意見交換させていただ

きました。同じような要望がございまして、県

内統一的な標識も必要じゃないかということも

言われていまして、県としても今、案をつくっ

ております。「この地点は海抜何メートルで

す」と。プラス、「一番近いところの避難所は

何々施設です」と、そういったものまで入れて

表示した電柱もしくは看板的なもの、統一的な

標識が必要じゃないかということで、各市町村

からの要望もございますので、それを含めまし

て今、検討中でございます。実現に向けて進ん

でいきたいと考えております。

午後は１時再開といたします。○山下委員長

暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開します。委員の皆○山下委員長

さんからの質疑をいただきたいと思います。

先ほど防災士ネットワークの新規○宮原委員

事業が出ていたんですが、防災士ネットワーク

の会員はいらっしゃるんですよね。

ＮＰＯじゃないですけ○金井危機管理課長

ど、防災士グループがございまして、各地に支

部長を含めまして既に組織がございます。個々

に活用していただいて、いろいろな防災活動の

委託もするようにしておるところであります。

防災士の九州の組織をつくるとい○宮原委員

うことで１回そこに行ったことがあるんです。

服装が消防団より格好いい服を着ているわけで

す。それは構わないんです。いざ災害が起きた

場合、いろいろ誘導してくださるということ

で、非常にありがたい団体だと思うんですけ

ど、一方では、消防団という組織があって、い

ろいろ誘導をしてくださったりするわけです。

その格好いい服を着ているのと消防団とを見比

べたときに、どう見たって防災士のほうの言う

ことが正しいような雰囲気になってしまうんで

すよ、私が見たところでは。九州各県集まった
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んですが、バイクも立派なのに乗って服装も格

好いいんです。そういったのを考えると、防災

士のネットワークをつくることも大事なんです

けど、消防団との連携をうまくやらないと、消

防団に入るよりも防災士に入ったほうが格好い

いという状況になると、消防団員確保というの

はなおさら難しくなるかなという感じを受けた

ので、そこは十分気をつけてほしいなというふ

うに思ったところです。いかがでしょう。

消防団との関係も、しっ○金井危機管理課長

かりお互いがお互いの立場を確認した上で活動

することが重要だと考えています。ただ、宮崎

の場合はユニホームはございませんで、緑色の

チョッキのような、防災士とわかる程度のもの

しかございません。防災士というのは、地域に

密着した、ある程度、地域に根差した活動とい

うことで、その地区の代表的なものもございま

すし、地区の皆さんの信頼を得たものでなけれ

ばなかなか動いていただけません。ただ「逃げ

ろ」と言われても、逃げろということを判断す

る人間が欲しいものですから、やらせていただ

いているんですが、その程度でございまして、

おっしゃるとおり、消防団との関係は、しっか

りとした共存、お互いがお互いの立場を利用し

て、納得した上で活動することが重要かという

ふうに考えております。

ありがとうございます。自分が○宮原委員

知っているのも「防災士」を持っていて、それ

も消防団の幹部だったするんです。そうなると

非常にうまくいくのかなと思うんです。そのあ

たりは、十分連携がとれるような組織であって

ほしいなと思ったものですから、話をさせてい

ただきました。

あと、６ページの物品調達システム構築事

業、インターネットを活用してということで、

目的としては、公正・透明・競争性ということ

になると思っているんですけど、どうもこう

いった物品調達は、コストを下げるということ

だけにいってしまってるんじゃないかと思うん

です。私のところであれば、土木事務所があ

り、振興局があるんですけど、県民ひとしく税

金をあちこち納めているわけで、入札関係でい

くと、宮崎の業者さんから一括で納入して単価

が下がってしまうということですよね。そうな

ると、県全体の経済ということを考えたときに

は、これはいい事業であるということは理解を

するんですけど、地域全体のバランスというこ

とを考えたときにはいかがなものかなと思うん

です。そのあたりのすみ分けというのはどのよ

うに考えられますか。

今回、計画をい○花坂総務事務センター課長

たしておりますシステムにつきましては、随意

契約案件でございます。約4,800件ほどの件数を

見込んでおりますけれども、システムの中に地

域性を組み込むような方向で検討いたしており

ます。例えば小林地区でございましたら、小林

地区のセンターのほうから、そういうネット

ワークを通じて各業者の方に情報をおろしま

す。それを見ていただいて、インターネットを

通じて見積書を提出していただくと。そうしま

すと、総合庁舎のほうまで行かなくてもそうい

う処理ができるということになります。それを

皆さん方は見ることができますので、全体のい

ろんな業者の方々がひとしくそれに参加するこ

とができますので、そういうメリットといいま

すか、そういったことを考えておるところでご

ざいます。

そういうことでうまく地域の方○宮原委員

宮崎からだけ全部、各出先のほうに品物が―

送られるということがないように、十分配慮し
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ていただきたいと思います。

10ページの宮崎県東日本大震災被災者等支援

基金設置事業ですが、寄附を募るということ

で5,000万ということになっているようですけ

ど、これは今の段階で寄附を募っている状況な

んですか。

この寄附金につきまして○金井危機管理課長

は、受け付けさせていただいていまして、実際

にはまだ納金のないものもございますけれど

も、6,000万を超えた状態に来ておるところであ

ります。

ありがとうございます。あと、こ○宮原委員

れはちょっと聞かせてほしいので質問させても

らいますけど、行財政改革大綱2007の中で、適

正な定員管理ということで、知事部局を初め、

教育委員会、警察本部で、平成23年度の実績

で1,133名定員が落ちてきているということにな

ります。前に聞いたことがあるんですけど、財

政が厳しくなると人件費に手をつけ出すと。こ

れでいくと、約１万7,519人という県関係の職員

がいらっしゃる。給与を１％、２％削減するこ

とでかなり大きな金額になると思うんです。知

事部局について削減することは県の財政に反映

をする。教育委員会であったり警察本部という

ところは、直接それに反映されないんだと聞い

たことがあるんです。実際のところ、そういっ

た部分まで給与を仮に下げなければならないと

いう事態が来たときに、知事部局同様、下げる

ことで県の財政に直接恩恵が来るのか。交付税

やらそういったものでここはしっかり守られて

いるんですよということになると、下げた分は

国が得することになるような気がするんですけ

ど、このあたりはどうなっているんでしょう

か。

まず、ちょっと順立てて御説○日隈財政課長

明します。知事部局以外で、県費で負担してい

ない部分というか国費等が当たる部分、警察あ

るいは教育で一部ございます。警察について

は、地方警務官といって定数が警察庁のほうで

支給される部分、県のほうで負担されない警察

幹部職員については一部あります。それと、教

育委員会で小中学校の先生が中心ですけれど

も、義務教育については３分の１の国庫補助が

あります。ただし、退職金の補助はありませ

ん。例月給与、期末・勤勉等の給与については

３分の１の国庫があります。それ以外は県の負

担、いわゆる一般財源で負担しているというこ

とになります。

それと、交付税の関係で申し上げると、基準

財政需要額では、標準的な団体等の決算統計等

を使って人件費を算定します。都道府県の場合

は、170万人規模の標準団体、これを補正した形

でいただきますので、もし給与削減等を行え

ば、その浮いた分はその団体が何らかの財源が

浮くと。それを収支不足に充てるなり、他の事

業に充てるという形になります。したがって、

その分召し上げられるということはありませ

ん。

ありがとうございます。知事部局○宮原委員

だけしか下げがならんというような話も聞いた

ことがあったものですから、ちょっと教えてほ

しかったなと思っています。実際そういう事態

が来ないようにしっかりとした運営をしてもら

うということでないと、いろいろ話を聞くんで

すけど、給与が下がってくるというのはやる気

がなくなるということになりますので、大変だ

と思いますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。

最初は歳出予算説明資料からお○前屋敷委員

願いします。55ページの市町村課で、市町村公
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共施設整備促進費ということで貸付金の事業で

すが、９億円予算化、毎年この金額だと思うん

ですけれども、実績といいますか、活用状況を

教えてください。

毎年９億円なりの予算措置○鈴木市町村課長

をしておりますけれども、この資金自体が無利

子であること等々、あと緊急的にいろんな形で

使えるというメリットがございますので、毎年

９億円についてはすべて貸し付けております。

自治体の数としては幾つぐらい○前屋敷委員

ですか。

各団体のいろいろ実情がご○鈴木市町村課長

ざいますけど、すべてと申しませんけれども、

大体その自治体がこの資金を活用しているとい

う状況でございます。

当然、１事業に対する上限額と○前屋敷委員

いうのはあるんですよね。希望ほど借りられる

ということですか。

全体の枠が９億円というこ○鈴木市町村課長

とがございますので、いろんな形で要望等がご

ざいます。それを見込んだ形で執行していると

いう状況でございます。満遍なく各団体がこの

資金を使えるような形で運営しているというこ

とでございます。

次に、常任委員会資料の９ペー○前屋敷委員

ジ、危機管理課ですけど、今から防災について

の計画を立てる下準備のいろんな調査費用に

なっています。委託料が入っていますけど、こ

れはどういうところに委託して調査を組み立て

るんですか。

これにつきましては、以○金井危機管理課長

前にもやりましたけれども、特定の業者にお願

いしまして、金額を見積もっていただいて研究

していただくということになります。平成７年

に阪神大震災が起きましたけれども、そのとき

も、ある業者を通じて被害想定を見積もらせて

いただいたところでございます。地殻に関する

ところの大きな企業といいますか、研究されて

いる一般会社がございまして、地質関係の業者

ということになります。

関連して地震防災戦略策定事業の○鳥飼委員

ことで。委託料2,500万、委託先はということな

んですけど、見積もりをとることはやらないと

いう御説明のようなんですけど、こういう業者

は日本に何社かいると思うんですが、どこを選

ぶか決まっていれば公表されてもいいんじゃな

いですか。

業者については定まって○金井危機管理課長

いないところでございます。ただ、金額につき

ましては、見積もりだけはこの金額をとらせて

いただいている。予定的なものということで聞

いております。

地震被害想定ですから、かなり専○鳥飼委員

門的なことにかかわってくると思うんです。し

かし、それでも日本の国内合わせればいろいろ

な業者の方がおられると思うんです。ですか

ら、そこからとるという形をとるのか。前回、

宮崎県でやってもらっているところをとるの

か。そういうものもありますから、そこ辺は県

民にもわかりやすく、我々にもわかりやすく、

いろんなことを言われないためにもそういう努

力をされたほうがいいんじゃないかと思います

ので、お尋ねします。

入札じゃないんですけれ○金井危機管理課長

ども、プロポーザル方式で、複数の業者から提

案をとる方式で選ばせていただくということで

伺っております。

プロポーザル方式で何社ぐらい出○鳥飼委員

てくるんですか。今からやるということであれ

ばわからないでしょうけれども、どの程度見込
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んでおられるのか。プロポーザルだと何社ぐら

い出てくるかなと。

平成７年のときには５社○金井危機管理課長

ぐらいが手を挙げていただいたと伺っておりま

す。現在、全国のあらゆる業者の方がある程度

訪れて話をしていただいておりますので、その

業者も複数、５以上はあろうかと思っておりま

す。

地震被害については、今度の東日○鳥飼委員

本大震災によりましても、原発の話でいえば、

地震が起きる予想はゼロだったんですね。御前

崎の原発は80％だと言われているんですけど、

予測が不確かというか、なかなか難しいところ

があるということですから、そこはしっかりと

した業者に依頼をしないと、ということもあり

ますので……。あとはお伺いしませんけど、十

分対応していただきたいとお願いだけしておき

ます。

補足でございますけれど○金井危機管理課長

も、大学の教授からも助言いただいておりまし

て、今の想定以上の想定を出す、計算するのが

ちょっと難しいようなところもございます。た

だ、安心率というものを掛けたりしまして、想

定される限りのものをつくっていきたいと考え

ております。

それと、大きければ大きいほどいいじゃない

かという意見もあったんです。10メーター、20

メーターを想定すればいいじゃないかというこ

とを言われていたんですけれども、余りにも想

定が乱暴なものですから、ある程度根拠立った

ものが必要でございますし、根拠立ったものに

対する調査、それに大学の先生の意見も踏まえ

まして対応していきたいと考えております。

よろしくお願いします。○鳥飼委員

いろんなシミュレーションもさ○前屋敷委員

れるんでしょうけど、新たな計画を立てるわけ

ですから、今度の震災を踏まえた形で、やはり

的確な形で十分に検討してやっていただきたい

と思います。

委員会資料の11ページ、消防保安課でお願い

いたします。今回、事業予算が提案されていま

すけど、これは設計に伴う予算と。事業はその

後になるということで、工事費は新たにまた予

算が組まれるということになるわけですね。

今お話のありましたよ○山之内消防保安課長

うに、今年度、それから来年度、いわゆる実施

設計書のためのお願いをしております。実施設

計書を作成後に工事に取りかかるわけでござい

まして、数年にかけて工事費をお願いしながら

整備していくということで考えております。

新たに更新ということですの○前屋敷委員

で、かなりの経費が必要になってくるかなと思

うんですけど、どの程度を見込んで。最初設定

したときの金額ぐらいで済むんでしょうか。

現在のネットワークシ○山之内消防保安課長

ステムは、10数年前に運用開始しているんです

けど、そのときが68億円だったということでご

ざいます。今回の新システムにつきましては、

まず20年度に基本設計を行ったところでござい

ますけど、ここで大まかな数字としまして70億

円台の見積もりが出ております。ただ、今回、

実施設計を行うに当たりまして、例えば再活用

できるものとか、そういった詳しいものを実施

設計のほうで出しまして、できるだけコストを

抑えながら工事をしたいと考えているところで

ございます。

正確な情報をいかに早く伝える○前屋敷委員

かという点で、今回の震災の経験も踏まえた形

で進めていかなければなりませんので、そこの

ところはよろしくお願いしたいと思います。
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それと、今度提案されております行革大綱に

ついての考え方について、後からまた御説明い

ただいて論議があるというお話だったんですけ

ど、この財政難の中で、どう県の財政を立て直

しながら県民の安心・安全な暮らしを守るかと

いうのが、やはり基本だと思っているんです。

その中の一つに、今ずっとお話にも出ています

けど、人件費の削減という形で職員の削減とい

うことが一つの柱になっているんです。この人

件費の削減という点では、適正な管理というよ

うな書き方もしてあるんですけれども、一つに

は、県の職員というのは、今の段階でふやすと

いうことはなかなか大変なんでしょうけれど

も、仕事量との関係から見ても、適正な人員と

いうのは配置されるべきだと思います。そし

て、とりわけ、今度の震災だとか、また、宮崎

は口蹄疫だとか鳥フルだとか、本当に人材が必

要なときにちゃんとした手当てができる人材と

いう点では、減らせばいいというだけのもので

は事は済まないんじゃないか。

もう一つは、雇用の場という点で、特に宮崎

はなかなか雇用の場がないということもあっ

て、公務員というスペースは、県内の若者の雇

用の場にもなるし、地域経済を支えるという役

割も大きく果たすと思うんです。今、人件費が

どんどん削減をされ、人勧も含めて、今度もま

た大幅な引き下げの話が出ていますけれども、

宮崎の地域経済の疲弊につながることは確かだ

と思うんです。

そういった中で、これからの財政を考えたと

きに、どれだけ自主財源をふやすかという点で

御苦労されておられることは十分わかります。

県税をどれだけ引き上げるかという点では、今

度も提案されていますが、専決処分されるの

は16億円ぐらいでしたか、毎年同じ形でこうい

う専決処分になるんですけど、的確な把握とい

うものは必要で、それを予算に組み込んでいく

というやり方は、どうしても努力してもらわな

きゃならんことだと思うんです。

自主財源の県税をふやすという点でも、県の

施策としてもそこは努力したり、知恵を使わな

いかんところだと思うんです。県税を納められ

る国民をどうふやすかということですので、国

にも大きな責任はあるんです。県の財政そのも

のも、地方交付税がこれだけ減らされて、今度

も臨財債と合わせても50億ぐらい減っていま

す。ですから、ここの中にもうたってあります

が、国にもちゃんと要求するということもあり

ますけれども、そこのところをしっかりやらな

いと、県民にいろんなしわ寄せが来るというこ

とになりますので、そういう基本はしっかりと

押さえる。

それと、ちょっと気になったのは消費税の問

題で、引き上げについて云々ということではな

いんですけど、地方消費税を引き上げるという

点では、確かに現段階では必要な部分もあろう

かと思いますが、この先、消費税の引き上げと

リンクさせて考えていくと、そこは大きな間違

いになるんじゃないかと私は思っているところ

です。ですから、県の財政の基本をしっかりと

踏まえた上であるべき姿というものをつくり上

げていくことが大事だなというふうに思ってい

ます。あとは各論に入ると思うんですけれど

も、そういう立場で行財政改革というもののス

タンスを考えていただきたいと思っているとこ

ろです。ちょっと考え方だけ。

質問はいいですか。○山下委員長

はい、いいです。お答えがあれ○前屋敷委員

ばいただきましょうか。あとは各論で。

この委員会資料に基づいて。今も○鳥飼委員



- 100 -

出ましたけど、新総合防災情報ネットワーク整

備事業ということで、21年度の基本設計で70億

円ぐらいかかるんではないかという御説明がご

ざいました。前回の整備は平成９年ということ

で、それから14年。21年度に基本設計に当たっ

てきたんですけど、かなり期間が長いんです

ね。10年以上過ぎているわけです。これをチェ

ックしていくというのは、消防保安課の中で担

当なり課長が、「これはこういうことで、ここ

ら辺も不都合が出てきているんだがな」という

ようなことで素材に上がってきたのか。それと

も10年契機だからということで上がっているの

か。こんな聞き方をするのはどうかという気は

せんでもないんですけれども、その辺はいかが

でしょうか。

今お話がありましたよ○山之内消防保安課長

うに、平成９年度から現在のシステムが運用開

始されたわけでございます。それから14年が既

に経過しているということでございます。

そういう中で、いろいろな機材がこのシステ

ムの中で使われているわけでございまして、そ

れぞれ機材ごとに耐用年数的なものが異なるわ

けでございますけど、このシステムにつきまし

ては、毎年度、契約をしまして保守点検をお願

いしております。あらかじめ耐用年数的なもの

があるもの、それに加えまして毎年の専門的な

業者の保守点検契約。そういったものを踏まえ

ながら、いろいろ傷んだところも補修しながら

現在に至っているわけでございます。そういっ

た中で、現在のシステムが老朽化しているも

の、また、機材に係る部品が製造中止になった

ものも見受けられる。そういったもろもろの条

件で、新しいネットワークが必要だという結論

に至ったわけでございます。

結果としては、私どもがわからな○鳥飼委員

いということで、消防保安課の職員の人たちが

いろんなことをしてチェックしておられるんだ

ろうと思うんですけど、定期的なものが必要

じゃないかというような気がしたものですか

ら、お尋ねしました。あとは結構です。

12ページの地域防災力強化促進事業の御説明

ございましたが、まず、消防体制の１ブロック

か３ブロックかでいろいろやりとりを、私も５

～６年前から消防庁まで行きましてしてまいり

ましたけれども、今現状はどんなふうになって

いますか。

消防広域化のお話だと○山之内消防保安課長

思いますけど、御案内のように、平成19年度に

推進計画をつくったところでありますが、そこ

で１か３かということで、両論併記という形で

やっております。その後、当事者である消防本

部、それから市町村の首長さんたちともいろん

な機会で協議等重ねてきましたが、なかなか組

み合わせに係る意見の集約を図ることができな

いでこれまで来たわけでございます。

そういう中で、昨年度から今年度にかけての

動きでございますけれども、従来のやり方では

なかなか溝が深まらず意見の集約が図れないと

いうことで、再度、基本に返ると申しますか、

法の精神に基づきまして、消防広域化というの

は市町村の自主的な判断によってなされるとい

う、この基本的な部分に返りまして、まずは、

市町村の消防本部の消防長さんを中心とした勉

強会を４月12日に立ち上げていただきました。

その中で、当事者である消防本部の方々が自分

たちの意見を出し合って、一つの意見の集約が

できるかどうかをもう一回行っていただく。そ

ういう流れの中で、県としてもできる限りのサ

ポートといいますか、支援、そして一緒になっ

て汗もかきたいというような動きの中で、現在
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その勉強会がスタートしたところであります。

現状はわかりました。それで、こ○鳥飼委員

れは私どもが申し上げてきたところなんです

が、食料も地産地消、エネルギーも地産地消、

消防も地産地消ということがいいのではない

か。というのは、例えば西臼杵でしたら延岡の

県北の広域市町村圏、入郷でしたら日向入郷の

圏域という形が一番いいのではないかという気

がしているわけです。そういう意味で、防災も

地産地消じゃないかなというような感じがしま

す。そうなってくると、そこの財政力の問題も

ありますから、県がある程度カバーしてあげな

いと、そういう形では難しいのかなというよう

な気もするんです。その辺についての考え方な

りを課内なり部内なりで議論しておられれば、

お示しいただきたいと思うんです。

御指摘のように、特に○山之内消防保安課長

消防力、そういったものは、緊急時要件が当然

多いわけですから、近くの地域で１つのブロッ

クをつくるというのが一つの大きなメリットで

はないかと思います。ただ、この広域化の議論

は、それぞれに地域の事情が異なることがござ

いまして、近隣同士も含めまして意見の集約が

しづらい、困難な面が正直言ってございます。

そういったことを克服するということが今回の

勉強会の目的の一つでもあるんですけど、現実

にそれができるのかどうか、先ほど申しました

ように、県としても一緒になってやりたいとい

うことは考えております。

そういう中で、直接的な財政的支援というの

は、県も厳しい状況の中でございますけれど

も、市町村の検討状況を踏まえながら、一緒に

今後考えていきたいと考えているところでござ

います。申しわけございません。ちょっと答え

がまずいですけど。

御苦労はかなりあるだろうと思う○鳥飼委員

んです。諸塚に起きた場合、どうするのか。出

張所を椎葉のこの辺に置いたらどうか。「い

や、うちは自前でやりますわ」とか、いろいろ

意見があってなかなか難しいだろうと思うんで

す。しかし、現実的に非常備というのは残って

いるわけで、そこを何とか打開していくという

ことで、なかなか大変でしょうけれども、ひと

つ御苦労をよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

それから、もう一つ、先ほど御説明がありま

した、美郷町と西臼杵３町で検討中ということ

なんですけど、具体的なものが何かあれば御説

明いただきたいと思います。

まず、美郷町ですけれ○山之内消防保安課長

ども、昨年度までどちらかというと、美郷町の

ほうから日向市のほうに業務委託をするという

流れの中で、いろいろ協議を重ねてまいりまし

た。そういう中で、美郷町といたしましては、

昨年の秋以降、一定の方針が出ましたものです

から、議会に対する説明、そして住民説明会

等々を経まして、地域として常備化に向けてお

およそ合意がなされたという状況でございまし

て、日向市のほうに正式に業務委託についての

申し入れをしております。現在、日向市のほう

で具体的な人員体制、署の体制、そういったも

のを検討いたしまして、費用的なものも含めま

して提示するのを美郷町が待っているという段

階でございます。

それから、西臼杵３町につきましては、昨年

の夏に、首長レベルで常備化を進めるという合

意がなされ、その後、副町長及び総務課長レベ

ルの実務者レベルで検討を重ねております。現

在、検討している中で、本部を高千穂に置くと

して、その支所的なものを日之影または五ヶ瀬
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に置くのかどうか、そういったことが議論の

テーマになっていると伺っております。仮に日

之影町とすれば、支所を置いていただきたいと

いう気持ちが当然あるでしょうし、逆にそれに

係る費用的なものもございます。そういったも

のを含めて、現在、実務者レベルで協議中と聞

いております。以上です。

いろいろ御苦労はあると思います○鳥飼委員

けれども、局長、ひとつ一歩でも前進するとい

うことで御尽力をお願いしたいと思います。

次に、15ページの個人事業税の関係でちょっ

とわからないものですから、お尋ねをしてみた

いと思うんですが、所得税、法人税、個人住民

税においてはということで、個人事業税を今回

県でやるんですけれども、減免するとすればど

の程度が見込まれるのか、そこの説明をお願い

します。

個人事業税につきましては、○吉本税務課長

畜産業につきましては、自家労力が２分の１以

上で営まれている方々については非課税となっ

ておりまして、もともと課税件数は少ないんで

すが、参考までに、昨年、個人事業税が課せら

れているものを申し上げますと、５件で約200万

円でございます。その前の21年度につきまして

は、２件で74万円程度でございますので、200万

円程度が見込まれるというふうに考えておりま

す。

わかりました。金額的には非常に○鳥飼委員

少ない額ですね。あとは大綱に関することです

から終わります。

ちょっと教えてほしいんです○星原委員

が、33ページの適正な定員管理ということ

で、17年を基準にしてやられて、実績として23

年で1,133人で、目標値より133人上回ったとい

うことなんですが、この辺が適正な数字なの

か、これから３年、５年後に向けてはまた新た

に削減目標というのが出ていたんですかね、ど

うだったんですか。教えてください。

前大綱2007の結果につい○大坪行政経営課長

ての部分なんですけれども、平成17年度の職員

数から1,000名の純減を目標とするということで

進めてまいりました。その結果としまして、平

成23年度の実績としまして、17年対比で1,133名

の減少を図ることができたということで、これ

は、全庁的に非常に厳しい人員削減をやって努

力した結果だと思っております。今後につきま

しては、先ほども簡単に触れましたけれども、

新たな今後の行革プランの中で、平成17年度と

比べまして、知事部局に関して１割減という新

たな数値目標を立てております。といいますの

が、例えば公営企業に関しましては、それぞれ

企業としての収支がありますので、その中で最

適な人員というのを当然検討されますし、教育

委員会とか県警本部に関しましては、国のほう

から別途標準的な数字が示されるということも

ございますので、今回は知事部局等についての

み新たな数値目標を設定しまして、平成17年度

対比でおおよそ１割減と。そうしますと、資料

でいきますと、常任委員会資料の19ページに戻

りますが、この表の中の真ん中ほど、平成23年

が375名削減したわけですけれども、今後若干差

し引くと、55名ほどになりますでしょうか、平

成27年度当初には合計で430名の削減をしたいと

いうことでございます。

そこで、なぜそれを聞いたかとい○星原委員

うと、実質職員数はそういうことで減ってきた

けど、臨時職員の数が17年当時と23年当時でど

うなっていたかなという。

臨時職員・非常勤職員で○大坪行政経営課長

申しますと、平成17年度当初が1,190名でした。
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これに対しまして、平成23年度当初が1,032名と

いうことで158名ほど減っております。

両方とも減になって現状は来てい○星原委員

るということですね。あと、今、病気等で休ん

でいる職員はどれぐらいの数がいらっしゃるん

ですか。うつ病とかいろんな病気等の方で。

ちょっと資料を探しますので○桑山人事課長

お待ちください。

星原委員、続けていただけます○山下委員長

か。

そうしますと、24ページの人件費○星原委員

の削減は、先ほどの19ページの数字を追っかけ

た削減目標になっているというふうにとらえて

いいんですか。

数字は、前年の基準のところ○日隈財政課長

から落としていった数字ではあるんですけれど

も、人数だけではなくて、一部特別職の給与カ

ット、私ども管理職手当のカット、その他期

末・勤勉の引き下げ等々があれば手当の見直し

等含めて、そういったもので金額を出している

ところです。ただ、前回の第２期改革に比べる

と人員の落ちはまだそう大きくありませんの

で、金額的にはこれぐらいになっているという

ような状況です。

先ほどの星原委員のお尋ねで○桑山人事課長

ございますが、病気休職ということで90日以上

休んでいる職員が、22年度昨年度で申し上げま

すと43名おります。その中で、１年以上休んで

いる職員が１名、６カ月以上１年未満の休職者

が２名ということで、いわば職員の定数といい

ますか、年間を通じた人員という意味では、１

人ないし２人、３人というものが欠員の状態に

なっているという状況でございます。

そういう中で、平成17年からこれ○星原委員

まで６年ぐらいの間に減らされてきて、病気に

なる人たちが、仕事量がふえたとか残業が出て

きてとか、そういう負担的なものがあってそう

いう傾向はないのかあるのか、ちょっと教えて

いただきたい。

例えば骨折したとか胃を悪く○桑山人事課長

したとかそういうものは除きまして、おっしゃ

るようなお尋ねが体にあらわれるとすれば、狭

くなりますが、精神疾患ということで考えてよ

いのかなと思います。そういう率で見ます

と、22年度で申し上げますと、90日までの病気

休暇では、休暇を取った職員63名中33名が精神

疾患ということで、52.4％でございます。90日

を超える休職者になりますと43名、このうち36

名、率にして83.7％が精神疾患ということで、

近年、増加の率が高まる傾向にございます。こ

れは全国的に見て、ＯＡ化の流れとかそういう

こともあるんじゃないかとかいろいろ言われて

おります。全国的に増加傾向でありますが、

おっしゃるように、やはり職員の負担という部

分は、人員削減があれば当然出てくる可能性は

ありますので、担当制とか業務上の工夫とか、

休めるときには休むようにするとか、いろんな

職員負担軽減策。それから、なった場合の対応

は、総務事務センターのほうでことし新たに復

職コーディネーターを設置して、こういう方が

円滑に職場に戻れるような仕組みを充実させて

おりますけれども、こうした取り組みを今後と

もしっかりやってフォローしていく必要がある

と思っています。

３点ほど伺います。総務事務セン○西村委員

ターが出している新しい物品調達システムは、

総務事務センターのみが使うことができて、ほ

かの部署からは一切このシステムにはタッチで

きないものか。また、調達システムというもの

が入札システムとかそういうものとどう違うの
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か、教えていただきたいと思います。

今回お願いして○花坂総務事務センター課長

おりますシステムでございますけれども、基本

的には、当初使っていくのが本庁でございま

す。本庁につきましては、総務事務センターの

ほうで集中的に物品を調達いたしております。

したがいまして、本庁、それから先ほど申し上

げましたけれども、宮崎市内の出先機関をまと

めております宮崎県税・総務事務所の中にある

総務事務センター、それは地域が重なりますの

で、そういった意味ではセンターのほうでそれ

を活用していくと。将来的には、延岡とか日

向、日南、都城、小林とございますけれども、

そういったセンターでもシステムを使って運用

できる形で考えていきたい、検討していきたい

と考えております。

これは非常に予算がかかるものだ○西村委員

なと思って、民間企業には５円、10円を削って

入札しておいて、これにはぽんと3,000万円か

かっていく。システムですから、５年、10年

使っていくとまた新しいシステムを導入しな

きゃいけないとかあるものに対して、一方では

切り詰めて一方ではこのぐらいのお金をかけて

いるのは、ちょっとどうかなと思ったんです

が、それが3,000万円以上分の効果が出てくれる

のか、その効果を出す分だけ民間企業が苦しん

ではいけないなと思いましたので、聞きまし

た。

続けて聞きますが、防災戦略策定事業につい

て伺います。るる出ましたけれども、23年度は

日向灘、24年度が東南海・南海とございます。

それについて、例えば１年ごとに日向灘の調査

をまとめるとあります。日向灘の調査がまと

まった時点で一度発表をして、その後に東南海

のほうに入られるのか。１カ月でも２カ月でも

早く今、県民がこういう情報を知りたい状況に

あると思うんですが、そのような計画はどうで

しょうか。

委員の言われたとおり、○金井危機管理課長

一日も早く出していきたいというのが私たちの

希望でございます。ただ、東南海・南海地震に

つきましては、国の中央防災会議の結論が出な

いと全国的な平均が出ないということが一つで

ございます。それと日向灘につきましては、既

にうちのほうも資料がございまして、これを県

単独で始めていく。その途中でその状況がまと

まり次第、情報につきましては各市町村にお渡

しして、ハザードマップ等の資料に生かしてい

きたいと考えています。ただ、東南海・南海地

震につきましても、本年の秋という話もござい

ますので、その段階で並行して進めていくこと

も考えておるところでございます。

策定を進めるのはわかりましたけ○西村委員

ど、発表というのもその都度考えられるという

ことでよろしいんでしょうか。

わかっておる情報につき○金井危機管理課長

ましては、その都度市町村へ提供する、発表す

るということは考えております。

最後に、ゼロ予算のことを先ほど○西村委員

説明いただきました。ゼロ予算施策、今回見ま

すと、昨年までと違って非常に多くのことが後

ろのほうにはかなり記載されております。当

然、表に出ていなくても、県職員の皆様方が現

場で、これもやろう、これもやろうということ

でふやしていったことがたくさんあると思いま

すが、一つ一つ見ますと、ゼロ予算でできたの

かな、もしくはできるのかなというものもあり

ます。この中に幾つかあるのが、ホームページ

によるＰＲをしてあげましょうとか、日曜日閉

まっていたものをあけましょうというものがあ
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るんですが、人件費とか外部委託費とか発生し

ないのかなと思います。ゼロ予算に対しての考

え方があればお伺いしたいと思います。

ゼロ予算については、きのう○日隈財政課長

総合政策課のほうからも御説明されたんじゃな

いかと思いますけれども、今、西村委員がおっ

しゃったように全くお金を使わないということ

ではないんですけれども、既定事業の中で一定

の事業費がありますので、その中で工夫しなが

ら対応できる事業を全庁的に取り組もうという

ことで出していただいて検討した結果、今年度

新たにするものあるいは継続するものというの

がここに記載されている事業になります。

ありがとうございます。これも○西村委員

年々の積み重ねで、現場の方々が一生懸命頑

張っていったものが、新しい年度になるとどん

どんふえていくように感じて、現場の方々に重

い負担になる一面もあるのかなと一瞬思ったも

のですから、質問につけ加えさせていただきま

した。以上です。

いろいろ関連してくるんです○右松副委員長

が、９ページの宮崎県地震防災戦略策定事業、

先ほど来いろいろと質問が出ているんですが、

委託が2,535万7,000円ということで、地殻や地

質に関する業者ということで、まだ委託先は決

まっていない段階でこの数字が出てきたという

のは、根拠はどういったところから出てきてい

るんでしょうか。

国が選定している業者が○金井危機管理課長

あるんですけれども、２者ほどから参考見積も

りとしていただいた数字を出させていただいて

いるものでございます。

先ほど鳥飼委員も言われまし○右松副委員長

たけれども、業者の出した数字の正確性という

のは今回こういった大震災の影響もあって、ど

こまで正確性が保てるのか非常に疑問を感じて

います。というのは、せんだって６月２日に、

県民がつくるみやざき防災ネットワークの防災

研究会が市民プラザで行われまして、宮大の教

授からいろいろと説明がありましたけれども、

今回の東日本大震災は全く想定できない地震で

あった。津波の高さもそうですし、そういった

意味では、東日本大震災の前と後では大きく想

定が変わってきたというふうに感じている中

で、私が１つ気になるのは、先ほどから何回か

出てきていますけれども、内閣府中央防災会議

による東南海・南海地震等による被害想定を加

えた被害想定調査をもとにと。中央防災会議が

出してきた数字をもとにするという意識が、宮

崎県として業者に委託して調査をしてもらうわ

けですから、なぜ中央防災会議にそれだけこだ

わるんでしょうか。県は県で独自でそれは出せ

ないものなのかと思います。

県としてももとの資料は○金井危機管理課長

ございますけれども、津波の高さ並びに津波の

エネルギーというものがどのようなものかとい

うのを、東南海・南海地震同時に発生した場合

の予想を立てていただくのが中央防災会議とい

うふうに認識しております。ちなみに、高知方

面の津波よりも宮崎の津波が大きいとは考えに

くいということでございます。ただ、その津波

がどの程度になるのかというのも、宮崎の独自

にやる計画ではちょっと難しいものがございま

す。既に中央防災会議のほうでは動いておりま

すけれども、国を挙げて東南海・南海、さらに

は東海地震というのもございまして、この３連

動というのも考えられるところでございます。

それも含めまして、どのような被害想定を今後

中央防災会議が出していただけるのか、それを

もとにするのが大きな並びではないかと考えて
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います。それに今、太平洋沿岸の各県を中心と

した津波対策も検討されておりまして、各県同

時に進めていきたいと考えておるところであり

ます。

危機管理はまさに政治の力が○右松副委員長

問われる分野だと思っています。そういった中

で、東南海・南海、日向灘沖の地震はまさにこ

の宮崎の危機に関する事象ですから、やはり宮

崎がしっかりとした、中央防災会議はもちろん

参考にするかもしれませんが、宮崎は宮崎で独

自の調査によって、ある程度被害想定はしっか

りとしたものを出していくという姿勢は大事だ

と思っております。

県独自のことということ○金井危機管理課長

で、それは極めて重要なことと認識しておりま

す。私たちも、中央防災会議の結果が出てから

始めるのではなくて、県としましても、各市町

村としましても、できることから先に進めよう

と。例えば、今の避難地が本当に安全なのか、

避難経路が安全なのか、果たして今度は要援護

者をどのように逃がすかといった具体的な今で

きることについては既に始めているところでご

ざいます。

わかりました。防災対策特別○右松副委員長

委員会にも所属していますので、そこで詳しく

話を詰めていければと思っております。

それから、７ページの自主防災組織結成促進

活性化事業ですが、事業費が296万7,000円とい

うことで、さきにどなたか質問されていたら済

みません。この内訳を教えてもらってもいいで

しょうか。

これにつきましては、１○金井危機管理課長

自治体に対して約40万円の装備を整備する費用

があるうちの３分の１を県が出しまして、11団

体、146万。40万に対しまして４分の１、これは

地方の財政力の関係でございますけど、４分の

１補助する団体が15団体、これに150万、合わせ

て26団体の296万という内訳を出させていただい

ております。

私も現役で消防団員をしてお○右松副委員長

りますけれども、私は中央分団のほうに所属し

ていまして、機材は相当古いのを使っているん

です。県として、消防団の使っている機材等に

対する援助といいますか、そのあたりのことは

考えておられますでしょうか。

今回、改善事業で地域○山之内消防保安課長

防災力強化促進事業、12ページで上げさせてい

ただいておりますが、具体的には、２の事業概

要の（２）に書いております、「市町村が行う

消防防災施設設備の整備を促進し」云々と、こ

れで補助金を出しているところでございます。

これにつきましても、要望は市町村からもちろ

ん上がってくるんですけれども、それぞれ消防

団の消防に係る機材等につきましても、この中

で対象として上がってきておりますので、それ

について補助をしているということでございま

す。

なければ、次の報告事項に関す○山下委員長

る説明を求めたいと思います。よろしくお願い

します。

総務課でございます。お手元○柳田総務課長

の常任委員会資料の27ページをお開きいただき

たいと思います。平成22年度宮崎県繰越明許費

繰越計算書について御報告いたします。

事業名、県有財産保全事業は、１億3,684

万5,000円でございます。これは、県庁本館北側

の附属棟東側部分について、建物の老朽化や耐

震性能も低いことから解体工事を行うものであ

ります。国の緊急総合経済対策の実施に伴い、

平成22年の１月議会において御承認いただきま
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したが、工期が不足することにより全額繰り越

しとなったものであります。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、消防保安○山之内消防保安課長

課でございます。同じく、資料の27ページでご

ざいます。平成22年度宮崎県繰越明許費繰越計

算書について御報告いたします。

事業名、消防学校環境整備事業は、6,068

万4,000円であります。これは、平成６年度に建

設された消防学校本館と昭和63年度に建設され

た学生寮におきまして、経年劣化による外壁タ

イル落下の危険性、雨水の浸潤、屋上防水シー

トのはがれなどの改修を行うものであります。

経済・雇用緊急対策の実施に伴い、平成22年の

１月議会において御承認いただきましたが、工

期が不足することにより全額繰り越しとなった

ものであります。

以上でございます。よろしくお願いします。

２課の報告事項が終わりました○山下委員長

が、質疑はありませんか。

なければ、その他報告事項に関する説明を求

めます。

それでは、常任委員会資料○柳田総務課長

の28ページをお開きください。宮崎県東京学生

寮の指定管理者第三期指定について御説明いた

します。資料としてお手元に学生寮のパンフレ

ットをお配りしておりますので、あわせてごら

んください。

まず、１の宮崎県東京学生寮についてです

が、（１）の設置目的としては、宮崎県出身者

で東京都及びその周辺の大学等に通う男子学生

の就学の便宜を図ることであります。（２）の

所在地は、千代田区市ヶ谷駅近くの宮崎県東京

ビル内で、（３）の施設内容は、１部屋２名定

員の部屋が50室ありまして、募集人員は毎年50

名程度で、入寮期間は２年となっております。

次に、２の第二期の管理運営実績についてで

あります。

（１）の指定管理業務の概要にありますよう

に、指定管理者は、東京に本社があり、警備業

務等を行っているジャパンプロテクション株式

会社で、指定期間は平成21年度からの３年間、

業務の内容は、学生寮の寮監業務や施設管理業

務等であります。

次に、（２）の施設利用状況についてです

が、入寮者数は、毎月末日の人数を合計して１

年間の延べ人数としておりますが、21年度は915

人で、稼働率76.3％、22年度は875人で73.0％と

なっております。平成22年度の入寮者が21年度

より減少しておりますのは、年度当初の申込者

が少なかったことなどによるものでございま

す。

次に、（３）の施設収支状況でありますが、

指定管理者の収入は、県からの指定管理料と学

生の寮費である利用料金収入の合計でありまし

て、例えば21年度は、収入が2,685万1,000円

で、そのうち指定管理料92 0万円、利用料

金1,765万1,000円となっております。また、支

出が2,466万9,000円で、収支差額は218万2,000

円の黒字となっております。また、同様に、22

年度の収支差額は53万6,000円の赤字となってお

りますが、これは、入寮者数の減少に伴いまし

て収入が減少した一方で、入退出管理システム

や電子レンジ等の設備の整備、また、燃料費の

増加等によりまして支出が増加したことによる

ものです。

次に、（４）の管理運営状況でありますが、

サービス向上策として、個人面談による心のケ

アの実施を初め、利用者増の取り組みとして、
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県内高等学校訪問による募集案内などを行って

おります。

続きまして、29ページをごらんください。

（５）の評価及び課題についてでございます。

これまで、ラウンジの整備や入退出管理システ

ムの導入、レクリエーションの開催等、入寮生

へのサービスの向上のための多くの取り組みが

なされており、利用者の満足度も高い状況にあ

ります。また、入寮生に対し細やかな生活指導

や健康管理等を行うなど、入寮生が安心して快

適に利用できる運営を実施しており、施設維持

管理等も適正に実施されております。一方、収

支計画達成のため、十分な収入確保の取り組み

が必要であると考えております。全体としまし

ては、指定管理者制度導入により、財政支出の

縮減とともに、提供されるサービス内容が多様

化し、利用者への利便性向上等の効果があらわ

れているものと考えております。

次に、３の第三期の募集方針（案）について

であります。

（１）の業務の範囲につきましては、第二期

と同じで、入退寮手続や寮監の業務、寮の維

持・保全の業務等であります。

（２）の指定期間につきましては、24年度か

らの３年間とし、（３）の基準価格、これは指

定管理料の上限額でありますが、年額94 8

万2,000円としております。

（４）の利用料金は、寮生１人当たり月額１

万8,600円以下としております。なお、資料に記

載しておりませんが、指定管理者の収入となる

利用料金の基準額は、年額1,852万6,000円とし

ております。

（５）の募集につきましては、ことし７月５

日から２カ月間の期間を設け、県公報や県庁

ホームページ等で広報を行うこととしておりま

す。

（６）の資格要件につきましては、①から⑦

に掲げる７つの要件すべてを満たす法人その他

の団体であることとしております。

続きまして、30ページをお開きください。

（７）の選定につきましては、①の選定方法と

しまして、申請書類に基づく資格審査による１

次審査の後、２次審査としまして、指定管理候

補者選定委員会で応募者のプレゼンテーション

とヒアリング等を行うこととしております。②

の指定管理者選定委員会の委員は、②の表のと

おりであります。

次に、（８）の選定基準及び審査項目・配点

についてであります。選定基準は、表の左側に

ありますように、①の住民の平等な利用が確保

されることから、⑤の環境保全への対応等がな

されることまでの５つの選定基準について、右

側のそれぞれの審査項目について審査すること

としております。その配点は、利用者増への取

り組みに関する提案や業務遂行に必要な体制の

確保などに重点配分しております。

次に、（９）のその他の施設の管理でありま

すが、東京ビルは、学生寮、職員宿舎、フロン

ティアオフィス等で構成される一つのビルであ

りまして、それを一体的に管理することが合理

的・効率的でありますことから、学生寮以外の

施設の管理につきましても、指定管理者となっ

た事業者に管理を委託することとしておりま

す。

続きまして、31ページをごらんください。最

後に、４のスケジュールについてであります。

６月７日に第１回の選定委員会を開催し、募集

方針等の検討を行ったところでありますが、今

後は、７月５日から２カ月間の募集期間を経た

後、９月に１次審査、10月に２次審査を実施し
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て候補者を選定し、11月定例県議会に指定管理

者の指定等についてお諮りする予定としており

ます。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

続きまして、危機管理課○金井危機管理課長

から、宮崎県地震減災計画における取り組みの

進捗状況について報告させていただきます。

お手元の総務政策常任委員会資料36ページを

ごらんください。まず、宮崎県地震減災計画の

概要について御説明いたします。

この計画は、宮崎県地域防災計画に基づき、

地震災害の減災目標や、そのために県を初めと

する関係者が取り組むべき施策をまとめたもの

で、県の地域防災計画の行動計画として位置づ

けられるものであります。この減災計画におけ

る地震・津波に関する被害想定としましては、

東南海・南海地震、日向灘地震が挙げられてお

ります。

（１）の東南海・南海地震の被害想定につき

ましては、東南海地震と南海地震の震源域が同

時に破壊される場合を対象として、地震規模は

マグニチュード8.6としております。本県での被

害想定につきましては、最大震度６弱、津波の

高さ約６メートル、人的被害、死者数でござい

ますが、揺れによるものが約20名、津波による

ものが670名、建物被害につきましては、揺れに

よるもの700棟、津波によるもの5,200棟とされ

ております。

（２）の日向灘地震の被害想定につきまして

は、過去に発生しました地震等を考慮しまし

て、地震の規模を北部、南部ともにマグニ

チュード7.5としております。また、津波につき

ましては、最大高さが日向灘地震よりも東南

海・南海地震のほうが高いことから、東南海・

南海地震による被害を最大被害として採用して

いるところであります。本県の被害想定では、

被害が大きいとされる日向灘南部地震の場合に

ついて説明しますと、最大震度が６強、津波の

高さ約５メートル、人的被害は、揺れによるも

のが約880名、津波によるもの最大約670名、建

物被害は、揺れによるもの２万2,600棟、津波に

よるもの5,200棟とされております。

次に、37ページをごらんください。この計画

は、国の地震防災戦略の目標達成年次が10年と

なっていることを踏まえまして、平成18年度か

ら27年度までの10年間を計画期間としておりま

す。なお、計画全体の半分である５年を経過し

たところで、さきの東日本大震災が発生したも

のでありますが、今後この進捗状況を把握する

とともに、詳細な検討を加えまして、真に実効

あるものとして対応していきたいと考えており

ます。減災の目標数値としましては、（２）に

ありますとおり、想定される死者数を半減する

こととしております。

次に、38ページをごらんください。減災目標

を達成するための施策でございます。上から１

つ目が、「県民一人ひとりが取り組む自助・共

助の充実・拡大」のための県民防災力の向上、

２つ目が、住宅その他の建築物内での被害の軽

減のための住宅・建築物の耐震化、居住空間内

の安全確保、３つ目が、「安全で安心できるま

ちづくり」のための外部空間における安全確保

対策の充実、４つ目が、「津波による人的被害

の軽減」のための津波対策の推進、５つ目が、

「一人でも多くの生命を救う」ための被災者の

救助・救命対策、６つ目が、防災対策の中核と

なる公助の充実・強化のための「県・市町村の

防災体制の充実」。

以上、県が取り組むべき施策を対象分野ごと
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に取りまとめております。

39ページをごらんください。ただいま説明い

たしました県が取り組むべき施策の進捗状況を

まとめたものでございます。見にくくて申しわ

けありませんが、Ａ３両面印刷としております

が、御了承いただきたいと思います。

39ページの一覧表の上段をごらんください。

左から、施策、分野、具体的な取り組み内容の

項目がありますが、さきに説明いたしました県

が取り組むべき施策を列挙させていただいてお

ります。その次に、各取り組み項目ごとの数値

目標を示しており、その横に達成時期を記載さ

せていただいております。その横に進捗状況

を、初年度であります平成18年度から平成22年

度までの５年間の推移を記載した上で５年間の

累計を記載しているものであります。また、一

番右側にはそれぞれの分野別の担当部局を記載

させていただいております。

それでは、取り組み内容の主なものについて

御説明いたします。39ページ内における計画ど

おりに推移している項目につきましては、上か

ら４段目の自主防災組織などへの防災士・防災

リーダーの派遣、これにつきましては、防災士

の育成に比例しまして年々増加しており、今後

もその効果が期待されているところでありま

す。中段にあります分野別の自主防災組織の充

実の中でも、自主防災組織のリーダー育成、防

災士の育成、防災資機材の整備・支援につきま

しても、数値目標を既に達成あるいはほぼ達成

に近い状態にありますが、今後は、さらに高い

目標値を設定することも検討しているところで

あります。

また、このページ内で今後さらに努力が求め

られる事項につきましては、中ほどにあります

自主防災組織の組織率、これにつきましては、

平成27年度末に80％を目標としているところで

ありますが、平成21年度末が63.5％と若干おく

れている状況にあります。県民の生命を守るた

めには自助、共助が必須であり、その基本であ

ります自主防災組織の育成を当面の大きな課題

ととらえ、最重点項目として推進しているとこ

ろであります。

次に、下から７段目にあります災害時要援護

者支援プランの策定につきましては、26市町村

中18市町村が策定しておるようになっています

が、この数字につきましては基本計画を策定し

た市町村数でありますし、うち要援護者の個別

的な避難計画まで策定されている市町村は、調

べましたところ５市町でありますので、早期に

個別計画の策定までの助言が必要かと考えてお

ります。なお、聞き取り調査の結果、全市町

村、23年度末をめどに計画を策定中とも伺って

おります。

次に、40ページをごらんください。このペー

ジにおける良好に推移している項目につきまし

ては、宮崎県防災・防犯メールへの加入促進で

ございます。数値目標を２万人としておりまし

たが、平成22年末には２万264人と既に達成して

いるところでありますが、防災情報の速報的な

システムでありますので、さらに加入者の増加

が望まれるところであります。

また、このページのうちで今後さらに努力が

必要な項目としましては、津波ハザードマップ

の作成についてであります。作成が必要な市町

村は沿岸10市町であり、22年度末には９市町が

作成済みということで、１町残っていたんです

が、先日には作成済みということで、既に10市

町すべてが作成済みとなったところでありま

す。しかしながら、東日本大震災を踏まえまし

て、被害想定の見直しが不可欠な状態にありま
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すので、今後、早期にハザードマップの見直し

が求められているところでもあります。

また、地域地震防災協議会の設置についてで

ございますが、減災計画策定時には既に協議会

が設置されておりましたものの、残る４町では

現在も未設置状態でありますことから、今後早

期に津波対策として、漁港、工業港等における

住民・関係機関等が一体となった協議会の設置

に向けた助言が必要かと考えております。

そのほか、各施策の中で、学校における防災

教育の推進、住宅・建築物の耐震化、外部空間

における安全確保対策の充実、被災者の救助・

救命対策、これらにつきましては、それぞれ関

係部局におきまして計画的に推進されていると

お聞きしております。詳細については後ほどご

らんいただきたいと思います。

以上、必要な項目につきまして報告させてい

ただきましたが、今回の東日本大震災の教訓等

踏まえ、実効ある減災計画に努めてまいりたい

と考えております。私からの報告は以上であり

ます。

今、その他報告事項の説明が○山下委員長

あったところですが、皆さん方の質疑を承りた

いと思います。

学生寮のことでちょっと。28ペー○鳥飼委員

ジの２番目に施設の利用状況とか書いてありま

す。１番目には、50室で１部屋２名ということ

なんですけど、今、相部屋というのを好まない

傾向もあるんですけれども、現状はどんな感じ

なんでしょうか。

23年４月現在の状況を申し上○柳田総務課長

げますと、４月時点で83人が入室しておりま

す。２名で入っておりますので、空き室もある

ような状況になっております。できるだけ２名

で入っていただくということを原則としており

ますので、そのような状況になっております。

入寮期間は２年間でしたよね。大○鳥飼委員

体２年間おるんですか。半年とか１年過ぎた

ら、相部屋だから出ていくとか、傾向的にはど

んな感じなんでしょうか。

昨年の１年生が２年生になっ○柳田総務課長

たときにどれだけ移ったかという話なんですけ

れども、前年度47人の１年生がいたわけですけ

れども、このうち８人が退寮しまして、現在

は39人という状況になっております。

そんなにまではということなんで○鳥飼委員

しょうか。稼働率を見てみますと70から76、73

ということで、きちきち埋まれば100人の12カ月

で1,200というのが満室ということなんでしょう

けど、なかなかそれは難しいと思うんです。以

前にそういう要望もあったりしたんですけど、

男子に限るということになっていますよね。そ

こら辺の県民の方の希望なりそういうのは入っ

ていないのか。それと門戸を広げるという考え

はないのか。その辺についてお尋ねします。

女子も入れるようにしてほし○柳田総務課長

いという要望はあっているところであります。

以前も検討がされてきたんですけれども、現在

の学生寮につきましては、建物の構造上、浴室

やトイレも共同ということになっております。

これで女子の部分を動線をきちっと分けると、

―いろいろ問題が起こってはいけませんので

そういうことを考えた場合、今の構造では女子

寮を設けるというのができないような状況だと

考えております。

県庁本館のトイレ、入り口が前は○鳥飼委員

一緒でした。今、工夫をして何とか男女分ける

ような形になってきています。ただ、東別館の

１階はまだそのままですね。ですから、そうい

う工夫も今後考えていく必要があるのではない
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かなと思っておりますので、検討をお願いした

いと思います。

報告事項のところで、先ほど2007についての

報告はあったんですが今度の分じゃなくて前回

の。委員会資料の32ページは午前中に説明があ

りましたけど、よろしいですかね、ここで。

ここで１点だけお聞きしたいと思います。そ

のほかのことについてはまた後でやるとして、

先ほど、歳出を抑制する、歳入を図るというこ

とでいろいろ意見が出たところです。別冊の16

ページにあります財産収入の増額確保で、行政

財産（庁舎内の自動販売機等）の公募方式によ

る有償貸付等ということで、3,000万かどうか出

たようですけれども、これの現状についてお尋

ねしたいと思います。

県有施設における自動販売機○柳田総務課長

の設置状況ということかと思います。これにつ

きましては、平成18年度に地方自治法が改正さ

れまして、行政財産の空きスペースについては

貸し付けが可能になりましたので、22年度から

貸し付けを行っているところであります。状況

としましては、22年度に96台の設置をしており

ます。その歳入額につきましては、22年度分

が3,481万円となっております。23年度につきま

しては76台を設置しておりまして、この分

が2,500万円の歳入となっております。

公有財産の有効活用ということで○鳥飼委員

そういうのもあったということなんですけど、

公募の結果を見てみますと、物件１は、県庁本

館１階、応募者数が12、決定者が南九州ペプシ

コーラ販売で、153万1,000円というふうにずっ

と書いてあります。一般質問でも出たように、

お茶を買いに行ったら、静岡県産お茶100％と書

いてあると。そういう事例があるわけです。宮

崎県にもジュース販売会社はあるわけで、農協

果汁と、都城にもあるんですが、公募方式をそ

のまま直入れるんじゃなくて、宮崎県の農業の

発展につながるような形で入れていくべきじゃ

ないかという気はするんですけど、その辺はど

んなふうに考えておられるんでしょうか。

先ほど申し上げましたよう○柳田総務課長

に、22年度から歳入の確保ということで始めた

わけなんですが、22年度に公募を行いまして、

いろいろ御意見をいただきました。おっしゃっ

たように、地場企業とか地場産品への配慮をし

てほしいというようなお話がございましたの

で、23年度につきましては一部見直しをしてお

ります。その内容としましては、新たに県内企

業とか県内の個人事業者、そういう方々を優先

して取り扱う公募の特別枠を設けさせていただ

きました。法人であれば県内に本店を有してい

るとか、個人では県内に居住して業を営んでい

る方だけを対象にした公募を行いました。その

結果につきましては、当然県内の方に入ってい

ただいたと。そしてもう一つが、おっしゃった

ように、県内で生産された農水産物を原料とし

て加工した飲料をということで、１種類以上は

取り扱ってもらうように、これは努力義務であ

りますけれども、それを募集要綱に盛り込んで

お願いをしているところであります。

例えば全国の会社が宮崎県産の何○鳥飼委員

かを１種類使えばこの特別枠に入れるというこ

となんでしょうか。今の説明は。

全国の枠と地域枠の話は別の○柳田総務課長

話でありまして、済みません、２つを一緒に言

いました。全国のチェーン店の方についても、

努力して入れてくださいということでお願いし

ているところです。

地域枠というのは比率としてはど○鳥飼委員

んなふうになって、結果として何台設置数が
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あって、地元の農家の納めた産品でつくった

ジュースになっているとか、比率と数字をお示

しいただきたいんです。

比率はきちんと出していませ○柳田総務課長

んけれども、地域枠として出したもので、23年

度の場合、47台を地元企業がとっていると。23

年度につきましては、地域枠以外で29台という

状況になっております。ちなみに22年度につき

ましては、県外企業が64台、地元企業が32台と

いう状況でしたけれども、地域枠を設けたこと

によって地元企業の割合がふえたという状況に

なっております。

ちょっとしつこいようですけど、○鳥飼委員

地域枠としては何台というか、比率何％の決め

方をしているわけですか。

いいですか、総務課長、大事な○山下委員長

ところなんです。財政改革の中でこれもされた

わけでしょう、入札制度を公募型に。どういう

改善が見られたのか。質問でも出ておったんで

すが、宮崎県は、地場の商品開発ということ

で、ＪＡとも連携されて農政のほうでもどんど

ん進めてこられたんです。お茶の開発とか、県

のブランドを入れたペットボトルへの写真の提

示とか、これは県のほうも提示をされてＪＡあ

たりも３～４年商品開発してきたんですが、急

に公募型になって、開発費もなく、自販機が撤

廃されてしまったという事実のもとで今こうい

う状況に来ているんです。今のは大事な部分

で、財政まで今度は見直しをされて、数値的に

どうなってきたのかということまで数値を入れ

ていただくとありがたいと思うんです。

幾つ入っているかというのが○柳田総務課長

今手元にないので。先ほど申し上げたのは、あ

くまでも全体のうち地元企業が幾つとったかと

いうところだけしかお答えできていないので、

ちょっとお待ちいただけますか。

後で2011を議論する場があります○鳥飼委員

ので、そのときまでに調べておいていただくと

いうことで。私が申し上げたかったのは、2007

でいろんな行財政改革をやってきました。歳入

増を図らにゃいかんというのももちろんそうで

す。ネーミングライツとかいろいろ出てきまし

た。歳入増を図っても、ネーミングライツでし

わ寄せを受けるところはほとんどないと思って

いいんですね。ところが、この自販機の場合

は、地元の業者が受けられないということは、

地元の農家がそこにニンジンを納められないと

か、そういうことにつながってくるものですか

ら、結果として、地元の農業に対するいろんな

面での支援につながっていかないんじゃないか

と。結局農業が自立できていないと。私は、基

本的に県の予算というものは、有効に県民の暮

らしが回るような形で使うべきだというのが

あったものですから、お尋ねをしたところなん

ですけど、数字は2011のときで結構ですので、

そういうことでよろしく。

地震減災計画で見直ししても○右松副委員長

らうとありがたいというところが、39ページ、

学校における防災教育の推進というところで、

教職員を対象とした防災研修会の実施というの

があります。これが年間３回になっていまし

て、進捗状況は１回ということで、私は極めて

少ないと思っています。というのは、東日本大

震災で小学生とか幼稚園生とか多くの児童の命

が亡くなりました。ただ、保育園はゼロなんで

すね。保育園で亡くなった方はゼロと。なぜか

というと、一つの要因として、本来避難場所と

して指定されている、例えばそこの保育園は近

くの小学校になっていたんですけれども、その

小学校ではなくて、保育所の先生方がとっさの
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機転を働かせて裏の小高い山のほうに上って行

かれたということでした。こういった引率する

先生のとっさの判断というのは極めて大事だと

思っています。そういった意味では、引率の先

生の判断一つが生死を分けるという可能性も考

えられますので、教職員を対象とした防災研修

会の実施というのは、県内の沿岸部の全教育施

設を回るとすれば、年間３回で足りるのかな

と。ましてや３回の目標が１回しかできていな

いと、これは非常に問題だと私は思っていま

す。ここはやはり今後の減災計画に見直しを入

れてもらいたいと思っています。

今回の東日本大震災の反○金井危機管理課長

省を入れまして、極めて重要な点ということで

項目に私たちも入れさせていただいています。

この点は学校政策課が担当しておるんですが、

当初年３回ということで、県北、中央、県南で

計画しておったんですけれども、学校のほう

も、合同で全部で１回にしていただけないかと

いう要望が今まであったものですから、１回に

なってしまっておりましたけれども、詳細な教

育につきましては再度検討していきたいと思い

ます。また、学校の生徒につきましては、これ

とは違うんですけど、出前教育講座ということ

で、学校からの招聘を受けまして防災士を派遣

して、それぞれ年間に約50校から70校程度行か

せていただいておるのが現実でありますので、

つけ加えさせていただきます。以上です。

減災計画ですが、今後見直しも○前屋敷委員

随分図られていく中身になるだろうと思うんで

すけど、１つ、木造住宅の耐震化の促進という

点で、この数字がどこから出てきたのかなとこ

の表を見るにつけて思うんです。下から３行目

になりますが、木造住宅の耐震化の促進という

ことで、数値目標が、90％耐震化を図るという

ことで、進捗状況で平成20年度に71.9％進んで

いるということになっているんですが、対象を

何戸に置いてこういう数字が出てきたのか。こ

れは私の一般質問との関連になるんですけ

ど、56年以前の住宅が耐震診断とそれに基づく

耐震化ということになっているんですが、今、

県内には約13万戸ぐらいあるんです。現在その

うち404戸しか耐震診断をしていなくて、そ

の404戸のうちの約９割は改修が必要だという結

果になっているんですけど、実際は30戸程度し

か改修されていないということが今出ているん

です。だから、この数字は基本は何に置いてい

るのかなと。ですから、抜本的に見直してこの

減災計画というのは組み直さなきゃならんの

じゃないかというふうに思いましたので、その

ところは注意を喚起したいと思います。

詳細な資料が手元にござ○金井危機管理課長

いませんので、御回答しかねるんですが、90

％、100％、そして90％とあるんですが、これは

数的なもので、この10年計画が進められたとき

に、国から定められた数字でパーセンテージが

出てきただけでございまして、全国統一的な数

字と聞いております。ただ、その中身の今、全

体が幾つあってというのは、私たちも建築住宅

課のほうからいただいていませんので、今のと

ころ数字はございません。

細かい数字はそちらではわから○前屋敷委員

ないだろうと思うんですけど、ただ、進捗状況

に71.9％という数値があるのがちょっと腑に落

ちないといいますか、そういうところなので、

その辺は十分勘案して減災計画を決定していた

だきたいと思います。

なければこれで質疑を終わりた○山下委員長

いと思いますが、よろしいですか。

それでは、10分ぐらい休憩して、後、行財政
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改革プランを説明してもらいたいと思います。

２時50分から始めたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

暫時休憩いたします。

午後２時39分休憩

午後２時49分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

先ほどの県有施設の自動販売○柳田総務課長

機の設置状況について、再度説明をさせていた

だきます。

全体を申し上げますと、従来、目的外使用と

いうことで県の施設に設置されていたんですけ

れども、22年度に公募を始めたと。公募をする

部分と公募を除外する分と２つに分けてやって

おります。公募を除外する部分につきまして

は、福祉団体とか食堂・売店、指定管理者と

―いったもの、それに加えまして、農業施設

例えば普及センターとか総合農試、農業の振興

や技術の普及、試験・研究 そういったとこ―

ろについては、農業関係団体に設置していただ

いているということであります。公募除外部分

は、22年度は全体が150台ありまして、農業施設

部分は５台となっております。

それから、22年度は、公募を全体で103台行い

ましたが、７台については申し込みがなくて、

残りの96台を設置しております。96台のうち、

県外企業が64台、地元企業が32台、そのうち、

先ほどお話がありました農協果汁さんにつきま

しては５台となっております。

23年度につきましては、15台の公募除外がご

ざいました。このうち、先ほどの農業関係の施

設ということで農業団体に設置していただいて

いるものが４台ございます。そして、公募を行

いましたのが全部で83台で、地域要件で県内企

業を対象にしたものが31台、それ以外、県外も

入れるものが52台ということでした。その結果

として、７台が要望はなくて、実際設置したも

のが76台となっております。76台のうち、県外

企業が29台、地元企業が47台ということで、地

元の企業さんのほうも努力していただいて、県

外の部分をとっているというような状況になっ

ております。その47台のうち、農協果汁さんの

部分が４台、デイリーさんの分が１台となって

おります。それとはまた別枠で、県の県民室の

ほうに１台、農協果汁さんが置いているという

ことであります。

そして、23年度は、１種類以上地元産の飲料

をということで、それを入れていただいている

のが、先ほどの76台のうち49台ということでご

ざいます。

説明は以上です。

大体わかりましたが、数字等は後○鳥飼委員

でいただきたいと思います。地元企業というと

ころで、これは何年度のかわからないんです

が、ホームページからとったんですけれども、

南九州ペプシコーラ販売株式会社とかコカコー

ラとか、いろいろあります。こういうところも

地元企業ということになっているんですか。地

元企業は、先ほど言ったら、本店が云々とあり

ましたけど、それの御説明をお願いします。

先ほど申し上げましたよう○柳田総務課長

に、県内企業というのは、県内に本店を有して

いるか、また個人であれば県内に居住して業を

営んでいるということで、２年間の実績が必要

という形にしております。そして、先ほどお話

のあった南九州ペプシコーラとか南九州コカ

コーラボトリングは、県外という形で整理をさ

せてもらっています。あと、例えばということ

で申し上げれば、県内の企業としては、農協果
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汁さんとか、高原ミネラルさんとか、デイリー

販売さん、はまゆう乳業さん、こういったとこ

ろが県内業者という整理でございます。

大体わかりましたが、ここは私な○鳥飼委員

りに勉強させていただきたいと思います。やは

り大事なことは、地元の農家を含めてそこのも

のが使用されていくといいますか、そのことが

お金が地域内で 知事が言っているような循―

環型ということになると思いますので、そうい

う視点でお尋ねしました。

福祉関係は何台入っているんで○山下委員長

すか。

22年度で公募除外が150台でし○柳田総務課長

たが、そのうち福祉団体が16台です。23年度に

つきましては、公募除外が15台で、そのうち福

祉団体が４台ということになっております。

よろしいですね。○山下委員長

では、行政経営課長、説明をよろしくお願い

いたします。

それでは、別冊になって○大坪行政経営課長

おりますが、みやざき行財政改革プランを御説

明させていただきます。

まず、表紙ですが、表題が「みやざき行財政

改革プラン」といたしておりまして、従来は行

財政改革大綱という非常にいかめしい名前だっ

たんですが、できるだけ県民の皆様にもわかり

やすくという視点で、今回はこういう名前にい

たしたところでございます。

資料を開いていただきまして、最初が目次に

なっていまして、冒頭説明しましたように、最

初に基本的な考え方を述べて、そして、第２の

改革プログラムの中で３つの柱から今回の行財

政改革プランを整理したところでございます。

ここで、１番目と２番目のところについて私か

ら説明しまして、３番目の財政改革については

財政課長から説明させていただきます。

時間の関係がございますので、早速本論のほ

うに入らせていただきます。

９ページを開いていただきますでしょうか。

１点目の効果的・効率的な行政基盤の確立とい

うことでございます。（１）効率的で質の高い

行政基盤の整備といたしていますが、この９

ページ、10ページにつきましては、県庁の組織

体制の見直しについて言及しております。

10ページの右側のほうをごらんいただきます

か。「目指す組織の姿」としまして、本庁につ

いて、出先機関についてそれぞれ述べていると

ころでございますが、本庁では、政策の立案・

推進、全県的視野に立った業務を行うととも

に、新たな行政課題、そして、さまざまな危機

事象にも的確に対応できるような組織体制とい

うことにいたしております。一方、出先につき

ましては、現地・現場性の高いもの、住民サー

ビスの向上につながる業務、そして、地域の中

核となる機関については、市町村と連携をして

地域振興や危機管理にも対処できる拠点となる

ことを目指すという表現にいたしております。

見直しの視点としましては４点あります。ア

が今後の行政需要に対応した組織体制、イがス

クラップ・アンド・ビルド、ウが県民との協

働、アウトソーシング、エが関連業務等の集中

化と部局横断的課題への対応ということで、こ

のような視点に基づきまして、今後の組織改正

をしてまいりたいと思っております。

ページをめくっていただきまして、11ページ

にその具体的な実施計画を整理しております。

例えば知事部局の表で申しますと、１点目が、

県の総合計画を推進するための組織体制の見直

しということで、今般、アクションプランにつ

いても議案として出させていただいております
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が、そういったものが順調に進むようにという

ことで、組織体制についても見直しをしてまい

りたいと考えております。

それから、２点目が危機管理対応、３点目が

口蹄疫からの再生・復興ということですけれど

も、これにつきましては、内容的に急ぐ中身が

ありましたので、本年度の組織改正、23年４月

１日付で、ある程度の対応をさせていただいて

スタートしたところでございまして、今後、そ

の中身を検証しながら随時見直しを図ってまい

りたいと思っております。４点目は、社会経済

情勢の変化や地方分権の流れ、そういったもの

に対応しまして、本庁・出先機関の組織体制を

見直したり、あるいは市町村との役割分担、九

州各県との広域的な連携体制、大きなテーマに

なりますけれども、そういったものを４年間で

検討しながら、できるものから順次実施してい

きたいと考えているところでございます。

それから、②としまして危機管理能力の強

化、これは今回新しく入れた項目でございま

す。本県で発生しました口蹄疫の問題、そして

今般の大震災の問題、そういったものを含めま

して、危機管理の研修・訓練等の充実強化、職

員の意識・能力の強化、マニュアルの見直し・

充実、そういったものを図っていきたいと思っ

ております。さらに、「また」以下になります

けれども、大きな災害が発生した場合に県庁の

業務が一時ストップすることもございます。そ

ういった場合に、最低限必要な業務について速

やかに再スタートができるようにということ

で、ＢＣＰと呼んでいるものなんですが、業務

継続計画を作成していきたい。あわせて、県内

の企業等にもそういったものの働きかけをして

まいりたいと考えております。

それから、13ページが定員管理の話でござい

ます。先ほど来幾つか御質問をいただきました

けれども、下の表をごらんいただきますでしょ

うか。これは県職員総職員数の推移について整

理したものでございますが、17年度当初１

万8,652名だったものが、平成23年度当初で１

万7,519人ということで、1,133名の純減という

非常に厳しい削減を進めてきたということでご

ざいます。そういう中で、右側に今後の実施計

画なり数値目標を入れておりますが、先ほど来

説明しましたように、今回、数値目標としまし

ては、知事部局等について、平成17年度当初比

で１割程度削減するということでの目標を掲げ

たところでございます。

それから、15ページが、適正な給与管理とい

うことでございます。これについては、前大綱

でも当然ながら記載していた項目でございます

が、引き続き、給与等の縮減の取り組みを図っ

てまいりたいと考えております。

それから、16ページ、⑤意欲と能力に満ちた

人材の育成と活用ということで、これにつきま

しても、定員が削減される中で、職員に対して

負担が非常にかかっているという状況も一方で

あろうかと思われますので、職員研修を充実し

たり、さらには的確な人事管理をしていくこと

に留意してまいることにいたしております。

それから、18ページになりますが、⑥風通し

のよい職場環境の醸成と職員の健康管理といた

しました。これにつきましても新たに設けた項

目でございます。先ほど来の趣旨と同じなんで

すけれども、職員が自由で伸びやかに仕事がで

きるように、そして心身の健康を十分に保ちな

がら仕事ができるようにということで、さまざ

まな工夫をしながら今後４年間の行政運営を進

めてまいりたいということで考えております。

それから、19ページ、20ページですけれど
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も、⑦から⑨まで、これは従来どおり実施する

ということなんですが、特に⑦職員提案につき

ましては、これまで幅広く提案募集をしてそれ

なりの啓発等やってきたんですが、一部職員が

せっかく提案したのに対して、フォローが弱い

という意見もございましたので、提案実現のた

めのフォローという項目をその表の中で新たに

入れたところでございます。⑧ですが、事務処

理をできるだけ無駄を削減していきたいという

ことで、いろんな資料を作成したり、あいさつ

文を作成したりしますけれども、それをできる

だけ簡素・合理化したい。あるいは会議等につ

いても、資料を少なくしたり時間を短縮したり

ということを進めてまいりたいと思っておりま

す。

それから、21ページ、22ページになります

が、（２）公正で透明性の高い県政運営という

ことでございます。特に法令遵守意識の徹底で

すとか、公益通報制度の適正な運用等には留意

してまいりたいと思っています。それから、不

当な働きかけ、これは現在まで１件も実績はな

いんですが、こういうことを掲げることによっ

て的確な業務遂行ができるようにということ

で、心してまいりたいと思っているところでご

ざいます。

それから、23ページ、24ページですが、ここ

は情報公開制度の適正な運用、個人情報保護制

度の適正な運用ということを、中身としては従

来どおりなんですが、入れさせていただいてお

ります。

それから、右のほうが、建設工事等における

入札・契約制度の適正な運用・改善ということ

で、⑧の物品等と並びまして、前回の大綱では

相当ここが具体的に詳細になっていましたが、

一定の制度改善は進みましたので、それを踏ま

えつつ、そこの文章の３行目にございますよう

に、社会・経済情勢の変化等に応じて、適時適

切に必要な改善を行ってまいりたいと考えてお

ります。

それから、25ページ、26ページになります

が、成果重視の県政運営ということでございま

す。政策評価について従来どおり進めてまいる

ということ、そして、公共事業評価を実施した

り、あるいは適正な会計事務、適正な物品管

理、適正な準公金等の扱いということを記載し

ているところでございます。

それから、27ページになりますが、監査機能

の充実・強化ということでございます。監査機

能につきましては、外部の知見を持った方々に

専門家として入っていただいたりというふうな

工夫をしてまいりたいと考えております。さら

に、⑦の法務機能の充実・強化につきまして

は、特に２番目ですが、政策実現のための政策

法務の推進ということを新たに入れたところで

ございます。昨今、それこそ地方分権という中

で、地方がみずから考えて、みずからの責任で

もって施策を進めていくという流れになってい

ますので、政策法務についても十分留意して進

めてまいりたいと考えております。

それから、28ページは、公営企業の健全化と

いうことで、従来どおりの中身を入れさせてい

ただいております。

29ページになりますが、それぞれ企業局の事

業、病院局の事業について、数値目標等を記載

しているところでございます。

それから、30ページが、⑨公社等改革の推進

ということで、これにつきましては、先ほど副

委員長から御質問がありまして一部お答えしま

したけれども、平成22年２月に新たな宮崎県の

公社等改革指針を作成して、それをスタートさ
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せておりますので、その中身をそこにそのまま

記しております。ただ、この新指針は、終期

が24年度までとなっておりますので、25年度以

降どうするかということにつきましては、改め

て検討してまいりたいと考えております。

それから、32ページが、市町村との連携とい

うことでございます。特に実施方針の中の一番

下、「さらに」ということなんですが、県と市

町村がどのように連携していくべきか十分に検

討したいということで、実施計画の表の中の３

番目になりますが、県と市町村との協議の場と

いうものを設置しまして、今後継続的に協議し

ていくということにいたしております。

それから、33ページからが、２つ目の大きな

柱、県民目線による行政サービスの提供という

ことでございます。昨年、この新プランを策定

するに当たりまして県民のアンケート調査等も

行いました。それから、パブリックコメントを

聴取したりしまして、結構ありましたのが、行

革の中身がわかりにくいという御指摘が多うご

ざいましたので、特に県民本位の情報発信の充

実・強化ということでそこに記載したところで

ございます。

それから、36ページ、県民等との連携・協働

というところでは、先ほどもちょっと触れまし

たけれども、今回、多様な主体との協働という

ことで、「多様な主体」という表現を入れたと

ころでございます。従来、ＮＰＯが中心であり

ましたけれども、それのみならず、企業とか公

益法人、大学、そういったところとのいろんな

形での協働を進めてまいりたいということでご

ざいます。

それから、37ページ、これは一般質問でも出

ましたけれども、県職員の地域活動への参加促

進を図ってまいりたいということでございま

す。

それから、38ページは、アウトソーシングの

推進ということで、県庁の業務をできるだけス

リム化するということで、アウトソーシングの

推進は非常に重要な視点でございますので、指

定管理者制度の活用ですとか、39ページになり

ますが、ＰＦＩ手法等の活用ということをそこ

に掲げているところでございます。

それから、規制緩和という観点では、40ペー

ジに、条例等に基づきます県のもろもろの規制

緩和の推進、あるいは６番目で特区とか地域再

生計画の認定の促進を掲げております。

それから、41ページ、県民サービスの向上の

ところでは、従来から引き続いてということに

なりますが、いろんな窓口での利用の利便性向

上を図ってまいりたい。行政手続についても同

様でございます。いろんな手続の簡素・合理化

等を図ってまいりたいと思っておりますし、住

民基本台帳ネットワークシステム等を活用した

り、あるいは納税者の利便性の向上等を図って

まいりたいと考えております。

それから、43ページになりますが、県から市

町村への権限移譲を進めたり、あるいは⑥県庁

内における権限移譲を進めることによって、で

きるだけ県民にとって身近なところで判断がさ

れ、迅速に措置がされるような働きかけを進め

てまいりたいと考えております。

それから、44ページ、最後になりますが、ひ

とり一改善「県民サービス向上運動」というこ

とで、職員のそれぞれが、どういうふうに工夫

したらよりよい県民サービスができるかという

ことを考え、目標を設定して行動するというこ

とについて、今回改めて進めてまいりたいと

思っておりますし、⑧県民目線に立った行財政

改革の推進ということで、毎年度、県民意識調
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査の中でこういった項目を入れながら、県の行

財政改革の認知度が進んでいるか、あるいは窓

口での満足度が高まっているか、そういう視点

で行政改革を進めてまいりたいと考えておりま

す。

第３章につきましては、財政課長から御説明

いたします。

資料の３ページと４ページに○日隈財政課長

お戻りいただきたいと思います。補足して少し

御説明させていただきたいと思います。

まず、３ページの下の表でございます。県債

残高についてということでもう一度御説明させ

ていただきたいと思いますけれども、県債残高

については、23年度末見込み額で１兆を超えま

して１兆580億円ということで見込んでいるとこ

ろであります。ただ、この中で、一般質問でも

ありましたけれども、昨年度の口蹄疫の関係

で、復興対策関係、転貸債という県債の種類に

なるんですが、この分が1,200億円、棒グラフで

斜め線のところであります。22年、23年に入っ

ております。1,200億円がふえておりますので、

この分は、５年後に財団から全額県に返ってき

まして償還いたしますので、この分の元金の心

配はないのかなというものであります。

問題は、真ん中のちょっと薄い色になってお

りますけれども、臨時財政対策債のことであり

ます。先ほど鳥飼委員からもありましたけれど

も、臨時財政対策債については、13年度からこ

のような制度になったわけです。そもそもそれ

までは、御承知のことかと思いますが、地方交

付税の特別会計というのがありました。例えば

国のほうからは、10兆円交付税特会に入れます

と、地方に配分するのが12兆円必要だというこ

とになると、２兆円を特別会計で借り入れを行

うということで、国のほうでそういう調達をし

ていただいていたのが12年まででありまして、

その分を国が借り入れするのではなくて、地方

のほうでみずから、いわゆる権利と義務の行使

ということで義務も果たしていただこう、そし

て、地方議会のほうにもしっかり承認をいただ

いて認識していただこうということで、国のほ

うが創設された制度であります。５つの税から

それぞれ交付税財源でとってきているわけなん

ですけれども、不足する分については、臨時財

政対策債という地方債を発行して、みずから調

達して必要な行政サービスを行いなさいという

制度で始まったものであります。

これが徐々にふえてきまして、特に21年

度、22年度、23年度になりますと、それまでは

せいぜい数十億円から200億程度まであったんで

すが、一遍に400億から600億近くまでぼんと膨

らみました。これは、１つは、景気の低迷に

よって国の５税の収入がない中で、行政サービ

スを一定維持するために地方に配分するとすれ

ば、不足分が出てまいりますので、そういった

のを補おうと思えば、臨時財政対策債の枠を一

定地方に与えるという形になるものですから、

このような結果になっております。

本県の場合は、ことしの当初予算で1,800億を

超える地方交付税、これに臨時財政対策債を合

わせると、本当は地方交付税で2,200億以上もら

わないと今の行政サービスが維持できないとい

う県であります。臨時財政対策債の枠が420億、

昨年が563億ということでありまして、本当はこ

の分は地方交付税でいただきたいというのが私

どものお願いであるんですけれども、これは地

方のほうで調達しなさいという制度になった関

係で、現金でいただける分というのが限られて

いる。その不足の分はそういう形で補っていく

という制度になったということです。
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ただ、その元利償還金につきましては、翌年

度以降の基準財政需要額というんですけれど

も、交付税の中で対応しますよというやり方で

当面進めていくということであります。それで

いくといつかパンクするんじゃないかという議

論がいつもあるんですけれども、景気低迷が続

けばそういうことはあり得ると思いますけれど

も、逆にバラ色的に言えば、税収が多くなれば

交付税財源もふえるわけですから、その分で特

会に入れていく、あるいはその分を見ていくと

いうことになれば、税収がふえていけば、償還

も交付税の中でできていくという方向もあるわ

けで、そういった考えのもとにこういう形で現

状進んできているということであります。

結果として、この棒グラフの中で、現在１兆

円を超える中で臨時財政対策債の分が3,000億余

となっておりまして、一般的に私たちのほうで

行政配分の中で財政措置している分の県債残高

については、6,343億円まで一応圧縮は図ってき

ている。ここのところが、正直申し上げて、私

ども財政運営するほうとしてはきっちり財革の

中で取り組んでいくということになります。臨

時財政対策債を発行しないとなれば、それだけ

歳入のほうが落ちる、そういった形になります

ので、交付税の代替財源、そして交付税措置す

るということに地方財政法でなっておりますの

で、この分はしっかり今後も見ていただくこと

を前提に満額発行させていただいているという

ことであります。

ちなみに、都道府県レベルですけれども、放

棄している県は東京都だけであります。そうい

う中で一応県債残高というのはこういうふうに

推移してきているということで御理解いただき

たいと思います。

飛びまして、行政経営課に引き続きになりま

すけれども、45ページからが今回の第３期財政

改革推進計画の内容であります。45ページの下

のほうに（２）見直し目標額ということでるる

書いてありますけれども、内容的には、46ペー

ジに移っていただきまして、一番上の表に、先

ほど御説明しました見直し目標額999億を達成し

たいということで金額を掲げております。内容

は、（４）具体的な取り組み以降に書いてあり

ますけれども、見ていただきますと、まず、ア

で歳出の関係が書いてあります。①義務的経

費、総額で見直し目標額92億円ということで掲

げております。メニューとしては、人件費と書

いてございますけれども、この内容については

先ほど申し上げたとおりですけれども、行政経

営課長が御説明した定員の削減の関係、これは

知事部局だけであります。ただ、教育委員会等

でも少子化の関係で職員数は恐らく減少傾向に

あるのかなと思います。そういった傾向も今後

織り込んでいく形になっております。

次の47ページに入りまして、３つ目、公債費

の関係で新しいメニューについて御説明いたし

ます。２つ目のぽつに、「当面の金利負担を軽

減し」ということで書いてありますけれども、

「償還年限あるいは発行時期の多様化を進める

とともに」ということで記載させていただいて

います。どういう意味かと申しますと、これま

でほとんどが10年物の県債で発行してきており

ました。県債については30年の償還上限になっ

ておりますので、この分を例えば15年とか20年

とか長期に持っていけば、公債費を薄くできる

ということもあります。また、どうしても年度

末に決算見込み額を立てて締めてしまわないと

ことし使った金額はわかりませんので、年度末

の５月の発行というのが従前のやり方だったん

ですけれども、もう少し幅をとって、年度途中
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で前期の状況等見て、秋口の10月ないし12月ぐ

らいに半分ぐらい見込み額で発行すれば、その

時期がもし金利に低い状況にあればそのほうが

得でありますから、発行時期の多様化を進める

ことで金利の圧縮ができるんじゃないかと。そ

ういうことにも取り組んでいこうと考えており

ます。

３つ目に、平準化のためにということで、特

別会計や基金等の設置云々ということで書いて

おります。これは公債管理の特別会計を既に本

県以外のすべての都道府県が設置いたしまし

た。本県もこのことについては検討しておりま

して、今後、議会のほうに関係議案等を上程さ

せていただくことになろうかと思います。これ

は、ちょっとややこしいんですけれども、特別

会計を設けて、例えば同じ額、1,000億だった

ら1,000億を毎年繰り出すことで平準化を図って

いこうという意味であります。あるいは借換債

というのがありまして、100億円を20年で借りる

場合には、半分だけを10年間で払って、10年債

で発行して50億円を償還していく。残りの10年

間で50億円を償還していくんですけど、最初か

ら100億円を20年で借り入れたら金利が高いんで

す。今でいいますと２％ぐらいです。10年見直

しの20年債で発行しますと１％少々の金利で済

みます。そういった場合には、元金を50億円残

す形で、20年発行だけれども10年金利でしてく

ださいということでしまして、契約は20年です

けれども10年金利でやる。そうしますと、10年

後のところで50億を一回償還しないといけな

い。借換債10年物を発行して、10年で残りの50

億を償還していくという方法になります。そう

いった場合には、予算上はどうしても一回50億

円償還で公債費を立てますので、急激に公債費

がふえてしまうという形になります。これを特

会のほうに預けておきますとそこのところが平

準化できるということもあります。要するに50

億使うけれども、50億入ってくるのでプラマイ

ゼロで済みますので、特会のほうではそういう

処理ができる。一般会計からお金を出さなくて

も、特会のほうで50億発行して50億で償還する

ということになりますので、公債費の見かけの

圧縮にはなると。いわゆる平準化等ができると

いうメリットを見て各県では取り組んでいると

ころです。そういったものを整理しまして、上

程の際には十分御説明をさせていただきたいと

考えております。

次に、②投資的経費の関係です。米印の１つ

目で公共事業、以下、維持管理経費あるいは直

轄高速自動車国道事業負担金と書いてあります

が、要するに東九州自動車道関係等の問題、あ

るいは災害復旧費等は別建てということで、そ

れ以外のものについては、当面、２期改革と同

様、５％の削減でお願いしたいと考えておりま

す。ただ、国の予算編成の状況によっては数値

を変更して、そこは臨機応変に対応していかな

くてはいけないのかなと考えております。何を

言っているかというと、実は５％どころじゃな

くて、補助公共については、ここのところ10％

削減であるとか15％削減であるとか、そういっ

た数値も出てきておりますので、補助公共と県

単公共のあり方については毎年見ながら進めて

いきたいと考えております。

あと、③一般行政経費の関係であります。見

直し目標額が268億円と書いてあるんですけれど

も、内容的には、補助金を初め、事務事業の関

係になります。夏場に財政課のほうはずっと残

業しながら、７月、８月に事務事業見直し、翌

年度の予算編成に向けての前段の作業をさせて

いただいております。これは本当にゼロから見
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直しまして、削減を先にメニューをつくって

いって、それができまして翌年度の予算編成方

針を10月に出させていただくというような作業

をしているところです。

ポイントとしては、補助費等については、市

町村・団体等の自立云々と書いてありますけれ

ども、見直しを徹底してさせていただきたいと

いうことで、主な視点ということで書いてござ

います。上乗せ補助金の原則廃止からるる書い

てございます。一部、６）のところに書いてあ

りますけれども、市町村との役割分担あるいは

市町村の財政力を考慮して、弱い団体には厚

く、財政力のある団体にはそれなりの負担をお

願いしていきたいというような見直しをさせて

いただきたいと考えております。

49ページに入りまして、先ほどありました物

件費・維持補修費のところが２番目になりま

す。ここは、どうしても職員の意識改革を前提

として、あとは工夫が必要かというふうに考え

ております。ここにはＩＴ云々と書いてありま

すけれども、これまで取り組んだ例でいいます

と、例えばパソコンで使いますソフト、１個が

１万円のソフトがありますが、1,000人分導入す

ると1,000万かかるところを、一括して契約しま

すと200～300万で済むということもございま

す。何とか工夫しながら圧縮を図っていく。最

近では、電話料金について随分営繕課のほうで

取り組んでいるんですけれども、ＮＴＴだけ

じゃなくてソフトバンクも活用しております。

そういった工夫をしながら圧縮を図っていくと

いうものであります。

④特別会計・公営企業会計への繰出金という

ことで書いてございます。公営企業会計につき

ましては、病院事業会計、これは病院局のほう

になりますけれども、新たな中期経営計画を策

定しております。効率的な病院運営を図ってい

ただくということで、一般会計から繰出金50億

円余を今出しておるんですけれども、少しでも

抑制を図っていきたい、病院事業にはしっかり

頑張っていただきたいと考えております。ま

た、特別会計の中には貸し付けを行う特別会計

が結構多いんですけれども、貸し付けがなく、

余剰で残っている資金等もありますので、そう

いったものについては引き揚げのことも含めて

検討していきたいと考えております。

50ページに行きまして、⑤執行段階での経費

節約について書いています。３行目に「毎年

度100億円程度の財源捻出を図ります」と書いて

ございます。第２期計画では80億円ぐらいの節

約目標で取り組んできたところです。これを20

億円ぐらい引き上げまして、100億円の節約とい

うことで徹底してまいりたいと考えておるとこ

ろです。

次に、イの歳入確保の強化ということで記載

しております。①自主財源です。１つ目が県税

ということです。県税の関係は、課税・徴収両

面から取り組むということで書いてありますけ

れども、２つ目のぽつで、特別徴収制度の取り

組みをしっかりやっていきたいということで、

新たな取り組みを考えております。あと、コン

ビニ収入、インターネット云々ということで、

これまでの取り組みを強化していくような内容

が掲げてあります。

51ページに行きまして、使用料・手数料につ

いては毎年見直しをさせていただいています。

３年に１回は基本的には引き上げをさせていた

だきたいという観点で取り組みをさせていただ

いております。ただ、やはり県民負担のことも

ありますので、最近、大きな引き上げは行って

いない状況にございます。
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１つ飛びますけれども、その他のところのぽ

つの２つ目です。関係団体への出資金等につい

て、不要な分等があれば出資金の引き揚げも

行っていきたいということで見直しをしてまい

りたいと考えております。

その次の特別会計は、先ほど御説明した余剰

資金のことが書いてございます。

その次のぽつが、ネーミングライツ収入云々

の広告収入等とあわせて記載しております。新

しい発想で新たなものがあれば収入確保に当

たってまいりたいと考えているところです。

最後のぽつは、宝くじの関係です。先ほど議

案にありましたように、口蹄疫復興宝くじにつ

いては、現在、既に総務省のほうに許可申請を

出しております。早ければ来週あるいは再来週

には許可が下りるのではないかと考えていると

ころです。

次に、②依存財源の関係でありますけれど

も、地方交付税は、先ほど申し上げました、本

県の歳入全体の３割ぐらいを占めている貴重な

財源でありますので、これの確保には最大限努

力していきたいと考えております。

２つ目の県債は、借換債云々ということで書

いてありますが、ここは省略させていただきま

す。

右のほうに行きまして、大きな問題としまし

て、国庫支出金のところを説明させていただき

ます。地域自主戦略交付金、いわゆる一括交付

金と申します。従前のひもつき交付金から一括

交付金化へという流れの中で、今年度から導入

されております。地域自主戦略交付金がさらに

今後拡大していくと予定されておりますので、

その配分については、記載のとおり、本県のよ

うに社会資本整備が特におくれている地域等に

配慮されて、多くの配分が行われるように国に

強く求めてまいりたいと考えております。

ウの予算編成システムの見直しは、金目に反

映しないわけですけれども、特に④透明化の関

係は、県民の皆様にわかりやすい県政推進の観

点から、いわゆる予算編成過程の公表について

は今後検討してまいりたい。さらにわかりやす

く提供できるように取り組んでまいりたいと考

えております。

以上申し上げた内容で、53ページ、先ほどの

委員会資料にもございましたが、２つ目の見直

し目標額をそれぞれの項目ごとに整理したのが

２つ目のブロックのところであります。人件費

から始まって歳入確保対策、それぞれの年度

で200億円強の見直し等を図りまして収支不足の

圧縮を図るということで、４年間で999億、

約1,000億円の見直しをさせていただきたいと考

えております。

その結果、（７）のところですが、基金残高

については、目標としては最低99億円、100億円

の確保をして、そしてさらにまた次の４年間に

向かっていきたいということを記載しておりま

す。ただ、申し上げたように、100億でいいとい

うことで考えているわけではございませんで、

少しでも多くの基金残高は確保していきたい。

一定の水準は必要であろうと思っておりますの

で、そういった気持ちで取り組んでまいりたい

と考えております。

最後に、県債残高の見込みでありますけれど

も、私、申し上げた口蹄疫の転貸債あるいは臨

時財政対策債を除いた部分が我々で努力できる

ところですので、その分については、括弧のと

ころで書いてありますけれども、22年度末

が6,681億円、これを26年度末には5,605億円と

いうことで約1,000億円強の圧縮を図ってまいり

たいと考えております。
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以上が、第３期の財政改革になります。以上

です。よろしくお願いします。

長時間ありがとうございまし○山下委員長

た。約40分かかりました。詳しく説明をしてい

ただきましたが、皆さん方、今の説明の中で、

どうしても聞いておきたいことを中心に質疑を

していただきたいと思うんですが。

全部聞くと時間がありませんの○鳥飼委員

で、何点かお尋ねしたいと思います。

まず、スクラップ・アンド・ビルドとか、効

率的で質の高い行政基盤の整備とか、書いてあ

りますが、先ほども出たように、私は、メンタ

ルダウンしている人がかなりふえてきていると

思っているんです。宮崎市内の出先機関34～35

名、臨時の人を入れたら60名ぐらいになるんで

すか、そこでも正規の職員でも７人ぐらいいた

というような事例もあります。それは治癒とい

いますか、職場復帰をした方ももちろん含めて

なんですけど、そういう状況で、職員の定数減

に伴って職場環境が非常に厳しくなってきてい

ると思っております。

それで、絞ってお聞きすると、13ページ、適

正な定員管理のところでお尋ねをいたします

が、17年度当初比1,000人の純減目標を上回

る1,133人の純減を達成しましたということで、

それをもって17年対比で１割程度削減をすると

いうことになっているんですけれども、この根

拠についてお尋ねしたいと思います。

従前の大綱では、国が一○大坪行政経営課長

定の根拠といいますか、目標を設定しまして、

具体的には4.6％を超えるような人員削減をしろ

ということで全国的に進めてまいったわけでご

ざいますが、今後につきましては、国のほうか

らの特に数値目標的なものはございません。し

たがいまして、各県ともそれぞれの県の事情等

を踏まえながら、新たな減員目標を設定してい

るという状況でございます。

本県について申しますと、非常に厳しい財政

状況にあるという中で、職員数の削減、人件費

の削減、これはやはり避けて通れない問題だろ

うということは一方で思いますが、他方では、

先ほど来申していますように、スクラップ・ア

ンド・ビルドをしながら、新たな行政需要にも

的確に対応しなくちゃならない、危機管理能力

の強化もしなくちゃならない等々の問題があり

ます。したがいまして、そういったことを総合

的に勘案しまして、この程度なら何とか努力す

ればできるんじゃないかというぎりぎりの議論

をした結果として、平成17年度対比で１割程度

削減ということにしたところでございます。

この程度ならということで出され○鳥飼委員

たということですけれども、やはり根拠が不明

確だと私は思っているんです。部局マニフェス

トのところで、それぞれ部長のマニフェストと

いうことで達成率とかいろいろ書いてあるんで

すけれども、前期の分で減員をした部分、これ

でいきますと1,133人、1,000人減らすというこ

とが1,133人になったと。「○」になっているん

です。私は減らし過ぎだから「△」じゃないか

という気がしたんです。減らせばいいという思

想になっているんじゃないかと思ったんですけ

れども、どうでしょうか。

決して減らせばいいとい○大坪行政経営課長

う気持ちでやってきたんじゃないとは思ってい

ます。やっぱり全庁的に必死になって取り組ん

できた結果がこういうことになったんだろうと

いうふうに思います。何回も言いますけれど

も、今後につきましては、これほど急激な削減

はやはり無理だろうと思っていますので、今後

のいろんな行政需要ですとか、あるいはできる
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ことはどんなことかということを具体的に考え

ていったときに、この程度がぎりぎりなのかな

ということで数値目標を設定したところでござ

います。

今の聞き方は意地悪な質問だった○鳥飼委員

かもしれないんですけれども、ただ、「簡素で

効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律」というのが出て、今、課長が言

われたとおりなんですけど、国家公務員につい

ては５％減員しましょうと。55条では4.6％減員

しましょうということだったんです。ところ

が、各地方公共団体こぞってといいますか、

競ってといいますか、職員の減をしてきた。確

かに財政危機というか、苦しいというのもあっ

たんですけれども、余りにも極端過ぎるんじゃ

ないかと。国が示したものの倍以上減員してき

たわけなんです。その辺についてはどんなふう

に。課長は後から来たからなかなか答えにくい

というのもあるんですけれども、今、課長とし

ておられるから職としてお答えいただきたいん

ですけれども、私はそんなふうに思うんです。

そういう意見に対してどんなふうに認識してお

られるのか、お尋ねします。

やっぱりそのバックにあ○大坪行政経営課長

るのは、財政状況が非常に厳しいという切実な

問題だったんだろうと思います。そういう中

で、削れるところ、人件費でどこまで頑張れる

かということで一生懸命各県とも取り組まれた

結果なんだろうというふうに思います。行政経

営課ということで率直に申しますならば、でき

れば人員がたくさんいて、県民のいろんなニー

ズにおこたえできるというのが理想なんですけ

れども、限られた財政状況の中でどこまで減ら

した中で実際できるかというそこのぎりぎりの

せめぎ合いの結果だというふうに理解している

ところでございます。

１割というふうなざっくりとし○鳥飼委員

た、私から言えば、批判的に言えばもっと言い

方はあるんですけれども、こういう切り方とい

うのはちょっとおかしいんじゃないかと思うん

です。定員、人間というのは積み上げていかな

いといけないと思っているんです。積み上げ

じゃなくて、１割にしますよということなんで

すね。今からの県庁のあり方、3.11以降のあり

方としては、県が果たすべき業務が果たせない

んじゃないかという気もするんです。

どういうことかというと、「国がこういうふ

うに言っていますから」というか、知事の答弁

でもあったんですけど、「国の動向を見なが

ら」とか、そういうことを言うこともできない

時代に入ってきたんじゃないかと私は思ってい

るんです。そういう意味で、もしやるのであれ

ば、必要な人員を積み上げていってこうなりま

したということであれば、私はそれでもいいと

思うんです。そこをしっかり押さえていただか

ないとおかしいと私は思っています。ここで

は、水かけ論になりますから、これ以上は言い

合いになりますので、控えたいと思いますが、

非常に大事なことだと思いますので、ぜひそれ

は受けとめておいていただきたいと思います。

関連でお尋ねしたいんですが、今○外山委員

の人員削減の説明を聞いておると、最初に５％

とか10％の目標ありきで、それに向かってどう

やって減らしていくかという積み上げて減らし

ていっておるわけでしょう。そうじゃなくて、

民間でいえば、一つの会社で、課がある。そこ

で本当にこの仕事がこれだけ要るかどうかを見

ていって、そこで何人減らされると。例えば県

の場合、職務分掌というのがあるでしょう。す

べての職員に役職に応じて、あなたの仕事はこ
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れですと。ずっと見ておると、その人がやって

おる仕事は非常に多い。隣の人はその仕事には

ノータッチ。その人は残業をずっとやっておる

わけ。隣の人が加勢すればいいじゃないかと思

うんだけど、どうもそういう仕組みにはなって

いないみたいなんです。そこはわからないんだ

が、例えばある課がやらなくちゃいけない仕事

があると。仕事の分担も課長に全部任せて、課

長が、だれとだれがこれをやれと、そういうこ

とをやることによって、仕事を分担することに

よって人員の削減ができるんじゃないかと思う

んですが、そういう手法はとれないものかな。

確かに従前はそれぞれ○大坪行政経営課長

課・係というのがあって、きちっと事務分掌が

あったんです。実は、現在、担当制という制度

を採用していまして、係がない状態です。県庁

の各課の中では、何々担当という大きなブロッ

クはあって、それぞれ職員ごとに事務分掌は定

めているんですが、所属長の判断で、忙しい場

合は別の人がこの分野をやりなさいとか、ある

程度柔軟に対応できるようにいたしております

ので、従来よりもそういう傾向は減っているの

かなと思います。ただ、完全にそれができてい

るかというと自信はないんですけれども、でき

るだけそれぞれの所属長の判断で業務分担が平

衡になるような、そういう進め方はさらに進め

ていかなくちゃならないと考えております。

今言われたように、課長の一番の○外山委員

仕事は、そこにおる職員の仕事を効率的にやら

せることだろうと思うんです。ですから、課長

によって差が物すごく出てくる。10人でできる

課もあれば、25人かかる課もある。そういう責

任の所在を明確にすることによって課長のレベ

ルも上がってくるし、少しそういう手法をとっ

て人員の削減というのは入っていかないと、最

初に目標数値ありでいくと、どうも何かちょっ

とおかしい。中身のある削減ができない。そう

いうことをぜひ検討してもらうということ。こ

れは要望しておきます。

定員の削減の問題が出ていて、財○星原委員

政面が厳しいからという答えが多かったように

聞いているんですが、そうじゃなくて、今まで

膨れ上がった行政の中身を官から民に、要する

に指定管理とかいろんな形で渡すものはないか

と。そういう知恵を絞りながらの中で減らして

いく方法があるんじゃないか、そういう思惑も

あったんじゃないかと私は思っているんです。

日本が高度経済成長している時代には、いろん

な仕事やら役職やらふえてきていろんな形がふ

えていく。財政が厳しくなってきたら、絞ると

きにどうするかといったら、官がやっているこ

とを民でできることにいかに移行できるかとい

う流れを一本ちゃんととらえていないと、単純

に財政が厳しいからという形じゃないんじゃな

いかという気がするんです。そういう面で、民

に渡せるところはないのか検討しながら人を減

らす方法というのは、今後も私はあっていいと

思いますし、また、そうすべきだというふうに

私自身は思うんです。その辺の感覚はどうなん

ですか。

当然、委員がおっしゃい○大坪行政経営課長

ましたように、官から民へという大きな流れの

中で、県が持っている仕事をできるだけスリム

化して、民でできること、そして、民がやった

ほうがもっといいことについては、どんどん民

間活用ということは重要な視点だと思っていま

す。先ほどもちょっと触れましたけれども、新

しい行革プランの中でも、アウトソーシングの

推進という項目を改めて掲げまして、指定管理

者制度の活用ですとか県民との協働といったこ
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とを入れているということでございます。した

がいまして、財政状況は厳しいというのは切実

な問題なんですが、一方では、おっしゃいまし

たように、官から民へという流れをうまく入れ

ながら、人員は減っても、県民サービスに支障

がないような取り組みを進めてまいりたいと

思っております。

もう一点は、我々議員になって○星原委員

ずっと見ている中で、県の職員の異動が大体３

年で動いていくわけです。それが県民サービス

の面でも今言う効率性の面でも本当にいいの

か。異動して、１年目は多分そこになれるのに

必死で、２年目でなれてやっと動き出そうとし

て、３年目で異動になる。これが５年とかなる

と、よりいろんな知恵が出てくる。１年目でそ

ういうのを覚えて、２年、３年で何とかやり

よって異動していく。それが５年となると４年

間使える。その課におって、自分でこう変えよ

うとか、今まで先輩方がやってきたことをこう

変えていったらいいんじゃないかとか、いろん

なものを発想するときには異動の時期が来ると

思うんです。だから、能力を生かすためには、

異動の考え方等も、３年でくるくる回していい

ところと、すべてがみんな３年で動くんじゃな

くて、もう少しその辺に柔軟性を置くことで能

力の発揮の仕方が、１が1.2とか1.3とか伸びれ

ば、その分、効率性が上がるんじゃないかとい

う気がするんです。だから、一方ではそういう

考え方も取り入れていっていいんじゃないかと

思うんですが、今までが大体３年で来ているか

ら３年でしていかなくちゃいけないというふう

になるんですか。その辺はどうなんですか。

星原委員のおっしゃるとおり○桑山人事課長

でありまして、人を減らしていくということに

なりますと、職員一人一人の能力を高めて、意

欲を持ってやっていただかないといけないとい

うことで、一人一人の戦力が高くなるためには

どうするかということなんですけれども、今回

のプランの中でも、17ページをごらんいただき

たいと思います。「イ、自学を促し、人的資源

価値を高める人事管理」とありますが、この５

番のところで、異動サイクルの見直しというこ

とで、これまで、試験・研究機関とか農業改良

普及センター、そういうところは５年ぐらい置

いておこうと。あと残りは原則３年かなという

ことで異動をやっておりますが、おっしゃるよ

うに、専門性が高まったり、業務の効率化と

か、あるいは速くできる、責任を持ってやれる

というメリットは、長くしますとあると思いま

す。ただ、一方でデメリットという意味では、

マンネリ化したり、意欲が減退したりというこ

ともある。メリット、デメリット両方勘案しな

がら、基本的には長期的なスパンで置く職場も

つくっていこうと。そういう考えに立って必要

な見直しを今後検討してやっていきたいと思っ

ております。

関連で。職員の削減というので○山下委員長

実数が出ているんですが、去年の口蹄疫が発生

した中で、検証の中でもリスク分散というのが

出ていたんです。種牛が御案内のように高鍋の

事業団で一極集中管理でありました。あそこが

完成しまして、危機一髪で種牛を逃がして、少

なくとも５頭が生かされたんですが、今回から

は特例措置というのはなくなったんです。であ

れば、リスク分散という中で、20キロ圏内は移

動禁止になりますから、その20キロ圏外の中に

あと１カ所か２カ所は種牛の確保の場所をつく

ろうという方針が出たんです。

であれば、今まで一番悪かったのが、行政は

集約化、集約化で一極集中で管理してきた。そ



- 129 -

れがくしくもこういう状態で出てきた。今回の

東日本の震災でも、企業の生き残り策として一

極集中をやってきたんです。そのことで、やら

れてしまうとすべてがとまってしまう。そのこ

とが非常に反省の材料として出たんですが、リ

スク分散していくことになると職員の増が出て

くるんです。そのことはしっかりと皆さん方も

農政のほうとも協議して対策を講じていかない

と、職員の削減ありきでは、その窓口となると

ころは非常に方針が出しづらいと思うんです。

そのことをしっかりと検証していただきたいこ

と。

それと、今回ああいう想定外の地震が発生い

たしまして、県民ひとしく津波の怖さというの

を心配されているんですが、そういう危機事象

への対応、これもやはりある程度の人材確保を

しておかないと、その場の対応というのはでき

ないと思うんです。その辺の感覚というのをど

のようにお持ちでしょうか、お聞かせくださ

い。

口蹄疫の問題、それから○大坪行政経営課長

自然災害への対応の問題ありますので、資料

の12ページになりますけれども、危機管理能力

の強化ということを新たに入れたところでござ

います。その中で、先ほどもちょっと触れまし

たけれども、大きな災害が発生した場合の業務

継続計画（ＢＣＰ）というものを新たに策定し

たいと思っています。その中で、例えば県庁舎

が壊滅的な打撃を受けて県の行政ができなく

なった場合どうするかとか、そういったことも

踏まえながら、多様な危機事象に対応した組織

体制とか人員、そんな問題を総合的に検討した

いと思っているところでございます。

先ほどいろいろございましたけれ○鳥飼委員

ども、職場は、メンタルダウンするなり、そう

いうことでできなくなれば、そういう人は早く

やめてもらったほうがいいよというような、ど

ちらかといえば、私からすれば、殺伐とした感

じの職場になっているのが現状ではないかとい

う気もするんです。そうでないところももちろ

んありますけれども、それで果たして能力が十

分発揮できるのかというのもございます。それ

と人事の問題もありまして、いろいろ回ります

と、都城におったけど、今度は日南ですという

ことで、40代の中堅で、本庁に帰れないという

不平といいますか、不満を持っている。人事だ

からしようがないとあきらめているわけです。

本庁との人事交流をもうちょっとしっかりやる

とか、問題点を挙げれば切りがないので申し上

げませんけれども、ぜひそういうことも含めて

対応していただきたいと思います。

午前中に出されました臨時・非常勤職員のと

ころで、1,133人減員になったところで非常勤と

かをふやしますということで、1,199人が1,030

人と言われたんですけれども、この間、うちの

議員の質問のときの資料で、非常勤職員の任用

状況は1,344という数字をもらっているんです。

概略でいいんですけれども、人事課長か行政経

営課長かどっちかわかりませんけど、私が３年

ぐらい前に質問をしたときは、非常勤職員が

約1,000名、臨時職員が250名程度と記憶してい

るんです。いただいた資料では1,300何ぼとなっ

ていたんですけれども、現状はどんな推移に

なっているんでしょうか。

午前中の御質問でお答え○大坪行政経営課長

しましたのは、非常勤職員の数でございます。

改めて申しますと、平成17年当初が1,190だった

ものが23年当初が1,032ということで、150名ほ

ど減っております。

それから、今、委員がおっしゃいました臨時



- 130 -

的任用職員につきましては、平成17年のときは

まだ病院局が入っているものですから、多いん

ですが、402名、それに対して、直近で平成22年

４月１日現在の数字ですが、231名ということで

ございます。したがいまして、委員おっしゃい

ましたように、非常勤が1,000名程度、臨時的任

用職員が200名程度という数字になっているとこ

ろでございます。

それでいけば、私が記憶している○鳥飼委員

のと余り相違はないのかなという感じがします

が、アウトソーシングで効率的にということで

人をどんどん減らして置きかえていっても、置

きかえちゃならんような仕事も、やらにゃいか

ん仕事もあるわけで、例えば福祉事務所のケー

スワーカーは臨時職員でやってはいかんわけで

す。非常勤でやったらいけないけれども、現実

的に非常勤でやっている。もう解消されたか知

りませんけども、宮崎市なんかもありますし、

県にもありますし、大阪市なんかひどいものな

んですけれども、そういう状況があるわけで

す。例えばずっと非常勤できました消費生活相

談員、これが12名今いるんですけど、これを

もっと充実していくことが必要ではないかとい

うことで、常勤化すべきところももちろんある

と思うんですが、それは常勤化されたことはな

いわけです。そこら辺については、非常勤職員

化しているところを常勤化すべきではないかと

いうのが１つ。

それと、家畜防疫体制のところで、私もあの

とき申し上げましたけれども、獣医師が全国一

少ないといいますか、確保しようにも来てくれ

ないと。今、一生懸命頑張ってもらっているん

ですけれども、そういうことになってからでは

遅いわけですから、非常勤になっているところ

の常勤化も同じように検討していくべきではな

いかと思っているんですけれども、その辺につ

いては議論されたことはございますか。

職員の配置、何名配置す○大坪行政経営課長

るかという問題につきましては、それぞれ部局

と詳細に相談をしまして、１人当たりの仕事量

も十分勘案しながら作業をしているつもりでご

ざいます。私も４月以来、県内ほとんどの出先

機関をずっと回ってきましたので、大体それぞ

れの職場の実態は把握したつもりです。今後そ

れぞれ十分議論をしながら職員の適正な配置と

いうものを検討してまいりたいと思っておりま

す。

玉虫色みたいなお答えですけれど○鳥飼委員

も、申し上げておきたいのは、18ページに、新

たに挿入したということで、風通しのよい職場

環境の醸成と職員の健康管理というのが入って

います。確かに入ったんですけれども、実際は

どうなのかなと。風通しのいい職場とはどうい

うことなのか。外山委員が言われたように、ト

ップにかかわってくるところは物すごく多いと

思うんです。所属長、課長ですね。その方が職

員の能力を引っ張り出していく、そのことでそ

の所属としての業務能力が高まるというのは物

すごくあると思うんです。これではこういうふ

うに書いてあるんですけれども、具体的にどん

なふうにしていくのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

お諮りしますが、４時を過ぎる○山下委員長

ようであります。このまま進行してよろしいで

しょうか。

〔「ある程度決めるなり、質問項目を決

めるなりしないと、時間がたてばたつ

ほど私たちも質問できない。考えてい

ただきたい」と呼ぶ者あり〕

どうしましょうか。延長するこ○山下委員長
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とでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

風通しというのは、お互○大坪行政経営課長

いのコミュニケーションを十分図るということ

だろうと思っています。特に本年度４月から始

めましたのは、知事と各部局長とのフリートー

キングをしようと。それと、各部局長や所属長

は、それぞれの職員に対してみずからもメッ

セージをどんどん発してください。それをする

ことによって意見交換をしましょうということ

を新たにスタートしたところでございます。そ

ういったことをしながら、お互いに十分理解し

合えるような職場環境づくりというのを進めて

まいりたいと思っております。

県としてやるべきことはしっかり○鳥飼委員

やると、そういう体制をつくっていくというこ

とで努力していただきたいと思います。

関連ですが、先ほども私、お話○前屋敷委員

ししたんですが、今の議論を聞いていますと、

総人件費抑制の中で人員削減が進んできている

というのは否めないと思うんです。県の仕事の

量からいっても必要な数というのは当然出てく

るわけですから、そこに適切な人材がきっちり

配置されていくということを重視して進めてい

くことが求められていると思いますので、定員

削減ありきではないと言われましたけれども、

そういうことにならないようにぜひ心していた

だきたいと思います。

ちょっと見解をお聞きしたい○右松副委員長

んですが、県債残高が今、１兆580億ということ

で財政課長が御答弁されましたけれども、その

うち口蹄疫の転貸債が５年後に全額戻ると。そ

して、臨財債に関しては私も精査していきたい

と思っているんですが、いずれにしても財革で

注力できるというところが、この表でいく

と6,343億円という御答弁をいただいたわけで

す。そういった中で、この減り方からすれば、

かなり県で努力されておられるのかなと。平

成26年度が、転貸債と臨財債を引いたところ

が5,605億円ということで出ております。

そして、もう一つ、やはり基金のことが気に

なるところでございまして、委員会資料の22

ページですが、財政改革をしていかない場合

は、基金が平成25年度に枯渇をしてマイナス80

億になると。164億円で財政再生団体に転落する

ということで、それに対して、見直しを設定し

たときに、24ページですけれども、基金の減り

方の推移を見ますと、22年度から23年度はマイ

ナス70億と。これはもちろん見直しをした場

合、財革を進めていった場合の話です。24年度

も同じくマイナス70億、そして、平成24年か

ら25年にかけてがマイナス140億、同じく25年か

ら26年もマイナス140億という推移でいっていま

す。ということは、財革で努力をしていったと

してもこれだけ減っていくということになるわ

けです。財政課長のほうが、できれば99億じゃ

なくてそれ以上ふやしていく努力をされるとい

うことでおっしゃいましたけれども、これだけ

の財革努力をしていく中でも基金がどんどん

減っていく中で、このペースで財革の努力をし

ていったとしても、平成27年度にはマイナス40

億、28年度で180億ということで、財政再生団体

に転落をするという推移になってしまうんです

けれども、この26年度以降のことも含めて少し

お話ししていただければありがたいです。

この中期財政見通しについて○日隈財政課長

は、すべての制度が現状のとおり推移した場合

ということで試算したものでありますので、現

実そうなるかどうかというのは私もわかりませ

ん。一番大きいのは、社会保障改革がどうなっ



- 132 -

ていくかということだろうと思います。見てい

ただいたとおり、収入が伸びない中で歳出だけ

が伸びていきますので、それを何とか抑制しよ

うというのが根本にあります、今回の財政改革

については。原因は、書いてあったとおり、社

会保障関係費が一番大きいものであろうと考え

ております。公債費も伸びていきますけれど

も、臨時財政対策債については、国がちゃんと

措置するのであれば、交付税の中でしっかり確

保できるのかなとは思いますけれども、ただ、

国のほうも将来どうなるのかわからないという

不安要素もございます。ただ、これまで発行し

た分については、しっかり法律を遵守するとい

うことであれば、我々も、金融の原則ではあり

ませんけれども、借金した以上は、過去の分に

ついてはしっかり面倒を見ていく、法律遵守で

やっていただくというのが筋でありますので、

この点は国のほうも恐らく対応していただける

ものと思います。ただ、将来の今後の取り扱い

については見えないところがあろうかと思いま

す。いずれにしましても、現行でいくとこうい

う状況になりますので、これだけの対応をすれ

ばここまでの試算までは見込めますということ

でありますが、繰り返し申し上げますが、何と

かそれ以上の成果を上げていくのが私どもの務

めであろうと思いますので、精いっぱい頑張り

たいと考えております。

財革に関しては、私たちも一○右松副委員長

生懸命知恵を絞っていきたいというふうに思っ

ております。

ありませんか。なければ、これ○山下委員長

で終了したいと思いますが、よろしいでしょう

か。

今、論議されています行革プラ○前屋敷委員

ンにリンクさせていく話でもないかと思うんで

すけれども、今、人件費の話がかなり問題に

なってきています。人件費に関してですが、今

議会で、公安委員会委員、人事委員会委員、収

用委員会委員の改選がありました。月額の報酬

を見ますと、これまでも何度か問題になってき

たところだったんですけど、今の県民感情とい

うか感覚からいくと、かなり差があるんじゃな

いかなというのを改めて思っているところなん

です。ですから、審議の密度がこれなんだと言

われればそれまでの話なんですけど、単純にい

きますと、月に１回ないしは２回というような

出席の中で月額17～18万ぐらいという報酬額に

なっているんです。果たしてこれでいいのかな

という思いをしていますし、そういう声も聞き

ます。改めてこの報酬額については検討してい

くことも必要じゃないかなと思っているんで

す。一定の基準のもとに算定されている額だと

は思いますが、その辺のところ、基準とか考え

方があれば示してください。

行政委員の報酬に関しまして○桑山人事課長

は、自治法の規定に基づきまして、日額を原則

としながらも、条例で定めた場合には月額とい

うことで、従来月額で報酬をやってまいりまし

た。おっしゃるような点につきまして、裁判で

も月額を違法とする判決と裁量の範囲内だとい

う判決に分かれております。両方ありますけれ

ども、私どもとしては、今回のプランの15ペー

ジに委員の報酬についても盛り込んでおるとこ

ろでございます。④適正な給与管理という項目

がありますけれども、本文の４行目、「また」

とありますけれども、執行機関の委員の月額報

酬につきましては、全国知事会の報告あるいは

勤務実態等踏まえまして、勤務日数を反映した

報酬のあり方を検討して、必要な見直しを行う

ということで、下の表の２番目にありますが、
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平成23年度、本年度中に検討の上、実施したい

と考えております。具体的な見直しの内容につ

いては、議会、この委員会でお諮りをしたいと

思っております。

ぜひ検討をお願いします。○前屋敷委員

もう時間が過ぎていますので、要○鳥飼委員

望だけしておきたいと思います。

常任委員会資料の５ページ、人事課のところ

で、東日本大震災被災地職員派遣事業というの

があります。短期派遣のところで、④避難所等

での放射線被曝量診断（福島県）等というのが

あるんですけれども、被曝については私どもも

敏感といいますか、気になるところで、向こう

の人の健康管理のためにもちろん行くわけです

けど、行った職員の被曝について十分な注意を

といいますか、自己責任ですよということにな

らないように、その辺は十分人事課のほうで指

導なり配慮をお願いしたいと思います。要望し

ておきます。

次に、請願の審査に移ります。○山下委員長

請願について執行部からの説明はございませ

んか。

執行部としまして特に意○金井危機管理課長

見はございません。

委員の皆さん方からはありませ○山下委員長

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、これで終わりたいと○山下委員長

思います。総務部の皆さん、ありがとうござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後４時12分休憩

午後４時15分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、あす行

いたいと思います。開会時刻は13時30分といた

したいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○山下委員長

します。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようでしたら、本日の○山下委員長

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして本○山下委員長

日の委員会を終わります。

午後４時16分散会
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午後１時34分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 外 山 三 博

委 員 星 原 透

委 員 宮 原 義 久

委 員 西 村 賢

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 馬 場 輝 夫

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

委員会を再開いたします。○山下委員長

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「議案ごとでお願いします」と呼ぶ者

あり〕

ただいま、議案第16号、議案○山下委員長

第17号、報告第１号につきましては、個別に採

決の御意見がありましたので、まず、議案第16

号について採決を行います。

議案第16号について賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第16号○山下委員長

につきましては、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。

次に、議案第17号について採決を行います。

議案第17号について賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第17号○山下委員長

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

続きまして、報告第１号について採決を行い

ます。

報告第１号について賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、報告第１号○山下委員長

については原案のとおり承認すべきものと決定

いたしました。

次に、議案第１号、議案第２号、議案第５

号、議案第６号、議案第８号、議案第９号、議

案第10号、議案第21号について、一括採決をい

たします。

議案第１号、議案第２号、議案第５号、議案

第６号、議案第８号、議案第９号、議案第10

号、議案第21号につきましては、原案のとおり

可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○山下委員長

て、議案第１号、議案第２号、議案第５号、議

案第６号、議案第８号、議案第９号、議案第10

号、議案第21号につきましては、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第４号の宮崎―大阪カーフェリー

の件なんですが、この取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

私は、この請願第４号について○前屋敷委員
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は、もう少し中身を検討する必要があると思い

ます。請願人に補助せいということじゃなく

て、荷主のほうに助成をとなっていることあた

りももう少し調査するというか、中身をもう少

し深く説明いただかないと。それと、今出てい

ました太陽光パネルあたりだけのものなのか。

運送となると幅が広いですので、どのあたりま

での範囲で助成を求めておられるのかというあ

たりのところも、もう少し調査したほうがいい

んじゃないかなと思いましたので、私は、本号

については継続をお願いしたいと思います。

今、継続というお話が出たんで○山下委員長

すが、お諮りしたいと思います。

請願第４号を継続審査することに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数。よって、請願第４号○山下委員長

を継続審査とすることは否決されました。

ただいま、継続審査とすることは否決されま

したので、これからは採択または不採択のいず

れかをお諮りすることになります。

ここで前屋敷委員にお聞きいたしますが、こ

れからすぐに採決してもよろしいでしょうか。

それは私としては困りますね。○前屋敷委員

まだ判断材料に乏しいところなので、否決にす

るという理由も今のところ確固たるものもあり

ませんし、賛成するという理由も確固たるもの

はありませんので、少し検討をしたいというこ

とで継続の意見を申し上げたところなので、今

採決をされると、非常に私は困ります。判断で

きません。

それでは、請願第４号の賛否を○山下委員長

お諮りいたします。

保留はできますか。賛成か反対○前屋敷委員

かしか評決はできませんか。ちょっと民主主義

に反しますね。判断材料がないのにせいという

のは酷じゃないでしょうか。棄権はできますか

できますね。ごめんなさい。保留じゃなく―

て棄権の意味でした。

〔前屋敷委員退席〕

それでは、請願第４号の賛否を○山下委員長

お諮りいたします。

請願第４号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第４号○山下委員長

は採択することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

〔前屋敷委員着席〕

午後１時41分休憩

午後１時41分再開

再開いたします。○山下委員長

次に、請願第５号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

請願第５号については、採決と○山下委員長

の意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、請願第５号の賛否を○山下委員長

お諮りいたします。

請願第５号について採択すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。ただいま請願第５号○山下委員長

が採択されましたが、当請願は意見書の提出を

求める請願であります。委員会発議として意見

書案を提出することについては、全会一致での
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決定が必要でありますので、お諮りいたしま

す。

請願第５号について、委員会発議として意見

書案を提出することについて御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ございませんので、委員○山下委員長

会発議として意見書案を提出することに決定い

たします。

それでは、意見書の内容について何か御意見

はございませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時43分休憩

午後１時43分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

お諮りいたします。意見書案の内容につきま

しては、意見書案のとおり、当委員会発議とす

ることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ございませんので、その○山下委員長

ように決定いたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として特に御要望等あ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時44分休憩

午後２時７分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら、正副委員長

に御一任いただくことで御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○山下委員長

す。暫時休憩いたします。

午後２時７分休憩

午後２時17分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

閉会中の継続審査についてお諮りいたしま

す。

「県民政策及び行財政対策に関する調査」に

ついては、継続審査といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この旨○山下委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、７月20日の閉会中の委員会につきまし

ては、先ほど出ておりましたけれども、被災者

の受け入れ状況等、財政的支援をどこがどうい

う形で受け付けるのか、その辺等も踏まえて担

当部局のほうから説明を求めることといたしま

す。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○山下委員長

す。

次に、県外調査についてでありますが、県外

調査につきましては、10月12日から14日にかけ

て、ただいま御意見を賜りました新潟県中越沖

地震の復興状況、予算編成等の取り組みの透明

化、その辺の先進地があれば織り交ぜて県外調

査をしたいと。そのように取り組みたいと思い

ます。詳細については正副委員長に御一任いた

だけますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そういう形で進めさ○山下委員長

せていただきます。

なお、具体的な行程等につきましては、後日
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御連絡いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようですので、以上で○山下委員長

委員会を終了いたします。委員の皆様、お疲れ

さまでした。

午後２時18分閉会
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